
Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2025-07-09

司法裁判所の「思惟律」と行政裁量 : 1803年〜1950
年のアメリカ行政法について (1)

(Citation)
法学協会雑誌,107(4):621-701

(Issue Date)
1990-04

(Resource Type)
journal article

(Version)
Version of Record

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/90008348

中川, 丈久



序

に
-
=
-
＝
＝
＝
=
＝
＝
＝
＝
＝
-
＝
＝
＝
＝
=
＝
＝
＝
＝
-
—

3

I

I

 

究

ml

研

I

I

 

I

I

 

I

I

 

1

.

,

 

益＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ヨ

司
法
裁
判
所
の

第
二
章ー

第序

II I章

「
思
惟
律
」
と
行
政
裁
量
（
一
）

二
つ
の
憲
法
論

一
九
世
紀
の
諸
法
理

一
九
二

0
ー
一
九
一
―

-0年
代
に
お
け
る

憲
法
法
理
の
変
移

A
型
の
思
惟
律

立
法
政
策
上
の
背
景

II

内
容
・
歴
史
・
タ
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー

m
具
体
的
運
用
（
以
上
本
号
）

第
三
章

B
型
の
思
惟
律

I
立
法
政
策
上
の
背
景

II

内
容
・
歴
史
・
タ
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー

m
具
体
的
運
用

結
び
に
か
え
て

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
行
政
法
を
歴
史
的
に
観
察
す
る
場
合
、
少
な

く
と
も
一
九
世
紀
に
顕
著
で
あ
っ
た
考
え
方
と
、
二

0
世
紀
の
初
頭
に
新

た
に
勃
興
し
た
思
考
と
の
間
に
存
在
す
る
基
本
的
な
相
違
が
示
唆
さ
れ
る

(

1

)

 

こ
と
が
あ
る
。
本
稿
の
直
接
の
課
題
は
、
ご
く
象
徴
的
に
し
か
語
ら
れ
る

こ
と
の
な
い
こ
の
現
象
の
構
造
を
、
「
行
政
裁
量
の
司
法
審
査
」
と
い
う

(

2

)

 

問
題
分
野
に
お
い
て
、
し
か
も
一
九
世
紀
か
ら
一
九
四

0
年
代
の
時
期
に

(

3
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限
定
し
て
折
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
る
行
政

裁
量
の
認
識
構
造
と
そ
の
歴
史
的
変
化
に
光
を
あ
て
て
、
統
一
的
な
説
明

を
与
え
る
た
め
に
、
「
思
惟
律
」
（
筆
者
の
造
語
）
と
い
う
概
念
の
使
用
を

試
み
て
い
る
。
ま
た
、
右
の
通
り
の
問
題
関
心
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
、

行
政
機
関
と
司
法
裁
判
所
の
関
係
に
お
け
る
現
象
と
し
て
の
行
政
裁
量
の

あ
り
方
を
探
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
裁
判
所

が
判
断
代
置
で
き
な
い
も
の
す
べ
て
を
行
政
裁
量
と
呼
ん
で
い
る
。

本
稿
の
結
論
は
、
次
の
二
点
に
要
約
さ
れ
る
。
裁
判
所
が
行
政
裁
量
を

認
識
す
る
た
め
に
用
い
て
い
る
諸
種
の
審
査
枠
組
み
の
具
体
的
運
用
や
、

当
時
の
憲
法
法
理
は
、
連
動
的
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の

連
動
的
理
解
の
た
め
に
は
裁
判
所
自
身
が
構
想
す
る
「
思
惟
律
」
の
存
在

を
仮
定
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
裁
判
所
は
「
思
惟
律
」
を

ー

一

八

0-―
一
年
ー
一
九
五

0
年
の
ア
メ
リ
カ
行
政
法
に
つ
い
て
ー
ー

中

川

丈

久

107 (4 • 105) 621 



研 究

時
代
や
行
政
分
野
に
よ
っ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変
動
さ
せ
て
き
た
こ
と
、

の
二
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
敷
術
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
行
政
機
関
の
行
為
の
司
法
審
査
を
行
う
裁
判
所
の
役
割
は
、
行
政

裁
量
の
存
否
を
確
定
し
た
上
で
（
境
界
確
定
）
、
裁
判
所
の
領
域
に
属
す

る
部
分
に
つ
い
て
何
ら
か
の
判
断
を
下
す
こ
と
に
あ
る
。
思
惟
律
は
、
こ

の
よ
う
な
裁
判
所
の
役
割
を
規
律
し
て
い
る
規
範
的
思
考
と
し
て
本
稿
で

仮
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
司
法
審
査
を
行
う
裁
判
所
が
、
行
政
機
関
の

決
定
の
ど
の
局
面
（
境
界
確
定
）
に
ど
の
よ
う
な
関
心
を
持
つ
べ
き
か

(

4

)

 

（
審
理
態
様
）
に
つ
い
て
の
テ
ー
ゼ
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

②
行
政
裁
量
の
統
制
に
関
わ
る
連
邦
最
高
裁
の
判
例
を
歴
史
的
に
観

察
す
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
き
わ
め
て
対
照
的
な
司
法
行
動
の

系
統
を
、
思
惟
律
の
違
い
に
依
拠
し
て
、
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本

稿
で
は
、
こ
れ
ら
を
成
立
順
に
そ
れ
ぞ
れ
「
A
型
の
思
惟
律
」
「
B
型
の

思
惟
律
」
と
名
付
け
た
。

A
型
は
遅
く
と
も
一
九
世
紀
半
ば
に
は
成
立
し

て
い
た
も
の
で
あ
り
、

B
型
は
二

0
世
紀
の
初
頭
に
勃
興
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
一
九
一

0
年
代
か
ら
一
九
一
―

-0年
代
に
か
け
て
の
連
邦
最
高

裁
は
、
一
定
の
行
政
分
野
で
思
惟
律
を
A
型
か
ら
B
型
に
交
替
さ
せ
た
も

の
の
、
そ
の
他
の
分
野
で
は
従
来
の

A
型
を
維
持
し
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
こ
の
時
期
に
は
、
行
政
分
野
に
よ
っ
て
異
な
る
思
惟
律
を
使
い
分
け
る

と
い
う
現
象
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

A
型
は
、
「
個
人
権
ま
た
は
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
」
の
概
念
に
よ
っ

て
、
司
法
裁
判
所
が
憲
法
上
独
占
的
に
有
す
る
責
務
を
規
定
す
る
こ
と
に

よ
り
、
司
法
審
査
を
す
る
裁
判
所
の
役
割
を
規
律
す
る
思
惟
律
で
あ
る
。

そ
の
際
の
裁
判
所
の
関
心
は
、
行
政
機
関
の
行
為
の
う
ち
か
ら
裁
判
所
が

全
面
的
に
判
断
代
置
で
き
る
部
分
を
、
伝
統
的
に
司
法
裁
判
所
が
扱
っ
て

き
た
紛
争
事
項
へ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
取
り
出
す
こ
と
に
あ
り
、
そ

の
残
余
に
つ
い
て
は
裁
判
所
は
一
切
関
心
を
有
し
て
い
な
い
。
後
者
が
こ

の
思
惟
律
に
お
け
る
行
政
裁
量
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
、

B
型
に
お

い
て
は
、
裁
判
所
の
役
割
が
憲
法
上
一
律
に
決
ま
る
と
い
う
前
提
が
廃
棄

さ
れ
、
こ
れ
は
議
会
限
り
で
決
定
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
。

B
型
は
、
論
文
や
判
例
上
、
裁
判
所
と
行
政
機
関
の
「
バ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

。
フ
」
も
し
く
は
「
協
働
関
係
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
考
え
方
に
他
な
ら
な
い
。

裁
判
所
の
関
心
は
行
政
機
関
の
現
実
の
判
断
過
程
の
適
否
へ
と
向
け
ら
れ
、

行
政
機
関
と
裁
判
所
の
関
係
は
、
「
議
会
の
意
図
」
を
軸
に
、
い
ず
れ
が

ど
の
判
断
過
程
に
ど
の
よ
う
に
関
与
す
べ
き
か
と
い
う
形
で
、
よ
り
複
雑

に
絡
み
合
う
こ
と
と
な
る
。

⑧
こ
の
よ
う
な
思
惟
律
は
、
憲
法
上
・
法
律
上
の
根
拠
か
ら
自
動
的

に
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
司
法
裁
判
所
自
身
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

状
況
の
中
で
自
ら
の
存
在
価
値
を
維
持
す
る
た
め
に
、
「
裁
判
所
と
行
政

機
関
の
関
係
」
に
お
け
る
自
ら
の
適
正
な
位
置
付
け
を
測
定
し
て
、
構
想

(
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し
選
択
し
た
も
の
で
あ
る
。
思
惟
律
は
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
政
治
的
経
済
的

な
志
向
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
形
成
の
契
機
と
し
て
は
様
々
な

要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
を
独
立
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て

扱
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
が
、
取
り
あ
え
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
行
政

分
野
に
お
け
る
立
法
政
策
に
看
取
さ
れ
る
社
会
状
況
や
政
治
的
志
向
に
つ

い
て
の
多
少
の
見
取
り
図
的
な
叙
述
を
行
な
う
（
「
立
法
政
策
上
の
背
景
」
）

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
参
考
と
し
た
。
な
お
、
ど
の
思
惟
律

を
採
用
す
る
か
は
裁
判
所
が
決
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
個
々
の
事
件
に
お

107 (4 • 106) 622 



司法裁判所の「思惟律」と行政裁温(1)

け
る
訴
訟
当
事
者
の
主
張
に
左
右
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

④
思
惟
律
を
見
い
だ
す
た
め
に
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
し
た
法
的
議

論
は
、
憲
法
論
お
よ
び
個
々
の
行
政
裁
量
の
司
法
審
査
判
例
で
用
い
ら
れ

て
い
る
様
々
な
枠
組
み
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
諸
ド
ク
ト
リ
ン
（
法
理
）
で

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
ド
ク
ト
リ
ン
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
司
法

裁
判
所
の
行
政
裁
量
の
認
識
は
、
思
惟
律
を
軸
に
構
造
的
に
把
握
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

裁
判
所
は
、
行
政
裁
量
の
存
否
を
確
定
し
（
境
界
確
定
）
、
自
ら
の
役

割
部
分
に
つ
い
て
の
関
与
方
法
（
審
理
態
様
）
に
従
っ
て
必
要
な
審
査
を

す
る
た
め
に
、
様
々
な
枠
組
み
を
用
い
て
い
る
が
、
本
稿
は
こ
れ
を
「
タ

ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー
」
と
し
て
整
理
し
た
。
思
惟
律
は
、
第
一
に
、
こ
の
よ
う

な
諸
種
の
枠
組
み
（
も
し
く
は
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
諸
ド
ク
ト
リ

ン
）
を
一
貫
し
た
態
度
で
運
用
す
る
た
め
の
吸
引
力
と
し
て
機
能
す
る
。

境
界
確
定
を
例
に
と
れ
ば
、
「
裁
量
的
・
事
務
的
行
為
の
区
別
」
「
憲
法

的
・
管
轄
的
事
実
の
法
理
」
「
法
律
問
題
・
事
実
問
題
の
区
別
」
「
詐
欺
等

の
無
い
限
り
、
行
政
決
定
は
終
決
的
で
あ
る
」
と
い
っ
た
枠
組
み
が
設
定

さ
れ
て
お
り
、
審
理
態
様
を
例
に
と
れ
ば
、
「
実
質
的
証
拠
の
裏
付
け
が

あ
る
か
」
な
ど
と
い
っ
た
枠
組
み
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
審
査
枠
組

み
の
起
源
は
、
他
の
法
分
野
（
民
事
訴
訟
法
・
証
拠
法
）
や
イ
ギ
リ
ス
以

来
の
諸
種
の
先
例
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
裁
判
所
が
行

政
の
行
為
の
司
法
審
査
に
際
し
て
便
宜
的
な
借
用
を
し
た
結
果
に
過
ぎ
ず
、

ど
の
枠
組
み
が
な
ぜ
借
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
自
体
に
そ
れ
ほ
ど
の
重
要

性
や
必
然
性
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で

主
に
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
借
用
の
経
過
ま
た
は
理
由
で
は
な
く
、

こ
れ
ら
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
実
を
持
た
さ
れ
て
運
用
さ
れ
て
い
る

の
か
で
あ
る
（
「
具
体
的
運
用
」
）
。
思
惟
律
は
、
そ
の
具
体
的
運
用
の
レ

ベ
ル
を
規
律
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
統
一
的
に
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
な

お
、
こ
の
よ
う
な
審
査
枠
組
み
が
司
法
審
査
規
定
と
し
て
立
法
化
さ
れ
た

と
き
に
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
議
会
に
よ
る
法
律
と
裁
判
所
に
よ
る
思

(

6

)

 

惟
律
の
間
に
軋
礫
が
生
じ
る
場
面
も
考
え
ら
れ
る
。
結
果
的
に
ほ
、
本
稿

で
扱
う
範
囲
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
衝
突
は
ま
だ
生
じ
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
留
意
す
る
た
め
、
司
法
審
査
に
関
す
る
立
法

政
策
に
つ
い
て
も
、
ご
く
簡
単
で
は
あ
る
が
見
取
り
図
を
与
え
る
こ
と
と

し
た
（
「
立
法
政
策
上
の
背
景
」
）
。

第
二
に
、
思
惟
律
は
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
憲
法
上
の
諸
法
理
を
採
用
し
て

お
り
、

A
型
と
B
型
の
思
惟
律
は
異
な
る
憲
法
上
の
正
当
化
を
有
し
て
い

る
。
こ
の
場
合
思
惟
律
は
、
行
政
の
行
為
の
司
法
審
査
の
あ
り
方
に
関
す

る
、
司
法
権
規
定
や
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
憲
法
解
釈
の
内
容
（
そ
の

方
法
で
は
な
い
）
を
規
律
す
る
規
範
的
な
思
考
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は

B
型
の
思
惟
律
形
成
過
程
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
裁
判
所

が
同
時
代
の
憲
法
理
論
で
は
望
ま
し
い
司
法
審
査
が
で
き
な
い
と
考
え
て
、

ひ
そ
か
に
そ
れ
に
反
し
た
思
惟
律
を
構
想
す
る
現
象
が
見
出
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
前
述
⑧
に
関
連
す
る
論
点
で
も
あ
る
。

⑤
な
お
、
い
わ
ゆ
る
法
律
解
釈
論
と
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
係
に
つ

い
て
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
通
常
、
法
律
解
釈
論
は

裁
判
所
が
法
律
の
意
味
そ
の
も
の
（
例
え
ば
、
「
労
働
者
」
や
「
異
議
の

提
出
」
の
意
味
）
を
い
か
に
決
定
す
る
か
の
方
法
（
利
用
す
る
資
料
、
解

(

7

)

 

釈
原
則
等
）
お
よ
び
そ
の
基
礎
付
け
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

107 (4 • 107) 623 
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司
法
審
査
の
文
脈
に
お
い
て
そ
の
議
論
を
す
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
裁

判
所
が
い
か
な
る
立
場
で
法
律
の
解
釈
に
関
わ
れ
る
の
か
を
あ
ら
か
じ
め

確
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
確
定
作
業
（
本
稿
の
言
葉
で
言
え
ば
、

境
界
確
定
と
審
理
態
様
）
を
構
造
的
・
歴
史
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
本
稿

の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
両
者
の
区
別
は
、
①
ま
ず
、
そ
の
よ
う

な
確
定
作
業
に
お
け
る
問
題
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
非
裁
量
と
さ
れ
た
事
項

に
つ
い
て
裁
判
所
が
独
立
の
法
律
解
釈
を
す
る
と
き
の
問
題
と
い
う
、
考

察
対
象
の
相
異
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
②
し
か
し
な
が
ら
第
二
に
、
境
界

確
定
自
体
に
も
、
法
律
解
釈
論
上
の
問
題
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

確
か
に
、
境
界
確
定
（
例
え
ば
、
根
拠
法
上
、
あ
る
判
断
事
項
が
「
事
務

的
」
と
解
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
は
端
的
に
行
政
裁
量
に
委
ね
ら
れ
た

も
の
と
解
さ
れ
る
か
ど
う
か
）
は
、
裁
判
所
の
役
割
の
確
定
で
あ
っ
て
、

法
律
の
意
味
そ
の
も
の
の
決
定
で
は
な
い
。
し
か
し
、
解
釈
の
方
法
（
利

用
す
る
資
料
、
解
釈
原
則
等
）
と
い
う
点
で
は
意
味
決
定
の
場
合
と
同
様

(

8

)

 

の
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
本
稿
で
考
察
し
て
い
る
の
は
、

．
．
．
．
．
．
．
 

境
界
確
定
に
お
い
て
何
を
源
泉
と
し
て
こ
の
よ
う
な
意
義
で
の
解
釈
を
す

べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
て
、
や
は
り
こ
の
場
合
も
、
考
察
対
象
の
相

異
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
①
②
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
両
者
は
異
な
る
問

題
分
野
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
の
テ
ー
マ
を
理
解
す

る
上
で
有
益
な
こ
と
も
あ
る
の
で
、
以
下
で
は
法
律
解
釈
論
に
属
す
る
問

題
に
つ
い
て
も
必
要
に
応
じ
て
言
及
す
る
。

さ
て
、
ア
メ
リ
カ
行
政
法
に
お
け
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国

で
は
、
い
わ
ゆ
る
規
制
行
政
に
視
点
を
限
定
し
た
上
で
、
「
審
査
範
囲
」
や

「
実
質
的
証
拠
法
則
」
と
い
う
標
題
の
も
と
に
か
な
り
の
数
の
紹
介
・
研

(

9

)

 

究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
研
究
の
蓄
積
状
況
に
つ
い
て
は
、
各
章
も
し
く
は

各
項
の
冒
頭
お
よ
び
関
連
箇
所
で
言
及
す
る
が
、
そ
こ
に
は
共
通
の
特
徴

を
見
出
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
司
法
審
査
の
全
体
像
を
、

右
に
述
べ
た
よ
う
に
構
造
的
・
歴
史
的
に
把
握
す
る
努
力
が
な
さ
れ
て
き

た
と
は
言
い
難
く
、
何
ゆ
え
に
ア
メ
リ
カ
行
政
法
に
お
け
る
司
法
審
査
が

今
日
あ
る
よ
う
な
形
で
形
成
・
展
開
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
根
本
問
題

(

1

0

)

 

へ
の
視
点
が
希
薄
で
あ
っ
た
と
評
価
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ア
メ
リ
カ
行
政

法
を
現
象
的
に
整
理
す
る
こ
と
に
留
ま
り
、
そ
れ
を
支
え
る
基
底
的
な
思

考
や
、
そ
の
歴
史
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
ヘ
の
視
座
が
欠
落
す
る
な
ら
ば
、

外
国
法
の
的
確
な
理
解
に
支
障
が
生
じ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
も
そ
も
外
国
法
の
研
究
成
果
を
わ
が
国
の
法
理
論
に
お
い
て
ど
う
用
い

る
べ
き
か
と
い
う
作
業
の
点
で
の
不
十
分
さ
を
否
む
こ
と
が
で
き
な
い
の

も
、
右
の
よ
う
な
研
究
動
向
に
基
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、

単
に
い
わ
ゆ
る
規
制
行
政
以
外
の
分
野
を
も
取
り
上
げ
る
べ
き
だ
と
主
張

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
根
本
問
題
に
対
し
て
ど
う
取
り
組

む
べ
き
か
に
つ
い
て
、
筆
者
な
り
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
次
の
手
順
で
叙
述
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
行
政
裁
量

の
司
法
審
査
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
一
九
世
紀
及
び

110世
紀
前
半

の
憲
法
上
の
諸
法
理

(
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l

d
o
c
t
r
i
n
e
s
)

を
概
観
す
る
（
第

一
章
）
。
続
い
て
、
一
九
世
紀
の
伝
統
的
な
憲
法
上
の
諸
法
理
と
関
連
す

る
「
A
型
の
思
惟
律
」
を
そ
の
立
法
政
策
上
の
背
景
と
共
に
説
明
し
、
そ

の
も
と
に
築
か
れ
た
統
制
方
法
を
具
体
的
に
述
べ
る
（
第

1

一
章
）
。
ま
た
、

―1
0世
紀
初
頭
の
行
政
状
況
の
下
に
、
経
済
規
制
行
政
分
野
を
母
胎
と
す
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

る
「
B
型
の
思
惟
律
」
が
形
成
を
始
め
、

A
型
と
の
軋
礫
を
経
て
、
確
立

す
る
に
至
る
経
緯
を
述
べ
、
そ
の
も
と
に
築
か
れ
た
新
た
な
統
制
方
法
の

分
折
的
説
明
を
試
み
る
（
第
三
章
）
。

(

1

)

こ
の
相
違
を
行
政
裁
巌
の
司
法
審
査
の
文
脈
で
指
摘
す
る
論
文

は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
一
九
世
紀
と
二

0
世

紀
の
対
比
は
ご
く
象
徴
的
な
表
現
で
記
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

本
稿
ほ
こ
れ
ら
論
文
に
欠
け
て
い
る
具
体
的
な
検
討
と
背
景
分
析
を

試
み
る
も
の
で
あ
る
。

W
h
i
t
e
,

A
l
l
o
c
a
t
i
n
g
 
P
o
w
e
r
 
B
e
t
w
e
e
n
 

A
g
e
n
c
i
e
s
 a
n
d
 C
o
u
r
t
s
:
 
T
h
e
 L
e
g
a
c
y
 o
f
 
Justice 
B
r
a
n
d
e
i
s
,
 

1
9
7
4
 D
u
k
e
 
L. J. 
1
9
5
,
 
2
3
1
 (
1
9
7
4
)
 
(
一
十
竺
―

-
0年＇代
2

認
か
わ
り
ま

で
に
連
邦
最
高
裁
ほ
、
一
九
世
紀
末
の
法
学
に
連
な
る
見
解
の
多

く
を
棄
て
る
必
要
を
悟
っ
た
）
;
S
t
e
w
a
r
t
 &
 S
u
n
s
t
e
i
n
,
 
P
u
b
l
i
c
 

P
r
o
g
r
a
m
s
 a
n
d
 P
r
i
v
a
t
e
 
R
i
g
h
t
s
,
 
9
5
 H
a
r
v
.
 
L. 
R
e
v
.
 
1
1
9
3
,
 

1
2
6
9
 (
1
9
8
2
)
 (
1
1
 

0
世
幻
2

の
哉
5

判
立
所
と
は
異
な
り
、
一
九
世
紀
に
お

け
る
裁
判
所
は
「
全
面
審
査
か
審
査
排
除
か

(̂
'all
o
r
 
n
o
t
h
i
n
g
"
 

r
e
v
i
e
w
)
」
を
行
っ
て
い
た
）
;
C
o
o
p
e
r
,
 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 Justice 

a
n
d
 
t
h
e
 
R
o
l
e
 
o
f
 
Discretion, 
4
7
 Y
a
l
e
 
L
.
 
J. 
5
7
7
,
 
5
8
8
 

(
1
9
3
8
)
 
(
コ
モ
ン
ロ
ー
の
伝
統
に
従
っ
て
行
政
の
範
囲
を
画
す
る
旧

理
論
の
廃
棄
）
;
S
m
i
t
h
,
 
Judicialization: 
T
h
e
 
T
w
i
l
i
g
h
t
 
o
f
 

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
L
a
w
,
 
1
9
8
5
 
D
u
k
e
 
L. 
J. 
4
2
7
,
 

4
5
7
-
6
5
 

(
1
9
8
5
)
 
(
著
者
は
、
伝
統
的
な
「
権
利
•
特
権
(
r
i
g
h
t
,
p
r
i
v
i
l
e
g
e
)

」

の
区
別
に
依
拠
し
、
裁
判
所
は
「
個
人
の
権
利

(private
rights)
」

の
保
護
の
み
に
専
念
す
る
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
た
司
法
審
査
の
全

体
像
を
提
案
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
個
人
の
権
利
に
立
脚
し
た
行
政

法
理
論

(
t
h
e
o
r
y
o
f
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
l
a
w
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
p
r
i
v
a
t
e
 

、、

rights)
」
へ
の
復
帰
を
提
唱
し
て
、
現
代
行
政
法
を
厳
し
く
論
難
す

る
）
、
最
後
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
勿
論
、
多
く
の
批
判
が
寄
せ
ら

れ
て
い
る
が
、
特
に

M
c
G
o
w
a
n
,
A
 R
e
p
l
y
 t
o
 J
 udicialization, 

1
9
8
6
 D
u
k
e
 L
.
 
J. 
2
1
7
 (
1
9
8
6
)

を
今
多
照
。
な
お
、

S
t
e
w
a
r
t
,
T
h
e
 

R
e
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 o
f
 A
m
e
r
i
c
a
n
 A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 L
a
w
,
 
88 H
a
r
v
.
 

L
.
 R
e
v
.
 1
6
6
7
 (
1
9
7
5
)

ほ
、
二

0
世
紀
的
な
考
え
方
の
展
開
の
み

を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(

2

)

い
わ
ゆ
る
本
案

(
t
h
e

m
e
r
i
t
s
)

の
問
題
を
扱
う
こ
と
に
な
る

が
、
以
下
の
よ
う
に
素
材
を
か
な
り
限
定
し
て
い
る
。
ま
ず
、
裁
決

(
a
d
j
u
d
i
c
a
t
i
o
n
)
の
司
法
審
査
の
み
を
対
象
と
し
、
規
則

(rule)
の

そ
れ
は
構
成
の
都
合
上
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
（
第
三
章
の
最
終
項
を

参
照
）
。
行
政
の
行
為
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
も
本
稿
の
対
象

外
で
あ
る
。
ま
た
、
「
政
治
的
問
題

(political

q
u
e
s
t
i
o
n
)
」
の
他
、

行
政
が
行
動
を
開
始
す
る
か
ど
う
か
の
裁
量

(prosecutorial

dis, 

cretion
な
ど
）
に
つ
い
て
も
除
外
し
て
い
る
。
ケ
ー
ス
・
プ
ッ
ク
等

に
お
い
て
は
、
本
稿
で
扱
う
問
題
の
多
く
は
、
「
行
政
機
関
に
よ
る
裁

決
の
憲
法
上
の
位
置
付
け
」
や
「
審
在
範
囲

(
s
c
o
p
e
o
f
 
r
e
v
i
e
w
)
」

の
問
題
と
し
て
、
さ
ら
に
「
審
査
可
能
性

(
r
e
v
i
e
w
a
b
i
l
i
t
y
)
」
の
標

題
の
も
と
に
一
括
さ
れ
て
い
る
様
々
な
問
題
の
一
部
と
し
て
現
わ
れ

て
い
る
も
の
に
相
当
す
る
。
な
お
、
第
三
章
注
（
園
）
（
行
政
の
実

施
過
程
に
お
け
る
裁
量
）
も
参
照
。

(

3

)

行
政
の
行
為
の
司
法
審
査
に
つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
が
初
め
て

言
及
し
た
の
は
一
八

0
1―
一
年
の

M
a
r
b
u
r
y
v. 
M
a
d
i
s
o
n
1
 1
 
C
r
a
n
、
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研 究

c
h
 1
3
7
 
(U. s. 
1
8
0
3
)

に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
た
、
第
三
章
で
述

べ
る
通
り
、

B
型
の
思
惟
律
の
全
体
像
が
明
ら
か
に
な
り
、
新
た
な

議
論
の
展
開
の
準
備
が
整
う
の
が
一
九
四

0
年
代
で
あ
る
た
め
、
こ

れ
を
区
切
り
と
し
た
。
な
お
、
一
九
四
六
年
に
は
、
連
邦
行
政
手
続

法

(
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
P
r
o
c
e
d
u
r
e
 
A
c
t
 o
f
 1
9
4
6
,
 
5
 

U. S. 
C
.
 

§
§
7
0
1ー

0
6

(
1
9
8
2
)
)

が
定
め
ら
れ
、
司
法
審
査
に
つ
い
て
の
一
般

的
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
稿
の
対
象
の
中
に
含
ま

れ
て
い
る
。

(

4

)

通
常
は
、
境
界
確
定
の
部
分
の
み
が
論
者
の
関
心
に
な
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
り
、
審
理
態
様
と
関
連
付
け
る
論
文
は
見
当
ら
な
い
。

Sunstein, 
Interpreting 
Statutes 
in 
t
h
e
 
R
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 State, 

1
0
3
 
H
a
r
v
.
 
L. R
e
v
.
 4
0
5
,
 
4
4
5
-
4
6
 (
1
9
8
9
)
;
 
M
o
n
a
g
h
a
n
,
 
M
a
,
 

r
b
u
r
y
 a
n
d
 t
h
e
 A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 State, 8
3
 C
o
l
u
m
.
 
L. R
e
v
.
 

1
,
 
2
7
 (
1
9
8
3
)
;
 

L. 
J
A
F
F
E
,
 
J
U
D
I
C
I
A
L
 
C
O
N
T
R
O
L
 O
F
 A
r
D
M
I
N
I
S
,
 

T
R
A
T
I
V
E
 A
c
T
O
I
N
 1
8
1
,
 
5
6
1
,
 
5
7
2
 (
1
9
6
5
)
 
(
~
~
H
I
]

は
白
口
ち
え
外
3匙
を

画
す
る
も
の
で
は
な
い
。
裁
判
所
に
よ
っ
て
そ
の
範
囲
が
確
定
さ
れ

る
）
;
S
c
h
w
a
r
t
z
,
 
Judicial 
R
e
v
i
e
w
 of 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 Acti, 

o
n
:
 
M
i
x
e
d
 Q
u
e
s
t
i
o
n
 of 
L
a
w
 a
n
d
 
Fact, 
5
0
 
G
e
o
.
 
L. 
J. 

6
8
4
,
 
6
9
9
 (
1
9
6
2
)
.

な
お
、
R
裁
盆
旱
が
ネ
て
る
と
判
断
し
た
後
、
R
非

裁
量
の
部
分
に
つ
い
て
裁
判
所
が
判
断
代
置
す
べ
き
こ
と
は
、
当
然

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
行
政
裁
彙
が
存
す
る
範
囲
（
外
延
．

境
界
）
が
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
②
は
、
本
稿
で

の
裁
量
の
定
義
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
思
惟
律
の
違
い
に
は

関
係
が
な
い
か
ら
、
本
稿
で
い
う
境
界
確
定
に
は
こ
の
作
業
を
含
め

て
は
い
な
い
。
ま
た
、
②
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
に
よ
る
独
立
の
審

査
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
審
理
態
様
の
問
題
の
一

部
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
同
様
の

理
由
か
ら
、
こ
こ
に
も
②
を
含
め
な
い
こ
と
と
す
る
。
本
稿
で
い
う

審
理
態
様
は
、
行
政
裁
量
と
さ
れ
た
論
点
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
関

与
の
あ
り
方
の
み
を
念
頭
に
お
く
こ
と
と
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

②
は
、
む
し
ろ
法
律
解
釈
の
問
題
と
し
て
、
本
稿
の
テ
ー
マ
と
は
一

応
別
に
扱
う
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
文
後
出
⑤
を
参
照
。
ま

た
、
本
稿
で
の
こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
と
、
裁
判
所
に
お
け
る
実
際

の
作
業
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
注

(175)
を
参
照
。

(

5

)

こ
の
こ
と
は

B
型
の
思
惟
律
の
形
成
過
程
を
観
察
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
知
り
う
る
。
な
お
、
本
稿
で
考
察
し
た
範
囲
で
は
、

A
型
は

既
に
確
立
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
形
成
過
程
を
辿
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。

(

6

)

例
え
ば
、
裁
判
所
が
そ
れ
ま
で

A
型
で
行
動
し
て
い
た
行
政
分

野
に
お
い
て
、
法
律
上

B
型
の
思
惟
律
に
基
づ
く
審
査
方
法
が
規
定

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
法
律

は
思
惟
律
に
優
先
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
裁
判
所
が
あ

く
ま
で
思
惟
律
優
先
と
考
え
る
な
ら
ば
、
当
該
法
律
は
そ
の
思
惟
律

が
背
景
と
し
て
い
る
憲
法
論
に
反
す
る
こ
と
に
な
り
、
違
憲
と
の
判

断
を
下
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
本
稲
で
扱
っ
た
時
期
に
お
い

て
は
、
そ
も
そ
も
法
律
上
司
法
審
査
規
定
の
な
い
こ
と
が
多
く
、
ま

た
規
定
が
あ
る
場
合
で
も
伝
統
的
な
表
現
の
羅
列
に
終
始
し
て
い
た

の
で
、
ま
だ
こ
の
よ
う
な
摩
擦
は
生
じ
て
い
な
か
っ
た
。
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁景(1)

(

7

)

文
面
、
法
の
目
的
、
法
の
構
造
、
立
法
経
過
と
い
っ
た
資
料
の

ど
れ
を
ど
の
よ
う
に
用
い
る
こ
と
が
正
当
な
方
法
で
あ
る
か
、
解
釈

に
際
し
て
前
提
と
す
べ
き
原
則
が
あ
る
か
な
ど
が
論
じ
ら
れ
る
。
最

近
の
包
括
的
な
論
文
は

S
u
n
s
t
e
i
n
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4

で
あ
る
。

(
8
)
D
i
v
e
r
,
 S
t
a
t
u
t
o
r
y
 I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 in t
h
e
 A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 

State, 1
3
3
 
U. P
a
.
 
L. 
R
e
v
.
 5
4
9
 (
1
9
8
5
)
;
 
Scalia, 
Judicial 

D
e
f
e
r
e
n
c
e
 to A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
L
a
w
,
 1
9
8
9
 

D
u
k
e
 
L. 
J. 
5
1
1
 
(
1
9
8
9
)

が
近
時
の
例
で
あ
る
。

(

9

)

勿
論
、
そ
の
他
の
行
政
分
野
の
司
法
審
査
の
研
究
が
全
く
無
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
第
二
章
で
扱
う
分
野
に
つ
い
て
は
そ
こ

で
引
用
す
る
諸
文
献
が
あ
る
。
本
稿
で
取
り
扱
わ
な
か
っ
た
行
政
分

野
の
中
で
は
、
例
え
ば
、
移
民
・
入
国
規
制
に
つ
い
て
は
、
川
原
謙

-
『
米
国
退
去
強
制
法
の
研
究
』
(
-
九
六
四
）
の
他
、
本
稿
で
引

用
す
る
諸
文
献
で
も
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
ま
た
、

ラ
イ
セ
ン
ス
に
つ
い
て
は
園
部
逸
夫
「
行
政
許
可
と
行
政
手
続
」

『
行
政
手
続
の
法
理
』
(
-
九
六
九
）
、
社
会
保
障
に
つ
い
て
は
佐
伯

佑
二
「
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
行
政
に
お
け
る
法
的
統
制
」
法
学
論
叢

―
一
八
巻
一
―
一
号
二
六
頁
(
-
九
八
五
）
、
一
―

-
0巻
一
号
七
四
頁
（
一

九
八
六
）
、
柏
木
駿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
会
保
障
法
と
そ
の
問

題
点
(
-
)
（
―
-
）
」
名
城
法
学
一
三
巻
三
•
四
号
九
七
頁
、
一
四
巻

三
・
四
号
七
八
頁
(
-
九
六
四
ー
六
五
）
な
ど
が
あ
る
。

(

1

0

)

歴
史
的
視
点
か
ら
な
さ
れ
た
研
究
と
し
て
ほ
、
今
日
で
も
や
は

り
、
鵜
飼
信
成
「
英
米
的
行
政
法
理
論
の
限
界
」
『
行
政
法
の
歴
史

的
展
開
』
(
-
九
五
二
）
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
鵜
飼
は
、
戦

こ
こ
で
扱
う
諸
法
理
は
、

A
型
の
思
惟
律
が
採
用
す
る
憲
法
論
と
考
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ー 第
一
章

後
期
の
わ
が
国
の
行
政
法
学
の
お
か
れ
た
状
況
や
課
題
が
、
ア
メ
リ

ヵ
行
政
法
の
そ
れ
と
は
む
し
ろ
正
反
対
で
あ
っ
た
こ
と
を
力
説
し
て

い
る
。
本
稿
の
観
点
か
ら
は
、
極
め
て
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。

二
つ
の
憲
法
論

本
章
で
は
、
次
章
以
下
で
提
唱
す
る

A
型
お
よ
び

B
型
の
思
惟
律
そ
れ

ぞ
れ
が
採
用
す
る
憲
法
論
に
的
を
絞
っ
て
そ
の
概
要
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

(

1

)

 

こ
れ
は
、
行
政
機
関
と
司
法
裁
判
所
の
関
係
に
つ
い
て
の
憲
法
上
の
枠
組

み
を
概
観
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
連
邦
憲
法
第
III

(

2

)

 

編
（
司
法
権
規
定
）
お
よ
び
修
正
第
＞
条
、
第
X
I
V
条
（
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ

(

3

)

（

4
)
 

ス
条
項
）
と
い
っ
た
諸
条
項
の
考
察
が
必
要
と
な
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、

司
法
審
査
に
つ
い
て
の
基
底
的
な
憲
法
上
の
枠
組
み
と
し
て
一
九
世
紀
の

(

5

)

 

合
衆
国
に
成
立
し
た
憲
法
上
の
諸
法
理
を
概
観
し
(

I

)

、
次
い
で
、
一

九―

-oi一九一―
-
0年
代
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
か
ら
既
に
生
じ
て
い
た

憲
法
論
の
変
移
が
顕
現
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
(

I

I

)

。
ま
た
、
第
IlI
編

と
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
相
互
的
連
関
に
も
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
な
お
、
こ
の
他
に
、
い
わ
ゆ
る
「
権
利
•
特
権
の
区
別
(
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n

o
f
 
r
i
g
h
t
 
a
n
d
 p
r
i
v
i
l
e
d
g
e
)
」
の
法
理
を
扱
う
必
要
も
あ
る
と
考
え
ら
れ

(

6

)

（

7
)
 

る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
ま
た
、
平
等
原
則
と
い
う
憲
法
上
の
規
準

と
行
政
裁
量
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
の
対
象
外
と
し
た
。

一
九
世
紀
の
諸
法
理
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研 究

一
憲
法
第
IlI
編
（
司
法
権
規
定
）

司
法
裁
判
所
が
司
法
審
査
（
本
案
）
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ

い
て
、
憲
法
第
IlI
編
が
有
す
る
意
味
を
考
察
す
る
と
き
、
そ
の
ニ
ッ
セ
ン

(

8

)

 

ス
を
述
べ
た
も
の
と
し
て

M
a
r
b
u
r
y
v. 
M
a
d
i
s
o
n
 (
1
8
0
3
)

の
一
節
は
、

(

9

)

 

今
日
で
も
無
視
し
え
な
い
意
義
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
法
廷
意

見
（
マ
ー
シ
ャ
ル
長
官
）
は
、
個
人
の
権
利
あ
る
い
は
既
得
権

(rights

o
f
 
individuals, 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 
rights, 
t
h
e
 v
e
s
t
e
d
 rights)

に
つ
い
て

司
法
裁
判
所
が
有
す
べ
き
責
務
を
随
所
で
繰
り
返
し
、
そ
れ
を
確
保
す
る

手
段
と
し
て
の
司
法
審
査
を
正
当
化
す
る

(at
1
6
6
-
6
7
)

一
方
で
、
「
執

行
府
が
大
権
的
に
活
動
で
き
る
分
野

(
t
h
e
p
r
e
r
o
g
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 e
x
e
-

c
u
t
i
v
e
)
 
(at 1
7
0
)
」
の
存
在
を
強
調
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
。

「
裁
判
所
の
権
限
の
範
囲
は
、
個
人
の
権
利
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
こ
と

に
の
み
及
び
、
執
行
府
も
し
く
は
そ
の
行
政
官
が
裁
量
を
有
す
る
任
務
の

執
行
に
つ
い
て
審
問
す
る
こ
と
に
ま
で
は
及
ば
な
い
。
政
治
的
性
格
を
持

••••••••• 

つ
問
題
や
、
憲
法
上
ま
た
は
法
律
上
、
執
行
府
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
(
S
U
・

b
m
i
t
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
e
x
e
c
u
t
i
v
e
)
 ~
題
は
、
華5皿E乖5
で
は
字
貪
四
四
さ
れ
え
な

い
（
傍
点
筆
者
）
。
」
（
at
1
7
0
)

行
政
行
為
の
司
法
審
査
は
、
こ
の
よ
う
な

憲
法
理
解
の
中
で
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
憲
法
第
IlI
編
が
行

政
機
関
と
司
法
裁
判
所
の
関
係
に
つ
い
て
有
す
る
意
義
に
つ
い
て
、
一
八

世
紀
末
以
来
、
連
邦
最
高
裁
が
示
し
て
き
た
憲
法
上
の
諸
法
理
の
一
環
と

し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
司
法
的
事
項
の
法
理
」
（
本
稿
で
の
仮

称
）
の
他
、
い
わ
ゆ
る
「
公
的
権
利
の
法
理
」
や
「
行
政
決
定
の
終
決
性

の
法
理
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
大
雑
把
に
言
え
ば
、
あ
る
紛
争
や
論
点
が
、

「
司
法
的
性
格
の
事
項

(
m
a
t
t
e
r
s
judicial 
i
n
 
n
a
t
u
r
e
)
」
で
あ
る
か
、

ま
た
は
そ
の
他
の
性
格
（
立
法
的
、
執
行
的
、
行
政
的
性
格
）
の
事
項
で

あ
る
か
に
よ
っ
て
、
司
法
裁
判
所
自
身
の
憲
法
上
の
守
備
範
囲
を
画
そ
う

(

1

0

)

 

と
す
る
議
論
で
あ
る
。
こ
の
点
の
研
究
は
、
従
来
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど

(

1

1

)

 

な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
司
法
裁
判
所
と
は
、

憲
法
第

rn編
（
司
法
権
規
定
）
の
も
と
に
設
立
さ
れ
、
憲
法
上
の
司
法
権

を
行
使
す
る
い
わ
ゆ
る

constitutional
c
o
u
r
t
s

の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

れ
と
は
別
に
、
第
1
編
（
立
法
権
規
定
）
の
下
で
設
立
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る

legislative c
o
u
r
t
s
ぶ
i
4
3
り
、
こ
ち
ら
は
、
本
稿
の
テ
ー
マ
上
は
行
政
機

(

1

2

)

 

関
と
同
様
の
位
置
付
け
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
右
の

諸
法
理
の
全
体
像
を
示
し
つ
つ
、
そ
の
法
理
と
の
関
係
で
思
惟
律

(
A

型
）
が
ど
の
よ
う
に
働
く
余
地
が
あ
る
か
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

①
司
法
的
性
格
の
事
項
の
法
理

(

a

)

司
法
的
性
格

一
八
世
紀
の
末
以
来
、
司
法
裁
判
所
が
審
理
を
行
な
う
権
限
は
、
「
司

(

1

3

)

 

法
的
性
格
の
事
項
(
a
m
a
t
t
e
r
 judicial 
in 
its 
n
a
t
u
r
e
)
」
に
及
び
、
か

つ
そ
れ
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
法
理
が
、
憲
法
第

rn編
の
要
請
と
し
て
述

(
1
4
)
 

べ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
憲
法
上
常
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

連
邦
議
会
の
立
法
に
よ
っ
て
も
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
「
非

司
法
的
性
格
の
事
項

(
a
m
a
t
t
e
r
 f
r
o
m
 its 
n
a
t
u
r
e
 
n
o
t
 judicial)
」
を

司
法
裁
判
所
に
管
轄
さ
せ
る
立
法
は
違
憲
と
な
る
。
こ
の
法
理
の
発
端
は

(

1

5

)

(

1

6

)

 

H
a
y
b
u
r
n
'
s
 C
a
s
e
 (
1
7
9
2
)

及
び

Y
a
l
e
T
o
d
d
 (
1
7
9
4
)
 
/1
見
出
さ
れ
て

い
る
。
い
ず
れ
も
、
軍
関
係
者
へ
の
恩
給
支
払
い
決
定
の
判
断
を
巡
回
裁

(

1

7

)

 

判
所
に
行
わ
せ
る
こ
と
を
規
定
し
た
一
七
九
二
年
法
の
合
憲
性
が
問
題
と

さ
れ
た
事
案
で
あ
り
、
同
法
が
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
巡
回
裁
判
所
は
憲
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁巌(1)

法
上
管
轄
権
を
有
し
え
な
い
と
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。
恩
給
の
支
払

い
決
定
は
憲
法
が
定
め
る
司
法
権
の
行
使
で
は
な
い
か
ら
、
巡
回
裁
判
所

•••••••• が
司
法
裁
判
所
と
し
て
こ
れ
を
審
理
す
る
こ
と
は
憲
法
上
禁
止
さ
れ
る
と

(

1

8

)
（

19) 

い
う
の
で
あ
る
。
司
法
裁
判
所
の
管
轄
が
司
法
的
性
格
の
事
項
に
限
定
さ

(

2

0

)

 

れ
る
と
い
う
こ
の
法
理
は
、
そ
の
後
の
判
例
で
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
、
こ
の
法
理
の
反
面
と
し
て
、
憲
法
上
の
司
法
権
が
付
与
さ
れ
て
い

な
い
機
関
（
司
法
裁
判
所
以
外
の
機
関
）
に
司
法
的
事
項
を
委
任
す
る
立

法
は
、
そ
の
委
任
の
態
様
に
よ
っ
て
は
、
違
憲
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
こ
ち
ら
の
問
題
は
次
項
(

b

)

で
扱
う
）
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
も

の
を
仮
に
「
司
法
的
性
格
の
事
項
の
法
理
」
と
名
付
け
る
こ
と
に
す
る
。

(

2

1

)

 

な
お
、
行
政
手
続
論
で
い
う
「
司
法
的
・
立
法
的
行
為
」
の
区
別
論
と
は
、

歴
史
的
な
関
連
性
の
有
無
は
と
も
か
く
、
峻
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
司
法
的
性
格
か
否
か
の
判
断
は
何
を
甚
準

と
し
た
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
歴
史
的
に
決
定
さ
れ
て

(

2

2

)

 

い
る
と
い
う
他
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
に
司
法
裁
判
所
が
扱
っ
て

き
た
紛
争
|
|
典
型
的
に
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
、
ニ
ク
イ
テ
ィ
ー
上
、
海

事
上
の
事
項
と
い
っ
た
従
来
よ
り
司
法
裁
判
所
が
そ
の
審
判
事
項
(
s
u
b
j
-

(

2

3

)

 

e
c
t
 
m
a
t
t
e
r
)

と
し
て
き
た
も
の
ー
ヘ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
性
格
決

定
で
あ
る
。
「
司
法
へ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

(judicial
a
n
a
l
o
g
y
)
」
の
ア
。
フ
ロ

(

2

4

)

 

ー
チ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
他
方
、
非
司
法
的
性
格
の
事
項
と
し
て

は
、
右
の
残
余
と
し
て
、
租
税
（
内
国
歳
入
お
よ
び
関
税
）
、
出
入
国
管

理
、
軍
の
管
理
、
軍
人
恩
給
、
公
有
地
、
郵
便
な
ど
、
伝
統
的
に
執
行
府

(

2

5

)

 

行
政
機
関
が
行
っ
て
き
た
行
政
分
野
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

念
の
た
め
付
言
す
れ
ば
、
司
法
的
性
格
で
あ
る
か
否
か
の
判
定
は
、
事

件
を
裁
定
す
る
作
用
（
事
実
を
認
定
し
、
法
を
解
釈
し
、
そ
れ
を
事
実
に

適
用
し
て
結
論
を
出
す
作
用
）
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い

(

2

6

)

 

る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
広
い
意
味
で
の
「
司
法
的

(judicial)
」
と
い

う
観
念
で
司
法
裁
判
所
の
憲
法
上
の
守
備
範
囲
を
画
す
こ
と
の
不
適
切
さ

(

2

7

)

 

は
、
判
例
上
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
（
三
権
を
包
括
す
る
意
味
で

の
）
政
府
が
保
有
す
る
《
司
法
権

(judicial
p
o
w
e
r
)
》
は
、
司
法
裁
判

(

2

8

)

 

所
が
そ
の
全
て
を
独
占
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
表
現
も
同
じ

観
点
に
た
つ
も
の
で
あ
る
。
「
準
司
法
的

(
q
u
a
s
i
'
j
u
d
i
c
i
a
l
)
」
と
い
う
語

は
、
右
の
広
い
意
味
で
の
司
法
的
な
作
用
の
う
ち
、
憲
法
上
司
法
権
と
い

え
な
い
も
の
、
し
た
が
っ
て
行
政
的
性
格
を
有
す
る
も
の
を
指
す
言
葉
と

(

2

9

)

 

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
司
法
的
性
格
の
判
定
墓
準
と
し

て
は
、
右
の
他
に
、
個
人
権
ま
た
は
財
産
権
へ
の
関
与
、
手
続
の
類
似
性

な
ど
の
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
の
文
脈
で
は
い
ず
れ
も
適
切

(30) 

な
理
解
で
は
な
い
。
な
お
、
「
司
法
的
」
と
い
う
言
葉
が
、
最
終
的
な
判

断
を
下
す
権
限
で
あ
る
こ
と
と
同
義
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
行

政
行
為
の
司
法
審
査
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
憲
法
第
III
編
に
関
す

る
用
語
で
は
な
く
、
別
の
位
置
付
け
で
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら

(

3

1

)

 

れ
る
。(

b
)

司
法
的
性
格
の
事
項
の
委
任

で
は
、
司
法
裁
判
所
以
外
の
機
関
（
行
政
機
関
）
へ
の
司
法
的
事
項
の

委
任
は
、
憲
法
上
い
か
な
る
形
で
許
容
さ
れ
ま
た
は
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ

(

3

2

)

 

ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
州
裁
判
所
に
お
い
て
多
く
の

裁
判
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
各
州
憲
法
の
司
法
権
の
理
解
が
連
邦

憲
法
の
そ
れ
と
細
部
で
異
な
り
う
る
と
い
う
限
定
付
き
で
は
あ
る
が
、
こ
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研 究

こ
で
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
て
お
く
こ
と
も
有
意
義
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
州

で
は
、
土
地
所
有
権
原
を
効
率
良
く
確
定
す
る
た
め
の
行
政
機
関
を
設
立

す
る
い
わ
ゆ
る
ト
レ
ン
ズ
・
シ
ス
テ
ム

(
T
o
r
r
e
n
s
s
y
s
t
e
m
)
が
採
用
さ

れ
て
い
た
が
、
当
初
は
法
律
上
そ
の
決
定
を
終
局
的

(final)

と
し
て
い

(

3

3

)

 

た
た
め
に
、
こ
れ
を
違
憲
と
し
た
判
決
が
相
次
い
だ
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

従
来
よ
り
裁
判
所
が
取
り
扱
っ
て
き
た
水
利
権
の
所
在
の
判
定
に
つ
い
て

も
、
こ
の
判
定
に
は
通
常
多
く
の
者
が
関
係
し
手
続
が
繁
雑
と
な
る
こ
と

を
理
由
に
行
政
機
関
を
設
置
し
て
そ
れ
に
判
断
を
委
ね
る
と
い
う
制
度
が

多
く
の
州
で
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
こ
こ
で
も
司
法
権
の
違

憲
な
付
与
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
が
提
起
さ
れ
た
。
こ
の
機
関
の
決
定

に
終
局
性
を
与
え
る
立
法
が
な
さ
れ
た
場
合
の
州
裁
判
所
の
対
応
は
必
ず

(

3

4

)

 

し
も
一
致
し
て
い
な
い
が
、
多
く
は
違
憲
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

連
邦
法
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
行
政
機
関
に
つ
い
て
は
、
連
邦
最
高
裁

(

3

5

)

 

が
違
憲
な
司
法
権
の
委
任
で
あ
る
と
判
断
し
た
例
は
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
、
司
法
的
事
項
を
委
任
さ
れ
た
行
政
機
関
に
対
し
て
裁
判
所
が
完
全

(

3

6

)

 

な
支
配
を
し
て
い
れ
ば
違
憲
で
は
な
い
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題

を
め
ぐ
り
連
邦
行
政
機
関
が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
（
筆
者
が
知
る
限
り

で
）
唯
一
の
例
は
、
土
地
の
所
有
状
況
を
委
員
会
に
判
定
さ
せ
る
制
度

（
一
八
五
一
年
の
連
邦
法
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
 

(

3

8

)

 

V
•
R
i
t
c
h
i
e
(
1
8
5
4
)

や
G
r
i
s
a
rv. 
M
c
D
o
w
e
l
l
 (
1
8
6
8
)

と
い
っ
た
連

邦
最
高
裁
の
判
決
が
あ
る
。
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
論
理
は
、
一
言
で
い
え

ば
、
裁
判
所
が
始
審
的
審
理
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
合
憲
の
根
拠
を
求
め

る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

a
p
p
e
a
l

(
不
服
の
申
立
て
）
を
受
け
た
司

法
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
全
く
新
た
に
審
理
を
し
直
す
第
一
審
的
・
始
審

的
訴
訟

(
a
n
original 
d
e
 n
o
v
o
 suit)
が
行
わ
れ
て
お
り
、

a
p
p
e
a
l
の

実
質
は
単
に
裁
判
所
で
の
審
理
を
開
始
す
る
手
段
に
過
ぎ
ず
、
行
政
機
関

の
判
断
に
何
ら
特
別
の
地
位
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
合
憲
と
い
う

(

3

9

)

 

の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
も
、

a
p
p
e
a
l
が
提
起
さ
れ
な
か

っ
た
場
合
に
は
、
委
員
会
の
決
定
に
よ
っ
て
権
利
の
存
否
が
最
終
的
に
確

(

4

0

)

 

定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の
限
り
で
、
行
政
決
定
の

（
あ
る
種
の
）
最
終
性
・
拘
束
性
は
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
形
で
の
（
あ
る
種
の
）
最
終
性
の
余
地
は
、
後
述
す
る
公
的
権
利
の
法

(

4

1

)

 

理
に
お
い
て
も
同
様
に
生
じ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
司
法
的
性
格
の
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の

（
あ
る
種
の
）
最
終
性
さ
え
も
な
い
制
度
を
作
る
こ
と
が
憲
法
第
III
編
上

要
請
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
憲
法
第

III
編
を
根
拠
に
し
て
明
確
な
判
断
を
示
し
た
連
邦
最
高
裁
判
決
は
特
に
見

当
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
制
度
が
立
法
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
が
司
法
的

••••• 

性
格
の
事
項
で
あ
る
限
り
、
少
な
く
と
も
憲
法
上
当
然
に
許
容
さ
れ
る
で

(

4

2

)

 

あ
ろ
う
こ
と
が
、
次
の
二
つ
の
事
例
か
ら
推
察
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
ま

ず
、
州
の
司
法
裁
判
所
で
の
全
面
的
な
審
理
を
受
け
た
後
で
な
く
て
は
、

水
利
権
を
判
定
す
る
州
行
政
機
関
の
決
定
が
発
効
し
な
い
と
い
う
制
度
が

立
て
ら
れ
た
場
合
に
、
当
然
に
合
憲
と
し
た
例
が
あ
る
。
行
政
機
関
は
必

要
な
情
報
に
つ
い
て
裁
判
所
に
報
告
を
す
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
命
令
は

裁
判
所
の
判
断
が
あ
っ
て
初
め
て
最
終
的
な
も
の
に
な
る
と
解
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
州
憲
法
の
司
法
権
規
定
違
反
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
し
た
の

(

4

3

)

 

で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
点
で
興
味
深
い
の
は
、
連
邦
経
済
規
制
の
初
期
の
形
態
で
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

あ
る
州
際
通
商
委
員
会
(
I
n
t
e
r
s
t
a
t
e
C
o
m
m
e
r
c
e
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
:
 I
C
C
)
 

の
最
も
初
期
(
-
八
八
七
年
以
降
一
九
〇
六
年
の
修
正
法
成
立
の
前
ま

で
）
の
制
度
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
こ
の
時
期
の

I
C
C
の
取
扱
事

項
、
す
な
わ
ち
鉄
道
会
社
が
設
定
し
た
料
率
が
不
合
理
・
不
当
で
な
い
か

を
判
断
す
る
こ
と
が
、
「
司
法
的
性
格
を
有
す
る
行
為

(
a
judicial 
acti, 

(

4

4

)

 

o
n
)
」
で
あ
る
と
の
認
識
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
裁
判
所
は
そ
れ
以
前

の
一
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
、
「
全
て
の
料
金
は
合
理
的
・
正
当

(
r
e
a
s
o
n
,

a
b
l
e
 
a
n
d
 j
u
s
t
)

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
準

則
を
実
現
し
て
き
た
が
、
当
時
の

I
C
C
設
置
法
は
こ
れ
を
立
法
化
し
た

(

4

5

)

 

だ
け
の
も
の
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
当
時
の

I
C
C
に
は
司

法
的
性
格
の
事
項
が
委
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
を
違
憲
と

し
た
判
例
は
な
い
。

I
C
C
の
命
令
が
裁
判
所
で
の
始
審
的
審
理
の
後
に

(

4

6

)

 

拘
束
力
を
持
つ
と
い
う
制
度
に
な
っ
て
い
た
た
め
と
推
察
さ
れ
る
。

②
公
的
権
利
の
法
理

(
P
u
b
l
i
c
R
i
g
h
t
s
 D
o
c
t
r
i
n
e
)
 

次
に
、
非
司
法
的
性
格
の
事
項
の
取
り
扱
い
方
を
考
案
す
る
必
要
が
あ

る
。
司
法
審
査
は
非
司
法
的
事
項
に
つ
い
て
完
全
に
排
除
さ
れ
る
の
か
と

い
う
問
題
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
連
邦
最
高
裁
が
憲

法
第
III
編
の
意
義
の
一
環
と
し
て
明
確
に
回
答
を
示
し
た
の
は
、
一
九
世

紀
中
葉
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
非
司
法
的
性
格
の
事
項
で
あ
っ
て

．．． 

も
、
司
法
裁
判
所
の
部
分
的
関
与
は
可
能
で
あ
る
と
す
る
法
理
が
、
「
公

的
権
利

(
p
u
b
l
i
c

r
i
g
h
t
s
)
」
と
い
う
標
題
を
付
し
て
宣
言
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
後
も
、
明
示
的
に
こ
の
法
理
に
言
及
す
る
判
例
が
い
く
つ
か
存
在
し

(

4

7

)

 

て
い
る
。
公
的
権
利
の
法
理
に
よ
っ
て
、
憲
法
上
司
法
裁
判
所
か
ら
事
務

内
容
の
点
で
も
独
立
し
た
意
義
を
持
つ
行
政
機
関
（
つ
ま
り
、
司
法
的
事

項
で
は
な
く
、
非
司
法
的
事
項
を
担
当
す
る
場
合
の
行
政
機
関
）
の
行
為

の
司
法
審
査
の
あ
り
方
が
、
憲
法
論
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(

a

)

司
法
関
与
の
是
非

非
司
法
的
事
項
へ
の
司
法
関
与
を
、
司
法
的
性
格
の
事
項
の
法
理
と
の

間
に
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
ず
に
認
め
る
た
め
に
は
少
々
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。

(

4

8

)

 

公
的
権
利
の
法
理
の
核
心
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
は
十
分
に
強
調
さ
れ
る
べ

(

4

9

)

 

き
で
あ
る
。
そ
こ
で
な
さ
れ
た
工
夫
は
、
要
す
る
に
、
非
司
法
的
事
項
の

中
に
も
司
法
的
性
格
を
有
す
る
紛
争
部
分
、
つ
ま
り
「
司
法
的
紛
争

(
a

judicial 
c
o
n
t
r
o
v
e
r
s
y
)
」
が
七
仕
土
j

し
う
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
非
司
法
的
事
項
を
「
公
的
権
利
に
関
わ
る
事
項
」

(

5

0

)

 

と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

p
u
b
l
i
c
r
i
g
h
t
-
p
r
i
v
a
t
e
 r
i
g
h
t

と
い

う
よ
う
に
、
公
的
権
利
の
語
が
「
私
的
権
利
」
の
対
概
念
と
し
て
位
置
付

(

5

1

)

 

け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
私
的
権
利
は
、
不
法
行
為
法
や
契
約
法
の
中
で

論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ

(

5

2

)

 

と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
司
法
的
事
項
を
権
利
と
し
て
述

べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
的
権
利
に
関
わ
る
事
項
の

中
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
司
法
的
紛
争
（
司
法
裁
判
所
が
審
査
し
う
る
部

分
）
は
、
そ
れ
だ
け
を
抽
象
的
に
考
え
て
み
た
湯
合
に
は
、
私
的
権
利
の

紛
争
と
類
似
し
た
も
の
と
い
え
る
こ
と
に
な
る
。
公
的
権
利
に
関
わ
る
事

項
が
何
で
あ
る
か
は
、
こ
の
よ
う
な
私
的
権
利
と
の
対
応
以
外
に
は
、
判

(
5
3
)
 

例
上
特
に
明
確
に
は
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
本
稿
の
目
的
か
ら
は
、

こ
れ
を
定
義
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
司
法
的
紛

争
が
取
り
出
せ
る
よ
う
な
事
項
で
あ
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、

p
u
b
l
i
c
 r
i
g
h
t
s
と
い
う
言
葉
に
は
「
公
衆
の
権
利
」
と
で
も
訳
す
べ
ぎ
別

107 (4 • 115) 631 
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の
用
法
が
あ
り
、
こ
れ
は
rights
o
f
 
t
h
e
 
c
o
m
m
u
n
i
t
y
な
ど
と
。
ハ
ラ
フ

(

5

4

)

 

レ
ー
ズ
さ
れ
て
い
る
。
区
別
が
必
で
あ
る
。

公
的
権
利
の
法
理
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
さ
れ
て
い
る
の
は

M
u
r
r
a
y
'
s
 L
e
s
s
e
e
 v•Hoboken 

L
a
n
d
 &
 I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 C
o
.
 
(
1
8
 

(

5

5

)

 

5
6
)

で
あ
る
。
こ
れ
は
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
言
及
す
る
最
初
の
判
決

と
し
て
著
名
な
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
憲
法
第

m編
に
関
す
る
判
示

も
行
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
公
的
権
利
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第

m

編
を
め
ぐ
っ
て
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
財
務
省
の
会
計
担
当
官
が
あ
る
関

税
徴
収
官
に
対
し
て
収
支
検
査
を
行
い
、
合
衆
国
に
納
付
す
べ
ぎ
滞
納
金

が
あ
っ
た
と
判
断
し
て
必
要
な
取
立
手
続
に
入
る
こ
と
が
、
司
法
的
性
格

を
有
す
る
紛
争

(
a
judicial 
c
o
n
t
r
o
v
e
r
s
y
)

か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た

(at
2
8
0
-
8
1
)
。
具
体
的
に
は
、
右
の
行
為
が
歴
史
的
に
は
司
法
的

性
格
を
有
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
二

0
年
法
に
よ
っ
て
会
計
担

当
官
の
決
定
に
対
す
る
司
法
審
査
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
違
憲
で
は
な

い
か
と
い
う
形
で
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る

(at
2
8
1
-
8
3
)
。
法
廷
意
見

は
、
こ
の
問
題
提
起
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
司
法
審
査
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
ま
ず
、
①
司
法
的
紛
争
か
否
か
の
判
定
は
、
審

判
事
項
の
全
体

(
t
h
e
entire 
s
u
b
j
e
c
t
 
m
a
t
t
e
r
)

の
み
を
考
察
の
単
位

と
し
た
り
、
そ
れ
が
裁
判
所
の
審
理
の
た
め
に
提
出
さ
れ
て
い
る
態
様

(
m
o
d
e
 o
f
 p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
)
を
鉦
沿
況
し
て
佐
汀
わ
れ
た
り
す
べ
き
で
は
な
い

こ
と
、
②
単
に
「
徴
収
官
が
合
衆
国
に
対
し
債
務
を
負
う
か
」
と
い
う
問

題
点

(
t
h
e
m
e
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
o
f
 
i
n
d
e
b
t
n
e
s
s
)

に
限
定
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ
が
司
法
権
の
守
備
範
囲
(judicial
c
o
g
n
i
z
a
n
c
e
)
に
入
っ
て
く
る
こ

と
、
の
二
点
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
②
の
帰
結
と
し
て
、
合
衆
国
は

滞
納
者

(
d
e
b
t
o
r
s
)

を
コ
モ
ン
ロ
ー
裁
判
所
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
、
逆

に
、
納
税
者
が
合
衆
国
を
被
告
と
し
て
同
じ
問
題
を
争
う
こ
と
も
可
能
と

な
る
。
合
衆
国
を
被
告
と
す
る
た
め
に
は
、
主
権
免
責
の
法
理
に
よ
り
そ

の
同
意
(
c
o
n
s
e
n
t
)
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
一
八
二

0
年
法
が
司
法
審

査
を
定
め
て
い
る
の
は
、
こ
の
同
意
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
法
は
そ

れ
以
上
の
意
味
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
司
法
権
の
守
備
範

囲
に
な
い
性
格
の
紛
争
で
あ
れ
ば
、
い
か
に
こ
の
同
意
が
あ
っ
て
も
司
法

裁
判
所
の
審
理
に
服
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
以
上

at 
2
8
3
-
8
4
)

。

本
件
で
提
示
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
上
で
解
決
が
付
け
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
法
廷
意
見
は
「
誤
解
を
避
け
る
た
め
」
と
し
て
さ

ら
に
次
の
よ
う
な
定
式
化
を
し
て
お
り
、
こ
れ
が
公
的
権
利
の
法
理
と
呼

(

5

6

)

 

ば
れ
る
も
の
の
代
表
的
表
現
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

「
連
邦
議
会
は
、
そ
の
性
格
上
コ
モ
ン
ロ
ー
、
エ
ク
イ
テ
ィ
ー
、
海
事

上
の
訴
訟
の
主
題
と
な
る
事
項

(
m
a
t
t
e
r
)

を
司
法
裁
判
所
の
守
備
範
囲

(judicial 
c
o
g
n
i
z
a
n
c
e
)

か
ら
除
外
し
た
り
、
司
法
裁
判
所
の
判
断

(ju-

dicial 
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
)

の
主
題
と
は
な
ら
な
い
性
格
の
事
項
を
司
法
権

に
取
り
扱
わ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
（
筆
者
注
|
|
＇

(

5

7

)

 

こ
こ
ま
で
は
本
稲
で
い
う
司
法
的
性
格
の
事
項
の
法
理
の
確
認
で
あ
る
）
。

し
か
し
同
時
に
、
公
的
権
利
に
関
わ
る
事
項
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。
こ

••••••••••••••••••••••• 
れ
は
司
法
権
の
発
動
が
可
能
な
形
で
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で

(
m
a
y

b
e
 p
r
e
s
e
n
t
e
d
 
i
n
 
s
u
c
h
 f
o
r
m
 t
h
a
t
 
t
h
e
 
judicial 
p
o
w
e
r
 is 
c
a
p
a
b
l
e
 

of 
a
c
t
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
m
)
 (
~
占
盆
平
ギ
臼
）
、
こ
れ
に
よ
り
司
法
裁
判
所
の
判

断
の
対
象
と
な
り
う
る
が
、
連
邦
議
会
は
自
ら
適
当
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

従
っ
て
、
こ
れ
を
連
邦
裁
判
所
の
守
備
範
囲
に
置
く
こ
と
も
置
か
な
い
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。
」

(at
2
8
4
)
 

こ
れ
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
憲
法
上
、
司
法
的
性
格
の
事
項
と
さ
れ
る

も
の
以
外
の
中
に
は
、
常
に
司
法
権
の
関
与
が
排
除
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
、

司
法
的
判
断
の
可
能
性
を
牛
む
も
の
（
公
的
権
利
に
関
わ
る
事
項
）
と
が

あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
い
う
非

司
法
的
事
項
と
は
、
こ
の
ふ
た
つ
を
包
括
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
公
的
権
利
に
関
わ
る
事
項
に
対
す
る
司
法
審
査
が
可
能
で
あ
る

た
め
に
は
、
「
司
法
判
断
が
可
能
な
形

(
f
o
r
m
)

で
」
、
例
え
ば
本
件
で
あ

れ
ば
「
単
な
る
債
務
の
有
無
の
問
題
」
と
し
て
、
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
以
上
に
よ
っ
て
、
非
司
法
的
事
項
で
あ
っ
て
も
司
法
関
与
の
あ

り
う
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
右
に
引
用
し
た
定
式
の
意
義

(

5

8

)

 

に
つ
い
て
多
少
混
乱
は
あ
っ
た
も
の
の
、
「
司
法
的
判
断
が
可
能
な
形
で
」

(

5

9

)

 

と
い
う
表
現
は
本
件
の
後
の
判
決
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
基
本
的
な

(

6

0

)

 

枠
組
み
と
し
て
は
、
現
在
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
右
の
定
式
に
お
い
て
は
、
「
議
会
の
選
択
に
よ
り
」
と
し
て
い

る
こ
と
の
具
体
的
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
司
法
判
断
が
可
能

な
形
で
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
以
上
、
そ
の
部
分
は
司
法
的
性

格
の
紛
争
で
あ
り
、
こ
れ
が
司
法
裁
判
所
の
審
理
を
受
け
る
の
は
憲
法
上

の
一
義
的
な
要
請
で
あ
る
は
ず
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
「
議
会
の

(

6

1

)

 

選
択
に
よ
り
」
こ
れ
を
司
法
判
断
の
対
象
に
し
な
い
余
地
を
認
め
る
こ
と

は
司
法
的
性
格
の
事
項
の
法
理
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が

(

6

2

)

 

生
じ
る
の
で
あ
る
。
事
項
に
よ
っ
て
は
立
法
府
の
選
択
に
よ
っ
て
司
法
的
、

非
司
法
的
い
ず
れ
の
、
ま
た
は
双
方
の
性
格
を
有
し
う
る
余
地
が
あ
る
と

(

6

3

)

 

い
う
指
摘
に
も
、
同
様
の
疑
問
を
感
じ
る
。
こ
れ
を
主
権
免
責
法
理
の
一

(

6

4

)

 

環
と
理
解
す
る
考
え
方
も
あ
る
が
、
こ
の
法
理
は
合
衆
国
が
被
告
と
な
る

こ
と
の
同
意
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
で
は
合
衆
国
が
原
告

．．．． 

と
な
っ
て
私
人
を
訴
え
る
場
合
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
十
分
な
説
明
と
は

(

6

5

)

 

い
え
な
い
。
こ
の
疑
念
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
に
お
い
て
、

A
型
の
思
惟

律
と
の
関
係
で
再
度
言
及
し
検
討
す
る
。

(
b
)

行
政
決
定
の
終
決
性

(
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e

Finality) 

一
般
的
に
非
司
法
的
性
格
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
司
法
関
与
が
認
め
ら

(

6

6

)

 

れ
ず
、
行
政
決
定
が
終
決
的
に
な
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
よ
り
正
確
に

い
え
ば
、
公
的
権
利
に
関
わ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
司
法
的
性
格
を
持
つ

論
点
だ
け
が
司
法
関
与
の
対
象
と
な
り
う
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
残

余
が
司
法
裁
判
所
の
判
断
の
全
く
及
ば
な
い
論
点
と
な
る
。
こ
こ
に
お
い

て
行
政
決
定
は
司
法
裁
判
所
と
の
関
係
で
、
憲
法
上
、
「
終
決
的
・
終
局

的

(
c
o
n
c
l
u
s
i
v
e
a
n
d
 final)
」
ま
た
は
「
拘
束
的

(
b
i
n
d
i
n
g
)
」
と
な
る

の
で
あ
る
。

M
u
r
r
a
y
'
s
 L
e
s
s
e
e
 v•Hoboken 

L
a
n
d
 C
o
.
 (
1
8
5
6
)

は
、
公
的
権

利
の
法
理
の
定
式
化
に
続
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
そ
こ
で
、
こ

の
範
疇
に
属
す
る
事
案
で
は
、
次
の
よ
う
な
判
示
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。

す
な
わ
ち
、
議
会
の
授
権
の
下
に
行
わ
れ
た
執
行
府
行
政
官
の
行
為
は
、

裁
判
所
で
の
審
理
に
お
い
て
は
、
特
定
の
事
実
に
つ
い
て
、
ま
た
は
権
原

の
存
在
全
体
に
つ
い
て
、
終
決
的
(
c
o
n
c
l
u
s
i
v
e
)
で
あ
る
。
」
「
し
か
も
、

個
人
の
権
利
に
か
か
わ
る
問
題
が
審
理
さ
れ
て
い
る
私
人
間
の
訴
訟
に
お

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

い
て
も
、
執
行
府
の
行
為
は
、
憲
法
お
よ
び
法
律
に
よ
っ
て
当
該
機
関
の

(

6

7

)

 

判
断
に
委
ね
ら
れ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
終
決
的
で
あ
る
（
傍
点
筆
者
）
。
」

107 (4 • 117) 633 



研 究

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
定
式
の
中
の
「
憲
法
お
よ
び
法
律
に
よ
っ
て
」

(

6

8

)

 

の
部
分
に
以
前
に
指
摘
し
た
の
と
同
様
の
疑
問
が
感
じ
ら
れ
る
だ
け
で
は

な
く
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
こ
の
終
決
性
が
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
存
在

し
、
ど
こ
か
ら
裁
判
所
が
関
与
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
、
公
的
権
利
の
法

理
は
具
体
的
で
明
確
な
基
準
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
第
二
章
で
述
べ

る
通
り
、
判
例
が
行
政
決
定
の
終
決
性
に
対
処
す
る
と
き
に
用
い
る
一
般

的
な
定
式
に
は
複
数
の
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
法
律
上
行
政
機
関
に
委

任
さ
れ
た
事
柄
で
あ
る
と
し
て
一
切
審
査
を
拒
む
場
合
、
詐
偽
等
が
無
い

限
り
審
査
は
し
な
い
と
い
う
表
現
を
用
い
る
場
合
、
事
実
問
題
ゆ
え
審
査

し
な
い
と
す
る
場
合
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
統
一
的
に
説
明
す
る
方

法
は
憲
法
論
と
し
て
は
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
行

政
分
野
毎
の
司
法
審
査
の
あ
り
方
を
観
察
す
る
と
き
よ
り
一
層
明
ら
か
と

な
る
。

Crowell
v. 
B
e
n
s
o
n
 (
1
9
3
2
)

は
公
的
権
利
に
関
わ
る
事
項
の

カ
タ
ロ
グ
と
し
て
、
租
税
（
関
税
・
内
国
歳
入
）
、
移
民
、
公
有
地
、
郵
便
、

(

6

9

)

 

恩
給
と
い
っ
た
分
野
を
挙
げ
て
い
る
。
司
法
審
査
は
、
各
分
野
内
で
は
そ

れ
ぞ
れ
統
一
性
を
持
っ
て
事
案
は
処
理
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
各
行
政
分

野
に
ま
た
が
っ
た
共
通
の
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

終
決
性
の
及
ぶ
具
体
的
な
範
囲
は
分
野
に
よ
っ
て
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
租
税
で
は
ほ
ぽ
常
に
全
面
的
審
査
で
あ
る
が
、
公
有
地
や
恩
給

(
7
0
)
 

は
審
査
排
除
に
近
い
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
説
明
す
る
方

法
を
模
索
す
る
文
献
も
な
い
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
便
宜
的
な
整
理
に

(

7

1

)

 

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
以
上
に
つ
い
て
統
一
的
な
説
明
を
与
え

る
規
範
的
思
考
の
存
在
を
仮
定
し
、
こ
れ
を
第
二
章
で
A
型
の
思
惟
律
と

し
て
取
り
出
す
こ
と
と
す
る
。

ニ
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
（
憲
法
修
正
第
＞
条
•
第

X
W
条
）

デ
ュ
ー
。
フ
ロ
セ
ス
条
項
に
も
、
行
政
機
関
と
司
法
裁
判
所
の
関
係
を
規

(

7

2

)

 

律
す
る
憲
法
規
定
と
し
て
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
章
ー
、

第
三
章
ー
で
述
べ
る
と
お
り
、
本
稿
は
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
発
動
要

件
（
生
命
・
自
由
•
財
産
）
の
う
ち
で
は
財
産
に
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ

る
事
案
の
み
を
扱
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
べ
ぎ
第
一
の
も

の
は
、
財
産
に
関
わ
る
事
項
を
、
司
法
裁
判
所
で
は
な
い
行
政
機
関
が
取

り
扱
う
こ
と
の
憲
法
上
の
権
威
付
け
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
「
フ
ォ
ー
ラ
ム

選
択

(the
choice 
of 
f
o
r
u
m
)
」
の
問
題
と
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
行
政
機
関
と
司
法
裁
判
所
の
う
ち
あ
る
事
務
が
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き

場
所
（
フ
ォ
ー
ラ
ム
ら
o
r
u
m
)
と
し
て
い
ず
れ
の
機
関
を
選
択
す
る
か

に
つ
い
て
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
が
い
か
な
る
規
律
を
及
ぽ
す
か
と
い
う
問

(
7
3
)
 

題
で
あ
る
。
第
二
に
、
行
政
機
関
が
憲
法
上
正
当
に
フ
ォ
ー
ラ
ム
た
り
う

る
場
合
に
、
事
後
的
に
そ
の
行
為
に
つ
い
て
司
法
裁
判
所
が
関
与
で
き
る

か
、
で
き
る
場
合
は
ど
の
よ
う
な
関
与
（
審
理
態
様
）
が
求
め
ら
れ
る
か

の
問
題
が
あ
る
。
「
司
法
裁
判
所
に
よ
る
審
理
を
受
け
る
憲
法
上
（
デ
ュ

ー
プ
ロ
セ
ス
上
）
の
権
利
」
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
標
題
の
も
と
で
論
じ

(

7

4

)

 

ら
れ
て
い
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
問
題
に

つ
い
て
は
既
に
十
分
な
研
究
が
あ
る
が
、
事
後
の
司
法
関
与
に
つ
い
て
は

(

7

5

)

 

ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

さ
て
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
様
々
な
機
能
を
有
し
て
い
る
の
で
、

右
の
ふ
た
つ
の
問
題
を
そ
の
中
で
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
同

条
項
の
機
能
全
体
を
大
き
く
一

1

―
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
て
理
解
し
て
お

く
の
が
便
利
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
七
ス
が
、
そ
の
初
期
に
は
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

(

7

6

)

 

刑
事
裁
判
の
審
理
手
続
を
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
後
は
民
事
訴
訟

(

7

7

)

 

手
続
の
規
律
原
理
と
し
て
の
展
開
を
も
見
せ
た
こ
と
に
鑑
み
、
こ
こ
に
司

法
裁
判
所
の
手
続
に
関
わ
る
第
一
の
問
題
グ
ル
ー
プ
を
見
い
だ
す
な
ら
ば
、

本
稿
で
扱
う
べ
き
ふ
た
つ
の
問
題
は
、
具
体
的
な
行
政
権
限
の
正
当
化
を

契
機
と
し
て
展
開
さ
れ
た
第
二
の
グ
ル
ー
プ
の
議
論
の
一
環
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
第
二
の
グ
ル
ー
。
フ
に
お
い
て
は
、
図
式
的
に
い
え
ば
、
行

政
機
関
を
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
す
る
こ
と
の
正
当
化
（
フ
ォ
ー
ラ
ム
問
題
）
の

後
、
視
点
が
、
一
方
で
は
司
法
裁
判
所
の
果
た
す
べ
ぎ
役
割
へ
、
他
方
で

(

7

8

)

 

は
行
政
機
関
の
作
動
の
仕
方
へ
と
移
動
す
る
。
前
者
が
、
事
後
の
司
法
関

与
の
あ
り
方
に
お
け
る
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
セ
ス
の
実
現
の
問
題
と
な
り
、
後
者

が
、
行
政
段
階
で
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
実
現
問
題
、
す
な
わ
ち
行
政
手

続
の
憲
法
上
の
規
律
基
準
を
引
き
出
す
根
拠
規
定
と
し
て
同
条
項
を
用
い

る
議
論
と
な
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
一
九
世
紀
後
半
の
判
例
で
は
、
フ

ォ
ー
ラ
ム
選
択
の
問
題
、
事
後
の
司
法
関
与
の
問
題
、
行
政
手
続
の
あ
り

(

7

9

)

 

方
の
問
題
を
相
互
に
密
接
に
関
連
さ
せ
て
理
解
す
る
例
が
あ
る
。
第
一
―
一
の

グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
以
上
と
は
更
に
異
な
る
次
元
の
問
題
に
つ
い
て
も
デ

ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
用
い
る
一
群
の
議
論
が
あ
り
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る

実
体
的
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス

(
s
u
b
s
t
a
n
t
i
v
e
d
u
e
 p
r
o
c
e
s
s
)

の
問
題
分
駅

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
律
・
条
例
・
行
政
の
行
為
等
の
（
手
続
で
は
な

く
）
実
体
的
な
内
容
を
審
査
す
る
際
、
立
法
権
や
行
政
権
が
遵
守
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
具
体
的
な
実
体
的
規
準
を
、
特
に
憲
法
か
ら
直
接
導
く

た
め
の
規
定
と
し
て
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
価
値
を
認
め
る
考
え
方
で

あ
る
。
な
お
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
全
て
の
議
論
を
実
体
的
な
も

の
と
手
続
的
な
も
の
と
に
分
類
し
て
、
後
者
を
手
続
的
デ
ュ
ー
プ
ロ
七
ス

(
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
 
d
u
e
 process)....¥J
暉
も
ふ
介
で

4
y
は、

tJ
上
に
示
し
た
も
の
の

う
ち
実
体
的
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
と
し
た
も
の
以
外
は
、
全
て
手
続
的
デ
ュ

(

8

1

)

 

ー
プ
ロ
セ
ス
の
議
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
本
稿

で
取
り
扱
う
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
セ
ス
上
の
右
の
ふ
た
つ
の
問
題
は
、
「
財
産
侵

(

8

2

)

 

害
(
t
a
k
i
n
g
)
」
が
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
セ
ス
上
適
正
に
行
な
わ
れ
て
い
る
か
と
い

う
表
現
の
も
と
で
議
論
さ
れ
て
い
る
も
の
の
一
部
（
手
続
上
の
問
題
）
で

(

8

3

)

 

あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
実
体
的
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
セ
ス
の
問
題
は
も
ち
ろ

(

8

4

)

 

ん
、
司
法
裁
判
所
で
の
手
続
お
よ
び
行
政
手
続
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
一

切
省
略
す
る
。
行
政
裁
量
と
行
政
手
続
の
間
の
補
償
関
係
と
い
っ
た
問
題

(

8

5

)

 

に
も
言
及
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

①
フ
ォ
ー
ラ
ム
選
択
の
問
題
二
畢
前
の
司
法
関
与

フ
ォ
ー
ラ
ム
選
択
に
つ
い
て
デ
ュ
ー
プ
ロ
七
ス
が
有
す
る
意
義
は
、

「
適
正
な
過
程
（
デ
ュ
ー
な
プ
ロ
セ
ス
）
と
は
必
ず
し
も
司
法
過
程
を
意

味
す
る
わ
け
で
は
な
い

(
d
u
e
p
r
o
c
e
s
s
 
is 
n
o
t
 n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
 
judicial 

(

8

6

)

 

p
r
o
c
e
s
s
)
」
．
と
い
う
命
題
に
集
約
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
は
、
あ
る
事
項
に
つ
い
て
「
当
該
機
関
（
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
で
行
な
わ
れ

る
プ
ロ
セ
ス
が
、
適
正
な
過
程
（
デ
ュ
ー
な
プ
ロ
セ
ス
）
と
い
え
る
か
」

と
い
う
問
題
設
定
へ
の
回
答
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
、
財
産
に
つ
い
て
行
政
機
関
の
決
定
が
下
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
が
効

力
を
有
す
る

(
b
e
i
n
g

e
f
f
e
c
t
u
a
l
)

以
前
の
段
階
で
あ
ら
か
じ
め
司
法
裁

判
所
の
関
与
が
な
く
て
も
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
セ
ス
違
反
と
は
な
ら
な
い
か
と
い

う
観
点
か
ら
、
憲
法
上
正
当
に
そ
の
決
定
権
限
が
行
政
機
関
に
与
え
ら
れ

(

8

7

)

 

得
る
か
否
か
が
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
ず
、
行
政
機
関
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
た
り
え
ず
、
司
法
裁
判
所
を
フ
ォ
ー
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ラ
ム
と
す
る
こ
と
が
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
上
の
要
請
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
選
択
は
、
行
政
機
関
の
決
定
が
あ
っ
て
も
、
司
法
裁
判

所
の
始
審
的
な
審
理
に
基
づ
く
判
断
の
み
が
最
終
的
決
定
と
さ
れ
る
と
い

う
形
で
具
現
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
連
邦
政
府
が
一
度
私
人
に
公
有
地

を
下
付
す
る
決
定
を
し
た
以
上
、
そ
れ
を
取
り
消
す
と
き
は
裁
判
所
の
判

断
を
経
て
お
く
こ
と
が
デ
ュ
ー
プ
ロ
七
ス
条
項
（
修
正
第
＞
条
）
上
の
要

(

8

8

)

 

請
で
あ
る
と
す
る
判
示
は
、
そ
の
好
例
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
形

．．．．． 

で
司
法
裁
判
所
を
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
す
る
こ
と
が
一
義
的
に
要
請
さ
れ
る
の

．．．．． 

か
、
単
に
そ
れ
が
許
容
さ
れ
る
の
に
と
ど
ま
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
確
で

は
な
い
が
、
水
利
権
の
存
否
の
判
定
を
行
政
機
関
に
委
ね
た
州
の
制
度
が

連
邦
憲
法
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
（
修
正
第
X
W
条
）
に
適
合
す
る
か

否
か
が
争
わ
れ
た
例
も
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
・

Pacific L
i
v
e
 St, 

o
c
k
 C
o
.
 v•Lewis 

(
1
9
1
6
)
は
、
行
政
機
関
で
の
手
続
は
裁
判
所
に
よ

る
審
理
開
始
の
た
め
の
導
入
過
程
に
過
ぎ
ず
、
行
政
機
関
が
水
利
権
に
つ

い
て
の
決
定
を
下
し
た
後
に
裁
判
所
が
始
審
的
な
審
理
を
や
り
直
し
、
そ

の
判
決
の
み
が
効
力
あ
る
最
終
決
定
と
さ
れ
る
制
度
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
た
上
で
、
当
該
制
度
に
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
七
ス
違
反
は
な
い
と
し
て

(

8

9

)

 

い
る
。
仮
に
こ
れ
が
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
上
許
容
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
と

い
う
意
義
の
判
示
で
あ
る
な
ら
ば
、
行
政
機
関
が
水
利
権
に
つ
い
て
決
定

を
下
し
た
後
に
、
当
事
者
が
裁
判
所
に
訴
え
る
限
り
で
、
そ
の
第
一
審

的
・
始
審
的
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
裁
判
所
の
判
断
が
最
終
的
と

な
る
と
い
う
制
度
も
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
上
許
容
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い

(

9

0

)

 

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
案
の
判
例
が
特
に
見
当
ら
ず
、

こ
の
よ
う
な
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
あ
り
方
が
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
上
ど
う
評
価
さ

れ
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

第
二
に
、
「
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
が
司
法
過
程
で
あ
る
必
要
が
な
」
＜
、

(

9

1

)

 

行
政
機
関
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
た
り
う
る
場
面
と
し
て
は
、
租
税
、
収
用
、
緊

急
時
の
財
産
破
壊
と
い
っ
た
、
一
九
世
紀
前
半
か
ら
遍
在
し
て
い
た
古
典

(

9

2

)

 

的
な
財
産
権
侵
害
の
制
度
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
財
産
に
関
わ
る

も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
行
政
機
関
が
司
法
裁
判
所
の
事
前
の
関
与
無
く
権

限
を
行
使
す
る
こ
と
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

行
政
機
関
を
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
認
め
て
も
よ
い
こ
と
の
理
由
の
ひ
と
つ

と
し
て
、
事
後
の
司
法
審
査
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん

(
9
3
)
 

ど
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
古
典
的
な
財
産
侵
害
の
制
度
に

お
い
て
行
政
機
関
を
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
な
し
う
る
こ
と
は
、
殊
に
財
産
権
に

関
わ
る
限
り
、
「
司
法
判
断
の
先
送
り
」

(
d
e
l
a
y
in 
t
h
e
 judicial 
d
e
,
 

t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 rights)...¥l
い
5
ロ
ジ
ッ
ク
に
よ
っ
て
H
i
立
⇒

(

9

4

)

 

化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
判
例
と
し
て
は
、
租
税
（
内
国
歳
入
お
よ
び

関
税
）
制
度
に
お
け
る
税
額
確
定
と
滞
納
処
分
を
行
政
機
関
に
担
当
さ
せ

る
と
い
う
フ
ォ
ー
ラ
ム
選
択
を
、
連
邦
憲
法
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に

依
拠
し
て
争
う
も
の
が
最
も
多
い
。
同
条
項
の
意
義
に
つ
い
て
の
最
初
の

判
例
と
さ
れ
る

M
u
r
r
a
y
'
s
L
e
s
s
e
e
 v•Hoboken 

L
a
n
d
 C
o
.
 (
1
8
5
6
)
 

は
、
関
税
徴
収
官

(collector)

自
身
に
対
す
る
合
衆
国
（
財
務
省
）
に

よ
る
強
制
徴
収
と
い
う
特
殊
な
事
案
で
は
あ
っ
た
が
、
す
で
に
一
般
的
な

(
9
5
)
 

枠
組
み
が
現
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
般
納
税
者
に
対
す
る
滞
納
処

分
の
事
例
に
お
け
る
枠
組
み
と
同
様
で
あ
り
、
行
政
機
関
が
フ
ォ
ー
ラ
ム

た
り
え
る
こ
と
は
、
迅
速
な
租
税
徴
収
の
必
要
性
や
伝
統
的
慣
行
と
い
っ

た
理
由
付
け
の
他
に
、
納
税
義
務
(liability)
に
つ
い
て
、
判
例
法
上
ま
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

た
は
制
定
法
上
、
後
に
司
法
判
断

(
a
later 
judicial 
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
)
 

(
9
6
)
 

が
な
さ
れ
う
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、

「
司
法
判
断
が
単
に
先
送
り
さ
れ
て
い
る
だ
け

(
m
e
r
e
p
o
s
t
p
o
n
e
m
e
n
t
 

(

9

7

)

 

o
f
 
judicial 
e
n
q
u
i
r
y
)
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
税

額
確
定
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
か
じ
め
司
法
過
程
を
経
る
必
要
が
な
い
と
さ

(

9

8

)

 

い
る
。

れ
てな

お
、
「
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
が
司
法
過
程
で
あ
る
必
要
が
な
い
」
と
い

う
前
出
の
表
現
は
、
論
理
上
、
お
よ
そ
司
法
裁
判
所
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
な

り
え
な
い
場
合
と
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
も
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
場

合
の
双
方
を
含
意
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
右

に
述
べ
た
租
税
の
事
例
に
お
い
て
留
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
が
後

．
．
．
．
．
．
 

者
に
属
し
、
事
前
の
司
法
関
与
を
認
め
て
も
よ
い
と
の
趣
旨
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
州
に
よ
っ
て
は
税
額
の
確
定
に
司
法
裁
判
所
の
審

理
を
事
前
関
与
さ
せ
る
制
度
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て

D
a
v
i
d
s
o
nv•New 

O
r
l
e
a
n
s
 (
1
8
7
8
)

は
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の

定
義
の
一
環
と
し
て
、
「
賦
課
さ
れ
た
負
担
に
つ
い
て
、
法
律
上
通
常
の

裁
判
所
で
〔
事
前
に
〕
そ
れ
を
確
認
し
ま
た
は
争
う
方
法
が
定
め
ら
れ
て

い
る
場
合
は
、
…
…
財
産
所
有
者
は
、
そ
の
手
続
で
下
さ
れ
た
判
断
に
よ

っ
て
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
よ
ら
ず
財
産
を
剥
奪
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な

(

9

9

)

 

い
」
と
述
べ
て
お
り
、
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
セ
ス
は
当
然
満
た
さ
れ
て
い
る
と
し

(
1
0
0
)
 

て
い
る
。

②
事
後
の
司
法
関
与
の
問
題

右
で
見
た
と
お
り
、
財
産
権
に
か
か
わ
る
決
定
に
つ
い
て
行
政
機
関
を

フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
う
る
場
合
に
は
、
事
後
の
司
法
関
与
の
存
在
が
重
要
な

正
当
化
理
由
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
視
点
を
移
し
、
事
後
の

司
法
関
与
に
関
わ
る
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
セ
ス
上
の
問
題
を
扱
う
こ
と
に
す
る
。

(
1
0
1
)
 

「
司
法
裁
判
所
に
よ
る
審
理
を
受
け
る
権
利
」
と
は
、
本
案
中
の
個
々

の
論
点
が
憲
法
上
司
法
裁
判
所
が
関
与
し
う
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
、
当
事
者
の
権
利
と
し
て
表
現
し
た
言
葉
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
「
権
利
」
の
有
無
は
、
司
法
審
査
の
対
象
と
し
う
る
事
項

的
範
囲
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
典
型
的
な
事

例
が
、
あ
る
論
点
に
つ
い
て
行
政
決
定
が
終
決
的
と
い
う
立
法
が
な
さ
れ

た
と
き
に
、
そ
れ
が
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
上
の
権
利
を
侵
害
す
る
違
憲
な
立

法
で
あ
る
と
し
て
こ
の
観
念
を
援
用
す
る
場
合
で
あ
る
。
「
公
正
な
聴
聞

を
行
な
っ
た
後
で
事
実
に
つ
い
て
最
終
的
に
決
定
す
る
権
限
を
行
政
機
関

に
与
え
て
も
、
そ
こ
に
詐
偽
そ
の
他
明
ら
か
な
権
限
の
濫
用
が
な
い
限
り
、

(
1
0
2
)
 

こ
れ
は
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
は
反
し
な
い
」
「
裁
判
所
に
訴
え
る
こ
と
が

で
き
る
権
利
の
存
在
は
、
必
ず
し
も
常
に
、
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
七
ス
上
要
請
さ

(
1
0
3
)
 

れ
る
こ
と
で
は
な
い
」
な
ど
と
い
う
表
現
が
こ
の
問
題
へ
の
回
答
例
で
あ

る。
租
税
の
場
合
、
前
項
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
事
後
的
な
司
法
審
査
の
存

在
が
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
上
の
要
請
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
を
見
る

．．．． 

な
ら
ば
、
一
定
の
論
点
に
つ
い
て
は
司
法
裁
判
所
の
審
理
が
及
ば
な
い
こ

と
が
法
律
上
定
め
ら
れ
て
い
て
も
、
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
セ
ス
違
反
で
は
な
い
余

(
1
0
4
)
 

地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
従
価
税
と
し
て
の
関
税
額
を
確
定
す

る
た
め
に
評
価
官
が
行
っ
た
輸
入
貨
物
の
市
場
価
格
決
定
に
つ
い
て
、
法

律
上
そ
れ
が
訴
訟
で
争
え
な
い
と
定
め
ら
れ
て
も
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
反

(
1
0
5
)
 

す
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
も
の
、
州
税
に
お
け
る
財
産
評
価
に
つ
い
て
、
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司
法
審
査
の
権
利
が
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
て
も
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
は

(
1
0
6
)
 

反
し
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
州
に
よ
っ
て
は
価
格

評
価
に
つ
い
て
事
後
的
な
司
法
審
査
を
定
め
る
例
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ

ら
の
論
点
に
つ
い
て
司
法
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け

(
1
0
7
)
 

で
は
な
い
。

鉄
道
の
料
率
規
制
に
代
表
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
経
済
規
制
は
、
州
レ
ベ
ル

で
は
一
九
世
紀
中
葉
か
ら
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
逆
に
、

あ
る
論
点
に
つ
い
て
事
後
の
司
法
判
断
を
要
請
す
る
判
決
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
「
州
の
料
率
決
定
権
限
は
、
財
産
没
収
的

(
c
o
n
f
i
s
c
a
t
o
r
y
)
、
正
当
な
補
償
な
き
収
用

(
t
a
k
i
n
g
w
i
t
h
o
u
t
 
just 
co-

m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
)
、
し
た
が
っ
て
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
な
き
財
産
侵
害
(
t
a
k
i
n
g

w
i
t
h
o
u
t
 
d
u
e
 
p
r
o
c
e
s
s
 
o
f
 
l
a
w
)

を
帰
結
す
る
よ
う
な
形
で
行
使
さ
れ

(
1
0
8
)
 

て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
明
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条

項
（
修
正
第
X
W
条
）
の
射
程
に
入
る
と
し
た
上
で
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス

(
1
0
9
)
 

の
実
現
の
一
側
面
と
し
て
、
料
率
の
合
理
性
に
つ
い
て
事
後
の
司
法
判
断

が
要
請
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

C
h
i
c
a
g
o
v. 
M
i
n
n
e
s
o
t
a
 (
1
8
 

9
0
)

は
行
政
機
関
に
よ
る
料
率
規
制
に
つ
い
て
の
最
も
初
期
の
判
決
で
あ

る
が
、
そ
こ
で
は
ミ
ネ
ソ
タ
州
の
委
員
会
が
設
定
し
た
最
高
料
率
は
終
局

的
・
終
決
的

(final
a
n
d
 c
o
n
c
l
u
s
i
v
e
)

で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
同
州
最

高
裁
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ

て
司
法
裁
判
所
の
判
断
を
受
け
る
権
利

(
r
i
g
h
t
t
o
 
a
 judicial 
investi
、

(
1
1
0
)
 

g
a
t
i
o
n
 b
y
 d
u
e
 
p
r
o
c
e
s
s
 
o
f
 
l
a
w
)

が
訓
空
等
さ
れ
た
」
と
判
示
さ
れ
て

い
る
。
同
様
の
判
示
例
は
、
最
高
料
率
設
定
以
外
の
事
案
に
お
い
て
も
採

(
1
1
1
)
 

用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
公
益
事
業
会
社
が
か
け
う
る
最
高
料
率
を
、
州

議
会
が
直
接
法
律
に
よ
っ
て
設
定
す
る
制
度
が
採
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
、

連
邦
最
高
裁
は
、
そ
の
料
率
の
合
理
性
に
つ
い
て
事
後
的
な
司
法
審
査
の

機
会
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
修
正
第
X
I
V
条
を
根
拠
に
述
べ
て
い
る

が
、
こ
れ
も
以
上
の
よ
う
な
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
セ
ス
条
項
の
機
能
の
一
例
と
思

(
1
1
2
)
 

わ
れ
る
。
な
お
、
連
邦
段
階
で
の
経
済
規
制
機
関
で
あ
る
州
際
通
商
委
員

会

(
I
C
C
)
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
司
法
審
査
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

(
1
1
3
)
 

特
に
一
定
の
論
点
の
審
査
を
限
定
す
る
規
定
も
な
か
っ
た
の
で
、
以
上
の

問
題
が
争
わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

③

第

m編
の
法
理
と
の
比
較

以
上
の
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
セ
ス
議
論
は
、
個
々
の
事
案
で
下
さ
れ
た
司
法
判

(
1
1
4
)
 

断
の
集
積
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
観
が
強
く
、
憲
法
第

m編
の
場
合
と
比
べ

て
、
行
政
機
関
と
司
法
裁
判
所
の
関
係
に
つ
い
て
明
確
な
規
律
枠
組
み
を

示
し
得
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
第

m絹
の

諸
法
理
と
す
り
合
わ
せ
、
そ
の
相
互
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
こ
に
一
定
の
秩
序
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
両

条
項
に
つ
い
て
形
成
さ
れ
た
法
理
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
相

似
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
①
「
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
が
司

法
過
程
で
あ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る

(
d
u
e
p
r
o
c
e
s
s
 
r
e
q
u
i
r
e
s
 
judicial 

p
r
o
c
e
s
s
)
」
場
合
、
す
な
わ
ち
司
法
裁
判
所
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
さ
れ
る
べ

(
1
1
5
)
 

き
事
項
と
は
、
司
法
的
性
格
の
事
項
を
指
し
て
お
り
、
②
「
デ
ュ
ー
プ
ロ

セ
ス
が
司
法
過
程
で
あ
る
必
要
が
な
い
」
場
合
は
、
司
法
裁
判
所
以
外
の

機
関
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
た
り
う
る
事
項
が
意
味
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は

第

m編
の
法
理
で
い
う
非
司
法
的
事
項
の
存
在
を
認
め
て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
例
え
ば

M
u
r
r
a
y
'
s
L
e
s
s
e
e
 
v•Hoboken 

L
a
n
d
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁巌(1)

Co. (
1
8
5
6
)

が
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
論
と
し
て
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
決
定
す

(
1
1
6
)
 

る
際
に
歴
史
的
慣
行
に
依
拠
し
た
こ
と
は
、
第
III
編
の
法
理
に
お
い
て
は

司
法
的
性
格
か
否
か
を
決
す
る
基
準
が
歴
史
的
淵
源
で
あ
る
こ
と
に
対
応

し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
②
に
お
い
て

デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
上
の
要
請
と
し
て
事
後
的
な
司
法
審
査
を
受
け
る
権
利

が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
面
は
、
公
的
権
利
の
法
理
と
し
て
述
べ
た
、
非
司

(
1
1
7
)
 

法
的
事
項
に
お
け
る
司
法
的
論
点
の
取
り
出
し
に
相
当
し
、
そ
の
反
面
と

し
て
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
上
司
法
審
査
を
受
け
る
権
利
が
要
請
さ
れ
な
い

場
面
の
問
題
状
況
は
、
行
政
決
定
の
終
決
性
に
お
け
る
そ
れ
と
同
じ
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

右
の
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
セ
ス
議
論
が
第
III
編
の
法
理
を
背
景
に
お
い
て
整
序

し
理
解
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
限
り
で
、

A
型
の
思
惟
律
と
当
時

の
憲
法
論
と
の
関
係
は
、
第
III
編
の
場
合
と
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
場

合
と
で
同
様
の
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
を
前
提
と
し
て
、
次

に
、
こ
の
憲
法
論
が
、
一
九
二

0
i
一
九
三

0
年
代
に
お
い
て
、
ど
の
よ

う
な
変
化
を
見
せ
た
か
を
検
討
す
る
。

右
で
述
べ
た
通
り
、
第
III
編
の
法
理
に
お
い
て
は
、
司
法
的
性
格
の
事

項
で
あ
れ
、
非
司
法
的
事
項
か
ら
公
的
権
利
の
法
理
に
従
っ
て
取
り
出
さ

れ
た
司
法
的
紛
争
で
あ
れ
、
い
ず
れ
も
司
法
裁
判
所
が
伝
統
的
に
取
り
扱

っ
て
き
た
紛
争
へ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
性
格
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
必
然
の
結
果
と
し
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
裁
判
所
で
行
わ
れ
て

II

一
九
二

0
ー
一
九
一
―

-0年
代
に
お
け
る
憲
法

法
理
の
変
移

い
る
審
理
態
様
は
、
第
一
審
(
a
n
original 
jurisdiction)
訴
訟
に
お
け

る
よ
う
な
審
理
、
す
な
わ
ち
始
審
的

(
d
e
n
o
v
o
)

審
理
と
な
る
は
ず
で

(
1
1
8
)
 

あ
る
。
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
セ
ス
条
項
上
ぱ
、
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
明
確
に
さ

(
1
1
9
)
 

れ
て
い
な
い
が
、
前
項
で
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
同
条
項
に
依
拠
さ
れ
た

場
合
で
も
第
IlI
編
の
場
合
と
同
じ
帰
結
が
導
か
れ
る
可
能
性
の
大
き
い
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
一
―
―
―
―
一
年
の
連
邦
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
は
、
右

と
は
異
な
る
審
理
態
様
の
憲
法
上
の
正
当
性
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

新
た
な
審
理
態
様
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
当
時
は
、
い
わ
ゆ
る
経
済
規
制

の
分
野
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
注
意
す
べ
き
こ
と

は
、
新
し
い
分
野
で
あ
る
が
故
に
異
な
る
法
理
が
要
請
さ
れ
、
ま
た
そ
の

存
在
余
地
が
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
の
現
象
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
経
済
規
制
分
野
に
お
い
て
も
司
法
裁
判
所
が
従
来
の
法
理
に

従
っ
て
行
動
し
て
い
た
経
緯
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
九
二

0

ー
一
九
―
―

-
0年
代
の
時
期
の
連
邦
最
高
裁
の
一
二
つ
の
判
決
に
お
い
て
は
、

従
来
の
法
理
と
の
親
近
性
を
強
く
示
す
見
解
が
多
数
を
占
め
、
少
数
意
見

と
厳
し
く
対
立
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
上

(
1
2
0
)
 

の
変
容
を
概
観
す
る
が
、
こ
れ
は
、
第
二
章
、
第
三
章
で
述
べ
る
ふ
た
っ

の
思
惟
律
の
間
の
相
違
が
、
憲
法
論
レ
ベ
ル
で
も
明
確
に
表
出
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

一
連
邦
最
高
裁
の
変
容

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
あ
る
連
邦
行
政
機
関
の
行
為
に
つ
い
て
コ

(
1
2
1
)
 

ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
の
裁
判
所
（
以
下
、

D
C
裁
判
所
と
い
う
）
に
よ
る
審

査
が
法
律
上
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
の
、
同
裁
判
所
か
ら
連
邦
最
高
裁
へ
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の
上
訴
申
請
に
つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
が
そ
の
管
轄
を
有
す
る
か
否
か
が

争
わ
れ
た
一
連
の
事
案
で
あ
る
。
本
章
I
で
述
べ
た
よ
う
に
、
連
邦
最
高

裁
は
、

constitutional
courts

の
ひ
と
つ
と
し
て
司
法
的
性
格
の
事
項

ま
た
は
論
点
の
審
理
権
限
の
み
を
持
つ
と
い
う
伝
統
的
法
理
に
よ
っ
て
規

律
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
が
上
訴
管
轄
を
有
す
る
た
め
に
は
、
上
訴
対
象
た

る
原
判
決
も
司
法
権
の
行
使
と
い
え
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
連
邦
最
高
裁
の
上
訴
管
轄
の
有
無
は
、
原
審
が
行
政
機
関
の

行
為
に
対
し
て
司
法
権
の
行
使
と
い
え
る
よ
う
な
審
査
を
行
っ
て
い
る
か

否
か
と
い
う
こ
と
で
決
定
さ
れ
る
。

(
1
2
2
)
 

F
e
d
e
r
a
l
 
R
a
d
i
o
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 v. 
G
e
n
e
r
a
l
 Electric 
C
o
.
 (
1
9
3
1
)
 

は
連
邦
ラ
ジ
オ
法
(
-
九
二
七
年
）
の
事
案
で
あ
る
。
同
法
の
司
法
審
査

規
定
に
よ
れ
ば
、

D
C
裁
判
所
は
、
連
邦
ラ
ジ
オ
委
員
会
が
な
し
た
放
送

免
許
（
ラ
イ
セ
ン
ス
）
の
更
新
拒
否
を
審
査
す
る
に
際
し
て
、
同
委
員
会

で
の
証
拠
の
他
に
裁
判
所
で
の
新
証
拠
の
採
用
を
許
可
し
て
こ
れ
を
考
慮

す
る
こ
と
が
で
き
、
委
員
会
の
命
令
の
変
更
・
改
定
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
(at
4
6
7
)
。
本
判
決
は
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
、

D
C
裁
判
所
が
行
っ
て

い
る
こ
と
は
「
純
粋
に
行
政
的
で
あ
り
、
こ
の
行
政
分
野
に
お
け
る
上
級

行
政
機
関
た
る
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
(at
4
6
7
)
」
と
評
価
し
、
そ
れ

は
も
は
や
司
法
権
の
行
使
で
は
な
い
と
結
論
付
け
て
、
自
ら
の
上
訴
管
轄

(
1
2
3
)
 

を
否
定
し
た
。

同
法
は
こ
の
判
決
を
機
に
一
九
―
―

-
0年
に
改
正
さ
れ
た
が
、
そ
の
下
で

(
1
2
4
)
 

提
起
さ
れ
た

F
e
d
e
r
a
l
R
a
d
i
o
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
v•Nelson 

B
r
o
s
.
 (
1
9
3
3
)
 

に
お
い
て
、
新
た
な
考
え
方
が
憲
法
論
と
し
て
は
初
め
て
正
面
か
ら
説
明

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
―
―

-
0年
法
は

D
C
裁
判
所
に
よ
る
審
査
の
規
定

を
改
正
し
て
、
そ
の
審
査
の
範
囲
を
「
法
律
問
題

(
q
u
e
s
t
i
o
n
s
o
f
 l
a
w
)
」

に
限
定
し
、
「
委
員
会
の
事
実
的
判
断
に
つ
い
て
は
、
実
質
的
証
拠
に
裏

(
1
2
5
)
 

付
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
…
…
終
決
的
で
あ
る
」
と
規
定
し
な
お
し
た
。

連
邦
最
高
裁
は
、
一
九
二
七
年
法
と
は
「
極
め
て
対
照
的
」
な
こ
の
規
定

(at 
2
7
6
)

に
よ
っ
て
、

D
C
裁
判
所
に
よ
る
審
査
が
行
政
機
関
と
し
て

の
行
為
か
ら
司
法
裁
判
所
に
よ
る
審
査
へ
と
変
更
さ
れ
た
と
評
価
し
た
。

す
な
わ
ち
、
「
法
律
問
題
は
司
法
判
断
の
対
象
と
し
て
適
切
な
も
の
」
で

あ
り
、
「
委
員
会
は
適
切
に
定
立
さ
れ
た
法
律
上
の
基
準
を
適
用
し
た
か
、

委
員
会
は
自
ら
の
権
限
内
に
と
ど
ま
っ
た
か
ま
た
は
そ
れ
を
躁
越
し
た
か
、

そ
の
手
続
は
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
従
う
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
っ
た
問
題
、

要
す
る
に
、
委
員
会
の
守
備
範
囲
を
定
め
そ
の
行
為
を
規
律
す
る
法
律
上

の
諸
要
件
が
守
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
は
、
司
法
判
断
の
対
象
と
し

て
適
切
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
裁
判
所
が
審
理
す
べ
き
法
律
問
題

で
あ
る
。
…
…
実
質
的
証
拠
の
な
い
事
実
的
判
断
…
…
は
、
法
律
違
背
で

あ
る
。
…
事
実
的
判
断
に
こ
の
よ
う
な
欠
陥
が
な
い
か
ど
う
か
を
判
定
す

る
た
め
に
、
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
事
実
を
調
査
す
る
こ
と
は
、
司
法
の

守
備
範
囲

(judicial
p
r
o
v
i
n
c
e
)

に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
行
政
権
を

侵
害
し
て
い
る
こ
と
に
も
行
政
権
を
行
使
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。

但
し
、
こ
の
調
査
に
は
、
証
拠
の
評
価
を
す
る
こ
と

(
t
h
e
w
e
i
g
h
t
 
of 

e
v
i
d
e
n
c
e
)
や
行
政
の
行
為
の
見
識
や
便
宜

(
t
h
e
w
i
s
d
o
m
 o
r
 e
x
p
e
d
i
,
 

e
n
c
y
)

を
問
う
こ
と
は
含
ま
れ
な
い

(at
2
7
6
-
7
7
)
。
」
一
般
論
と
し
て
、

「
審
理
手
続
が
司
法
権
の
行
使
と
い
え
る
た
め
に
は
、
完
全
な
始
審
的
審

理
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

(
o
n
e
entirely 
d
e
 n
o
v
o
)

は
、
必

ず
し
も
必
要
で
は
な
い
」
の
で
あ
り
、

D
C
裁
判
所
の
審
理
が
既
に
述
べ
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

た
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
「
法
律
問
題
」
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

「
司
法
権
行
使
の
適
切
な
対
象
た
る
争
訟
(
a
c
a
s
e
 
o
r
 c
o
n
t
r
o
v
e
r
s
y
)
が

あ
る
と
い
え
る

(
a
t
2
7
8
)
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
上
に
よ
り
、

D
C
裁
判
所
に
よ
る
審
査
が
司
法
的
性
格
(judicial
i
n
 c
h
a
r
a
c
t
e
r
)

を

有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
疑
念
の
余
地
は
な
く
(
a
t
2
7
7
)
、
し
た
が
っ

て
、
そ
こ
か
ら
連
邦
最
高
裁
へ
の
上
訴
も
可
能
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ

(
1
2
6
)
 

た
。
以
上
の
論
旨
を
要
約
す
れ
ば
、
一
定
の
行
政
分
野
に
お
い
て
は
、
司

法
裁
判
所
に
お
い
て
第
一
審
的
・
始
審
的
訴
訟
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
求

(
1
2
7
)
 

め
ら
れ
う
る
と
い
う
憲
法
解
釈
が
述
べ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
判
決
は
、
従
来
の
憲
法
法
理
と
の
関
連
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に

評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
最
大
の
特
徴
は
、
公
的
権
利
に

関
わ
る
事
項
か
ら
司
法
的
性
格
を
持
つ
論
点
を
取
り
出
す
と
き
の
方
法
が

(
1
2
8
)
 

従
来
の
も
の
と
異
な
っ
て
お
り
、
審
理
事
項
を
法
律
問
題
と
事
実
問
題
に

分
解
す
る
と
い
う
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
単

に
裁
判
所
が
事
実
認
定
を
行
う
か
否
か
と
い
う
問
題
に
矮
小
化
し
て
捉
え

(
1
2
9
)
 

ら
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
、
事
実
問
題
か
法
律
問
題
か
と

い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
自
体
に
従
来
の
法
理
か
ら
の
乖
離
が
あ
る
わ
け

(
1
3
0
)
 

で
も
な
い
。
次
章
以
下
で
述
べ
る
こ
と
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
こ
の
表

現
は
単
な
る
便
宜
的
な
ラ
ベ
ル
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
憲
法
論
と
し
て

は
、
司
法
的
性
格
を
有
す
る
論
点
（
法
律
問
題
の
ラ
ベ
ル
が
付
さ
れ
る
）

と
、
行
政
決
定
の
終
決
性
が
認
め
ら
れ
る
論
点
（
事
実
問
題
の
ラ
ベ
ル
が

付
さ
れ
る
）
の
間
の
振
り
分
け
基
準
が
従
来
の
も
の
か
ら
本
質
的
に
変
更

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、
司
法

的
性
格
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、
伝
統
的
に
司
法
裁
判
所
が
扱
っ

て
き
た
紛
争
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

(judicial
a
n
a
l
o
g
y
)

を
見
る
従
来
の
基

準
は
も
は
や
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
従
来
の
法
理
と
の
亀
裂
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
従
来
の
法
理
で
は
説
明
で
き
な
い
以
上
、
憲

法
第
IlI
編
の
法
理
が
変
移
し
た
と
把
握
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
新
た
な
考
え
方
は
、
第
三
章
で

B
型
の
思
惟
律
と
し
て
具
体
的
に
分

析
さ
れ
る
。

第
二
の
特
徴
と
し
て
、
司
法
的
性
格
の
論
点
の
取
り
出
し
方
以
外
の
点

で
は
、
公
的
権
利
の
法
理
の
大
枠
は
忠
実
に
守
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で

は
従
来
の
法
理
と
の
連
続
性
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
司
法
権
の
行
使
の
た
め
に
は
非
司
法
的
事
項
か
ら
司
法
的
性
格

の
論
点
を
取
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
お
よ
び
論
点
が
取
り
出

さ
れ
た
後
の
残
余
に
つ
い
て
は
終
決
性
が
認
め
ら
れ
裁
判
所
の
関
与
が
禁

止
さ
れ
る
が
、
司
法
的
論
点
で
あ
る
限
り
は
裁
判
所
は
独
自
の
判
断
を
下

す
こ
と
の
二
点
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
容
れ
物

と
し
て
の
公
的
権
利
の
法
理
は
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
内
部
的
な
。
フ
ロ
セ

ス
（
司
法
的
論
点
か
否
か
の
振
り
分
け
）
の
み
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
な

る。
こ
の
現
象
は
第
III
編
に
依
拠
さ
れ
た
場
合
や
連
邦
行
政
機
関
の
事
案
に

限
っ
て
現
れ
て
い
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
同
じ
系
列
に
属
す
る
と

思
わ
れ
る
連
邦
最
高
裁
の
思
考
は
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
（
修
正
第

x

IV
条
）
に
依
拠
し
つ
つ
、
州
の
行
政
機
関
と
州
裁
判
所
と
の
関
係
に
つ
い

(
1
3
1
)
 

て
も
示
唆
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
、
第
III
編
と
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
七

ス
条
項
の
連
動
性
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
法
理
の
変
移
の
メ
カ
ニ
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ズ
ム
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
も
わ
か
り
や
す
い
説
明
方
法
は
、

変
移
の
要
因
と
し
て
連
邦
最
高
裁
の
裁
判
官
構
成
の
変
化
に
注
目
す
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
変
移
が
、
こ
と
に
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
裁
判
官
に
よ
る
強

力
な
支
持
に
よ
っ
て
定
着
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
の
な
い
事
実
で

(
1
3
2
)
 

あ
る
か
ら
、
変
移
の
推
進
者
（
但
し
、
最
初
の
提
唱
者
で
は
な
い
）
が
誰

で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に
限
っ
て
言
え
ば
、
本
稿
で
扱
う
行
政
行
為
の
司

法
審
査
に
お
い
て
も
、
財
産
権
規
制
立
法
に
対
す
る
実
体
的
デ
ュ
ー
プ
ロ

(
1
3
3
)
 

七
ス
の
局
面
で
の
裁
判
所
の
態
度
変
更
の
現
象
の
場
合
と
同
様
の
把
握
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
問
題
は
そ
の
先
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
影
響
力
を
有

し
た
人
々
が
い
か
な
る
思
考
の
結
果
、
こ
の
変
移
を
指
向
し
た
の
か
と
い

う
点
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
従
来
の
憲
法
法
理
を
変
更

さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
何
故

N
e
l
s
o
n
Bros. (
1
9
3
3
)

の

よ
う
な
形
へ
の
変
移
が
特
に
選
択
さ
れ
た
の
か
と
い
う
二
点
が
問
題
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
扱
う
。
す
な
わ
ち
、

N
e
l
s
o
n
 Bros. 
(
1
9
3
3
)

の
よ
う
な
考
え
方
を
B
型
の
思
惟
律
と
し
て
整

理
し
、
そ
れ
が
い
か
な
る
契
機
の
も
と
に
形
成
さ
れ
、
具
体
的
に
従
来
の

法
理
の
何
を
変
化
さ
せ
、
い
か
な
る
法
律
上
の
正
当
化
理
由
を
有
し
て
い

る
の
か
が
、
そ
こ
で
分
析
さ
れ
る
。
前
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
、

憲
法
論
の
変
移
で
あ
る
以
上
、
メ
タ
憲
法
の
問
題
で
あ
っ
て
、
憲
法
論
上

論
理
必
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
と
思
わ
れ
る
。
た

し
か
に
、
新
た
に
創
設
さ
れ
た
行
政
分
野
を
性
格
付
け
る
こ
と
が
従
来
の

法
理
で
は
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
は
ら
ん
で
い
た
た
め
に
、
新
た
な
方
向
が
模

索
さ
れ
た
と
い
う
事
情
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
こ
の
新
た
な
行
政

分
野
の
中
心
は
、
伝
統
的
に
司
法
裁
判
所
が
取
り
扱
っ
て
き
た
司
法
的
紛

争
（
例
え
ば
、
料
率
の
合
理
性
、
労
災
補
償
請
求
な
ど
）
と
重
複
す
る
も

(
1
3
5
)
 

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
従
来
の
法
理
に
よ
っ
て
判
断
す
る
な
ら
ば
、
司
法

的
性
格
の
事
項
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で

は
、
議
会
が
そ
の
事
項
を
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
る
解
決
に
委
ね
る
ま
ま
に
せ

(
1
3
6
)
 

ず
、
殊
更
に
行
政
機
関
に
担
当
さ
せ
た
目
的
を
全
く
無
視
し
て
し
ま
う
よ

う
な
憲
法
法
理
を
維
持
す
べ
き
か
と
い
う
新
た
な
関
心
が
生
じ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
従
来
の
法
理
を
維
持
す
る
選
択
肢
と
、
そ
れ
を
変

移
さ
せ
る
選
択
肢
は
、
い
ず
れ
か
が
論
理
必
然
と
し
て
選
ば
れ
る
べ
き
性

格
の
も
の
で
は
な
く
、
選
択
可
能
な
ふ
た
つ
の
方
向
で
あ
る
に
と
ど
ま
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
右
に
述
べ
た
憲
法
論
の

変
移
は
新
た
な
行
政
の
出
現
と
と
も
に
す
ぐ
現
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
当

初
裁
判
所
は
、
従
来
の
憲
法
法
理
を
堅
持
し
て
い
た
こ
と
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。
ま
た
、
一
九
二

o,..__,
一九一―

-0年
代
に
お
い
て
も
な
お
、
1

1

つ
の
方
向
の
間
で
連
邦
最
高
裁
が
分
裂
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

こ
の
分
裂
に
つ
い
て
次
項
で
述
べ
て
本
章
を
閉
じ
る
こ
と
と
す
る
。

二
連
邦
最
高
裁
の
分
裂

第
三
章
で
述
べ
る
通
り
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
新
た
な
司
法
審
査
の
あ

り
方
は
実
際
に
は
一
九
一

0
年
代
か
ら
現
れ
、
一
定
の
行
政
分
野
に
お
い

て
お
お
む
ね
安
定
し
て
支
持
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
一
九
二

0
i
一
九
三

0
年
代
の
時
期
の
連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
は
、

N
e
l
s
o
n
Bros. 
(
1
9
3
3
)
 

に
示
さ
れ
た
司
法
的
論
点
の
取
り
出
し
方
に
対
し
て
、
な
お
も
従
来
の
法

理
の
存
し
う
る
場
合
を
例
外
的
に
設
け
よ
う
と
す
る
見
解
が
多
数
を
占
め
、

少
数
意
見
と
厳
し
く
対
立
し
た
こ
と
が
少
な
く
と
も
一
一
一
度
あ
っ
た
。
こ
れ
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

(
1
3
9
)
 

ら
は
、
「
管
轄
的
事
実
の
法
理
」
や
「
憲
法
的
事
実
の
法
理
」
を
述
べ
た

(
1
4
0
)
 

(
1
4
1
)
 

と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
わ
が
国
で
も
少
な
か
ら
ず
注
目
さ
れ
て
き
た
判

例
で
あ
る
。
憲
法
論
と
し
て
一
二
件
の
多
数
意
見
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、

一
定
の
論
点
が
憲
法
上
の
権
利
に
関
わ
る
こ
と
を
理
由
に
憲
法
（
第
III
編

ま
た
は
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
）
上
の
要
請
と
し
て
裁
判
所
が
法
律
・
事

実
の
全
て
の
点
に
お
い
て
判
断
を
最
初
か
ら
や
り
直
す
べ
き
こ
と
が
帰
結

(
1
4
2
)
 

さ
れ
る
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
り
、
そ
の
論
点
に
つ
い
て
、
裁
判
所
に
対

(
1
4
3
)
 

す
る
行
政
機
関
の
独
自
性
を
全
く
認
め
な
い
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
同
様

の
憲
法
上
の
主
張
は
、
従
来
か
ら
州
際
通
商
委
員
会

(
I
C
C
)
な
ど
の

事
案
で
も
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
取
り
扱
い

が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
な
く
、
こ
の
三
件
の
多
数
意
見
は
極
め
て
異
例
な

も
の
と
い
え
る
。
他
方
、
少
数
意
見
は
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
裁
判
官
の
リ
ー
ド

の
も
と
に
N
e
l
s
o
n
B
r
o
s
.
 (
1
9
3
3
)

と
同
じ
考
え
方
を
強
固
に
維
持
し
た

(
1
4
5
)
 

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
多
数
意
見
の
み
を
扱
う
こ
と
に
す
る
。

(
1
4
6
)
 

一
九
二

0
年
に
下
さ
れ
た

B
e
n
A
v
o
n
 (
1
9
2
0
)

は
州
の
公
益
事
業
委

員
会
に
よ
る
最
高
料
率
設
定
の
事
案
で
あ
り
、
修
正
第
X
W
条
の
デ
ュ
ー

。
フ
ロ
七
ス
条
項
に
依
拠
し
て
右
の
論
理
が
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
最

高
料
率
の
設
定
が
一
応
は
「
立
法
的
性
格

(legislative
in c
h
a
r
a
c
t
e
r
)
」

の
行
為
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
料
率
が
あ
ま
り
に
も
低
く
「
財
産

没
収
的
(confiscatory)
」
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
当

該
問
題
を
裁
判
所
に
提
出
し
、
法
律
・
事
実
の
双
方
に
わ
た
る
裁
判
所
の

独
立
の
判
断

(
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
j
u
d
g
m
e
n
t
 as 
t
o
 
b
o
t
h
 
l
a
w
 a
n
d
 fact) 

を
受
け
る
機
会
が
当
事
者
に
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
で

(
1
4
7
)
 

な
け
れ
ば
デ
ュ
ー
プ
ロ
七
ス
に
反
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
判

断
が
「
司
法
的
性
格
(judicial
in 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
)

で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い

の
余
地
が
な
い
（
at
2
9
1
)
」
と
締
め
括
っ
て
い
る
。
こ
の
法
廷
意
見
に
お

い
て
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
は
、
本
章
I
で
述

べ
た
も
の
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
委
員
会
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
た
り
う
る
こ
と

を
当
然
の
前
提
と
し
た
（
こ
れ
は
法
廷
意
見
に
は
現
れ
て
い
な
い
）
上
で
、

司
法
的
性
格
を
有
す
る
論
点
に
つ
い
て
の
事
後
の
司
法
関
与
が
要
請
さ
れ

る
こ
と
、
そ
の
審
理
で
は
裁
判
所
に
よ
る
全
面
的
な
独
立
の
判
断
が
要
請

さ
れ
る
こ
と
と
い
う
ふ
う
に
、
従
来
の
法
理
を
そ
の
ま
ま
辿
っ
た
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
修
正
第
X
W
条
の
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
セ
ス
条
項
を
通
じ
て
、
連

邦
最
高
裁
は
州
の
行
政
機
関
と
州
裁
判
所
の
関
係
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及

ぽ
し
、
実
質
的
に
憲
法
第
III
編
の
法
理
に
依
拠
し
た
場
合
と
同
様
の
議
論

を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

財
産
が
憲
法
上
の
権
利
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
れ
が
論
点
と
さ
れ

••• 

て
い
る
と
き
に
は
司
法
裁
判
所
は
特
別
に
始
審
的
な
審
理
を
な
さ
な
け
れ

ば
司
法
権
の
要
請
が
満
た
さ
れ
な
い
と
い
う
論
理
は
、
連
邦
行
政
機
関
に

つ
い
て
下
さ
れ
た
一
九
―
―

-
0年
代
の
二
つ
の
最
高
裁
判
決
の
多
数
意
見
に

お
い
て
更
に
顕
著
と
な
る
0

B
e
n
 A
v
o
n
 (
1
9
2
0
)

で
は
明
示
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
多
数
意
見
は
、

N
e
l
s
o
n
B
r
o
s
.
 

(
1
4
8
)
 

• 

• 

•• 

•. 

• 

(
1
9
3
3
)

に
代
表
さ
れ
る
考
え
方
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
例
外
と
し
て
、

司
法
権
の
独
立
の
判
断
が
必
要
な
場
合
の
あ
る
こ
と
を
導
く
と
い
う
構
成

に
な
っ
て
い
る
。

C
r
o
w
e
l
l
 
v. 
B
e
n
s
o
n
 (
1
~
3
~
)

は
、
被
用
者
が
航
海
可
能
水
域(
n
a
v
i
,

g
a
b
l
e
 
w
a
t
e
r
s
)

で
被
っ
た
労
災
に
対
す
る
無
過
失
責
任
の
補
償
を
、
そ

の
使
用
者
に
義
務
づ
け
る
港
湾
労
働
者
労
災
補
償
法
(
-
九
二
七
年
）
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研 究

(
L
o
n
g
s
h
o
r
e
m
e
n
`
s
 
a
n
d
 
H
a
r
b
o
r
 
W
o
r
k
e
r
s
'
C
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 A
c
t
 

o
f
 
1
9
2
7
)

に
関
す
る
事
案
で
あ
り
、
合
衆
国
労
働
補
償
委
員
会
の
委
員

(
d
e
p
u
t
y
 
c
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
 
o
f
 
U. S•Workmen's 

C
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 

C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
)

が
行
な
っ
た
、
被
用
者
に
対
す
る
使
用
者
の
補
償
金
支

払
い
義
務
の
有
無
お
よ
び
そ
の
額
に
つ
い
て
の
裁
定
を
争
う
も
の
で
あ
る
。

結
論
に
至
る
ロ
ジ
ッ
ク
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

連
邦
議
会
が
海
事
法

(
t
h
e
m
a
r
i
t
i
m
e
 l
a
w
)

を
修
正
し
て
本
件
の
よ

う
な
立
法
を
行
う
権
限
を
有
す
る
た
め
に
は
、
憲
法
上
、
①
被
災
が
合
衆

国
の
航
海
可
能
水
域
で
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
無
過
失
責
任
立
法

と
す
る
だ
け
の
特
別
な
事
情
が
存
在
す
る
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
制
約
を

受
け
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
本
法
が
合
憲
に
適
用
さ
れ
る
た
め
の
前
提

と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
某
礎
的
ま
た
は
管
轄
的
な

(fun-

d
a
m
e
n
t
a
l
 o
r
 jurisdictional)」
声
『
中
K

で
点
り
る

(at
5
4
-
5
5
)
0
 
~
々
の

適
用
事
案
に
お
い
て
司
法
裁
判
所
が
こ
の
よ
う
な
事
実
を
ど
う
扱
う
か
は
、

「
憲
法
上
の
制
約
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
に
お
い
て
、
連
邦
裁
判
所
の
司
法

権
が
適
切
に
維
持
さ
れ
る
べ
ぎ
方
法
は
何
か
の
問
題
」
で
あ
る
(at
5
6
)
。

言
い
換
え
れ
ば
、
市
民
の
憲
法
上
の
権
利
（
こ
こ
で
は
、
使
用
者
の
財

産
）
に
関
わ
る
諸
事
実
の
存
否
の
最
終
的
判
定
者
と
し
て
、
議
会
は
、
司

法
裁
判
所
の
か
わ
り
に
行
政
機
関
を
指
名
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ

る

(at
5
6
)
。
多
数
意
見
が
こ
の
問
題
へ
の
回
答
と
し
て
示
し
た
見
解
は
、

憲
法
上
の
権
利
が
関
わ
る
と
き
に
は
必
然
的
に
、
司
法
裁
判
所
は
法
律
・

事
実
双
方
の
問
題
に
つ
い
て
独
立
の
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず

(at

6
0
)
、
逆
に
行
政
機
関
の
決
定
に
最
終
性
(finality)

を
認
め
る
な
ら
ば
、

司
法
権
を
掘
り
崩
す
こ
と
に
な
る

(at
5
7
)

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
憲
法

上
の
権
利
に
対
す
る
司
法
権
の
責
務
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果

的
に
従
来
の
法
理
の
場
合
と
同
じ
司
法
関
与
の
あ
り
方
を
導
き
出
し
て
い

る。
ま
た
、
傍
論
で
は
あ
る
が
、
右
の
引
用
箇
所
以
外
に
も
多
数
意
見
の
基

本
的
思
想
の
窺
わ
れ
る
部
分
が
あ
る
。
多
数
意
見
は
、
い
わ
ゆ
る
公
的
権

利
の
法
理
を
整
理
し
た
後
、
本
件
事
案
は
公
的
権
利
の
範
疇
に
属
す
る
も

の
で
は
な
く
、
あ
る
私
人
の
別
の
私
人
に
対
す
る
責
任
の
有
無
を
問
う
私

的
権
利

(private
rights)

に
関
わ
る
事
案
で
あ
る
と
性
格
付
け
て
い
る

(at 
5
0
-
5
1
)
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
の
展
開
が
な
さ
れ
て
い
な

(
1
5
0
)
 

い
の
で
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
労
災
補
償
の
請
求
が
元
来
司
法

(
1
5
1
)
 

裁
判
所
が
扱
っ
て
き
た
紛
争
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
歴
史
的
な
紛
争

類
型
へ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
司
法
的
性
格
を
有
す
る
論
点
を
取
出
す

と
い
う
従
来
の
法
理
を
踏
襲
し
た
上
で
、
補
償
責
任
の
有
無
が
「
司
法
的

(
1
5
2
)
 

事
項
」
で
あ
る
か
ら
行
政
機
関
に
独
自
の
判
断
を
認
め
る
余
地
は
な
い
と

い
う
認
識
が
、
多
数
意
見
の
背
景
に
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
本

件
に
つ
い
て
、
「
財
産
所
有
者
の
不
可
侵
の
権
利
と
い
う
古
い
観
念
と
、

そ
の
権
利
を
制
約
す
る
現
代
福
祉
立
法
の
優
越
性
の
承
認
と
が
混
ざ
り
あ

(
1
5
3
)
 

っ
た
意
見
」
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
参
考
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

B
e
n
 A
v
o
n
 (
1
9
2
0
)

の
一
六
年
後
に
は

St.
J
o
s
e
p
h
 S
t
o
c
k
 Y
a
r
d
s
 

(
1
5
4
)
 

(
1
9
3
6
)

の
多
数
意
見
が
修
正
第
＞
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
依
拠

(
1
5
5
)
 

し
て
同
じ
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は

B
e
n
A
v
o
n
 (
1
9
2
0
)
 

と
同
じ
く
最
高
料
率
決
定
の
事
案
で
あ
る
が
、
州
で
は
な
く
連
邦
政
府
の

農
務
長
官
が
、
精
肉
出
荷
業
お
よ
び
輸
送
家
畜
保
管
業
法
(
-
九
ニ
―
年
）
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

(
P
a
c
k
e
r
s
 a
n
d
 S
t
o
c
k
y
a
r
d
s
 
A
c
t
 o
f
 
1
9
2
1
)

に
基
づ
い
て
毎
5

完
↑
し
た
料
"

率
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
投
下
資
本
の
没
収
(
c
o
n
f
i
s
c
a
t
i
o
n
)

と
い

う
憲
法
上
の
主
張
が
な
さ
れ
た
事
案
で

(
a
t
4
9
)
、
結
論
も
結
論
導
出
過

程
も

B
e
n
A
v
o
n
 (
1
9
2
0
)

と
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
議
会
（
ま
た

は
委
任
に
よ
っ
て
行
政
機
関
）
の
料
率
設
定
権
限
に
つ
い
て
は
、
「
デ
ュ

ー
プ
ロ
セ
ス
に
よ
ら
な
い
財
産
の
剥
奪

(
d
e
p
r
i
v
a
t
i
o
n
)
」
ま
た
は
「
正

当
な
補
償
な
き
、
公
の
用
の
た
め
の
私
有
財
産
の
収
用
(
t
a
k
i
n
g
)
」
を
し

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
憲
法
上
の
制
約
が
あ
る
た
め
、
議
会
自
身
が
料
率

を
設
定
す
る
と
き
で
も
（
行
政
機
関
が
設
定
す
る
と
き
は
勿
論
）
、
裁
判

所
は
必
ず
、
法
律
・
事
実
の
双
方
に
つ
い
て
独
立
の
司
法
審
査
(
i
n
d
e
p
e
-

n
d
e
n
t
 judicial 
r
e
v
i
e
w
 u
p
o
n
 t
h
e
 facts 
a
n
d
 t
h
e
 l
a
w
)

を
伝
2

わ
な

(
1
5
6
)
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
at
5
1
-
5
2
)

。
そ
し
て
「
自
由
•
財
産
に
つ
い
て
の
憲

法
上
の
権
利
が
関
わ
る
と
き
に
、
行
政
機
関
の
事
実
的
判
断
の
誤
り
と
憲

法
上
の
権
利
の
侵
害
が
証
拠
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
の
に
、
そ
の
判
断
が
終

決
的
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
憲
法
上
の
権
利
は
行
政
官

の
意
の
ま
ま
と
な
り
、
我
々
の
司
法
裁
判
所
に
よ
る
保
護
に
裏
打
ち
さ
れ

た
安
全
性
は
著
し
く
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

(
a
t
5
2
)
。
」
「
人
的
自
由

の
権
利

(
r
i
g
h
t
s
o
f
 p
e
r
s
o
n
a
l
 l
i
b
e
r
t
y
)

に
関
わ
る
と
き
に
は
、
我
々
は

(
1
5
7
)
 

証
拠
を
評
価
す
る
と
い
う
司
法
権
限
を
維
持
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
…
…

こ
の
原
則
は
、
人
の
権
利
(
r
i
g
h
t
s
o
f
 p
e
r
s
o
n
)
と
財
産
の
権
利
(
r
i
g
h
t
s

o
f
 p
r
o
p
e
r
t
y
)

の
い
ず
れ
の
場
合
で
も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

(
a
t

5
2
)
。」

す
で
に
当
時
の
論
文
は
多
数
意
見
の
立
論
を
批
判
し
て
お
り
、
こ
れ
は

遅
か
れ
早
か
れ
廃
棄
さ
れ
る
と
の
観
測
が
強
か
っ
た
。
少
数
意
見
の
方
が

(
1
5
9
)
 

時
代
に
適
合
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
、
「
法
の
支
配
」
の
現
代
的
な
理
解

(
1
6
0
)
 

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
現
在
の
時
点
か
ら
見
て
も
、

St.

J
o
s
e
p
h
 S
t
o
c
k
 

Y
a
r
d
s
 (
1
9
3
6
)

以
降
、
連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
は
以
上
の
よ
う
な
ロ
ジ

(
1
6
1
)
 

(
1
6
2
)
 

ッ
ク
は
復
活
し
て
お
ら
ず
、
既
に
廃
棄
さ
れ
た
と
見
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
財
産
権
の
み
に
関
わ
る
行
政
分
野
に
お
い
て

(
1
6
3
)
 

は
、
憲
法
論
と
し
て

N
e
l
s
o
n
B
r
o
s
.
 (
1
9
3
3
)

で
表
明
さ
れ
た
考
え
方
が

一
九
四

0
年
ま
で
に
は
確
立
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、

N
e
l
s
o
n
B
r
o
s
.
 (
1
9
3
3
)

に
代
表
さ
れ
る
考

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

え
方
は
、
憲
法
上
の
権
利
の
う
ち
財
産
権
に
か
か
わ
る
限
り
で
、
従
来
の

行
政
機
関
と
司
法
裁
判
所
の
憲
法
上
の
関
係
を
修
正
し
た
も
の
と
考
え
て

さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
考
え
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
法
史
上

こ
の
背
景
と
な
る
現
象
と
し
て
、
同
時
代
の
実
体
的
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
論

が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
経
済
規
制
立
法
に
対
す
る
「
経
済
的
デ

ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
興
隆
と
消
滅
」
と
名
付
け
ら
れ
る
も
の
で
、
財
産
権
に

関
わ
る
限
り
で
の
、
立
法
府
と
司
法
府
の
関
係
（
違
憲
立
法
審
査
）
の
憲

(
1
6
4
)
 

法
上
の
規
律
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
―
―

-0年
代
に
終
焉
し
た
と
さ

れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
実
際
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
動
向
で
は
な
い
よ

う
で
あ
り
、
州
で
は
な
お
こ
の
意
味
で
の
実
体
的
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
が
存

(
1
6
5
)
 

在
す
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
時
期
の
連
邦
最
高

裁
の
実
体
的
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
論
（
修
正
第
X
I
V
条
）
に
お
い
て
は
、
州

議
会
の
立
法
権
限
と
裁
判
所
の
管
轄
範
囲
と
の
間
が
コ
モ
ン
ロ
ー
を
基
準

と
し
て
明
確
に
線
引
き
さ
れ
、
多
く
の
経
済
規
制
立
法
が
コ
モ
ン
ロ
ー
の

分
野
を
侵
害
す
る
と
し
て
違
憲
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
考
え
方
は

(
1
6
6
)
 

一九――

-
0年
代
以
降
に
お
い
て
ほ
維
持
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
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研 究

た
、
更
に
巨
視
的
な
観
点
か
ら
は
、
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
の
絶
え
ざ
る
財

(
1
6
7
)
 

産
権
概
念
の
変
容
と
い
う
法
史
上
の
大
き
な
流
れ
に
ど
う
位
置
付
け
る
か

と
い
う
問
題
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
現
象
を
背
景
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た
憲
法
法
理
の
変
移
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
必
要
で
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
実
体
的
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
七

ス
論
に
関
し
、
財
産
権
に
対
し
て
司
法
裁
判
所
が
与
え
る
保
護
の
程
度
を

裁
判
所
自
身
が
柔
軟
に
変
動
さ
せ
る
こ
と
は
、
憲
法
が
司
法
に
対
し
て
与

え
た
任
務
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
な
ど
は
本
稿
の
憲
法
論
の
変
移
に
つ
い
て
も
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
指
摘

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
独
立
の
論
文
で
扱
う
べ
き
テ
ー
マ

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

(

1

)

行
政
を
意
味
す
る
形
容
詞
と
し
て
の

e
x
e
c
u
t
i
v
e
と

a
d
m
i
n
i
,

strative
の
関
係
に
つ
い
て
は

Berle,
T
h
e
 E
x
p
a
n
s
i
o
n
 o
f
 
A
m
,
 

erican 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
L
a
w
,
 3
0
 H
a
r
v
.
 
L. 
R
e
v
.
 4
3
0
,
 
4
3
1ー

3
6
 (
1
9
1
7
)

を
全
乞
昭
唸
＊
芦
晒
で
は
両
者
を
と
く
に
区
別
し
て
は
い
な

、O

(

2

)

合
衆
国
憲
法
第

rn編
第
一
条
「
合
衆
国
の
司
法
権
は
わ
が
最
高

裁
判
所
お
よ
び
、
議
会
が
随
時
指
示
し
設
立
す
る
下
級
裁
判
所
に
存

す
る
。
…
…
」
、
同
編
第
二
条
一
項
「
司
法
権
は
、
…
…
全
て
の

C
a
s
e
sに
、
…
•
•
•
C
o
n
t
r
o
v
e
r
s
i
e
s

に
及
ぶ
。
」

(

3

)

合
衆
国
憲
法
修
正
第
＞
条
「
…
…
い
か
な
る
人
も
d
u
e
process 

of l
a
w
に
よ
ら
ず
生
命
、
自
由
ま
た
は
財
産
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な

ぃ
。
…

．．． 
」
、
同
修
正
第

X
I
V
条
「
…
い
か
な
る
州
も
人
か
ら

d
u
e

process 
of 
l
a
w
に
よ
ら
ず
生
命
、
自
由
ま
た
は
財
産
を
奪
っ
て
ほ

な
ら
な
い
。
…
…
」
後
者
は
連
邦
憲
法
の
規
律
を
一
定
の
範
囲
で
州

に
も
及
ぼ
そ
う
と
す
る
規
定
で
あ
る
。

(
4
)
M
.
 C
A
R
R
O
W
,
 
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
 O
F
 A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E
 L
A
W
 

5
9
 (
1
9
4
8
)
.
 

(

5

)

以
下
で
は
、
一
九
世
紀
に
成
立
し
た
諸
法
理
を
継
承
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
一
＿

0
世
紀
初
頭
の
判
決
も
素
材
と
し
て
い
る
。

(

6

)

以
下
、
第

III
編
と
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
関
し
て
本
文
で
述

べ
る
こ
と
の
中
に
は
、
内
容
的
に
「
権
利
•
特
権
の
区
別
」
の
法
理

で
も
説
明
で
き
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

M.
C
A
R
R
O
W
,
 
s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 4
,
 
at 6
4
.

一
般
に
こ
れ
ら
の
法
理
は
、
そ
の
周
縁
部
分
で
は

相
互
に
重
複
す
る
箇
所
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
出
注
(

1

9

)

を
参
照
。
ま
た
、
第

III
編
と
デ
ュ
ー
プ
ロ
七
ス
条
項
相
互
の
問
に
も

重
複
現
象
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
章

I
二

「

③

第

III
編
の
法

理
と
の
比
較
」
を
参
照
。

(
7
)
「
権
利
•
特
権
の
区
別
」
は
、
通
常
、
「
政
府
に
よ
る
受
益
(
g
o
,

v
e
r
n
m
e
n
t
 benefits, 
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 largess, 
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 gr, 

ants)
」
な
ど
と
総
称
さ
れ
る
行
政
分
野
を
憲
法
論
上
位
置
付
け
る

た
め
に
用
い
ら
れ
る
法
理
で
あ
る
。
伝
統
的
に
は
、
公
教
育
、
公
務

員
、
恩
給
、
酒
類
販
売
の
ラ
イ
七
ソ
ス
等
々
が
念
頭
に
お
か
れ
て
き

た
。
こ
の
よ
う
な
カ
タ
ロ
グ
は
、
例
え
ば

0
'
N
e
i
l
,
U
n
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
,
 

o
n
a
l
 C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
:
 
W
e
l
f
a
r
e
 Benefits w
i
t
h
 Strings A
t
t
a
c
h
e
d
,
 

5
4
 Calif. 
L. R
e
v
.
 4
4
3
,
 
4
4
6
-
4
8
 
(
1
9
6
6
)
 
1d. ~
:
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
憲
法
上
の
保
護
が
与
え
ら
れ
な
い
。

Sentell, 
L
o
c
a
l
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 L
a
w
 a
n
d
 L
i
q
u
o
r
 
L
i
c
e
n
s
i
n
g
:
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

A
 S
o
b
e
r
i
n
g
 
V
i
g
n
e
t
t
e
,
 
1
5
 
G
a
.
 
L. 
R
e
v
.
 
1
0
3
9
,
 
1
0
4
0
-
4
2
 

(
1
9
8
1
)
;
 
V
a
n
 A
l
s
t
y
n
e
,
 
C
r
a
c
k
s
 
in 
"
T
h
e
 N
e
w
 P
r
o
p
e
r
t
y
"
:
 

A
d
j
u
d
i
c
a
t
i
v
e
 D
u
e
 P
r
o
c
e
s
s
 
in 
t
h
e
 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
State, 

6
2
 
C
o
r
n
e
l
l
 
L
.
 
R
e
v
.
 
4
4
5
,
 
4
4
5
-
4
8
 
(
1
9
7
7
)
;
 
V
a
n
 A
l
s
t
y
n
e
,
 

T
h
e
 D
e
m
i
s
e
 o
f
 
t
h
e
 
R
i
g
h
t
,
P
r
i
v
i
l
e
g
e
 
D
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 in 
C
o
n
s
,
 

titutional 
L
a
w
,
 8
1
 H
a
r
v
.
 
L. R
e
v
.
 1
4
3
9
,
 
1
4
3
9
-
4
5
 (
1
9
6
8
)
;
 

w. G
E
L
L
H
O
R
N
,
 I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
 F
R
E
E
D
O
M
 A
N
D
 G
O
V
E
R
N
M
E
N
T
A
L
 

R
E
S
T
R
A
I
N
T
S
,
 c
h
a
p
.
 3
 (
1
9
5
6
)
.
な
お
、

R
e
i
c
h
,
T
h
e
 N
e
w
 P
r
,
 

0
p
e
r
t
y
,
 
7
3
 Y
a
l
e
 
L. J. 
7
3
3
,
 
7
4
0
-
4
1
 
(
1
9
6
4
)

の
4
包
析
を
全
珍
昭
唸

こ
の
法
理
の
初
期
の
表
明
例
と
さ
れ
る
ホ
ー
ム
ズ
裁
判
官
の
見
解
は
、

本
多
滝
夫
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
行
政
手
続
法
理
の
生
成
」
名
古
屋

法
政
一
―
八
号
一
六
五

i
一
七
七
頁
(
-
九
八
八
）
で
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
法
理
に
つ
い
て
は
、
橋
本
公
亘
「
ア
メ
リ
カ

行
政
法
に
お
け
る
聴
聞
を
受
け
る
権
利
」
法
学
新
報
六
八
巻
二
号
三

o
l四
一
頁
(
-
九
六
一
）
、
杉
村
敏
正
『
行
政
手
続
法
』
五
九
ー

六
六
頁
（
一
九
七
―
―
-
）
、
小
高
剛
「
行
政
過
程
に
お
け
る
正
式
手
続

の
制
限
お
よ
び
排
除
」
立
命
館
法
学
六
三
巻
四
号
四
二
頁
(
-
九
六

六
）
な
ど
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
法
理
に
対
し
て
は
、
一
九
世
紀
以
来
い
わ
ゆ
る
「
違

憲
な
条
件
付
け

(
U
n
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
)
」
の
法
理
が
対

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
特

権
付
与
の
際
の
要
件
あ
る
い
は
付
款
が
憲
法
上
の
権
利
を
侵
害
す
る

も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
権
利
•
特

権
」
の
法
理
の
適
用
範
囲
を
縮
減
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
°
州

政
府
が
州
外
企
業

(
f
o
r
e
i
g
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
)

の
設
立
認
可
の
条
件

と
し
て
連
邦
裁
判
所
の
管
轄
に
服
し
な
い
旨
の
合
意
を
さ
せ
て
い
た

こ
と
が
争
わ
れ
た
判
例
で
成
立
し
、
そ
の
後
適
用
分
野
が
拡
大
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
法
理
の
検
討
と
し
て
は
、

Sullivan,

U
n
c
o
n
s
t
i
t
u
,
 

tional 
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
1
0
2
 Harv•L. 

R
e
v
.
 
1
4
1
5
 
(
1
9
8
9
)
;
 
R
.
 

O
'
N
E
I
L
,
 T
H
E
 P
R
I
C
E
 O
F
 D
E
P
E
N
D
E
N
C
Y
 4
3
-
4
9
 (
1
9
7
0
)
;
 F
r
e
n
c
h
,
 

U
n
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
:
 
A
n
 A
n
a
l
y
s
i
s
,
 
5
0
 G
e
o
.
 L・ 

J. 
2
3
4
 (
1
9
6
1
)
;
 
N
o
t
e
,
 
U
n
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
7
3
 

H
a
r
v
.
 
L. R
e
v
.
 1
5
9
5
 (
1
9
6
0
)
;
 
H
a
l
e
,
 
U
n
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 C
o
n
、

ditions a
n
d
 C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 R
i
g
h
t
s
,
 
3
5
 C
o
l
 u
m
.
 L. R
e
v
.
 3
2
1
 

(
1
9
3
5
)
;
 Merrill, 
U
n
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
7
7
 U
.
 P
a
.
 

L. R
e
v
.
 8
7
9
 (
1
9
2
9
)
;
 
O
p
p
e
n
h
e
i
m
,
 
U
n
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 
C
o
n
,
 

ditions 
a
n
d
 S
t
a
t
e
 
P
o
w
e
r
s
,
 2
6
 M
i
c
h
.
 L
.
 R
e
v
.
 1
7
6
 (
1
9
2
7
)
 

が
あ
る
。
「
権
利
•
特
権
」
の
法
理
の
外
堀
を
埋
め
る
も
の
と
し
て

は
、
こ
の
他
に
、
平
等
条
項
の
活
用
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。

V
a
n

A
l
s
t
y
n
e
,
 
T
h
e
 D
e
m
i
s
e
 o
f
 
t
h
e
 
R
i
g
h
t
,
P
r
i
v
i
l
e
g
e
 
D
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 

in 
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 
L
a
w
,
 
8
1
 H
a
r
v
.
 
L
.
 
R
e
v
.
 
1
4
3
9
,
 
1
4
4
2
,
 

1
4
5
5
,
 
1
4
5
7
 
(
1
9
6
8
)
.
 
~
.
1
.
j

、
一
皿
心
的3に
く
V
i
l
l
c
o
x
,

I
n
v
a
s
i
o
n
s
 

o
f
 
t
h
e
 
First 
A
m
e
n
d
m
e
n
t
 
t
h
r
o
u
g
h
 
C
o
n
d
i
t
i
o
n
e
d
 
P
u
b
l
i
c
 

S
p
e
n
d
i
n
g
,
 
4
1
 C
o
r
n
e
l
l
 
L. R
e
v
・
1
2
 (
1
9
5
5
)

を
今
乞
照
。

(
8
)
M
a
r
b
u
r
y
 v. 
M
a
d
i
s
o
n
,
 
1
 C
r
a
n
c
h
 1
3
7
 (
U
.
 
S. 
1
8
0
3
)
 

は
、
違
憲
立
法
審
査
権
の
正
当
性
を
説
明
し
た
後
、
連
邦
政
府
の
最

初
の
裁
判
所
法
で
あ
る
一
七
八
九
年
法

(
J
u
d
i
c
i
a
r
y
A
c
t
 o
f
 1
7
8
9
)
 

の
う
ち
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
マ
ソ
デ
イ
マ
ス
発
給
の
権
限
を
与
え
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研 究

て
い
た
規
定
を
違
憲
と
し
た
こ
と
で
著
名
で
あ
る
（
at
1
7
3
-
8
0
)
。

し
か
し
同
時
に
、
事
案
の
必
要
上
、
行
政
行
為
に
対
す
る
司
法
審
査

に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
も
見
ら
れ
る
。
本
文
で
取
り
上
げ
た
の
は

後
者
の
部
分
の
要
旨
で
あ
る
。

(

9

)

そ
の
例
と
し
て

M
o
n
a
g
h
a
n
,
M
a
r
b
u
r
y
 a
n
d
 t
h
e
 A
d
m
i
n
i
-

strative 
State, 8
3
 C
o
l
u
m
.
 
L. 
R
e
v
.
 1
 
(
1
9
8
3
)
;
 
L
e
e
,
 
T
h
e
 

O
r
i
g
i
n
s
 of 
Judicial 
C
o
n
t
r
o
l
 of F
e
d
e
r
a
l
 E
x
e
c
u
t
i
v
e
 A
c
t
i
o
n
,
 

3
6
 G
e
o
.
 
L. J. 
2
8
7
 (
1
9
4
8
)
;
 
L
e
v
i
n
,
 
ldentif y
i
n
g
 Q
u
e
s
t
i
o
n
s
 

of 
L
a
w
 in 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
L
a
w
,
 7
4
 G
e
o
.
 
L. 
J. 
1
,
 
1
6ー

2
2

(
1
9
8
5
)

が
あ
る
。

(

1

0

)

論
文
上
は
、
「
司
法
権
行
使
の
対
象
と
な
る
事
項
は
何
か
」
「
行

政
決
定
の
終
決
性
」
「
行
政
機
関
に
委
任
で
き
る
権
限
は
何
か
」
と

い
っ
た
標
題
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

(

1

1

)

わ
ず
か
に
、
杉
村
敏
正
「
法
の
支
配
」
一
五

i
一
七
頁
、
「
法

の
支
配
と
行
政
法
」
四

0
頁
、
「
行
政
行
為
と
適
正
手
続
」
一

1

一九

i
-
―
―
―
―
―
一
頁
『
法
の
支
配
と
行
政
法
』
(
-
九
七

0
)
が
言
及
し
て

い
る
く
ら
い
で
あ
る
。

(
1
2
)
l
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
 courts
の
存
在
の
憲
法
上
の
正
当
性
に
関
す
る
議

論
は
そ
の
ま
ま
行
政
機
関
に
つ
い
て
の
同
様
の
議
論
と
し
て
用
い
る

こ
と
が
で
き
る
。

M
.
C
A
R
R
O
W
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
,
 

at 8
6
;
 
K
a
t
z
,
 

F
e
d
e
r
a
l
 
Legislative 
Courts, 4
3
 H
a
r
v
.
 
L
.
 
R
e
v
.
 8
9
4
,
 
8
9
7
,
 

9
1
9
-
2
1
 (
1
9
3
0
)
.

し
た
が
っ
て
本
芦
E

で
は
こ
の
議
論
に
も
素
材
を
求

め
て
い
る
。
な
お
、

constitutional
courts
と

legislative
courts 

の
概
念
に
つ
い
て
は
、
田
中
英
夫
『
英
米
法
総
論
』
三
八
八

i
-―一八

九
頁
(
-
九
八

0
)。
そ
れ
ぞ
れ
、
「
憲
法
の
予
定
し
た
裁
判
所
」

「
法
律
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
裁
判
所
」
と
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
他
に

M
.
C
A
R
R
O
W
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 4
,
 
at 
8
4
-
9
0

を

参
照
。

(

1

3

)

な
お
「
司
法
的
性
格
の
事
項
」
と
い
う
言
葉
が
、
常
に
憲
法
第

III
編
の
司
法
権
が
担
当
す
べ
き
事
項
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
文
脈
に
よ
る
判
断
が
必
要
で
あ
る
。
例
え

ば、

Katz,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
2
,
 
at 9
1
8

の
他
、
後
出
注
(

3

1

)

お
よ

び
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。

(
1
4
)
K
a
t
z
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
2
,
 
at 8
9
5
-
9
6
;
 
N
o
t
e
,
 
T
h
e
 Restric, 

tive 
Effect 
of 
Article 
T
h
r
e
e
 o
n
 t
h
e
 O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
 of F
e
,
 

deral 
Courts, 3
4
 C
o
l
 u
m
.
 
L. R
e
v
.
 3
4
4
,
 
3
4
5
 
n. 7
 
(
1
9
3
4
)
;
 

P
o
u
n
d
,
 
Constitutional 
A
s
p
e
c
t
s
 of 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
L
a
w
,
 

in 
G
R
O
W
T
H
 O
F
 A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E
 L
A
W
 1
2
3
 (
1
9
2
3
)
.

な
お
、

司
法
的
事
項
の
法
理
の
反
面
が
、
後
述
す
る
公
的
権
利
の
法
理
の
標

題
の
下
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

後
出
注
(

4

7

)

の
②
を
参
照
。

(
1
5
)
H
a
y
b
u
r
n
'
s
 Case, 2
 
Dall. 4
0
9
,
 
n. 2
 

(U. S. 
1
7
9
2
)
.

判

決
前
に
こ
の
法
律
が
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
最
高
裁
の
判
断
ほ
示
さ
れ

な
か
っ
た
が
、
判
例
集
に
は
、
参
考
資
料
と
し
て
い
く
つ
か
の
巡
回

裁
判
所
の
判
決
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
こ
の
法
理
の
発
端
が

見
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
°

Katz, 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
2
,
 
at 8
9
5
-
9
6
 

n. 
5
;
 

N
o
t
e
,
 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
D
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
of 
P
r
i
v
a
t
e
 

Rights, 3
5
 H
a
r
v
.
 L
.
 R
e
v
.
 4
5
0
,
4
5
1
 n. 
9
 (
1
9
2
2
)
;
 

L. }AFFE1 
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁星(1)

J
u
o
I
C
I
A
L
 
C
o
N
T
R
O
L
 O
F
 A
o
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E
 A
c
n
o
N
 1
0
0
 (
1
9
6
5
)
.
 

一
七
九
二
年
法
は
、
恩
給
支
払
い
決
定
に
つ
い
て
ま
ず
巡
回
裁
判
所

が
判
断
を
下
し
、
陸
軍
長
官
が
そ
の
再
審
査
を
行
い
、
更
に
連
邦
議

会
が
そ
れ
を
監
督
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
。
本
文
で
述

•••••••• 

べ
た
の
は
、
巡
回
裁
判
所
が
司
法
裁
判
所
と
し
て
こ
れ
を
審
理
対
象

と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は、

H
a
y
b
u
r
n
'
s

C
a
s
e

の
ど
の
巡
回
裁
判
所
も
見
解
が
一
致
し
て

い
た
。
巡
回
裁
判
所
の
間
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
の
は
、
以
上
を

前
提
と
し
た
上
で
、
個
々
の
裁
判
官
が
裁
判
所
と
し
て
で
は
な
く
、

•••••• 

陸
軍
長
官
ま
た
は
連
邦
議
会
の
調
査
官

(
c
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
)

と
し
て

こ
の
種
の
事
務
を
行
う
と
解
釈
し
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
三
権
の
関

わ
り
合
い
方
が
司
法
権
の
独
立
に
反
し
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

(
1
6
)
U
n
i
t
e
d
 
States v•Yale 

T
o
d
d
,
 
1
3
 
H
o
w
.
 5
2
,
 

N
O
T
E
 

(u. s. 
1
7
9
4
)
.

巡
回
裁
判
所
は
一
七
九
二
年
法
に
基
づ
く
自
ら
の

管
轄
を
認
め
た
上
で
、

Y
a
l
e
T
o
d
d
を
恩
給
授
与
リ
ス
ト
に
載
せ
る

こ
と
を
決
定
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
合
衆
国
が
返
金
請
求

(
m
o
n
e
y
 h
a
d
 a
n
d
 r
e
c
e
i
v
e
d
)

の
訴
訟
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
は
、
同
法
が
巡
回
裁
判
所
の
各
裁
判
官
に
対
し
て
、
調

••••••••••••• 査
官
と
し
て
で
は
な
く
、
巡
回
裁
判
所
と
し
て
当
該
事
務
を
委
ね
た

と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
憲
法
上
巡
回
裁
判
所
が
判
断
し

え
な
い
事
項
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
判
断
を
示
し
、
返
金
請
求

を
認
め
た
。

(

1

7

)

巡
回
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
田
中
・
前
出
注
(
1
2
)

二
三
三
、

三
九
二
頁
。
巡
回
裁
判
所
と
地
方
裁
判
所
は
一
九
―
一
年
に
前
者
が

廃
止
さ
れ
る
ま
で
並
存
し
て
い
た
。
そ
の
廃
止
に
あ
た
っ
て
は
、
巡

回
裁
判
所
が
取
り
扱
っ
て
い
た
事
案
は
地
裁
に
引
き
継
が
れ
た
よ
う

で
あ
る
0

Pacific 
L
i
v
e
 S
t
o
c
k
 v. 
L
e
w
i
s
,
 2
4
1
 
U
.
 S
.
 4
4
0
,
4
4
5
 

n. 
2
 
(
1
9
1
6
)

を
4
多
照
。

(

1

8

)

そ
の
他
の
例
と
し
て

U
n
i
t
e
d
States 
v•Ferreira, 

1
3
 H
o
w
.
 

4
0
 
(U. S
.
 
1
8
5
1
)

が
あ
る
。
合
衆
国
が
戦
争
負
傷
者
に
補
償
を
与

え
る
た
め
の
査
定
を
、
連
邦
地
裁
の
裁
判
官
に
行
わ
せ
る
規
定
を
有

す
る
一
連
の
立
法
に
つ
い
て
、
地
裁
の
裁
判
官
に
与
え
ら
れ
た
事
務

は
、
財
務
長
官
の
調
査
官
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

(at

4
6
-
4
7
)
、
こ
の
裁
判
官
や
財
務
長
官
に
与
え
ら
れ
た
権
限
は
、
憲
法

上
の
意
味
で
の
司
法
権
で
は
な
い
こ
と

(at
4
8
,
5
1
)

が
判
示
さ
れ

て
い
る
。

(
1
9
)以
上
の
判
決
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、
「
権
利
•
特
権
の
区
別
」

の
法
理
と
の
違
い
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
他
の
分
野
へ
の
影
響
の

仕
方
に
ま
で
視
野
を
広
げ
れ
ば
両
法
理
の
相
違
は
明
ら
か
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
租
税
は
本
稿
で
い
う
司
法
的
性
格
の
事
項
の
法

理
に
よ
れ
ば
、
司
法
的
性
格
の
も
の
で
は
な
い
が
、
「
権
利
•
特
権

の
区
別
」
の
法
理
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
権
利
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

G
o
o
d
n
o
w
,
 
P
r
i
v
a
t
e
 R
i
g
h
t
s
 a
n
d
 A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 Discretion, 

6
 
K
y
.
 
L. J
.
 
3
1
1
,
 
3
1
4
 (
1
9
1
8
)
.

な
お
前
ば

m迂
i

(

6

)

を
4
多
照
。

(

2

0

)

「
そ
の
よ
う
な
立
法
的
ま
た
は
行
政
的
な
管
轄
ほ
、
直
接
に
で

あ
れ
上
訴
を
通
じ
て
で
あ
れ
、
当
裁
判
所
（
連
邦
最
高
裁
）
に
付
託

さ
れ
え
な
い
。
こ
れ
は
、
確
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
」

K
e
l
l
e
r
v. 

P
o
t
o
m
a
c
 Electric 
P
o
w
e
r
 Co., 2
6
1
 
U
.
S
.
 4
2
8
,
 
4
4
4
 (
1
9
2
3
)
;
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「
当
該
手
続
は
行
政
的
な
も
の
に
留
ま
る
か
ら
、
当
裁
判
所
（
連
邦

最
高
裁
）
の
守
備
範
囲
で
は
な
い

(
n
o
t
cognizable)
。
…
…
司
法

的
と
は
い
え
な
い
、
行
政
的
・
立
法
的
作
用
を
、
当
裁
判
所
お
よ
び

憲
法
第

III
編
の
下
で
設
立
さ
れ
た
そ
の
他
の
連
邦
裁
判
所
に
付
与
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

P
o
s
t
u
m
C
e
r
e
a
l
 C
o
.
 v. 
California F
i
g
 

M
u
t
 Co., 
2
7
2
 
U
.
 S. 6
9
3
,
 
7
0
0
 (
1
9
2
7
)
.

ま
た
、

K
a
t
z
,

s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 1
2
,
 
at 8
9
6
 
n. 8

を
4
多
昭
唸

(

2

1

)

松
井
茂
記
「
非
刑
事
手
続
領
域
に
お
け
る
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ

ロ
セ
ス
理
論
の
展
開
（
一
）

i
（
五
）
」
法
学
論
叢
ー

0
六
巻
四
号
1

1

一
頁
、
六
号
四
四
頁

‘
1
0七
巻
一
号
七
二
頁
、
四
号
六
二
頁
、
六

号
二
0
頁
(
-
九
八
0
)、
本
多
•
前
出
注

(
7
)名
古
屋
法
政
一
―

八
号
一
八
六
ー
ニ

0
五
頁
な
ど
。

(
2
2
)
P
i
l
l
s
b
u
r
y
,
 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
Tribunals, 
3
6
 
H
a
r
v
.
 
L. 

R
e
v
.
 4
0
5
,
 
4
2
0
-
2
1
,
 
4
2
3
 (
1
9
2
3
)
;
 
M
.
 C
A
R
R
O
W
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 

4
》

at
6
1
,
 
8
7
-
8
8
;
 
F
.
 
C
o
o
P
E
R
,
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E
 
A
G
E
N
C
I
E
S
 

A
N
D
 T
H
E
 C
O
U
R
T
S
 3
0
9
 (
1
9
8
2
)
;
 
H
.
 F
R
I
E
N
D
L
Y
,
 
T
H
E
 F
E
D
E
R
A
L
 

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E
 A
G
E
N
C
I
E
S
 8
-
1
0
 (
1
9
6
2
)
.
 

(
2
3
)
M
u
r
r
a
y
'
s
 L
e
s
s
e
e
 v. 
T
h
e
 H
o
b
o
k
e
n
 L
a
n
d
 
&
 
Improv• 

e
m
e
n
t
 
Co., 
1
8
 
H
o
w
.
 2
7
2
,
 
2
8
4
 
(
U
.
 S. 
1
8
5
6
)
.

な
お

L
.

JAFFE, 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
5
,
 
at 9
1

を
4
多
昭
唸

(
2
4
)
M
.
 C
A
R
R
O
W
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
,
 
at 
9
6
.
 

(
2
5
)
M
u
r
r
a
y
'
s
 L
e
s
s
e
e
 v. 
T
h
e
 H
o
b
o
k
e
n
 L
a
n
d
 
&
 I
m
p
r
o
v
e
,
 

m
e
n
t
 Co., 
1
8
 H
o
w
.
 2
7
2
,
 
2
8
4
 
(
U
.
 
S. 
1
8
5
6
)
.

ま
た
ン
4・

C
A
R
R
O
W
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
,
 

at 
6
1ー

6
4
;

Pillsbury, 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 

2
2
,
 
at 4
2
0
.
 

(
2
6
)
P
i
l
l
s
b
u
r
y
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 2
2
,
 
at 
4
1
1ー

1
2
,

4
1
9
,
 
4
2
2
 

cmの

解
釈
、
事
実
の
認
定
、
法
の
適
用
は
、
三
権
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も

そ
の
職
務
の
た
め
に
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
判
定
基
準
に

は
な
ら
な
い
）
;
P
o
u
n
d
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
4
,
 
at 
1
1
9
 
(
同
旨
）
．

(

2

7

)

「
公
金
の
受
領
者
の
収
支
を
検
査
す
る
こ
と
は
、
広
い
意
味
で

司
法
的
行
為
と
呼
べ
る
。
…
•
•
•
し
か
し
、
当
該
事
項
が
法
と
事
実
に

つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
そ
の
事
項
を
司
法
権
の

下
に
お
く
根
拠
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
更
に
進
ん
で
、
〔
当
該

事
項
が
〕
そ
の
性
質
上

(
f
r
o
m
their 
n
a
t
u
r
e
)
第

rn編
二
条
の
意

味
で
の
紛
争
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

M
u
r
r
a
y
'
s

L
e
s
s
e
e
 
v. 

T
h
e
 H
o
b
o
k
e
n
 L
a
n
d
 
&
 I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 Co., 
1
8
 H
o
w
.
 2
7
2
,
 

2
8
0
-
8
1
 

cu. s. 
1
8
5
6
)
.

な
お
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る

U
n
i
t
e
d

States v•Ferreira, 

1
3
 H
o
w
.
 4
0
,
 
4
8
 (
U
.
 S. 1
8
5
1
)

も
右

2

用

で
あ
る
。

(
2
8
)
M
.
 C
A
R
R
O
W
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
,
 
at 
8
5
.
 

(
2
9
)
P
i
l
l
s
b
u
r
y
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 2
2
,
 

at 4
1
2
,
 
4
2
0
 
n. 5
5
.

ま
た
、

杉
村
「
行
政
行
為
と
適
正
手
続
」
前
出
注

(
1
1
)
-
1

一九

i
-
――1
0

頁。

(
3
0
)
M
.
 C
A
R
R
O
W
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
,
 

at 9
7
;
 
Pillsbury, 
s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 2
2
,
 
at 4
1
2
-
1
3
,
 
4
1
5
-
1
9
.
 
~
•
~
·
!
!
、
田
四
祝
ほ
叶

m
忘
i臨
gに
血
〖
ナ
ノ

る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
司
法
的
事
項
の
代
表
例
で
あ

り
、
そ
の
手
続
が
司
法
類
似
に
整
備
さ
れ
た
と
し
て
も
、
司
法
的
性

格
の
も
の
へ
と
整
理
し
直
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

(
3
1
)
P
i
l
l
s
b
u
r
y
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 2
2
,
 
at 
4
1
2
-
1
4
.

こ
の
田
出
法
に
つ
い

て
は
、
第
二
章
注
(

7

0

)

お
よ
び
そ
の
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。

(

3

2

)

こ
の
問
題
へ
の
関
心
ほ
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
c
o
-

nstitutional 
c
o
u
r
t
s
の
一
中
心
の
答
口
轄
を
l
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
courts 
U.l!t> 

え
る
こ
と
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
…
…
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
c
o
u
r
t
s
に
独
占
的
な
管
轄
が
与
え

ら
れ
て
い
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
憲
法
上
…
…
執
行
府
ま
た
ほ
行
政

機
関
の
決
定
の
終
局
性
(
e
x
e
c
u
t
i
v
e
or administrative finality) 

が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
」
K
a
t
z
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
2
,
 
at 9
1
7
;

「
行
政

機
関
を
設
置
す
る
法
律
は
、
憲
法
の
定
め
に
反
し
て
司
法
権
を
非
司

法
機
関
に
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
攻
撃
を
受
け
う
る
で
あ
ろ

う
。
」
P
i
l
l
s
b
u
r
y
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 2
2
,
 
at 4
0
9
;

「
辛
函
今
云
ぶ
～
、
国
i七
P

の
司
:

法
的
事
務
（
岳
'
i
n
h
e
r
e
n
t
l
y
"
judicial 
b
u
s
i
n
e
s
s
)
の
執
行
を
、
第

III

編
裁
判
所
以
外
の
機
関
に
委
ね
る
こ
と
の
で
き
る
程
度
」
G
l
i
d
d
e
n

C
o
.
 v. 
Z
d
a
n
o
k
,
 
3
7
0
 U
.
 S. 
5
3
0
,
 
5
4
9
 (
1
9
6
2
)
.

ま
た
N
o
t
e
,

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
4
,
 
at 3
4
4
-
4
5
 
n. 6
 (
1
9
3
4
)
 
~
~
昭
唸

(
3
3
)
W
i
e
l
,
 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
Finality, 3
8
 
H
a
r
v
.
 
L. 
R
e
v
.
 

4
4
7
,
 
4
5
2
 (
1
9
2
5
)
.
 

~
!
邦
レ
ベ
ル
で
も
C
o
u
r
t
of 
P
r
i
v
a
t
e
 
L
a
n
d
 

C
l
a
i
m
s
が
一

0
数
年
の
間
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
°

Katz, 

s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1
2
,
 
at 
9
0
7
-
0
8
.
 

(
3
4
)
W
i
e
l
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 3
3
,
 
at 4
5
0
-
5
2
 n
n
.
 1
2
 &
 1
3
 
(
合
憲
例

と
違
憲
例
。
但
し
、
大
努
と
し
て
は
違
憲
）
;
M
.
 C
A
R
R
O
W
,
 
s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 4
,
 

at 6
0
 n. 2
 
(
¾
~
!
!
や
土
地
私
有
権
を
行
政
機
関
に
決
定

さ
せ
る
立
法
を
違
憲
と
す
る
州
の
判
例
）
．

(
3
5
)
M
.
 C
A
R
R
O
W
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
,
 
at 
6
0
 n. 
2
.
 

(
3
6
)
L
.
 JAFFE, 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1
5
,
 
at 
91. 

(
3
7
)
U
n
i
t
e
d
 States v. 
Ritchie, 1
7
 H
o
w
.
 5
2
5
 (
U
.
 S. 1
8
5
4
)
.
 

R
i
t
c
h
i
e
が
合
衆
国
に
対
し
て
あ
る
土
地
の
所
有
権
を
主
張
し
、
一

八
五
一
年
法
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
土
地
所
有
権
判
定
委
員
会
(
B
o
,

a
r
d
 
of 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
s
 to 
settle 
private 
l
a
n
d
 
claims)
に

審
理
を
求
め
た
例
。

(
3
8
)
G
r
i
s
a
r
 v. 
M
c
D
o
w
e
l
l
,
 6
 
W
a
l
l
.
 3
6
3
 
(
U
.
 S. 
1
8
6
8
)
.

前

出
注
(
3
7
)
と
同
じ
制
度
に
お
い
て
、
合
衆
国
が
公
用
財
産
(
p
u
b
l
i
c

p
r
o
p
e
r
t
y
)
と
し
て
軍
用
に
保
有
す
る
土
地
に
つ
き
、
原
告
私
人
が

同
委
員
会
を
通
じ
て
権
原
を
主
張
し
た
例
。

(
3
9
)
L
e
e
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 9
,
 
at 2
9
9
-
3
0
0
;
 
N
o
t
e
,
 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1
5
,
 

at 4
5
0
-
5
2
.

「
地
裁
で
の
訴
訟
は
、
第
一
審
的
手
続
と
考
え
ら
れ
る
。

…
…
裁
判
所
の
審
理
を
受
け
る
た
め
に
は
a
p
p
e
a
l
の
提
起
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
、
我
々
は
そ
の
名
称
で
な
く
実
質
を

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
裁
は
、
判
定
委
員
会
の
下
し
た
決
定
の

単
な
る
再
審
査
(
a
m
e
r
e
 r
e
,
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
)
に
限
定
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
く
、
事
案
を
始
審
的
に
審
理
(
h
e
a
r
d
e
 n
o
v
o
)
で
き
、
…

・
・
・
新
た
な
証
拠
も
採
用
で
き
る
。
」
U
n
i
t
e
d
States 
v. 
Ritchie, 

1
7
 H
o
w
.
 5
2
5
,
 5
3
3
-
3
4
 (
U
.
 S. 1
8
5
4
)
;
 
Grisar v. 
M
c
D
o
w
e
l
l
,
 

6
 
W
a
l
l
.
 3
6
3
,
 3
7
5
-
7
6
 (
U
.
 S. 
1
8
6
8
)
 
(
同
旨
）
．

(
4
0
)
G
r
i
s
a
r
 v. 
M
c
D
o
w
e
l
l
,
 6
 
W
a
l
l
.
 3
6
3
,
 3
7
6
-
7
7
 
(
U
.
 S. 
1
8
 

6
8
)
.

ま
た
、
州
の
水
利
権
に
つ
い
て
も
同
様
の
制
度
の
採
用
例
が

あ
る
0

Pillsbury, 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 2
2
,
 
at 4
1
4
.
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(

4

1

)

後
述
す
る
公
的
権
利
に
関
わ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
司
法
裁
判

所
の
関
与
は
、
裁
判
所
が
司
法
的
性
格
の
論
点
を
抜
き
出
し
え
た
場

合
に
の
み
あ
り
え
る
が
、
当
事
者
が
裁
判
所
に
出
訴
し
な
け
れ
ば
、

司
法
的
論
点
に
つ
い
て
も
行
政
決
定
は
最
終
的
と
な
り
拘
束
力
を
持

つ
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
行
政
決
定
の
最
終
性
を
こ
の
意
味
で
は

用
い
て
い
な
い
。
後
出
注

(
4
7
)
i
(
7
1
)
お
よ
び
そ
の
該
当
す
る
本

文
を
参
照
。

(

4

2

)

同
じ
く
合
憲
と
さ
れ
る
事
案
の
中
で
も
、
あ
る
こ
と
を
実
現
す

る
こ
と
が
一
義
的
に
憲
法
上
「
要
請
さ
れ
る
」
場
合
と
、
憲
法
上
は

そ
れ
に
つ
い
て
複
数
の
選
択
肢
が
あ
り
、
そ
の
範
囲
内
に
あ
る
限
り

「
許
容
さ
れ
る
」
場
合
と
を
区
別
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、

デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
依
拠
し
て
同
様
の
問
題
を
論
ず
る
場
合
に

つ
い
て
は
、
後
出
注

(
8
6
)

！（
90)
お
よ
び
そ
の
該
当
す
る
本
文
を

参
照
。

(

4

3

)

こ
れ
は

Pacific
L
i
v
e
 S
t
o
c
k
 C
o
.
 v. 
L
e
w
i
s
,
 
2
4
1
 
U
.
 S. 

4
4
0
,
 
4
5
0
 (
1
9
1
6
)

に
田
土
田
m
さ
ふ
い
て
い
る
。
＊
｛
止
り
は
オ
レ
ゴ
ン
叫
ハ
の

制
度
の
事
案
で
あ
る
の
で
、
当
該
制
度
が
州
憲
法
に
反
す
る
か
否
か

ほ
州
最
高
裁
の
判
断
が
連
邦
裁
判
所
を
拘
束
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

連
邦
最
高
裁
の
判
決
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て

の
同
裁
判
所
自
身
の
解
釈
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
後
出
注

(

8

9

)

を
参
照
。
ま
た
、
本
件
の
制
度
は

W
i
e
l
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 3
3
,
 

at 4
6
6
-
7
5

で
説
明
さ
れ
て
い
る
。

(
4
4
)
I
C
C
 v. 
C
i
n
c
i
n
n
a
t
i
 
N
.
 0
・
た

T.
P
.
 
R
y
.
 
Co., 
1
6
7
 
U
.
 

s. 4
7
9
,
 
4
9
9
,
 
5
0
1
 (
1
8
9
7
)
.

こ
4
いは、

I
C
C
の
権
限
の
拡
大
に

反
対
す
る
当
時
の
連
邦
最
高
裁
の
態
度
を
示
し
た
判
決
と
し
て
著
名

な
も
の
で
あ
る
。

I
C
C
に
は
、
鉄
道
会
社
が
自
ら
設
定
し
た
料
率

の
合
理
性
・
正
当
性
を
審
査
す
る
権
限
が
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
不
当

な
料
率
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
更
に
最
高
料
率
等
を
命
令
す

る
権
限
ほ
付
与
さ
れ
て
い
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
な
お
、
当
時
の

州
の
公
益
事
業
委
員
会
は
、
最
高
料
率
等
の
命
令
権
限
を
有
す
る
の

が
通
常
で
あ
っ
た
と
い
う
資
料
が
法
廷
意
見
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。

(
4
5
)
I
d
.
 at 5
0
1
,
 
5
0
5
.
 

-
C
C
に
料
率
の
合
理
性
・
正
当
性
の
審

査
権
限
が
あ
る
以
上
、
そ
の
実
効
的
な
実
現
の
た
め
に
は
最
高
料
率

等
の
命
令
権
限
も
当
然

I
C
C
に
備
わ
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
べ

き
だ
と
い
う
主
張
に
対
し
、
最
高
裁
ほ
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
認
識

を
示
し
、
従
来
裁
判
所
は
最
高
料
率
等
の
命
令
権
限
を
有
し
な
か
っ

た
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
理
屈
は
成
立
し
な
い
と
述
べ
た
の
で
あ

る
。
な
お
、
当
時
の

I
C
C
設
置
法
は
最
高
料
率
等
の
命
令
権
限
を

明
記
し
て
い
な
か
っ
た
。

(

4

6

)

第
三
章

II
「
二
歴
史
」
を
参
照
。

(47)

後
出
注
(

5

5

)

の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
の
他
、
一
般
的
に
公

的
権
利
の
法
理
に
言
及
し
た
と
さ
れ
る
判
例
は
、

Y
o
u
n
g
,
P
u
b
l
i
c
 

R
i
g
h
t
s
 a
n
d
 t
h
e
 
F
e
d
e
r
a
l
 Judicial 
P
o
w
e
r
:
 
F
r
o
m
 M
u
r
r
a
y
'
s
 

L
e
s
s
e
e
 
t
h
r
o
u
g
h
 C
r
o
w
e
l
l
 
to 
S
c
h
o
r
,
 
3
5
 
B
u
f
f
a
l
o
 
L. 
R
e
v
.
 

7
6
5
,
 
7
6
7
-
9
5
,
 8
4
0
-
6
3
 
(
1
9
8
6
)

で
紹
～
介
ハ
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
＊

文
で
述
べ
た
公
的
権
利
の
法
理
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
付
言
す
る
な

ら
ば
、
①
本
稿
で
は
こ
の
法
理
を
、
あ
る
事
項
が
非
司
法
的
事
項
で

あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
事
後
の
司
法
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

審
査
の
可
能
性
に
関
す
る
憲
法
上
の
規
律
と
捉
え
て
い
る
こ
と
な
る
。

後
出
注
(
5
5
)

の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
を
、
そ
の
事
案
に
即
し

て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
把
握
が
可
能
と
考
え
ら

れ
、
ま
た
、

F
a
l
l
o
n
,
0
f
L
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
 
C
o
u
r
t
s
,
 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 

A
g
e
n
c
i
e
s
,
 
a
n
d
 A
r
t
i
c
l
e
 
III, 
1
0
1
 Harv•L. 

R
e
v
.
 9
1
5
 (
1
9
8
8
)
 

も
本
稿
と
似
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
②
従
来

こ
の
法
理
は
、
非
司
法
的
機
関
（
行
政
機
関
ま
た
は
い
わ
ゆ
る

legis,

l
a
t
i
v
e
 
c
o
u
r
t
s
)

が
憲
法
上
管
轄
し
う
る
事
項
の
範
囲
の
問
題
と
の

関
連
で
言
及
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、

L
.

T
R
I
B
E
,
 
A
M
E
R
I
C
A
N
 

C
O
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
 L
A
 w
 5
1
-
5
2
 (
2
d
 e
d
.
 
1
9
8
8
)
;
 F
a
l
l
o
n
,
 
s
u
p
r
a
,
 

a
t
 9
2
1ー

2
3
;
Y
o
u
n
g
,
 s
u
p
r
a
,
 
a
t
 
7
6
7
-
7
4
,
 7
9
3
,
7
9
5
,
 8
4
1
-
6
9
.

ぃ

わ
ゆ
る
一
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
c
o
u
r
t
s

に
関
す
る
議
論
も
、
こ
こ
で
生
じ
て

い
る
。
以
上
①
と
②
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
が
、
当
然
に

関
連
も
し
て
い
る
。
本
章
ー
は
、
②
の
基
準
が
歴
史
的
淵
源
で
あ
る

場
合
の
①
の
問
題
を
扱
い
、
本
章

II
は
、
②
が
歴
史
的
淵
源
で
は
な

く
な
っ
た
時
代
に
お
け
る
①
の
変
容
を
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
両
者
は
度
々
混
同
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
本
来

な
ら
ば
、
②
の
事
案
と
思
わ
れ
る
判
例
の
中
に
も
、
本
稿
に
と
っ
て

有
益
な
指
摘
を
す
る
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で

は
、
②
に
関
す
る
判
例
も
必
要
に
応
じ
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
な

ぉ
、
②
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
上
に
挙
げ
た
諸
論
文
の
他
、
前
出

注
(
1
4
)

お
よ
び
後
出
注
(
5
8
)

を
参
照
。

(

4

8

)

後
出
注
(
5
5
)

の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
の
意
義
ほ
、
「
公

的
権
利
の
関
わ
る
事
項
が
第

rn編
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
え
な
い
と
い

う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
逆
で
あ
る
。
司
法
裁
判
所
は

そ
の
事
項
に
つ
い
て
〔
一
定
の
方
法
で
〕
司
法
権
を
行
使
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
」

G
l
i
d
d
e
nCo•V•Zdanok, 

3
7
0
 
U. S
.
 

5
3
0
,
 
5
5
0
 (
1
9
6
2
)
.

ま
た
、
前
5
山
山
沖

i
(
4
7
)
1
9
4多
昭
噂

(

4

9

)

公
的
権
利
の
法
理
の
意
義
に
つ
い
て
は
多
少
混
乱
が
あ
る
。
こ

．．． 

の
法
理
が
、
裁
判
所
の
不
関
与
を
基
礎
付
け
る
法
理
で
あ
る
と
い
う

の
は
誤
解
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

裁
判
所
の
不
関
与
は
、
当
該
論
点
が
非
司
法
的
性
格
を
有
す
る
こ
と

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
公
的
権
利
の
法
理
は
そ
の
次
の

ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
非
司
法
的
事
項
の
取
扱
い
に
つ
い
て
新
た
な
内

容
を
持
ち
込
む
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
後
出
注
(

5

7

)

を
参
照
。

A
t
l
a
s
 
R
o
o
f
i
n
g
 
C
o
.
 
v
.
 
O
c
c
u
p
a
t
i
o
n
a
l
 
S
a
f
e
t
y
 
a
n
d
 
H
e
a
l
t
h
 

R
e
v
i
e
w
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
4
3
0
 
U. S
.
 
4
4
2
,
 4
5
0
-
5
8
 
(
1
9
7
7
)

が、

行
政
機
関
の
事
実
的
判
断
に
司
法
裁
判
所
が
関
与
し
な
く
て
も
よ
い

の
は
、
そ
れ
が
公
的
権
利
に
関
わ
る
事
項
で
あ
る
か
ら
だ
と
し
て
い

た
り
、

M
o
n
a
g
h
a
n
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 9, 
a
t
 1
5

が
、
公
的
権
利
の
法

理
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
の
関
与
の
排
除
の
余
地
が
出
て
含
た
と
し
て

い
る
の
ほ
、
い
ず
れ
も
不
正
確
な
表
現
の
例
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

後
出
注
(

5

8

)

を
参
照
。

(
5
0
)
L
.
 J
A
F
F
E
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
15, 
a
t
 
8
8
,
 
9
1
;
 
P
o
u
n
d
,
 
s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 
14, 
a
t
 
1
2
3
,
2
4
.
 

(
5
1
)
C
r
o
w
e
l
l
 v
.
 
B
e
n
s
o
n
,
 
2
8
5
 
U. S
.
 
2
2
,
 
5
0
 (
1
9
3
2
)
 (
当
該
事

案
を
、
公
的
権
利
で
ほ
な
く
私
的
権
利
の
事
案
と
し
た
）
;
N
o
r
t
h
e
,
 

rn P
i
p
e
l
i
n
e
 
v
.
 
M
a
r
a
t
h
o
n
 
P
i
p
e
l
i
n
e
,
 
4
5
8
 
U. S
.
 
5
0
,
 
6
9
,
7
0
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研 究

(
1
9
8
2
)
 
(
公
的
権
利
と
私
的
権
利
の
区
別
に
依
拠
し
て
、
会
社
の
破

産
手
続
は
私
的
権
利
の
事
案
で
あ
る
と
し
た
）
．
な
お
、
本
稿
の
関

心
か
ら
す
る
、
両
判
決
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
後

出
注

(150)
、
後
者
に
つ
い
て
は

M
o
n
a
g
h
a
n
,

C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 

F
a
c
t
 R
e
v
i
e
w
,
 8
5
 C
o
l
u
m
.
 
L. R
e
v
.
 2
2
9
,
 
2
5
6
 (
1
9
8
5
)

を
参
照
。

(
5
2
)
C
r
o
w
e
l
l
 v. 
B
e
n
s
o
n
,
 2
8
5
 
U. S. 
2
2
,
 
5
1
 (
1
9
3
2
)
;
 
N
o
r
t
-

h
e
m
 P
i
p
e
l
i
n
e
 
v. 
M
a
r
a
t
h
o
n
 Pipeline, 4
5
8
 U. S. 5
0
,
 6
9
-
7
0
 

(
1
9
8
2
)
.

ま
た
、
公
的
権
利
と
私
的
権
利
が
対
照
的
に
捉
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、

A
t
l
a
s
R
o
o
f
i
n
g
 
C
o
.
 v. 
O
c
c
u
p
a
-

tional 
S
a
f
e
t
y
 a
n
d
 H
e
a
l
t
h
 R
e
v
i
e
w
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 4
3
0
 U. S. 

4
4
2
,
 
4
5
8
 (
1
9
7
7
)

ぶ
～
、
ハ
ム
的
立
罹
却
5

に
つ
い
て
珀
5

眼
？
し
た
絲
5

で
、
チ

J

れ
が
、
「
完
全
に
私
的
な
不
法
行
為
、
契
約
、
財
産
そ
の
他
の
事
案

と
は
関
係
が
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

(

5

3

)

前
出
注

(
5
2
)

の
私
的
権
利
の
い
わ
ば
実
体
的
な
定
義
に
対
し
、

公
的
権
利
は
、
そ
の
形
式
の
み
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
°
権
利

の
用
い
ら
れ
る
場
面
の
相
違
、
す
な
わ
ち
、
私
人
間
の
活
動
の
範
囲

内
で
あ
る
か
、
政
府
と
の
関
係
で
あ
る
か
の
相
違
で
あ
る
と
い
う
説

明
が
そ
れ
で
あ
る
。

E
x
p
a
r
t
e
 
Bakelite, 
2
7
9
 
U. S. 
4
3
8
,
 
4
5
1
 

(
1
9
2
9
)
.

ま
た
、
公
的
権
利
に
関
わ
る
事
項
の
カ
タ
ロ
グ
化
が
試
み

ら
れ
た
例
も
あ
る
（
当
然
、
包
括
的
な
も
の
で
は
な
い
）
。

C
r
o
w
e
l
l

v. 
B
e
n
s
o
n
,
 2
8
5
 U. S. 2
2
,
 
5
0
 (
1
9
3
2
)
.

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後

出
注
(
6
9
)

に
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。
ま
た
、

A
t
l
a
s
R
o
o
f
i
n
g
 

Co•V•Occupational 

S
a
f
e
t
y
 
a
n
d
 H
e
a
l
t
h
 R
e
v
i
e
w
 C
o
m
m
i
-

ssion, 4
3
0
 
U. S, 4
4
2
,
 
4
5
0
,
 
4
5
5
 (
1
9
7
7
)
 
!
!
、
「
宰
モ
邦
ば
識
今
云
は
、

そ
の
権
限
内
に
お
い
て
新
た
な
公
的
権
利
を
制
定
法
上
創
設
す
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て

N
o
r
t
h
e
r
n
P
i
p
e
l
i
n
e
 
v. 
M
a
r
a
t
h
o
n
 

Pipeline, 4
5
8
 
U. S. 5
0
,
 
6
9
-
7
0
 
(
1
9
8
2
)

は
、
八
ム
的
立
罹
莉

i

レ
）
屯
i

的
権
利
の
違
い
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
。

(
5
4
)

裁
判
所
が
「
公
衆
の
権
利
」
と
い
う
名
称
を
用
い
つ
つ
、
公
共

的
判
断
を
積
極
的
に
行
な
っ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
の
法
史
学
的
研

究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

Scheiber,
P
u
b
l
i
c
 
R
i
g
h
t
s
 a
n
d
 t
h
e
 R
u
l
e
 

of 
L
a
w
 in 
A
m
e
r
i
c
a
n
 L
e
g
a
l
 History, 
7
2
 Calif. 
L. 
R
e
v
.
 

2
1
7
,
2
1
7
 n. 
2
 
(
1
9
8
4
)
;
 
Scheiber, 
L
a
w
 a
n
d
 t
h
e
 I
m
p
e
r
a
t
i
v
e
s
 

of P
r
o
g
r
e
s
s
:
 P
r
i
v
a
t
e
 R
i
g
h
t
s
 a
n
d
 P
u
b
l
i
c
 V
a
l
u
e
s
 in A
m
e
r
i
c
a
n
 

L
e
g
a
l
 H
i
s
t
o
r
y
,
 
in 
E
T
H
I
C
S
,
 
E
c
o
N
o
M
r
c
s
 A
N
D
 T
H
E
 L
A
w
 3
0
3
 

(
R
.
 P
e
n
n
o
c
k
 
&
 J.
 
C
h
a
p
m
a
n
 eds. 1
9
8
2
)
.
 

(
5
5
)
M
u
r
r
a
y
'
s
 L
e
s
s
e
e
 
v. 
T
h
e
 H
o
b
o
k
e
n
 L
a
n
d
 &
 I
m
p
r
o
v
e
-

m
e
n
t
 Co., 
1
8
 
H
o
w
.
 2
7
2
 (U. S. 1
8
5
6
)
.

本
訴
訟
自
体
は
私
人

問
に
お
け
る
不
動
産
回
復
訴
訟

(
e
j
e
c
t
m
e
n
t
)
で
あ
る
が
、
そ
の
前

提
問
題
と
し
て
、
財
務
省
が
未
納
徴
収
官
に
差
押
令
状

(
a
distress 

w
a
r
r
a
n
t
)

を
発
し
そ
れ
を
執
行
し
た
こ
と
が
憲
法
上
正
当
か
ど
う

か
が
争
わ
れ
、
原
審
裁
判
官
の
判
断
が
分
か
れ
た
た
め
に
、
こ
の
点

の
み
最
高
裁
の
判
断
に
付
託
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
な
お
、
本
文
に

示
し
た
の
は
、
第

III
編
に
関
し
て
争
わ
れ
た
争
点
で
あ
る
が
、
本
件

で
ほ
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
依
拠
し
て
も
う
―
つ
の
異
な
る
争

点
に
つ
い
て
の
判
示
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
出

注

(95)
お
よ
び
そ
の
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。

(
5
6
)
M
o
n
a
g
h
a
n
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 9
,
 
at 1
5
 
n. 8
8
.

な
お
、
同
じ
く

107 (4 • 138) 654 



司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
さ
れ
る

E
x
p
a
r
t
e
 Bakelite, 2
7
9
 U
.
 

s. 4
3
8
 (
1
9
2
9
)

の
定
式
ほ
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
legislative
c
o
u
r
t
s
 

ほ
、
政
府
と
そ
の
他
の
者
と
の
間
に
生
じ
る
様
々
な
事
項
で
、
そ
の

性
格
上
司
法
府
の
判
断
を
要
し
な
い
が
、
な
お
そ
の
対
象
と
な
り
う

る
も
の
を
審
理
し
判
断
を
下
す
た
め
の
特
別
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
範
疇
の
事
項
に
判
断
を
下
す
方
法
は
、

連
邦
議
会
の
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
る
。
連
邦
議
会
は
判
断

を
下
す
権
限
を
自
ら
に
保
留
す
る
こ
と
も
、
そ
の
権
限
を
執
行
府
行

政
官
に
委
任
す
る
こ
と
も
、
司
法
裁
判
所
に
委
ね
る
こ
と
も
で
き
る

(at 
4
5
1
)
。
」
な
お
こ
こ
で
、
「
性
格
上
司
法
府
の
判
断
を
要
し
な
い

も
の
」
と
は
、
非
司
法
的
事
項
を
さ
す
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

M
.
 C
A
R
R
O
W
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 4
,
 
at 8
7
.

ま
た
、
こ
れ
は

legislative

c
o
u
r
t
s
の
定
義
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
公
的
権
利
の
言

葉
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
後
に
判
例
変
更
さ
れ
て
い
る

の
で
、
こ
こ
で
は
参
考
の
た
め
に
挙
げ
て
お
く
に
留
め
る
。
本
件
の

意
義
に
つ
い
て
は
、
後
出
注
(

5

8

)

を
参
照
。

(

5

7

)

他
の
判
例
も
、
公
的
権
利
の
法
理
の
前
提
と
し
て
司
法
的
事
項

と
非
司
法
的
事
項
の
区
別
に
言
及
し
て
い
る
。
例
え
ば

N
o
r
t
h
e
r
n

P
i
p
e
l
i
n
e
 
v. 
M
a
r
a
t
h
o
n
 Pipeline, 
4
5
8
 U
.
 S. 5
0
,
 
6
8
 (
1
9
8
2
)
 

は
、
「
公
的
権
利
の
法
理
は
、
執
行
府
及
び
立
法
府
に
よ
っ
て
終
決

的
に
判
断
さ
れ
う
る
事
項
と
、
司
法
府
に
固
有
の
事
項
と
の
間
の
伝

統
的
な
区
別
に
基
礎
を
有
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
他

E
x
 p
a
r
t
e
 
Bakelite, 
2
7
9
 
U
.
 S. 4
3
8
,
 
4
5
8
 (
1
9
2
9
)
;
 
G
l
i
d
d
e
n
 

C
o
.
 v•Zdanok, 

3
7
0
 U
.
 S. 5
3
0
,
 
5
4
9
 (
1
9
6
2
)

な
ど
。
な
お
、

前
出
注
(
4
9
)

を
参
照
。

(

5

8

)

前
出
注
(

4

9

)

の
他
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
前

出
注
(
4
7
)

で
い
う
①
と
②
の
問
題
の
混
乱
の
例
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
請
求
裁
判
所

(
C
o
u
r
t
o
f
 
C
l
a
i
m
s
)
と
関
税
上
訴

裁
判
所

(
C
o
u
r
t
of 
C
u
s
t
o
m
s
 A
p
p
e
a
l
s
)
を

legislative
c
o
u
t
r
s
 

に
分
類
し
た

E
x
p
a
r
t
e
 
Bakelite, 2
7
9
 
U
.
 S. 4
3
8
 (
1
9
2
9
)

と

W
i
l
l
i
a
m
s
 v. 
U
n
i
t
e
d
 States, 2
8
9
 
U
.
 S. 5
5
3
 (
1
9
3
3
)

の
二
件

は、

M
u
r
r
a
y
'
s
L
e
s
s
e
e
 v•Hoboken 

L
a
n
d
 
C
o
.
 
1
8
 H
o
w
.
 

2
7
2
 cu・s. 1
8
5
6
)

で
菰
～
べ
ら
れ
た
公
的
権
利
の
法
理
を
誤
解
し
た

も
の
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
前
二
者
の
判
決
で
用
い
ら
れ
た
リ
ー
ゾ

ニ
ン
グ
は
、
こ
れ
ら
の
裁
判
所
の
管
轄
が
、
執
行
府
や
行
政
機
関
に

．． 

も
委
ね
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
裁
判
所
は
司
法
裁
判
所
で
は
あ

．．．． 

り
え
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
公
的
権
利
の
法
理
は
、

行
政
機
関
に
委
ね
う
る
事
項
で
も
一
定
の
条
件
の
も
と
に
事
後
の
司

法
関
与
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
核
心
が
あ
る
か
ら
、

こ
の
法
理
は
右
の
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ
に
何
ら
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
で

は
な
い
。
実
際
、

G
l
i
d
d
e
n
C
o
.
 v•Zdanok, 

3
7
0
 
U
.
 S. 
5
3
0
,
 

5
4
8
-
5
2
 
(
1
9
6
2
)

は
、
両
裁
判
所
を
司
法
裁
判
所
と
捉
え
直
し
て
、

判
例
変
更
を
し
た
。
筆
者
の
考
え
で
は
、

E
x
p
a
r
t
e
 
B
a
k
e
l
i
t
e
 (
1
9
 

2
9
)
 
~
一
般
論
と
し
て
公
的
権
利
の
法
理
を
述
べ
て
い
る
が
、
実
際

に
結
論
を
導
く
た
め
に
用
い
た
の
は
、
公
的
権
利
の
法
理
の
前
提
で

あ
る
司
法
的
事
項
の
法
理
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、

W
i
l
l
i
a
m
s
(
1
9
3
3
)

で
は

E
x
p
a
r
t
e
 B
a
k
e
l
i
t
e
 (
1
9
2
9
)
 

を
多
少
修
正
し
て
、
憲
法
第

1
編
（
立
法
権
）
に
列
挙
さ
れ
た
事
項
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研 究

が
当
該
上
訴
裁
判
所
の
管
轄
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
た
の

で
あ
る
が
、
や
は
り
こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
公
的
権
利
の

法
理
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
司
法
関
与
の
余
地
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

M
.
C
A
R
R
O
W
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
,
 
at 8
7
-
9
0
.

結
局
の
と
こ

ろ
、
公
的
権
利
の
法
理
は

legislative
c
o
u
r
t
s

か

constitutional

c
o
u
r
t
s
か
と
い
う
問
題
の
直
接
の
判
定
基
準
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る
°
判
定
基
準
は

G
l
i
d
d
e
n
C
o
.
 v•Zdanok 

(
1
9
6
2
)

が
ま
と
め

て
い
る
通
り
、
司
法
権
に
憲
法
上
付
さ
れ
て
い
る
諸
制
限
（
司
法
的

事
務
の
み
を
扱
っ
て
い
る
か
、
裁
判
官
の
独
立
性
は
保
障
さ
れ
て
い

る
か
な
ど
）
が
、
設
置
法
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に

か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
全
般
的
に

K
a
t
z
,
s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 1
2
,
 
at 9
0
4
-
1
1
;
 
N
o
t
e
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
4
'
)
(
<
I
~

昭
心3

(

5

9

)

「
第

III
編
の
も
と
に
設
立
さ
れ
た
裁
判
所
の
管
轄
は
、
司
法
権

を
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
な
形
の
争
訟

(cases
a
n
d
 controversi, 

es 
in 
s
u
c
h
 
f
o
r
m
…
)
に
限
定
さ
れ
る
。
」

K
e
l
l
e
r
v. 
P
o
t
o
m
a
c
 

Electric 
P
o
w
e
r
 Co., 2
6
1
 
U
.
 S. 
4
2
8
,
 
4
4
4
 (
1
9
2
3
)
.

こ
の
芸
(

現
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
後
出
注

(
1
2
3
)
i
(
1
2
7
)
お
よ
び
そ
れ
に

該
当
す
る
本
文
を
参
照
。
な
お
、
本
件
に
は
公
的
権
利
の
語
は
現
れ

て
い
な
い
。

(

6

0

)

最
近
の
動
向
に
つ
い
て
は
、

Fallon,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
7
;
 
Y
o
u
-

n
g
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
7

を
参
照
。
ま
た
後
出
注

(128)l(131)
お
よ

び
そ
の
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。

(
6
1
)

本
文
に
挙
げ
た
判
示
例
の
他
に

M
o
n
a
g
h
a
n
,

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 

9
,
 
at 
1
5

が
こ
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

(
6
2
)
K
a
t
z
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
2
,
 
at 9
1
7

も
こ
の
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

(
6
3
)
P
i
l
l
s
b
u
r
y
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 2
2
,
 
at 
4
2
3
-
2
4
.
 

(64)

「
こ
の
法
理
は
、
部
分
的
に
は
、
主
権
免
責
の
伝
統
的
原
則
を

参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
う
る
。
」

N
o
r
t
h
e
r
n
P
i
p
e
l
i
n
e
 

v. 
M
a
r
a
t
h
o
n
 Pipeline, 4
5
8
 
U
.
 S. 5
0」

6
7

(
1
9
8
2
)
.
 

(
6
5
)
M
o
n
a
g
h
a
n
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 9
,
 
at 
1
6
 n. 9
4
.
 

(
6
6
)
K
a
t
z
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
2
,
 

at 
9
1
3
-
1
5
;
 
M
.
 C
A
R
R
O
W
,
 s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 4
,
 
at 6
1
-
6
3
;
 
P
o
u
n
d
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
4
,
 
at 
1
2
2
-
2
3
.
 

(
6
7
)
M
u
r
r
a
y
'
s
 L
e
s
s
e
e
 
v. 
T
h
e
 H
o
b
o
k
e
n
 L
a
n
d
 
&
 I
m
p
r
o
v
,
 

e
m
e
n
t
 Co., 
1
8
 H
o
w
.
 2
7
2
,
 
2
8
4
-
8
5
 (U. S. 1
8
5
6
)
.
 

(

6

8

)

前
出
注
(
6
1
)

！
（
65)

お
よ
び
そ
の
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。

(
6
9
)
C
r
o
w
e
l
l
 v. 
B
e
n
s
o
n
,
 2
8
5
 U
.
 S. 2
2
,
 
5
1
 n. 
1
3
 (
1
9
3
2
)
・
 

(
7
0
)
M
o
n
a
g
h
a
n
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 9
,
 
at 
16.
具
体
的
に
は
、
第
二

章
で
分
析
す
る
。

(
7
1
)
T
o
l
l
e
f
s
o
n
,
 A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 Finality, 2
9
 M
i
c
h
.
 L. R
e
v
.
 

8
3
9
 (
1
9
3
1
)
;
 
A
l
b
e
r
t
s
w
o
r
t
h
,
 
Judicial 
R
e
v
i
e
w
 o
f
 
A
d
m
i
n
i
s
,
 

trative 
A
c
t
i
o
n
 b
y
 t
h
e
 
F
e
d
e
r
a
l
 
S
u
p
r
e
m
e
 C
o
u
r
t
,
 
3
5
 H
a
r
v
.
 

L. R
e
v
.
 1
2
7
 (
1
9
2
1
)
;
 
F
.
 C
o
o
P
E
R
,
 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 2
2
,
 
at 
3
4
1
-

5
0
;
 
E
.
 
F
R
E
U
N
D
,
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E
 
P
O
W
E
R
S
 O
V
E
R
 P
E
R
S
O
N
S
 

A
N
D
 P
R
O
P
E
R
T
Y
,
 c
h
a
p
.
 
X
V
 (1
9
2
8
)
;
 J•DICKINSON, 

ADMINI・ 

S
T
R
A
 T
I
V
E
 
J
U
S
T
I
C
E
 
A
N
D
 T
H
E
 
S
U
P
R
E
M
A
C
Y
 O
F
 L
A
W
 2
6
3
-
3
0
6
 

(
1
9
2
7
)
.

い
ず
れ
も
、
判
例
上
の
表
現
、
ま
た
は
行
政
分
野
上
の
特

徴
を
も
と
に
、
判
例
を
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

(
7
2
)
M
.
 C
A
R
R
O
W
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
,
 
at 
9
0
.

本
稿
で
扱
う
デ
ュ
ー
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

プ
ロ
セ
ス
議
論
を
特
に
取
り
出
し
て
検
討
す
る
論
文
は
米
国
で
も
数

少
な
い
。
以
下
で
引
用
す
る
論
文
の
他
、
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は

Phillips 
v. 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
 of Internal 
R
e
v
e
n
u
e
,
 2
8
3
 U
・
s
.
 

5
8
9
,
 
5
9
5
-
9
9
 (
1
9
3
1
)
 ~
、
笛
空
一
の
問
四
題
に
問
で
し
て
は
S
t
.J
o
s
e
p
h
 

S
t
o
c
k
 Y
a
r
d
s
 C
o
.
 v. 
U
n
i
t
e
d
 States, 
2
9
8
 U
.
 S. 
3
8
,
 
7
6
-
8
2
 

(
1
9
3
6
)
 
(
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
裁
判
官
に
よ
る
同
調
意
見
）
が
、
そ
れ
ぞ

れ
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
叙
述
を
提
供
し
て
い
る
。

(
7
3
)
V
e
r
k
u
i
l
,
 T
h
e
 E
m
e
r
g
i
n
g
 C
o
n
c
e
p
t
 
of 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 

P
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 7
8
 C
o
l
u
m
.
 
L. R
e
v
.
 2
5
8
,
 
2
6
2
-
6
4
 (
1
9
7
8
)
 
(
"
t
h
e
 

c
h
o
i
c
e
 
o
f
 allocating 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
t
o
 a
n
 a
g
e
n
c
y
 o
r
 
t
h
e
 
c
o
u
r
、

t
s
"
)
.
ま
た
松
井
•
前
出
注

(
2
1
)法
学
論
叢
一
0
六
巻
四
号
四
九

頁
が
「
権
限
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
語
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は

V
e
,

rkuil
の
用
法
と
同
旨
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(

7

4

)

裁
判
所
で
の
審
理
を
受
け
る
権
利

(
a
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
 
right 
t
o
 

a
 judicial 
tribunal, 
constitutional 
rights 
to 
b
e
 h
e
a
r
d
 
b
y
 

t
h
e
 
c
o
u
r
t
)
が
デ
ュ
ー
プ
ロ
七
ス
上
要
請
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う

形
で
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。

V
e
r
k
u
i
l
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 7
3
,
 

at 2
6
2
 
n. 
1
3
.
 

(

7

5

)

フ
ォ
ー
ラ
ム
問
題
に
関
す
る
判
例
や
論
文
は
、
松
井
・
前
出
注

(

2

1

)

法
学
論
叢
一
〇
六
巻
四
号
四
五

i
五
六
頁
、
六
号
四
七

l
四

九
頁
で
、
租
税
事
件
を
中
心
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
第

rn編
の
法
理
と
の
関
連
お
よ
び
思
惟
律
の
観
点
か
ら
多
少
の
補
充
と

整
理
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
他
方
、
事
後
の
司
法
関
与
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
松
井
•
前
出
注
(
2
1
)
法
学
論
叢
一
〇
六
巻
四
号
五
四
頁

注
⑫
、
六
号
五
九
頁
注
⑰
、
本
多
•
前
出
注

(
7
)
名
古
屋
法
政
一

一
八
号
一
九
四
ー
一
九
五
頁
が
多
少
触
れ
る
程
度
で
あ
る
。

(

7

6

)

初
期
デ
ュ
ー
プ
ロ
七
ス
の
議
論
に
つ
い
て
は
松
井
・
前
出
注

(

2

1

)

法
学
論
叢
一
〇
六
巻
四
号
三
五

i-―
―
六
頁
、
田
中
英
夫
「
私

有
財
産
の
保
障
規
定
と
し
て
の

D
u
e
P
r
o
c
e
s
s
 
C
l
a
u
s
e

の
成
立
」

『
英
米
法
研
究
2
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
』
三
五

l
-―
―
六
頁
(
-
九
八

七）。

(

7

7

)

田
中
・
前
出
注
(

7

6

)

三
六
頁
、
松
井
・
前
出
注
(

2

1

)

法
学

論
叢
一
〇
六
巻
六
号
四
五

l
四
七
頁
。

(
7
8
)
V
e
r
k
u
i
l
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 7
3
,
 
at 2
6
2
-
6
4が
こ
の
よ
う
な
理
鯉
~

を
示
し
て
い
る
。
松
井
•
前
出
注

(
2
1
)法学
論
叢
一
〇
六
巻
四
号

四
八

l
四
九
頁
も
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
選
択
か
ら
行
政
手
続
へ
の
視
点
の

移
行
に
つ
い
て
同
様
の
理
解
を
示
し
て
い
る
が
、
事
後
の
司
法
関
与

の
問
題
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

(

7

9

)

例
え
ば
、
①
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
行
政
機
関
の
正
当
性
を
認
め

る
理
由
の
一
っ
と
し
て
事
後
の
司
法
審
査
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
。

後
出
注
(
9
3
)

（

94)
（

96)
（

97)
お
よ
び
そ
の
該
当
す
る
本
文
を

参
照
。
そ
れ
と
と
も
に
、
行
政
手
続
も
不
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

F
.
 C
o
o
P
E
R
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 2
2
,
 
at 8
5
-
8
6
.
@
)
事
F

絡
5

の
司
こ
吐
i

字
奔
本
吐
か

な
さ
れ
な
い
こ
と
を
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
行
政
手
続
が
厳
重
な

も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

L
o
n
d
o
n
e
r
v・ 

D
e
n
v
e
r
,
 2
1
0
 
U
.
 S. 3
7
3
,
 
3
8
6
 (
1
9
0
8
)
 
(
コ
ロ
ラ
ド
州
の
税
法
は

評
価
額
に
つ
い
て
の
司
法
審
査
を
認
め
て
い
な
い
の
で
、
あ
る
程
度

以
上
の
行
政
手
続
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
）
;
C
h
i
c
a
g
o
 M. &
 St, 
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研 究

P
a
u
l
 R
y
.
 C
o
.
 
v. 
M
i
n
n
e
s
o
t
a
,
 1
3
4
 
U. S
.
 
4
1
8
,
 
4
5
7
 (
1
8
9
0
)
 

（
ミ
ネ
ソ
タ
州
最
高
裁
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
委
員
会
の
命
令
が
終
局

的
と
さ
れ
る
場
合
に
、
告
知
・
聴
聞
を
全
く
定
め
て
い
な
い
の
は
デ

ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
反
す
る
）
．
な
お
、
後
者
の
判
例
に
つ
い
て
は
、

後
出
注
(
1
1
0
)

お
よ
び
そ
の
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。

(
8
0
)
L
.
 T
R
I
B
E
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
7
,
 
at 5
5
3
-
8
6
,
 
1
3
0
2
-
1
4
3
5
.
 ~;!% 

規
制
分
野
に
お
け
る
こ
の
問
題
に
言
及
す
る
最
近
の
著
書
に

E
c
o
N
、

O
M
I
C
 L
I
B
E
R
T
I
E
S
 A
N
D
 T
H
E
 J
U
D
I
C
I
A
R
Y
 CJ. 
D
o
r
n
 &
 H
.
 M
a
n
n
a
 

eds. 
1
9
8
7
)
;
 
B
.
 S
r
n
G
A
N
,
 
E
c
o
N
O
M
I
C
 L
I
B
E
R
T
I
E
S
 A
N
D
 T
H
E
 C
o
'
 

N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
 (
1
9
8
0
)

が
あ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
古
典
的
研
究
は

田
中
・
前
出
注
(

7

6

)

で
あ
る
。

(

8

1

)

民
刑
事
裁
判
の
手
続
、
お
よ
び
行
政
手
続
に
関
す
る
議
論
が
手

続
的
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
本
項

で
取
り
上
げ
る
第
一
、
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
手
続

的
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

W
h
i
t
e
,

A
l
l
o
c
a
t
i
n
g
 
P
o
w
e
r
 
b
e
t
w
e
e
n
 
A
g
e
n
c
i
e
s
 
a
n
d
 
C
o
u
r
t
s
:
 
T
h
e
 

L
e
g
a
c
y
 o
f
 Justice 
B
r
a
n
d
e
i
s
,
 1
9
7
4
 
D
u
k
e
 
L. J. 
1
9
5
,
 
1
9
7
 n. 

1
2
 (
1
9
7
 4)
;
 
V
e
r
k
u
i
l
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 7
3
,
 
at 2
6
2
 
n. 
1
3
.
 

(

8

2

)

修
正
第
＞
条
（
修
正
第

X
I
V
条
に
よ
っ
て
州
に
も
適
用
さ
れ
る
）

の
中
の
収
用
条
項
(
T
a
k
i
n
g
C
l
a
u
s
e
)
の
文
脈
以
外
で
用
い
ら
れ
る

t
a
k
i
n
g
の
語
ほ
、
広
い
意
義
を
有
し
て
お
り
、
本
稿
で
は
「
財
産
侵

害
」
と
い
う
訳
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
語
は
お
よ
そ
政
府
が

そ
の
権
限
に
基
づ
い
て
私
人
の
財
産
（
財
産
そ
の
も
の
、
ま
た
は
そ

の
自
由
な
使
用
そ
の
他
）
を
私
人
か
ら
強
制
的
に
「
取
っ
て
い
く

(
t
a
k
e
)
」
こ
と
の
一
切
を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
り
、
収
用
権
、
課
税

権
の
他
、
諸
種
の
規
制
に
つ
い
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
以
下

で
扱
う
判
例
の
中
か
ら
例
を
挙
げ
る
と
、
「
課
税
権
、
収
用
権
、
土

地
改
良
の
た
め
の
負
担
金
の
賦
課
権
の
い
ず
れ
か
の
も
と
で
行
わ
れ

る

t
a
k
i
n
g

で
あ
る
か
…
」

D
a
v
i
d
s
o
nv•New 

O
r
l
e
a
n
s
,
 9
6
 U
.
 

s. 9
7
,
 
1
0
7
 (
1
8
7
8
)
;

「
m
m辛
i

の

t
a
k
i
n
g
が
印
唸
祝
の
執
a打
〔

蹄

U
収
の

こ
と
〕
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
…
…
」

H
a
g
e
r
v. 
R
e
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 

District 
N
o
.
 1
0
8
,
 
1
1
1
 
U. S. 7
0
1
,
 
7
0
9
 (
1
8
8
4
)
;

「
路
線
結
合

命
令
に
よ
っ
て
、
被
告
は
支
出
を
余
俊
な
く
さ
れ
、
線
路
が
敷
設
さ

れ
て
い
る
土
地
を
他
の
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
の
で
、

こ
の
命
令
は
財
産
の

t
a
k
i
n
g

で
あ
る
」

W
a
s
h
i
n
g
t
o
nv•Faire, 

hild, 
2
2
4
 
U. S. 
5
1
0
,
5
2
3
 (
1
9
1
2
)

な
ど
の
用
法
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
語
自
体
は
、
適
法
・
違
法
の
意
味
合
い
を
持
た
な

い
中
性
的
な
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

(

8

3

)

さ
ら
に
、
収
用
条
項

(
T
a
k
i
n
g
C
l
a
u
s
e
)

と
の
区
別
も
必
要

で
あ
る
。
規
制
で
あ
れ
課
税
で
あ
れ
、
財
産
侵
害
が
一
定
の
許
容
程

度
を
越
え
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
と
、
「
補
償
が
必
要
な
収
用

(
a

c
o
m
p
e
n
s
a
b
l
e
 t
a
k
i
n
g
)
」
と
さ
れ
、
当
該
法
律
は
違
憲
と
な
る
。

L. 
T
R
I
B
E
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
7
,
 
§
 

9
-
4
.

こ
れ
は
、
主
令
体
的
デ
ュ
ー

。
フ
ロ
セ
ス
論
と
同
様
、
法
律
の
実
体
を
争
う
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
、
本
稿
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
論
は
あ
く
ま
で
手
続
き
的
な
面
を

問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
両
者
は
無
関
係
で
は
な
く
、
適
用

さ
れ
る
べ
き
実
体
的
基
準
が
存
在
す
る
の
で
、
裁
判
所
の
関
与
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
表
現
の
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
具
体
例
と
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

し
て
、
後
出
注

(108)
（
112)
（
147)
（
156)
お
よ
び
そ
の
該
当
す
る

本
文
を
参
照
。

(
8
4
)松
井
•
前
出
注

(
2
1
)法学
論
叢
一
〇
六
巻
四
号
四
七

i

五
六

頁
（
適
正
手
続
の
内
容
と
し
て
の
「
告
知
・
聴
聞
」
の
枠
組
み
の
成

立
な
ど
）
、
お
よ
び
同
六
号
五
一
頁
注
①
に
引
用
さ
れ
た
諸
文
献
、

本
多
•
前
出
注

(
7
)名
古
屋
法
政
―
―
八
号
一
五
九
頁
‘
―
二

0

号
三
三
五
頁
な
ど
。

(
8
5
)
S
e
a
r
c
h
i
n
g
e
r
,
 T
h
e
 P
r
o
c
e
d
u
r
a
l
 D
u
e
 P
r
o
c
e
s
s
 A
p
p
r
o
a
c
h
 

to 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 Discretion: 
T
h
e
 C
o
u
r
t
s
'
I
n
v
e
r
t
e
d
 A
n
、

alysis, 
9
5
 Y
a
l
e
 
L. J. 
1
0
1
7
 (
1
9
8
6
)
.
 

(

8

6

)

判
例
上
こ
の
表
現
を
用
い
て
い
る
も
の
に

M
c
M
i
l
l
e
n
v. 
A
n
-

derson, 
9
5
 
U. S. 
3
7
,
 
4
1
 (
1
8
7
7
)
 
(
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
の
租
税
）
i

P
a
l
m
e
r
 v. 
M
c
M
a
h
o
n
,
 
1
3
3
 
U. S. 6
6
0
,
 
6
6
8
 (
1
8
9
0
)
 
(
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
州
の
租
税
）
;
R
e
e
t
z
 v. 
M
i
c
h
i
g
a
n
,
 1
8
8
 
U. S. 
5
0
5
,
 

5
0
7
 (
1
9
0
3
)
 
(
無
免
許
医
業
）
;
P
u
b
l
i
c
 
C
l
e
a
r
i
n
g
 H
o
u
s
e
 v. 
C
o
'
 

y
n
e
,
 
1
9
4
 
U. S. 
4
9
7
,
 
5
0
9
 (
1
9
0
4
)
 
(
郵
之
使
）
な
ど
が
あ
る
。
ま

た
、
後
出
注
(

9

1

)

(

9

3

)

を
参
照
。

(
8
7
)
P
u
b
l
i
c
 C
l
e
a
r
i
n
g
 
H
o
u
s
e
 
v. 
C
o
y
n
e
,
 
1
9
4
 

U. S. 
4
9
7
,
 

5
0
8
-
1
0
,
 
5
1
5
-
1
6
 
(
1
9
0
4
)
.
 

(

8

8

)

第
二
章
注

(
6
5
)

（
81)
お
よ
び
そ
の
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。

(
8
9
)
P
a
c
i
f
i
c
 L
i
v
e
 S
t
o
c
k
 C
o
.
 v. 
L
e
w
i
s
,
 2
4
1
 
U. S. 
4
4
0
,
4
5
1
 

ー

5
5

(
1
9
1
6
)
.

こ
こ
は
、
修
正
第

X
W
条
に
依
拠
し
て
連
邦
最
高
裁

自
身
が
判
断
を
下
し
た
部
分
で
あ
る
。
前
出
注
(
4
3
)

を
参
照
。

(

9

0

)

前
出
注

(
3
7
)
i
(
4
6
)
お
よ
び
そ
の
該
当
す
る
本
文
に
お
い
て

第

III
編
に
関
し
て
述
べ
た
こ
と
を
、
デ
ュ
ー
ブ
ロ
セ
ス
条
項
の
場
合

に
対
応
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
本
章

I
二

「

③

第

III

編
の
法
理
と
の
比
較
」
を
参
照
。

(

9

1

)

「
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
は
必
ず
し
も
司
法
過
程
で
な
く
て
も
よ
い
。

立
法
過
程
、
執
行
過
程
ま
た
は
行
政
過
程
も
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
た
り

う
る
。
」

H
a
r
d
m
a
n
,
Judicial 
R
e
v
i
e
w
 as 
a
 R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
 of 

D
u
e
 P
r
o
c
e
s
s
 
in 
R
a
t
e
 R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
,
 3
0
 Y
a
l
e
 
L. J. 
6
8
1
,
 
6
8
9
 

n. 
3
3
 (
1
9
2
1
)
 
;
「
〔
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
〕
は
必
ず
し
も
、
司
法
裁
判

所

(
c
o
u
r
t
of 
justice)

の
通
常
の
手
続
を
経
る
べ
き
こ
と
を
意
味

し
た
り
、
同
裁
判
所
に
よ
る
取
り
扱
い
の
後
で
あ
る
こ
と
を
要
請
し

た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
」

D
a
v
i
d
s
o
nv•New 

Orleans, 
9
6
 

U. S. 
9
7
,
 
1
0
2
 
(
1
8
7
8
)
;
 
R
e
e
t
z
 
v. 
M
i
c
h
i
g
a
n
,
 
1
8
8
 

U. S. 

5
0
5
,
 
5
0
7
 (
1
9
0
3
)
;
 

P
u
b
l
i
c
 
C
l
e
a
r
i
n
g
 
H
o
u
s
e
 v. 
C
o
y
n
e
,
 1
9
4
 

u. s. 
4
9
7
,
 
5
0
9
 (
1
9
0
4
)
.
 

(
9
2
)
P
h
i
l
l
i
p
s
 v. 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
 of 
Internal 
R
e
v
e
n
u
e
,
 
2
8
3
 

u. s. 5
8
9
,
 
5
9
7
 (
1
9
3
1
)
.
 

(

9

3

)

「
刑
事
裁
判
を
行
な
う
過
程
は
司
法
過
程
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
は
必
ず
し
も
常
に
司
法
過
程
を
意

味
す
る
わ
け
で
は
な
い
0

行
政
過
程
は
多
く
の
場
合
、
〔
こ
の
意
味

で
の
〕
デ
ュ
ー
プ
ロ
七
ス
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
但

し
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
際
に
少
な
く
と
も
最
低
限
の
司
法
審
査
の

余
地
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」

J.

H
A
R
T
'
I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N
 
T
O
 

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E
 L
A
W
 4
6
0
 (
1
9
5
0
)
;
 
G
o
o
d
n
o
w
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 

1
9
,
 
at 3
1
6
.
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(
9
4
)
P
h
i
l
l
i
p
s
 v. 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
 of 
Internal 
R
e
v
e
n
u
e
,
 
2
8
3
 

u. s. 5
8
9
,
 
5
9
7
 (
1
9
3
1
)
.

ま
た
、
F
.
C
o
o
P
E
R
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 2
2
,
 

at 8
5
.
 

(
9
5
)
M
u
r
r
a
y
'
s
 L
e
s
s
e
e
 
v. 
T
h
e
 H
o
b
o
k
e
n
 L
a
n
d
 
&
 l
m
p
r
o
v
,
 

e
m
e
n
t
 Co., 
1
8
 H
o
w
.
 2
7
2
,
 
2
7
6
-
8
0
 
(
U
.
 S. 1
8
5
6
)
.

未
納
徴

収
官
に
対
す
る
徴
収
手
続
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
司
法
裁
判
所

の
審
理
を
経
る
と
い
う
慣
行
が
歴
史
的
に
な
か
っ
た
こ
と
を
、
デ
ュ

ー
。
フ
ロ
セ
ス
違
反
が
な
い
こ
と
の
根
拠
と
し
て
い
る

(at
2
7
8
)
。
な

ぉ
、
本
件
は
、
制
定
法
上
司
法
審
査
が
規
定
さ
れ
て
い
た
事
案
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
第

m編
に
関
す
る
争
点
に
つ
い
て
は
前
出
注
(
5
5
)

お
よ
び
そ
の
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。

(
9
6
)
P
h
i
l
l
i
p
s
 v. 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
 of 
Internal 
R
e
v
e
n
u
e
,
 
2
8
3
 

u. s. 5
8
9
,
 
5
9
3
-
9
5
,
 
5
9
7
-
9
8
 (
1
9
3
0
)
 (
~
~
の
和
ヰ
祝
錨
U的
令
制
庶
亡
に

は
司
法
裁
判
所
の
事
前
関
与
が
な
い
が
、
こ
れ
が
伝
統
的
に
認
め
ら

れ
て
き
た
方
法
で
あ
る
こ
と
、
事
後
的
に
司
法
審
査
の
機
会
が
あ
る

こ
と
、
租
税
の
確
保
は
迅
速
に
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
鑑
み
、
デ
ュ

ー
。
フ
ロ
セ
ス
違
反
は
な
い
）
;
M
c
M
i
l
l
e
n
 v, 
A
n
d
e
r
s
o
n
,
 
9
5
 U
.
 

s. 
3
7
,
 
4
1
,
 
4
2
 (
1
8
7
7
)
 
(
ル
イ
ジ
ア
ナ

fH
の
事
工
案
°
歴
i

中
今
的
に
司
↓

法
裁
判
所
に
よ
る
徴
収
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
同
州
に
お
け
る

司
法
救
済
と
し
て
は
、
税
金
の
還
付
請
求
訴
訟
の
他
に
、
徴
収
過
程

へ
の
イ
ソ
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
税
の
妥
当
性
の
審
理
が
可
能
で

あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
同
州
の
法
律
に
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
違
反
は
な

い
）
ら
a
l
m
e
r
v. 
M
c
M
a
h
o
n
,
 1
3
3
 
U
.
 S. 6
6
0
,
 6
6
9
-
7
0
 (
1
8
9
0
)
 

（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
事
案
。
サ
ー
シ
オ
レ
ア
ラ
イ
に
よ
る
司
法
審

査
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
租
税
の
迅
速
な
確
保
の
要
請
と
伝
統

に
鑑
み
、
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
七
ス
違
反
は
な
い
）
．
な
お
、
伝
統
と
租
税

徴
収
の
迅
速
性
の
要
請
の
み
を
根
拠
と
し
て
、
行
政
機
関
限
り
で
の

差
押
を
認
め
る
例
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

Springer
v. 
U
n
i
t
e
d
 

States, 
1
0
2
 
U
.
 S. 5
8
6
,
 
5
9
3
-
9
4
 (
1
8
8
1
)
・

し
か
し
こ
こ
で
は
、

事
後
の
司
法
審
査
の
存
在
は
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

(

9

7

)

「
財
産
権
の
み
が
関
わ
る
事
案
の
場
合
に
は
、
司
法
裁
判
所
に

よ
る
審
理
が
時
間
的
に
後
に
ず
ら
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
納
税
義
務

(liability) 
U
つ
い
て
司
法
裁
判
所
が
最
終
的
に
判
断
す
る
機
会
が

十
分
あ
る
な
ら
ば
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
違
反
は
な
」
い
。
連
邦
法
上
、

税
額
確
定
や
徴
収
に
対
す
る
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
用
い
た
司
法

介
入
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
事
前
の
司
法
関
与
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
救
済
を
先
送
り
す
る

(
p
o
s
t
p
o
n
e
of 
redress)
も
の

に
過
ぎ
ず
、
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
セ
ス
違
反
に
は
あ
た
ら
な
い
0

Phillips 

v. 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
 of 
Internal 
R
e
v
e
n
u
e
,
 
2
8
3
 
U
.
 
S. 
5
8
9
,
 

5
9
6
-
9
7
 (
1
9
3
0
)
.

ま
た

G
8
d
n
o
w
,
s
u
p
r
a
 
note 1
9
,
 
at 3
1
6
-
1
7
.
 

(98)

デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
と
し
て
、
「
租
税
の
実
現
〔
徴
収
の
こ

と
〕
ま
た
は
税
額
確
定
の
た
め
に
、
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
が

求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
」

H
a
g
e
r
v. 
R
e
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 District 

N
o
.
 1
0
8
,
 1
1
1
 U
.
S
.
 7
0
1
,
 
7
0
8
 (
1
8
8
4
)
.
 

(
9
9
)
D
a
v
i
d
s
o
n
 
v•New 

Orleans, 9
6
 U
.
 S. 
9
7
,
 
1
0
4
-
0
6
 
(
1
8
 

7
8
)
 
(
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
州
の
事
案
）
．
行
政
機
関
が
確
定
し
た
税

額
は
裁
判
所
の
審
理
に
服
し
た
後
に
初
め
て
有
効
な
税
額
に
な
る
と
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

い
う
形
の
司
法
関
与
を
認
め
て
い
る
制
度
が
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に

．
．
．
．
．
 

反
す
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
二
章
注

(117)
お
よ
び

そ
の
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。

(
1
0
0
)

そ
の
他
の
例
と
し
て

H
a
g
e
r
v. 
R
e
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 District N
o
.
 

1
0
8
,
 
1
1
1
 

u. s. 7
0
1
,
,
 
7
1
0
-
1
2
 
(
1
8
8
4
)
 
~
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
の
土
地
改
良
負
担
金
の
賦
課
に
お
い
て
前
出
注

(99)
と
同
じ
制

度
が
採
用
さ
れ
て
い
た
事
案
で
あ
り
、
同
判
決
を
引
用
し
て
デ
ュ
ー

プ
ロ
セ
ス
上
の
問
題
は
な
い
と
し
た
。
第
二
章
注

(117)
お
よ
び
そ

の
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。

(
1
0
1
)
M
o
n
a
g
h
a
n
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 9
,
 
at 
1
7
 n
n
.
 1
0
2
 
&
 10
3
;
 
H
a
,
 

r
d
m
a
n
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 9
1
,
 

at 6
8
6
-
9
1
;
 

N
o
t
e
,
 
D
u
e
 
P
r
o
c
e
s
s
 

R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
 of 
N
o
t
i
c
e
 a
n
d
 
H
e
a
r
i
n
g
 
in 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 

P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
,
 3
4
 C
o
l
u
m
.
 
L. R
e
v
.
 3
3
2
,
 3
4
0
-
4
2
 (
1
9
3
4
)
.
 

(102)J•HALL, 

C
A
S
E
S
 O
N
 C
O
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
 L
A
 w
 2
8
8
(
1
9
1
3
)
;
 

H
a
r
d
m
a
n
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 9
1
,
 
at 
6
9
0
-
9
1
.
 

(
1
0
3
)
H
a
r
d
m
a
n
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 9
1
,
 

at 6
8
9
 
n. 
3
4
 (
"
T
h
e
 right 

of 
a
p
p
e
a
l
 
to 
a
 court 
is 
n
o
t
 
in 
all 
cases 
a
n
 
essential 
of 

d
u
e
 process"). 

(
1
0
4
)
J
.
 H
A
L
L
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
0
2
,
 
at 2
8
8
.
 

(
1
0
5
)
H
i
l
t
o
n
 v. 
Merritt, 1
1
0
 
U. S. 9
7
,
 
1
0
6
-
0
7
 (
1
8
8
4
)
.
 

(
1
0
6
)
P
i
t
t
s
b
u
r
g
h
 v. 
B
a
c
k
u
s
,
 1
5
4
 U. S. 4
2
1
,
4
2
7
 (
1
8
9
4
)
 
(
イ

ン
デ
ィ
ア
ナ
州
の
事
案
。
全
証
拠
を
提
出
す
る
機
会
と
聴
聞
は
必
須

の
要
請
で
あ
る
が
、
司
法
に
お
い
て
で
あ
れ
行
政
に
お
い
て
で
あ
れ
、

再
聴
聞
ま
た
は
新
ト
ラ
イ
ア
ル
を
行
う
こ
と
は
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
七
ス

に
と
っ
て
必
須
で
は
な
い
）
．
ま
た

G
o
o
d
n
o
w
,

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
9
,
 

at 
3
1
5
.
 

(
1
0
7
)
G
o
o
d
n
o
w
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
19, at 3
1
5
.

こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
第
二
章
に
お
い
て
、

A
型
の
思
惟
律
を
用
い
て
分
析
す
る
。
特

に
、
第
二
章

III
「
二
租
税
（
関
税
・
内
国
歳
入
）
」
を
参
照
。

(108)

前
出
注

(82)
（
83)
を
参
照
。
こ
の
言
明
が
現
れ
る
最
も
初

期
の
例
は

S
t
o
n
ev•Farmers'Loan 

&
 T
r
u
s
t
 Co., 
1
1
6
 
U. 

s. 
3
0
7
,
 
3
3
1
 
(
1
8
8
6
)
 
(
｀
‘
、
シ
シ
ッ
ピ
ー
庫
ハ
吐
i

の
凛
1

審
中
立
迂
i

字
両
査
の

事
案
）
で
あ
る
。
な
お
、
直
接
法
律
に
よ
っ
て
行
な
う
料
率
規
制
の

事
例
に
つ
い
て
は
、
後
出
注

(112)
も
参
照
。

(109)

デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
射
程
内
に
入
る
こ
と
か
ら
、
理
論
的

に
は
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
問
題
、
事
後
の
司
法
関
与
の
問
題
、
行
政
手
続
、

お
よ
び
実
体
的
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
問
題
が
生
じ
う
る
が
、
こ
こ
で

は
司
法
関
与
の
問
題
の
み
を
扱
う
。

(
l
l
O
)
C
h
i
c
a
g
o
 M
.
 &
 St. 
P
a
u
l
 R
y
.
 
C
o
.
 v. 
M
i
n
n
e
s
o
t
a
,
 1
3
4
 

u. s. 4
1
8
,
 
4
5
7
 (
1
8
9
0
)
.

本
文
に
示
し
た
引
用
部
分
の
後
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
州
最
高
裁
の
解
釈
を
前
提
と
す
る
と
、
同

法
は
鉄
道
会
社
か
ら
〔
委
員
会
の
設
定
し
た
料
率
が
合
理
的
な
も
の

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

で
な
い
〕
こ
と
を
司
法
裁
判
所
で
主
張
す
る
権
利

(
t
h
e
right 
t
o
 

s
h
o
w
 that 
judicially)
を
奪
っ
た
こ
と
に
な
る
°
委
員
会
が
定
立

し
た
料
率
の
合
理
性
の
問
題
が
…
…
そ
の
決
定
の
た
め
に
デ
ュ
ー
プ

•••••••••••• 

口
七
ス
が
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
司
法
判
断
の
な
さ
れ
る
べ
き
問

題

(a
q
u
e
s
t
i
o
n
 
for 
judicial investigation)
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
会
社
が
そ
の
財
産
使
用
に
つ
い
て
合
理
的
料
率
を
か
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け
る
権
能
を
剥
奪
さ
れ
、
し
か
も
こ
の
剥
奪
が
司
法
機
関
に
よ
る
審

問
を
経
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
会
社
は
…
…
財
産
そ

の
も
の
を
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
よ
ら
ず
、
合
衆
国
憲
法
に
反
し
て

奪
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
（
傍
点
筆
者
）
（
at
4
5
8
)
。
」
本
件
に
つ
い
て

は、

J
.

D
I
C
K
I
N
S
O
N
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 71, 
at 
1
9
0
-
9
3
;
 C•HAINES, 

T
H
E
 A
M
E
R
I
C
A
N
 D
o
c
T
R
I
N
E
 O
F
 J
 u
n
r
c
I
A
L
 
S
u
P
R
E
M
A
C
Y
 416 n. 

5
3
 (
1
9
3
2
)
;
 
F
.
 C
o
o
P
E
R
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
2
2
,
 
at 
3
1
0
;
 

W
h
i
t
e
,
 

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 8
1
,
 
at 
1
9
7
,
9
8

な
ど
で
籾
-
わ
れ
て
い
る
。

(
1
1
1
)
W
a
s
h
i
n
g
t
o
n
 e
x
 rel. 
O
r
e
g
o
n
 R
a
i
l
r
o
a
d
 
&
Z
a
v
i
g
a
t
i
o
n
 

C
o
.
 v•Fairchild, 

2
2
4
 
U
・
s
.
 5
1
0
,
 
5
2
3
-
2
4
 (
1
9
1
2
)
 
(
ワ
シ
ン

ト
ン
州
鉄
道
委
員
会
の
路
線
結
合
命
令
に
つ
い
て
）
;
W
a
d
l
e
y
 
S
o
'
 

u
t
h
e
r
n
 v. 
G
e
o
r
g
i
a
,
 2
3
5
 
U. S. 6
5
1
,
 
6
6
1
 (
1
9
1
5
)
 
(
ジ
ョ
ー
ジ

ア
州
の
鉄
道
委
員
会
が
、
あ
る
会
社
に
対
し
、
支
払
い
に
関
す
る
差
別

的
慣
行
の
禁
止
を
命
令
し
た
事
案
）
ス

O
k
l
a
h
o
m
a
O
p
e
r
a
t
i
n
g
 C
o
.
 

v. 
L
o
v
e
,
 
2
5
2
 
U. S. 
3
3
1
,
 
3
3
7
 (
1
9
2
0
)
 
(
オ
ク
ラ
ホ
マ
闊
ハ
の
今
＝

社
規
制
委
員
会
が
、
あ
る
会
社
に
値
上
げ
禁
止
の
命
令
を
出
し
た
事

案
）
．
以
上
の
い
ず
れ
の
判
示
に
お
い
て
も
、
前
出
注
(
l
l
O
)

の
C
h
i
,

c
a
g
o
 v. 
M
i
n
n
e
s
o
t
a
,
 1
3
4
 
U. S. 4
1
8
 (
1
8
9
0
)

が
引
用
さ
れ
て

い
る
。

(112)

「
事
実
上
財
産
破
壊
に
等
し
い
ほ
ど
不
合
理
な
料
率
を
設
定
す

る
法
律
に
対
し
て
は
、
裁
判
所
で
の
救
済
が
あ
り
、
…
…
特
に
連
邦

裁
判
所
は
こ
の
問
題
を
司
法
裁
判
所
が
扱
う
べ
き
問
題

(a
judicial 

q
u
e
s
t
i
o
n
)
と
し
て
取
り
扱
っ
て
き
た
。
」

St.

L
o
u
i
s
 
&
 
S. 
F
.
 

R
y
.
 C
o
.
 
v. 
Gill, 
1
5
6
 
U. S
.
 
6
4
9
,
 
6
5
7
,
9
3
 (
1
8
9
5
)
 
(
ア
ー
カ

ソ
ソ
ー
州
法
の
事
案
）
5

「
次
の
原
則
が
確
立
し
て
い
る
。
…
…
料
率

が
極
め
て
不
合
理
に
低
く
設
定
さ
れ
、
輸
送
業
者
か
ら
そ
の
財
産
を
、

憲
法
が
保
障
す
る
補
償
を
与
え
ず
に
、
し
た
が
っ
て
デ
ュ
ー
プ
ロ
七

ス
な
く
、
剥
奪
し
て
い
る
か
否
か
の
問
題
に
つ
い
て
ほ
、
司
法
の
審

問

(judicial
inquiry)

の
対
象
と
な
り
え
な
い
と
い
う
意
味
で
立

法
府
に
よ
る
終
決
的
な
決
定
が
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」

S
m
y
t
h

v. 
A
m
e
s
,
 1
6
9
 
U. S. 4
6
6
,
 
5
2
2
-
2
8
 (
1
8
9
8
)
 
(
ネ
プ
ラ
ス
カ
州
法

の
事
案
）
;
M
i
s
s
o
u
r
i
 Pacific R
y
.
 C
o
.
 v. 
T
u
c
k
e
r
,
 2
3
0
 U. S. 

3
4
0
,
 
3
4
7
 (
1
9
1
3
)
 
(
カ
ソ
ザ
ス
川
バ
吐
i

の
事
案
）
5

マfissouri
v. 
C
h
i
-

cago, 
B
u
r
l
i
n
g
t
o
n
 
&
 Q
u
i
n
c
y
 
R
.
 R
.
 Co., 2
4
1
 
U. S. 5
3
3
,
 

5
3
7
-
3
8
 
(
1
9
1
6
)
 
(
ミ
ズ
リ
ー
山
び
法
の
事
工
案
）
．

(
1
1
3
)

第
三
章

II
「
二
歴
史
」
を
参
照
。

（
山
）
何
が
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
か
は
、
「
司
法
裁
判
所
に
よ
る
、

漸
次
的
な
取
り
込
み
と
排
除

(
t
h
e
g
r
a
d
u
a
l
 
process 
of 
judicial 

inclusion 
a
n
d
 exclusion)
」
に
よ
っ
て
咋
F
i
5
ナ
，
る
ほ
か
な
い
と
い

う
表
現
ほ
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
問
題
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

D
a
v
i
d
s
o
n
 
v•New 

Orleans, 9
6
 U. S. 9
7
,
 
1
0
4
 (
1
8
7
8
)
.

本
件

に
つ
い
て
は
前
出
注
(

9

1

)

（
99)
を
参
照
。

(115)

本
稿
で
い
う
司
法
的
事
項
に
つ
い
て
、
「
デ
ュ
ー
な
プ
ロ
セ
ス

が
司
法
過
程
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
事
案
」
と
い
う
。
ハ
ラ
フ
レ

ー
ズ
を
す
る
例
が
あ
る
°

K
a
t
z
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
2
,
 
at 9
1
9
.
 

(116)

前
出
注
(
9
5
)

を
参
照
。

(117)

「
司
法
審
査
を
受
け
る
権
利
が
要
請
さ
れ
る
の
は
い
か
な
る
場

合
か
を
扱
う
事
案
に
お
い
て
は
、
憲
法
修
正
第
＞
条
の
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

セ
ス
条
項
が
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
依
拠
さ
れ

て
い
る
思
考
は
権
力
分
立
上
の
思
考
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
事
案
に
お
い
て
は
、
仮
に
修
正
第
＞
条
が
採
択
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
同
じ
帰
結
が
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
K
a
t
z
,

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
2
,
 
at 9
1
7
;

「〔声ず絲
5

の
司
法
関
与
の
有
無
を
論
ず
る

文
脈
で
〕
デ
ュ
ー
。
フ
ロ
七
ス
条
項
が
適
用
さ
れ
た
事
案
で
は
、
権
力

分
立
の
法
理
ま
た
は
法
の
優
位
の
法
理
が
そ
の
基
底
に
あ
る
こ
と
に
、

疑
い
の
余
地
は
な
い
。
」
M
.
C
A
R
R
O
W
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
,
 

at 
91. 

ま
た
M
o
n
a
g
h
a
n
,

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 9
,
 

at 
1
7
 
n
n
.
 
1
0
2
 

&
 1
0
3
;
 

M
o
n
a
g
h
a
n
,
 First 
A
m
e
n
d
m
e
n
t
^
'
D
u
e
 Process", 
8
3
 H
a
r
v
.
 

L
.
 R
e
v
.
 5
1
8
 n. 
1
3
 (
1
9
7
0
)
;
 
W
h
i
t
e
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 8
1
,
 
at 1
9
7
;
 

N
o
t
e
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1
0
1
,
 
at 3
4
1
 
n. 6
2
.
 

(118)

第
二
章
注
(
3
5
)

お
よ
び
そ
の
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。

(
1
1
9
)

デ
ュ
ー
プ
ロ
七
ス
条
項
の
方
に
依
拠
さ
れ
た
事
案
（
修
正
第

x

IV
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
用
い
る
州
の
事
案
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
）
に
お
い
て
は
、
当
該
論
点
に
つ
い
て
事
後
の
司
法
審
査
を
受

け
る
権
利
が
存
在
す
る
こ
と
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
際
の
具
，

体
的
な
審
理
態
様
の
あ
り
方
を
明
示
し
た
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
例

え
ば
、
C
h
i
c
a
g
o
M
.
 &
 St. 
P
a
u
l
 R
y
.
 
C
o
.
 v. 
M
i
n
n
e
s
o
t
a
,
 1
3
4
 

U
.
 s. 4
1
8
,
 
4
5
7
 (
1
8
9
0
)

で
は
、
料
率
の
合
理
性
に
つ
い
て
司
法
審

査
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
判
示
さ
れ
た
に
留
ま
り
、
本
章

II

「
二
連
邦
最
高
裁
の
分
裂
」
で
扱
う
諸
判
決
の
よ
う
に
そ
の
審
理

態
様
に
ま
で
立
ち
入
っ
た
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

M
o
n
a
g
h
a
n
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 5
1
,
 
at 
2
5
0
-
5
1
;
 
H
a
r
d
m
a
n
,
 
s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 9
1
,
 
at 6
8
6
-
8
7
.

絲i
出

i迂
i
(
1
4
7
)

（
156)
お
よ
び
そ
の
号
5

当
す

る
本
文
を
参
照
。

(120)

極
め
て
簡
潔
で
は
あ
る
が
、
こ
の
変
容
に
言
及
す
る
も
の
に

M
o
n
a
g
h
a
n
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 9
,
 

at 
1
7
-
1
9
;
 

M
o
n
a
g
h
a
n
,
 
s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 5
1
,
 
at 2
4
8
-
4
9
;
 
L
e
e
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 9
,
 
at 2
9
9
-
3
0
0
 
~
 ~
 

る。

(
1
2
1
)
D
C
に
設
置
さ
れ
た
裁
判
所
に
は
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
。
ま

ず
、
州
の
裁
判
所
と
似
た
地
位
に
あ
る
S
u
p
e
r
i
o
r
C
o
u
r
t
 of 
t
h
e
 

District 
of 
C
o
l
u
m
b
i
a
と
D
i
s
t
r
i
c
t
of 
C
o
l
u
m
b
i
a
 C
o
u
r
t
 of 

A
p
p
e
a
l
s
が
あ
り
、
本
文
で
扱
う
の
は
こ
ち
ら
で
あ
る
。
他
方
、

U
n
i
t
e
d
 States 
District 
C
o
u
r
t
 for 
t
h
e
 District 
of 
C
o
l
u
m
,
 

b
i
a
お
よ
び
U
n
i
t
e
d
States 
C
o
u
r
t
 of 
A
p
e
a
l
s
 for 
t
h
e
 
Dist, 

rict 
of 
C
o
l
u
m
b
i
a
 Circuit 
~
全
米
各
地
に
設
置
さ
れ
て
い
る
連

邦
裁
判
所
の
一
環
で
あ
る
。
田
中
•
前
出
注

(
1
2
)三八
八
i

三
八

九
頁
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
性
格
付
け
は
歴
史
的
に
は
一
様
で
は
な
か

っ
た
。
M
.
C
A
R
R
O
W
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
,
 
at 8
6
-
8
7
.
 

(
1
2
2
)
F
e
d
e
r
a
l
 R
a
d
i
o
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 v. 
G
e
n
e
r
a
l
 
Electric 
Co., 

2
8
1
 

u. s. 4
6
4
 (
1
9
3
0
)
.
 

(
1
2
3
)

な
お
、
D
C
裁
判
所
は
l
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
c
o
u
r
t
s
と
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
こ
の
裁
判
所
が
行
政
的
性
格
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
審
査
を

行
う
こ
と
自
体
に
不
都
合
は
な
い
。

I
d
,

at 4
6
8
.

同
様
な
先
例
、
つ

ま
り
法
律
に
よ
っ
て
D
C
裁
判
所
が
行
政
機
関
の
一
部
と
し
て
審
理

を
行
う
こ
と
が
許
容
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
、
連
邦
最
高
裁
の
上
訴
管

轄
が
否
定
さ
れ
た
例
と
し
て
K
e
l
l
e
r
v. 
P
o
t
o
m
a
c
 Electric 
P
o
、
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w
e
r
 Co., 
2
6
1
 
U. S. 
428, 
4
4
2
-
4
4
4
 (
1
9
2
3
)
;
 
P
o
s
t
u
m
 C
e
r
e
a
l
 

C
o
.
 v. 
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
 F
i
g
 N
u
t
 Co., 
2
7
2
 U. S. 
6
9
3
,
 
7
0
0
 (
1
9
2
7
)
 

が
あ
る
。
な
お
、
後
者
は
特
許
局
長
に
対
す
る

D
C
裁
判
所
の
司
法

審
査
の
事
例
で
あ
る
が
、
こ
の
審
査
管
轄
は
一
九
二
九
年
に
関
税
特

許
上
訴
裁
判
所
に
移
さ
れ
て
い
る
。

F
e
d
e
r
a
l
R
a
d
i
o
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 

v. 
G
e
n
e
r
a
l
 Electric 
C
o
・
L
2
8
1
 
U. S. 
464, 
4
6
7
 n. 
1
 (1
9
3
0
)
.
 

こ
の
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
注
(

2

8

)

を
参
照

(
1
2
4
)
F
e
d
e
r
a
l
 R
a
d
i
o
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 v•Nelson 

B
r
o
s
.
 
B
o
n
d
 &
 

M
o
r
t
g
a
g
e
 Co., 
2
8
9
 
U. S. 
266, 
2
7
4
-
7
8
 (
1
9
3
3
)
.
 

(
1
2
5
)
F
e
d
e
r
a
l
 R
a
d
i
o
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 v•Nelson 

B
r
o
s
.
 B
o
n
d
 &
 

M
o
r
t
g
a
g
e
 
Co., 
2
8
9
 
U. S. 
266, 
2
7
5
-
7
6
 (
1
9
3
3
)
.

ま
た
、
当

時
の
法
文
は
、
「
事
実
的
判
断
は
実
質
的
証
拠
の
裏
付
け
が
あ
る
と

き

(if
s
u
p
p
o
r
t
e
d
 b
y
 substantial 
e
v
i
d
e
n
c
e
)
、
そ
れ
が
恣
意
的

ま
た
は
専
断
的

(arbitrary
o
r
 c
a
p
r
i
c
i
o
u
s
)

で
な
い
限
り
、
終
決

的
と
す
る

(shall
b
e
 c
o
n
c
l
u
s
i
v
e
)
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
よ
う
に
「
実
質
的
証
拠
の
裏
付
け
」
と
「
専
断
的
・
恣
意
的
」

で
な
い
こ
と
の
双
方
を
要
求
す
る
「
奇
妙
な
」
規
定
は
、
後
に
改
正

さ
れ
て
い
る
。

N
o
t
e
,
Judicial 
R
e
v
i
e
w
 o
f
 
t
h
e
 F
a
c
t
s
 in 
Inf, 

o
r
m
a
l
 R
u
l
e
m
a
k
i
n
g
:
 
A
 P
r
o
p
o
s
e
d
 S
t
a
n
d
a
r
d
,
 
8
4
 Y
a
l
e
 L. J. 

1
7
5
0
,
 
1
7
5
7
 n. 
3
7
 (
1
9
7
5
)
.
 

(
1
2
6
)
F
u
c
h
s
,
 
C
o
n
c
e
p
t
s
 
a
n
d
 
Policies 
in 
A
n
g
l
o
,
A
m
e
r
i
c
a
n
 

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 L
a
w
 T
h
e
o
r
y
,
 4
7
 Y
a
l
e
 
L. J. 
538, 
5
5
6
 n. 

8
9
 (
1
9
3
8
)
.

こ
の
分
野
は
、
第
三
章
で
扱
う
も
の
で
あ
る
。

(
1
2
7
)
L
e
e
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 9, 
at 
3
0
9
 n. 
67. 

(
1
2
8
)
M
.
 
C
A
R
R
O
W
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4, 
at 
9
2
-
9
3
 
('̂
a 
s
o
m
e
w
h
a
t
 

different 
basis"). 

(129)

裁
判
所
が
関
与
で
き
な
い
の
は
、
純
粋
な
意
味
で
の
事
実
認
定

に
と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
れ
は
第
三
章
で
分
析
さ
れ
る
。

(130)

本
章
ー
で
述
べ
た
伝
統
的
法
理
に
依
拠
し
た
場
合
で
も
、
「
事

実
問
題
は
審
査
さ
れ
な
い
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
第
二
章
注

(
7
3
)
i
(
7
6
)
、
（
99)
お
よ
び
そ
の
該
当
す
る
本
文

を
参
照
。

(
1
3
1
)
W
a
s
h
i
n
g
t
o
n
 e
x
 rel. 
O
r
e
g
o
n
 R
a
i
l
r
o
a
d
 
&
 N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
 

C
o
.
 v•Fairchild, 

2
2
4
 
U. S. 
510, 
5
3
3
 (
1
9
1
2
)
 
(
ワ
シ
ソ
ト
ン

州
の
制
定
法
は
、
司
法
審
査
を
行
な
う
裁
判
所
で
の
追
加
証
拠
の
提

出
を
禁
止
し
て
い
た
。
こ
の
判
決
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
特
に
デ

ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
違
反
と
は
し
て
い
な
い
）
;
O
h
i
o
 
V
a
l
l
e
y
 
W
a
t
e
r
 

C
o
.
 v. 
B
e
n
 A
v
o
n
,
 2
5
3
 
U. S. 
2
8
7
,
 
2
9
2
-
9
9
 (
1
9
2
0
)
 (
ペ
ン
シ

ル
バ
ニ
ア
州
の
事
案
°
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
裁
判
官
の
反
対
意
見
）
．
そ

の
他
の
判
決
に
つ
い
て

J
•
D
I
C
K
I
N
S
O
N
,

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
71, at 1
7
6
1
 

90I 
1
9
3
-
9
5
を
4
多
昭
唸

(132)

本
章

II
「
二
連
邦
最
高
裁
の
分
裂
」
で
扱
う
三
件
の
多
数
意

見
と
少
数
意
見
の
対
立
に
こ
の
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
少
数
意
見
は
前

出
注
（
叫
）
の

F
e
d
e
r
a
l
R
a
d
i
o
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
v•Nelson 

B
r
o
s
.
 

(
1
9
3
3
)

に
象
徴
さ
れ
る
考
え
方
を
強
固
に
維
持
し
た
も
の
で
あ
り
、

プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
裁
判
官
が
こ
れ
を
執
筆
し
、
他
の
数
名
の
裁
判
官
の

支
持
を
受
け
て
い
る
。

W
h
i
t
e
,

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 81, 
at 
2
2
4
-
2
5
,
 

2
2
7
-
3
2
.

プ
ラ
ソ
ダ
イ
ス
の
思
想
に
つ
い
て
は

W
h
i
t
e
,

s
u
p
r
a
 

107 (4 • 148) 664 



司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

n
o
t
e
 8
1
,
 
a
t
 
1
9
6
-
9
7
,
 
2
0
6
-
0
7
,
 
2
3
1
-
3
2
 ~
~
昭
咬
）

(
1
3
3
)

扱
わ
れ
て
い
る
問
題
は
異
な
る
が
、
田
中
・
前
出
注
(

7

6

)

、

お
よ
び
同
「
公
共
事
業
の
料
金
の
統
制
の
内
容
と

D
u
e
P
r
o
c
e
s
s
 

C
l
a
u
s
e
」
『
英
米
法
研
究

2
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
』
二
五
七
頁
（
一

九
八
七
）
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
な
さ
れ
た
研
究
で
あ
る
。

(
1
3
4
)

従
来
の
法
理
に
よ
る
性
格
付
け
が
不
適
切
と
い
う
判
断
か
ら
、

法
律
・
事
実
の
分
解
と
い
う
方
向
へ
進
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

Pill,

s
b
u
r
y
,
 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 2
2
,
 
a
t
 
4
2
1
;
 M•CARROW, 

s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 4, 

a
t
 
6
5
-
7
7
.
 

(
1
3
5
)
M
.
 
C
A
R
R
O
W
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
4, 
a
t
 
6
5
;
 
J. 
L
A
N
D
I
S
,
 T
H
E
 

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E
 P
R
O
C
E
S
S
 1
2
5
-
2
6
 (
1
9
3
8
)
.
 

(
1
3
6
)
J
.
 L
A
N
D
I
S
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
1
3
5
,
 
a
t
 
126・ 

(137)

例
え
ば
、
州
際
通
商
委
員
会

(
I
C
C
)
の
最
も
初
期
に
お
い

て
ほ
、
議
会
も
裁
判
所
も
従
来
の
法
理
を
忠
実
に
守
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
第
三
章

II
「
二
歴
史
」
を
参
照
。

(138)

「
管
轄
的
事
実
の
法
理
」
の
前
史
に
つ
い
て
ほ

L.
J
A
F
F
E
,
 s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 
1
5
,
 
a
t
 
6
2
4
-
3
5
;
 
P
a
t
t
e
r
s
o
n
,
 
M
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
 
a
n
d
 D
i
s
c
r
e
t
i
,
 

o
n
a
r
y
 O

f
f
i
c
i
a
l
 
A
c
t
s
,
 
2
0
 M
i
c
h
.
 L
.
 R
e
v
.
 
8
4
8
,
 
8
6
6
 (
1
9
2
2
)
;
 

D
i
c
k
i
n
s
o
n
,
 
C
r
o
w
e
l
l
 v
.
 
B
e
n
s
o
n
:
 
J
u
d
i
c
i
a
l
 
R
e
v
i
e
w
 o
f
 A
d
m
-

i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 D
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
s
 o
f
 Q
u
e
s
t
i
o
n
s
 o
f
'
C^
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 

F
a
c
t
"
,
 
8
0
 U
.
 P
a
.
 
L. R
e
v
.
 1
0
5
5
,
 1
0
6
3
-
6
7
 (
1
9
3
2
)
;
 
D
i
c
k
i
n
s
-

o
n
,
 

J
u
d
i
c
i
a
l
 
R
e
v
i
e
w
 
o
f
 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
D
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
s
,
 

A
 
S
u
m
m
a
r
y
 a
n
d
 E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
 
2
5
 M
i
n
n
.
 
L. R
e
v
.
 5
8
8
,
 
5
9
4
 

-
9
5
 
(
1
9
4
1
)
;
 
M
o
n
a
g
h
a
n
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
5
1
,
 
a
t
 
2
4
9
 
~
~
昭
応
。

(139)

「
憲
法
的
事
実
の
法
理
」
は
「
管
轄
的
事
実
の
法
理
」
の
特
殊

形
と
さ
れ
て
い
る
。

D
i
c
k
i
n
s
o
n
,

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
1
3
8
 (
1
9
3
2
)
,
 
a
t
 

1072・

な
お
、

D
i
c
k
i
n
s
o
n

の
こ
の
論
文
が
、
「
憲
法
的
事
実
の
法

理
」
の
語
を
初
め
て
用
い
た
例
と
さ
れ
る
。

M
o
n
a
g
h
a
n
,

s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 5
1
,
 
a
t
 
2
3
1
 n
.
 
1
7
.
 

（
間
）

F
.
C
o
o
P
E
R
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 2
2
,
 
a
t
 3
1
3
-
1
5
;
 
L
.
 J
A
F
F
E
,
 s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 1
5
,
 
a
t
 6
3
6
-
4
8
;
 
B
.
 S
C
H
W
A
R
T
Z
,
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E
 L
A
w
 

6
2
4
-
4
7
 (
1
9
8
4
)
;
 
5
 
K•DA 

VIS, 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E
 L
A
 w
 
T
R
E
A
'
 

T
I
S
E
,
 
§
2
9
:
2
3
 (
2
d
 e
d
.
 1
9
8
4
)
.
 

(141)

橋
本
公
亘
『
米
国
行
政
法
』
一
六
四

l
一
六
八
、
二

0
八
ー
ニ

一
五
頁
（
一
九
五
八
）
、
下
山
瑛
二
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
行
政
行

為
の
司
法
審
査
」
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
二
巻
三
号
五
六
！
六
〇

頁
(
-
九
五
五
）
な
ど
。

(
1
4
2
)
M
.
 C
A
R
R
O
W
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4, 
a
t
 8
0
;
 
J
.
 
L
A
N
D
I
S
,
 
s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 1
3
5
,
 
a
t
 1
2
7
-
3
1
;
 J•D1cKINSON, 

s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 7
1
、
a
t
2
0
1
;
 

D
i
c
k
i
n
s
o
n
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
1
3
8
 (
1
9
4
1
)
,
 
a
t
 
5
9
7
;
 
F
u
c
h
s
,
 s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 
1
2
6
,
 
a
t
 
5
6
4
-
6
5
.

な
お
、
知
i

立
＾
の
吐
i

理
に
よ
る
帰
結
に
つ
い

て
は
、
前
出
注

(118)l(119)
お
よ
び
そ
の
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。

(
1
4
3
)
C
o
o
p
e
r
,
 A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 J
u
s
t
i
c
e
 
a
n
d
 t
h
e
 R
o
l
e
 o
f
 D
i
,
 

s
c
r
e
t
i
o
n
,
 
4
7
 Y
a
l
e
 
L. J. 
5
7
7
,
 
5
9
3
 n
.
 
5
9
 (
1
9
3
8
)
;
 
F
u
c
h
s
,
 

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
1
2
6
,
 
a
t
 
5
6
5
;
 J•D1cKINSON, 

s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
71, 
a
t
 

2
0
1
.
 

(144)J•D1cK1NSON, 

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
71, a
t
 
1
7
4
-
9
0
・
 

(
m
)

少
数
意
見
は
第
三
章

II
「
二
歴
史
」
で
紹
介
す
る
。
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研 究

(
1
4
6
)
O
h
i
o
 
V
a
l
l
e
y
 
W
a
t
e
r
 C
o
.
 
v. 
B
e
n
 A
v
o
n
,
 
2
5
3
 
U
.
 S. 

2
8
7
,
 
2
8
9
-
9
1
 
(
1
9
2
0
)
.

こ
れ
は
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
内
i

の
水
道

会
社
の
水
道
料
率
を
定
め
た
、
同
州
の
公
益
事
業
委
員
会
の
決
定
の

司
法
審
査
の
事
案
で
あ
る
。
州
の
下
級
審
は
、
料
率
の
算
定
基
礎
と

な
る
財
産
評
価
を
自
ら
や
り
直
し
、
評
価
額
を
変
更
し
た
が
、
州
最

高
裁
は
こ
れ
を
否
定
し
、
委
員
会
の
評
価
は
十
分
首
肯
し
う
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
介
入
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
。
連
邦
最
高
裁
の
多

数
意
見
は
、
州
最
高
裁
の
見
解
を
さ
ら
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
同
様
の
事
案
に
お
い
て
、
本
件
を
引
用
す
る
多
数
意
見
と
、

プ
ラ
ン
ダ
ン
ス
裁
判
官
に
よ
る
少
数
意
見
が
対
立
し
た
例
と
し
て
、

Bluefield 
W
a
t
e
r
w
o
r
k
s
 
&
 I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
C
o
.
 
v. 
P
u
b
l
i
c
 

S
e
r
v
i
c
e
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 2
6
2
 U
.
 S. 6
7
9
,
 
6
8
9
 (
1
9
2
3
)
 
(
ウ
ェ
ス

ト
・
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
事
案
）
が
あ
る
。
ま
た
、
一
般
的
叙
述
と
し

て
は

B
e
r
k
s
o
n
,
D
u
e
 P
r
o
c
e
s
s
 
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
 of 
a
 F
a
i
r
 
H
e
,
 

aring 
in 
a
 R
a
t
e
 
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
,
 
3
8
 
C
o
l
u
m
.
 
L. 
R
e
v
.
 9
7
9
,
 

1
0
0
0
-
0
2
 
(
1
9
3
8
)

が
太
て
る
。

(
m
)
O
h
i
o
 V
a
l
l
e
y
 
W
a
t
e
r
 C
o
.
 
v. 
B
e
n
 
A
v
o
n
,
 2
5
3
 
U
.
 S. 

2
8
7
,
 
2
8
9
 (
1
9
2
0
)
.

こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
関
で
し
、
蔀
匹
出
注
(

8

3

)

お
よ

び
(
1
1
9
)

を
参
照
。
な
お
、
こ
れ
は
州
法
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
連

邦
最
高
裁
は
そ
の
解
釈
権
限
を
有
し
な
い
。
そ
こ
で
修
正
第

X
I
V
条

の
デ
ュ
ー
ブ
ロ
セ
ス
条
項
に
依
拠
し
て
本
文
の
よ
う
な
判
示
を
行
っ

た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
州
法
の
司
法
審
査
規
定
は
、
「
当
該
裁

判
所
は
、
当
該
命
令
が
合
理
的
で
あ
る
か
、
法
を
遵
守
し
た
も
の
で

あ
る
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
」
と
だ
け
定
め
て
い
る
。
多
数
意
見
に

よ
れ
ば
、
こ
の
規
定
は
、
管
轄
を
有
す
る
裁
判
所
が
「
こ
の
命
令
に

対
す
る
全
て
の
攻
撃
を
司
法
府
と
し
て
聴
聞
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
れ
に
つ
い
て
独
占
的
な
管
轄
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

．．．．．． 

と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
み
で
あ
る
。

Id.
at 
2
9
1
.
 

(
m
)
C
r
o
w
e
l
l
 v. 
B
e
n
s
o
n
,
 2
8
5
 
U
.
 S. 2
2
,
 
4
6
-
4
8
 (
1
9
3
2
)
;
 
St. 

J
o
s
e
p
h
 
S
t
o
c
k
 Y
a
r
d
s
 C
o
.
 v. 
U
n
i
t
e
d
 States, 2
9
8
 U
.
 S. 3
8
,
 

5
0
-
5
1
,
 
5
3
-
5
4
 (
1
9
3
6
)
.
 

(
1
4
9
)
C
r
o
w
e
l
l
 v. 
B
e
n
s
o
n
,
 2
8
5
 
U
.
 S. 2
2
,
 
5
4
-
6
5
 (
1
9
3
2
)
.
 

(
1
5
0
)

結
論
に
影
響
が
な
い
た
め
そ
れ
以
上
の
言
及
は
な
い
。
す
な
わ

ち
、
司
法
的
事
項
で
あ
る
と
し
、
通
常
の
民
訴
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に

よ
る
と
し
て
も
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
事
件
の
場
合
は
陪
審
、
ニ
ク
イ

テ
ィ
ー
ま
た
は
海
事
上
の
事
件
の
場
合
は

master,

c
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 

e只

assessor

の
利
用
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
裁
判
官
自
身

が
証
拠
を
評
価
し
て
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
導
か
れ
な

い。

Id.
at 5
1
.
 
~
~
出
注
（
旧
）
の
B
e
n
A
v
o
n
 (
1
9
2
0
)

の
よ
う

な
司
法
的
事
項
で
あ
る
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
が
本
件
で
は
用
い
ら
れ
て

い
な
い
の
は
、
こ
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

m
a
s
t
e
r
等
に

つ
い
て
は
田
中
・
前
出
注
(
1
2
)

三
九
一
頁
を
参
照
。

(
1
5
1
)
M
.
 C
A
R
R
O
W
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
,
 
at 6
5
.
 

(
1
5
2
)
D
i
c
k
i
n
s
o
n
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
3
8
 (
1
9
4
1
)
,
 
at 5
9
7
.
 

(
1
5
3
)
W
h
i
t
e
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 8
1
,
 
at 
2
2
8
.
 

(
1
5
4
)
S
t
.
 
J
o
s
e
p
h
 S
t
o
c
k
 Y
a
r
d
s
 C
o
.
 v. 
U
n
i
t
e
d
 
States, 
2
9
8
 

u. s. 3
8
,
 
4
9
-
5
4
 (
1
9
3
6
)
.
 

(
1
5
5
)
J
.
 L
A
N
D
I
S
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
3
5
,
 

at 
1
2
8
.
 
~
お

I
)
i
c
k
i
n
s
o
n
,
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
1
3
8
 (
1
9
4
1
)
,
 

at 
5
9
6
-
9
7
 

~
、
帝
皿
出i迂
i
(
1
4
6
)
の

B
e
n
 A
v
o
n
 (
1
9
2
0
)

と
全
く
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
が
、
そ
こ
で

指
摘
さ
れ
て
い
る
違
い
ほ
立
証
責
任
の
軽
重
に
留
ま
っ
て
お
り
、
本

稿
の
目
的
か
ら
は
同
じ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(156)

こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
関
し
、
前
出
注
(

8

3

)

お
よ
び
(
1
1
9
)

を
参

照。

(
1
5
7
)

こ
れ
は
、
出
入
国
管
理
の
事
案
に
お
け
る

N
g
F
u
n
g
 H
o
 v. 

W
h
i
t
e
,
 2
5
9
 
U
.
 S. 2
7
6
 (
1
9
2
2
)

を
指
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

国
外
退
去
命
令

(deportation)
を
受
け
た
者
が
、
自
ら
が
米
国
市

民

(citizen)

で
あ
る
こ
と
の
主
張
を
し
て
い
る
場
合
、
こ
の
論
点

に
つ
い
て
は
裁
判
所
が
独
立
の
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
、
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
事

件
で
あ
る
。
こ
の
判
決
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
後
出
注

(163)
を
参

照。

(
1
5
8
)
J
.
 D
I
C
K
I
N
S
O
N
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 7
1
,
 

at 2
0
0ー

0
2
;

A
l
b
e
r
t
s
w
o
,
 

rth, 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 7
1
,
 

at 
1
3
9
;
 
D
i
c
k
i
n
s
o
n
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
3
8
 

(
1
9
4
1
)
,
 
at 5
9
6
;
 
Stason,̂

Ŝubstantial 
E
v
i
d
e
n
c
e
"
 
in A
d
m
,
 

inistrative L
a
w
,
 8
9
 U
.
 P
a
.
 
L. R
e
v
.
 1
0
2
6
,
 1
0
3
2
-
3
3
 (
1
9
4
1
)
;
 

C
o
o
p
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1
4
3
,
 
at 5
9
1
-
9
8
.
 

(
1
5
9
)
J
.
 L
A
N
D
I
S
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
3
8
,
 
at 
1
3
2
-
3
4
,
 
1
4
0
-
4
3
.
 

(
1
6
0
)
J
.
 L
A
N
D
I
S
,
 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1
3
5
,
 
at 1
2
4
 
(
ダ
イ
シ
ー
が
流
心
べ
た

「
法
の
支
配
」
は
、
一
八
八
五
年
当
時
の
も
の
で
あ
っ
て
、
現
代
の

そ
れ
で
は
な
い
）
．
一
般
に
、
ダ
イ
シ
ー
の
旧
説
の
よ
う
な
極
端
な

「
法
の
支
配
」
も
し
く
は
「
法
の
優
越
」
観
は
ア
メ
リ
カ
で
は
採
用

さ
れ
て
い
な
い
。

F
u
c
h
s
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
2
6
,
 
at 5
5
7
-
5
9
;
 J•DI' 

C
K
I
N
S
O
N
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 7
1
,
 
at 3
7
-
3
8
.

ダ
イ
シ
ー
白
口
丘
4
‘
-
+
~
-

五
年
に
従
来
の
見
解
を
改
め
て
い
る
。

Verkuil,

s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 7
3
,
 

at 2
6
3
 
n. 1
4
;
 
W
.
 C
H
A
S
E
,
 
A
M
E
R
I
C
A
N
 
L
A
W
 S
c
H
o
o
L
 
A
N
D
 

R
I
S
E
 
O
F
 A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E
 G
O
V
E
R
N
M
E
N
T
 6
5
 (
1
9
8
2
)
.

ま
た
、

橋
本
・
前
出
注

(
1
4
1
)
-
o
i
-
―
頁
、
杉
村
・
「
法
の
支
配
」
前

出
注
(

1

1

)

八
ー
九
頁
。

(
1
6
1
)

既
に
そ
の
直
後
の
判
例
が
、
独
立
の
審
査
を
否
定
し
、
ま
た
は

こ
の
問
題
を
回
避
し
て
い
る
。

R
a
i
l
r
o
a
d
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 v. 
R
o
w
、

a
n
 
&
 N
i
c
h
o
l
s
 O
i
l
 
Co., 
3
1
1
 
U
.
 S. 5
7
0
 
(
1
9
4
1
)
 
(
テ
キ
サ
ス

州
鉄
道
委
員
会
の
事
案
。
修
正
第

X
W
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項

は
独
立
の
審
査
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
と
し
た
）
乙

N
e
w
Y
o
r
k
 v. 

U
n
i
t
e
d
 States, 3
3
1
 
U
.
S
.
 2
8
4
,
 
3
4
0
 (
1
9
4
7
)
 

(
-
C
C
の
事
案
。

財
産
没
収
的
と
い
う
主
張
を
簡
単
に
斥
け
て
い
る
）
;
A
l
a
b
a
m
a
 

P
u
b
l
i
c
 
S
e
r
v
i
c
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 v. 
S
o
u
t
h
e
r
n
 
R
y
.
 
Co., 
3
4
1
 

u. s. 
3
4
1
,
 
3
4
3
,
 
3
4
8
-
4
9
 
(
1
9
5
1
)
 
(
ア
ラ
バ
マ
州
の
公
益
事
業
委

員
会
の
事
案
°
憲
法
上
の
権
利
が
か
か
わ
っ
て
い
て
も
、
事
実
に
つ

い
て
裁
判
所
で
再
度
争
え
る
わ
け
で
は
な
い
）
;
T
a
g
g
 B
r
o
s
 M
o
,
 

o
r
h
e
a
d
 v. 
U
n
i
t
e
d
 States, 
2
8
0
 
U
.
 S. 
4
2
0》

4
4
5
(
1
9
3
0
)
 
(
回

避
例
）
．

(
1
6
2
)
G
l
i
c
k
,
 
I
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
 Judicial 
R
e
v
i
e
w
 of 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
,
 

tive 
R
a
t
e
,
m
a
k
i
n
g
:
 
T
h
e
 R
i
s
e
 
a
n
d
 
D
e
m
i
s
e
 
of 
t
h
e
 
B
e
n
 

A
v
o
n
 Doctrine, 4
0
 F
o
r
d
h
a
m
 L
.
 R
e
v
.
 3
0
5
,
 3
0
6
-
0
8
 (
1
9
7
1
)
;
 

M
.
 C
A
R
R
O
W
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
,
 
at 8
3
-
8
4
;
5
 K•DA 

vis, 
s
u
p
r
a
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n
o
t
e
 
1
4
0
,
 
§
2
9
:
 2
3
,
 
a
t
 
4
4
1
;
 

L. 
J
A
F
F
E
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
1
5
,
 
a
t
 

6
4
7
,
 

6
4
8
-
5
2
 
(
但
し
、
慎
重
な
留
保
付
き
）
;
D
a
v
i
s
,
 
"
J
u
d
i
c
i
a
l
 

C
o
n
t
r
o
l
 
o
f
 A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
A
c
t
i
o
n
"
:
 
A
 
R
e
v
i
e
w
,
 
6
6
 C
o
l
,
 

u
m
.
 
L. R
e
v
.
 
6
3
5
,
 
6
7
6
-
7
7
 
(
1
9
6
6
)
.
 
~
-
少
ト
ー
ン
の
遣iう
も
の

も
あ
る
。

D
i
c
k
i
n
s
o
n
,
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
1
3
8
 (
1
9
4
1
)
,
 
a
t
 
5
9
9
,
 
6
0
4
,
 

6
0
8
.
 

(
1
6
3
)

人
的
権
利

(
p
e
r
s
o
n
a
l
r
i
g
h
t
s
)

が
問
題
と
な
る
場
合
で
あ
れ

ば
、
独
立
の
司
法
審
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
財

産
権
に
関
わ
る
行
政
分
野
の
場
合
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

Y
o
u
g
,
 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 4
7
,
 
a
t
 
7
7
8
 n
n
.
 
7
5
 
&
 7
6
;
 
J. 
L
A
N
D
I
S
,
 

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
1
3
5
,
 
a
t
 1
4
3
;
 W
h
i
t
e
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 8
1
,
 
a
t
 2
1
9
-
2
3
;
 

D
i
c
k
i
n
s
o
n
,
 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
1
3
8
 
(
1
9
4
1
)
,
 
a
t
 5
9
4
,
 
6
0
4
・
旧
l
し、

後
出
注
(
1
6
9
)

を
参
照
。

(
1
6
4
)

前
出
注
(

8

0

)

を
参
照
。

(
1
6
5
)
A
n
d
e
r
s
o
n
 
&
 H
i
g
g
i
n
s
,
 
S
u
b
s
t
a
n
t
i
v
e
 
D
u
e
 P
r
o
c
e
s
s
 
R
e
,
 

v
i
e
w
 a
n
d
 t
h
e
 E
x
t
e
n
t
 o
f
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
,
 
7
 Int'l 

R
e
v
.
 L
.
 
&
 E
c
o
n
.
 1
0
1
 (
1
9
8
7
)
.
 

(
1
6
6
)
L
.
 T
R
I
B
E
,
 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 4
7
,
 
a
t
 
5
6
5
-
7
9
.
 

(167)

コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
の
一
九
世
紀
以
来
の
様
々
な
意
味
で
の

変
容
と
い
う
観
点
か
ら
の
研
究
で
あ
る
。

M.
H
O
R
W
I
T
Z
,
 
T
H
E
 

T
R
A
N
S
F
O
R
M
A
T
I
O
N
 O
F
 A
M
E
R
I
C
A
N
 L
A
W
,
 1
7
8
0ー

1
8
6
0
,
a
t
 3
1
-
6
2
 

(
1
9
7
7
)
;
 
H
o
r
w
i
t
z
,
 T
h
e
 H
i
s
t
o
r
y
 o
f
 t
h
e
 P
u
b
l
i
c
,
P
r
i
v
a
t
e
 D
i
,
 

s
t
i
n
c
t
i
o
n
,
 
1
3
0
 
U. P
a
.
 
L. R
e
v
.
 1
4
2
3
 (
1
9
8
2
)

な
ど
。
ま
た
、

前
出
注
(
5
4
)

の
「
公
衆
の
権
利
」
の
研
究
も
参
照
。

連
邦
議
会
が
、
行
政
機
関
と
司
法
裁
判
所
の
関
係
に
つ
い
て
有
し
て
い

ー

A
型
の
思
惟
律
は
、
一
九
世
紀
中
葉
ま
で
に
創
設
さ
れ
た
連
邦
行
政
に

関
わ
る
司
法
審
査
を
規
律
し
て
い
た
規
範
的
思
考
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の

連
邦
行
政
に
対
す
る
司
法
審
査
判
決
は
か
な
り
の
数
に
昇
る
の
で
あ
る
が
、

(

1

)

 

そ
の
研
究
は
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
そ
も
そ
も
米
国
に
お
い
て
も
、

司
法
審
査
の
あ
り
方
と
い
う
観
点
か
ら
の
分
析
が
十
分
で
は
な
い
問
題
分

野
に
属
す
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る

本
稿
の
立
場
は
、
一
九
世
紀
の
司
法
審
査
に
対
す
る
関
心
の
低
さ
に
、
歴

史
的
観
点
か
ら
疑
問
を
呈
し
、
そ
れ
が
現
代
の
司
法
審
査
に
対
し
て
重
要

な
意
義
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、

ま
ず
本
章
で
、
当
時
の
司
法
審
査
判
例
（
本
案
）
に
一
貫
し
て
伏
流
す
る

一
定
の
規
範
的
思
考
の
存
在
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
A
型
の
思
惟
律
と
し
て

定
式
化
す
る
。
そ
し
て
、
第
三
章
で
、
こ
れ
が
現
代
の
司
法
審
査
方
法
を

生
む
母
胎
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

立
法
政
策
上
の
背
景

第
二
章

（園）

B
.
S
r
n
G
A
N
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 8
0
,
 
a
t
 3
1
9
-
2
0
.
 

(
1
6
9
)

デ
ィ
キ
ソ
ソ
ン
は
、
人
的
権
利
と
財
産
権
を
区
別
し
、
後
者
だ

け
が
異
な
っ
た
扱
い
の
な
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
社
会
哲
学
上
は
と
も

か
く
、
憲
法
上
の
根
拠
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

D
i
c
k
i
n
s
o
n
,
s
u
p
'
 

r
a
 n
o
t
e
 
1
3
8
 (
1
9
4
1
)
,
 
a
t
 
6
0
4
.

ま
た
、
プ
4
0
n
a
g
h
a
n
,
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 

5
1
,
 
a
t
 
258-59..,G>fig'..l)m
で
4
3
る。

A
型
の
思
惟
律
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

た
立
法
政
策
は
、
行
政
機
関
の
設
置
状
況
と
そ
れ
に
対
す
る
司
法
審
査
規

定
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
章
と
次
章

そ
れ
ぞ
れ
の
ー
で
は
、
そ
の
概
要
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
は
、
裁

判
所
が
思
惟
律
を
構
想
す
る
際
の
背
景
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
同
時

に
、
本
稿
で
取
り
扱
う
素
材
（
行
政
分
野
と
司
法
救
済
形
式
）
の
限
定
に

つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
述
べ
て
お
く
。

一
九
世
紀
の
連
邦
行
政
の
中
心
的
分
野
は
、
租
税
制
度
と
公
有
地
の
下

(

2

)

 

付
制
度
、
軍
関
係
者
へ
の
恩
給
支
払
い
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ

れ
、
歳
入
を
得
、
国
土
を
開
発
し
、
軍
関
係
者
の
生
活
を
保
障
す
る
と
い

う
意
味
で
「
政
府
自
身
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の

p
u
b
l
i
c
b
u
s
i
n
e
s
s
」
で

あ
り
、
私
人
の
自
由
な
活
動
を
規
制
す
る
類
の
も
の
と
は
異
な
る
と
い
う

整
理
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
連
邦
行
政
は
、

租
税
（
関
税
と
内
国
歳
入
）
や
収
用
な
ど
の
古
典
的
な
財
産
侵
害
制
度
を

除
け
ば
、
「
自
由
や
財
産
と
い
う
神
聖
な
権
利
へ
の
侵
害
を
予
定
し
た
も

(

4

)

 

の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
説
明
さ
れ
る
。

一
九
一

0
年
頃
ま
で
合
衆
国
政
府
の
歳
入
の
大
半
を
賄
っ
て
い
た
の
は

(

5

)

 

関
税

(
c
u
s
t
o
m
s
d
u
t
i
e
s
)

で
あ
り
、
保
護
関
税
政
策
が
一
九
世
紀
を
通

(

6

)

 

し
て
採
ら
れ
て
い
た
。
相
殺
関
税
と
ア
ン
チ
ダ
ン
。
ヒ
ン
グ
関
税
の
制
度
は

(

7

)

 

そ
れ
ぞ
れ
一
八
九

0
年
、
一
九
―
―
一
年
に
最
初
の
立
法
が
な
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
内
国
歳
入

(internal
r
e
v
e
n
u
e
s
)

は
、
連
邦
政
府
の
課
税
権
限

の
範
囲
に
つ
い
て
の
懸
念
が
あ
っ
た
た
め
、
よ
う
や
く
一
九
世
紀
後
半
に

至
っ
て
、
相
続
税

(
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
t
a
x
e
s
)

や
所
得
税

(
i
n
c
o
m
e
t
a
x
e
s
)
 

(

8

)

 

が
制
度
化
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
な
い
主
要
な
連
邦
歳
入
源
と
な
り
始
め
た
。

さ
ら
に
、
連
邦
政
府
は
一
九
世
紀
か
ら
―

1
0世
紀
初
頭
に
か
け
て
大
規
模

な
土
地
政
策
を
実
行
し
て
い
た
。
白
人
の
西
漸
に
と
も
な
う
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
拡
大
に
よ
っ
て
連
邦
政
府
は
莫
大
な
公
有
地
(
p
u
b
l
i
c
l
a
n
d
s
)
を
得
た

た
め
、
公
有
地
の
白
人
入
植
者
へ
の
売
却
・
無
償
譲
渡
や
鉄
道
会
社
へ
の

(

9

)

 

下
付
等
が
重
要
な
政
策
課
題
と
な
っ
た
。
こ
の
土
地
政
策
の
一
九
世
紀
後

半
に
お
け
る
一
一
大
支
柱
と
も
い
う
べ
き
法
律
が
、
一
八
四
一
年
の
プ
リ
ニ

ン
プ
シ
ョ
ン
法

(
P
r
e
e
m
p
t
i
o
n
A
c
t
)

と
一
八
六
二
年
の
ホ
ー
ム
ス
テ

(

1

0

)

 

ッ
ド
法

(
H
o
m
e
s
t
e
a
d
A
c
t
)

で
あ
る
。
土
地
政
策
に
つ
い
て
は
、
米
国

内
陸
地
方
に
お
け
る
運
輸
交
通
の
発
達
、
農
産
物
に
対
す
る
需
要
の
増
加

に
よ
り
、
さ
ら
に
一
八
三
四
年
頃
か
ら
は
金
融
上
の
原
因
に
甚
づ
き
、
西

(

1

1

)

 

部
の
地
価
高
騰
、
異
常
な
土
地
投
機
熱
が
生
じ
、
土
地
投
機
業
者
に
よ
る

虚
偽
の
申
請
が
相
次
ぎ
、
土
地
関
連
部
局

(
L
a
n
d
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
)

に
お

け
る
審
査
は
、
本
来
の
趣
旨
を
離
れ
て
、
複
雑
な
利
益
対
立
の
場
と
な
る

(

1

2

)

 

と
い
っ
た
事
情
が
あ
っ
た
。
公
有
地
の
下
付
に
関
す
る
判
例
が
他
の
事
案

に
比
べ
て
か
な
り
の
数
に
昇
っ
て
い
る
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
事

情
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
、
西
漸
の
結
果
そ
の
土
地
を
追
わ

(

1

3

)

 

れ
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
つ
い
て
は
、
概
略
次
の
よ
う
な
政
策
が
採
ら
れ
た
。

合
衆
国
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
保
持
す
る
土
地
の
占
有
権
を
条
約
に
よ
っ
て

(

1

4

)

 

獲
得
し
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
た
め
の
保
留
地

(
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
)

と
し
、

そ
の
土
地
の
一
部
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
個
人
の
所
有
地
と
し
て
分
配
さ
れ
、

他
は
白
人
入
植
者
に
売
却
さ
れ
、
そ
の
資
金
で
某
金
を
設
置
し
て
イ
ン
デ

(

1

5

)

 

ィ
ア
ン
福
祉
に
役
立
て
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
個
人
所
有

(

1

6

)

 

と
な
っ
た
土
地
は
個
人
割
当
地

(
a
n
a
l
l
o
t
m
e
n
t
)

と
呼
ば
れ
る
。
以
上

の
ほ
か
、
連
邦
行
政
と
し
て
は
、
移
民
規
制

(
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
o
f
 
i
m
m
i
g
r
,
 

a
t
i
o
n
)
、
特
許

(
p
a
t
e
n
t
s
)
、
軍
関
係
者
へ
の
恩
給

(
p
e
n
s
i
o
n
s
)
、
郵
便
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事
業

(postal
s
e
r
v
i
c
e
)

が
主
要
な
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
た
め
に
移
民

帰
化
局

(
I
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
a
n
d
 N
a
t
u
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
 
S
e
r
v
i
c
e
:
 I
N
S
)
,

特
許

局

(
O
f
f
i
c
e
o
f
 
P
a
 te
n
s
)
、
恩
給
局

(
O
f
f
i
c
e
o
f
 
P
e
n
s
i
o
n
s
)
、
郵
政
公

(

1

7

)

 

社
(
P
o
s
t
a
l
S
e
r
v
i
c
e
)
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

本
稿
で
は
、
右
の
う
ち
、
租
税
、
公
有
地
（
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
政
策
も
含

む
）
、
恩
給
を
中
心
的
に
扱
う
。
移
民
・
入
国
規
制
と
特
許
は
、
そ
れ
ぞ

れ
膨
大
な
判
例
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
本
稿
で
は
割
愛

し
た
。
収
用
や
土
地
利
用
規
制
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
郵
便
事
業
に
関

(

1

8

)

 

わ
る
判
決
も
、
む
し
ろ
、
州
に
お
い
て
一
九
世
紀
末
か
ら
特
に
多
く
な
る

(

1

9

)

 

各
種
職
業
に
お
け
る
ラ
イ
セ
ン
ス
制
度
な
ど
と
あ
わ
せ
て
別
個
に
扱
う
方

が
便
宜
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
も
扱
っ
て
い
な
い
。

さ
て
、
連
邦
議
会
は
、
右
の
諸
行
政
に
つ
い
て
、
一
般
法
の
形
で
あ
れ

個
別
法
に
お
い
て
で
あ
れ
、
司
法
審
査
規
定
を
置
か
な
い
の
が
通
例
で
あ

っ
た
か
ら
、
若
干
の
例
外
を
除
け
ば
、
行
政
の
行
為
に
つ
い
て
救
済
を
求

め
る
者
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
あ
る
い
は
ニ
ク
イ
テ
ィ
ー
上
の
救
済
方
式
(re,

(

2

0

)
（

21) 

m
e
d
y
)

を
利
用
す
る
ほ
か
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
本
稿
で
扱
う

行
政
分
野
に
つ
い
て
は
、
租
税
を
除
け
ば
、
当
時
の
連
邦
裁
判
所
に
お
い

て
訴
求
可
能
な
救
済
方
式
は
、
主
に
マ
ン
デ
イ
マ
ス
と
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ

ョ
ン
で
あ
っ
た
。
な
お
、
マ
ン
デ
イ
マ
ス
と
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
つ

い
て
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
以
下
の
具
体
的
判
例
で
例
示
さ
れ
る
通

り
、
マ
ン
デ
イ
マ
ス
は
必
ず
し
も
ひ
と
つ
の
行
政
決
定
の
全
体
を
裁
判
所

の
判
断
で
代
置
せ
し
め
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ

ン
も
必
ず
し
も
行
政
決
定
に
対
す
る
事
前
差
止
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ー
内
容
と
歴
史

A
型
の
思
惟
律
は
遅
く
と
も
一
九
世
紀
中
葉
に
は
確
立
し
た
と
考
え
ら

れ
る
も
の
で
、
前
項
で
限
定
し
た
行
政
分
野
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
個
々
の
行
政
行
為
の
司
法
審
査
判
例
は
伝
統
的
法
理
か
ら

採
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
様
々
な
レ
ト
リ
ッ
ク
に
満
ち
て
い
る
が
、

A
型

の
思
惟
律
は
、
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
第
一
章
I
で
概
観
し
た
憲
法
論
と
を

連
結
さ
せ
て
統
一
的
に
理
解
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
思
惟
律
は
、
「
コ
モ
ン
ロ
ー
の
伝
統
に
従
っ
て
、
行
政
機
関
に
よ

(
3
0
)
 

る
正
義
実
現
の
範
囲
を
画
す
考
え
方
」
で
あ
り
、
司
法
裁
判
所
は
、
コ
モ

II 

他
方
、
租
税
訴
訟
の
根
幹
を
形
成
し
た
関
税
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
合
衆

(

2

4

)

 

国
最
初
の
関
税
法
は
訴
訟
規
定
を
置
い
て
い
な
か
っ
た
が
、
救
済
方
式
は

判
例
法
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
後
に
関
税
法
に
書
き
込
ま
れ
る
こ

(

2

5

)

 

と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
内
国
歳
入
に
お
い
て
は
、
当
初
は
、
関
税
訴
訟
の

構
造
に
拠
っ
て
救
済
方
式
が
理
解
さ
れ
、
や
が
て
そ
れ
が
歳
入
法
に
書
き

(

2

6

)

 

込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
に
照
ら
せ
ば
、
関
税
と
内

国
歳
入
に
関
す
る
訴
訟
の
基
本
構
造
は
共
通
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、

．．．．．． 

税
額
納
付
後
に
そ
の
還
付
を
求
め
る
訴
訟
を
裁
判
所
に
提
起
す
る
も
の
で

あ
り
、
特
に
内
国
歳
入
の
場
合
は
還
付
請
求
訴
訟

(
r
e
f
u
n
d
suit)

の
名

(

2

7

)

（

28)

（

29) 

で
呼
ば
れ
て
い
る
。
な
お
、
関
税
に
お
い
て
も
内
国
歳
入
に
お
い
て
も
頻

繁
な
制
度
改
正
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
一
九
二

0
年
代

ま
で
の
判
例
、
す
な
わ
ち
米
国
の
租
税
訴
訟
の
根
幹
を
形
成
し
た
も
の
を

扱
う
こ
と
と
す
る
。

内
容
・
歴
史
・
タ
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

ン
ロ
ー
上
の
権
利
に
対
し
て
憲
法
上
の
責
務
を
有
す
る
と
い
う
伝
統
的
な

(

3

1

)

 

観
念
を
ほ
ぽ
完
全
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
裁
判
所
が
コ

モ
ン
ロ
ー
に
基
づ
い
て
自
由
•
財
産
を
保
護
す
る
こ
と
は
三
権
分
立
上
重

要
な
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
〔
こ
れ
ら
の
利
益
は
〕
議
会
が
、
行
政
機

関
を
設
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
動
的
に
と
り
こ
め
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
」
＜
、
「
共
和
国
初
期
に
お
い
て
は
、
独
立
の
司
法
府
の
義
務
は
、
コ

モ
ン
ロ
ー
上
の
自
由
権
と
財
産
権

(
c
o
m
m
o
n
l
a
w
 
liberty 
a
n
d
 p
r
o
-

(
3
2
)
 

p
e
r
t
y
 
r
i
g
h
t
s
)

…
…
を
政
治
的
勢
力
か
ら
守
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
い

う
指
摘
は
、
ま
さ
に
こ
の
思
惟
律
の
存
在
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
同
様
の
指
摘
ほ
、
当
時
の
行
政
の
行
為
の
司
法
審
査
を
論
ず
る
文
献

(
3
3
)
 

に
お
い
て
も
散
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
違
憲
立
法
審
査
の
文

脈
で
も
司
法
裁
判
所
が
コ
モ
ン
ロ
ー
に
依
拠
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

(

3

4

)

 

る
が
、
こ
れ
も
参
考
と
な
ろ
う
。

A
型
の
思
惟
律
の
内
容
は
、
次
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
。

こ
の
思
惟
律
に
お
い
て
は
、
司
法
審
査
を
行
う
裁
判
所
が
果
た
す
べ
き

役
割
を
規
定
す
る
も
の
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
（
本
稿
で
ほ
財
産
権

に
限
定
し
て
い
る
）
に
対
す
る
司
法
裁
判
所
の
独
占
的
な
憲
法
上
の
責
務

と
い
う
観
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
裁
量
が
存
在
す
る
範
囲
は
、

連
邦
憲
法
の
司
法
権
規
定
（
ま
た
は
そ
れ
と
連
結
す
る
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス

条
項
）
に
よ
っ
て
、
既
に
一
律
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
議
会
が
行
政
裁
量
の
あ
り
方
を
左
右
す
る
余
地
は
原
則
と
し
て

無
い
（
但
し
、
第
三
点
と
し
て
述
べ
る
例
外
を
参
照
）
。
こ
こ
で
注
意
す

べ
き
こ
と
は
、
こ
の
責
務
の
有
無
は
、
単
に
そ
の
行
政
分
野
が
財
産
権
を

侵
害
す
る
も
の
か
否
か
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
判
定
は
、
ま
さ
に
第
一
章
ー
で
公
的
権
利
の
法
理
と
し
て
述
べ

た
も
の
と
同
じ
で
あ
り
、
歴
史
的
に
司
法
裁
判
所
が
取
り
扱
っ
て
き
た
審

判
事
項

(
s
u
b
j
e
c
t
m
a
t
t
e
r
s
)

へ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
観
念
さ
れ
る

司
法
的
紛
争
を
、
具
体
的
に
非
司
法
的
事
項
（
公
的
権
利
に
関
わ
る
事

項
）
の
中
か
ら
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
例
え
ば
、
本
章
III
で
述
べ
る
通
り
、
一
般
論
と
し
て
は
財
産
の

侵
害
で
は
な
く
恩
恵
の
付
与
と
整
理
さ
れ
て
い
る
公
有
地
の
下
付
も
、
場

合
に
よ
っ
て
は
、
司
法
裁
判
所
の
審
理
に
服
す
こ
と
が
あ
る
。
わ
が
国
で

い
う
侵
害
行
政
・
給
付
行
政
と
い
う
行
政
の
類
型
化
と
ほ
区
別
が
必
要
で

あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
権
利
へ
の
影
響
の
有
無
が
観
察
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。A

型
の
思
惟
律
の
第
二
の
特
徴
は
、
右
の
判
定
方
法
に
よ
っ
て
司
法
が

関
与
す
べ
含
論
点
が
発
見
さ
れ
た
と
き
の
、
そ
の
後
の
処
理
方
法
で
あ
る
。

司
法
が
関
与
す
べ
き
論
点
と
は
、
憲
法
上
、
司
法
裁
判
所
の
固
有
の
責
務

の
範
囲
に
は
い
る
司
法
的
紛
争
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
お
け
る
コ
モ
ン
ロ

ー
上
の
権
利
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
判
断
を
行
政
機
関
の
裁
量
に
委
ね

る
こ
と
は
一
切
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
自
身
が
必
要
な

(

3

5

)

 

事
実
を
認
定
し
、
法
律
を
解
釈
・
適
用
し
て
判
断
を
下
し
、
そ
れ
を
行
政

(

3

6

)

 

機
関
の
判
断
に
代
置
す
る
こ
と
(
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
o
f
 
j
u
d
g
m
e
n
t
)
が
行
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

A
型
の
思
惟
律
に
お
け
る
行
政
裁
量
の
外
延
は
、
こ

の
よ
う
な
判
断
代
置
に
よ
っ
て
、
法
律
上
お
よ
び
事
実
上
設
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、

A
型
の
思
惟
律
に
お
け
る
行
政
裁
量
は
、
憲
法

上
一
律
に
司
法
関
与
が
禁
止
さ
れ
る
結
果
と
し
て
の
行
政
裁
量
と
い
う
こ

と
が
で
き
、
こ
こ
で
は
も
は
や
司
法
裁
判
所
の
判
断
で
き
る
も
の
が
残
っ

107 (4 • 155) 671 
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て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
裁
判
所
は
一
切
関
与
で
き
な
い
。
以
上

に
よ
り
、

A
型
の
思
惟
律
は
、
判
断
代
置
か
審
査
排
除
か
と
い
う
、
二
者

(

3

7

)

 

択
一
の
審
査
方
法
し
か
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

A
型
の
思
惟
律
の
場
合
、
行
政
解
釈
は
、
一
方
当
事
者
の
法
律
上
の
主
張
、

ま
た
は
「
専
門
家
の
証
言
」
と
し
て
の
み
参
照
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考

(

3

8

)

 

え
ら
れ
る
。

第
一
一
一
に
、
右
に
述
べ
た
こ
と
の
う
ち
、
第
一
点
に
は
、
重
大
な
例
外
が

あ
る
。
租
税
の
よ
う
に
財
産
侵
害
を
予
定
す
る
行
政
分
野
に
お
い
て
は
、

非
司
法
的
性
格
の
事
項
（
公
的
権
利
に
関
わ
る
事
項
）
の
中
に
司
法
的
紛

争
を
観
念
し
こ
れ
を
取
り
出
す
と
、
行
政
機
関
固
有
の
判
断
事
項
が
全
く

残
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
右
に
述
べ
た
原
則
で
は
対
処
し

き
れ
な
い
状
況
が
生
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
取
り
出
さ
れ
た
司
法
的
紛
争

の
全
て
に
つ
い
て
司
法
裁
判
所
が
判
断
を
下
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
非
司
法

的
事
項
た
る
性
格
が
失
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
逆
に
、
非
司
法
的
事
項

た
る
こ
と
を
維
持
し
、
行
政
機
関
の
固
有
の
判
断
事
項
を
残
そ
う
と
す
れ

ば
、
司
法
裁
判
所
の
権
限
が
縮
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
租
税
上
の
問
題

は
、
非
司
法
的
事
項
で
あ
っ
て
司
法
裁
判
所
が
関
わ
る
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
要
請
と
、
司
法
的
紛
争
に
対
す
る
司
法
裁
判
所
の
責
務
と
い
う
要
請

と
が
二
律
背
反
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
何
ら
か
の
妥
協
を
認
め
る
他

は
な
い
状
況
な
の
で
あ
る
。
そ
の
妥
協
策
と
し
て
採
用
さ
れ
た
方
向
は
、

議
会
に
右
の
ジ
レ
ン
マ
の
解
決
を
委
ね
る
こ
と
と
し
、
議
会
が
非
司
法
的

事
項
た
る
こ
と
の
維
持
を
選
択
し
た
場
合
は
、
そ
の
論
点
に
つ
い
て
行
政

．．．． 

機
関
の
独
占
的
な
判
断
（
行
政
裁
量
）
を
許
容
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

但
し
、
議
会
が
行
政
裁
量
に
委
ね
る
選
択
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、

司
法
的
紛
争
の
中
で
最
も
司
法
裁
判
所
の
機
能
か
ら
遠
い
一
定
の
事
項

（
法
的
な
判
断
が
不
要
で
単
に
事
実
の
争
い
に
過
ぎ
な
い
場
合
の
価
格
評

価
な
ど
）
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
項
は
、
元
来
司
法
裁
判
所

に
よ
る
判
断
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
議
会
が
特
に
司
法
関
与
を
認

め
る
よ
う
な
規
定
を
置
く
場
合
は
、
当
然
に
司
法
裁
判
所
は
そ
れ
に
つ
い

．．．．． 

て
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
に
よ
り
、
議
会
が
選
択

••••••••• 
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
裁
判
所
が
判
断
す
る
こ
と
も
、
行
政
裁
量
に
委

ね
ら
れ
る
こ
と
も
可
能
な
事
項
が
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第

一
章
ー
で
公
的
権
利
の
法
理
へ
の
疑
念
と
し
て
指
摘
し
た
「
議
会
の
選

択
」
の
意
義
に
つ
い
て
の
、
一
応
の
回
答
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、

A
型
の
思
惟
律
の
確
立
に
際
し
て
は
、
特
に
支
障
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、

110世
紀
初
頭
に
、
連
邦
最
高
裁
は
第
三
章
で

述
べ
る
B
型
の
思
惟
律
を
形
成
し
、
新
た
に
設
立
さ
れ
る
行
政
機
関
に
そ

の
適
用
範
囲
を
広
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
一
九
世
紀

以
来
の
連
邦
行
政
の
司
法
審
査
に
お
い
て
は
な
お
A
型
で
自
ら
を
規
律
し

続
け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
思
惟
律
の
並
立
状
態
は
、
少
な
く
と
も
一
九

――-
0年
代
ま
で
続
い
て
い
る
。
ま
た
、
思
惟
律
の
交
替
と
い
う
点
で
は
、

第一一一章
II
「
二
歴
史
」
で
述
べ
る
通
り
A
型
こ
そ
が
B
型
の
母
胎
と
な

っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ニ
ク
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー

A
型
の
思
惟
律
に
つ
い
て
は
、
判
例
上
、
特
に
そ
の
第
一
点
が
卒
直
に

述
べ
ら
れ
る
例
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
多
く
の
場
合
に
は
、
コ

モ
ン
ロ
ー
や
ニ
ク
イ
テ
ィ
ー
上
の
各
救
済
方
式
に
つ
い
て
伝
統
的
に
形
成

さ
れ
た
法
理
に
お
け
る
用
語
、
ま
た
は
民
事
訴
訟
に
お
け
る
用
語
に
起
源
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量{1)

を
有
す
る
表
現
を
借
用
し
て
結
論
を
正
当
化
す
る
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
後
者
の
よ
う
な
借
用
関
係
を
整
理
し
、
そ
の
借
用
の
実
質
が
、

そ
の
歴
史
的
起
源
で
は
な
く
、

A
型
の
思
惟
律
に
よ
っ
て
統
一
的
に
理
解

さ
れ
る
と
い
う
主
張
の
た
め
の
準
備
と
す
る
。

行
政
行
為
の
司
法
審
査
を
求
め
る
た
め
に
マ
ン
デ
イ
マ
ス
が
用
い
ら
れ

た
場
合
、
裁
判
所
は
、
「
事
務
的
・
裁
量
的

(
m
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
a
n
d
 discreti, 

o
n
a
r
y
)
」
と
い
う
区
別
を
用
い
、
マ
ン
デ
イ
マ
ス
は
「
事
務
的
行
為
」
に

(

3

9

)

 

つ
い
て
の
み
発
給
さ
れ
る
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
「
事
務
的
」
と

は
、
一
義
的
に
結
論
が
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
行
政
裁
量
に
懸
念
す
る
こ
と

な
く
自
ら
判
断
を
下
せ
る
と
裁
判
所
が
考
え
る
論
点
に
与
え
ら
れ
る
形
容

(

4

0

)

 

で
あ
る
。
ま
た
、
「
事
務
的
・
裁
量
的
」
行
為
の
区
別
が
一
ー
一
権
分
立
上
要

請
さ
れ
る
原
則
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
マ
ン
デ
イ
マ
ス
に
固
有
の
法
理

で
は
な
い
と
し
て
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

な
お
、
司
法
裁
判
所
が
関
与
で
き
な
い
判
断
事
項
は
、
単
に
裁
量

(di,

(

4

2

)

 

s
c
r
e
t
i
o
n
)
と
呼
ば
れ
る
ほ
か
、
「
判
断
権
・
裁
量
権
の
行
使
(
e
x
e
r
c
i
s
e
o
f
 

j
u
d
g
m
e
n
t
 
a
n
d
 
d
i
s
c
r
e
t
i
o
n
)
」
が
”
凶
声
K
な声デ古
K
と
い
う
表
現
も
、
当
時

(

4

3

)

 

の
判
決
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
。

次
に
、
特
に
租
税
（
内
国
歳
入
•
関
税
）
お
よ
び
公
有
地
下
付
に
関
す

る
判
例
で
は
、
民
事
訴
訟
法
理
論
に
お
け
る
司
法
判
決
無
効
の
法
理
ま
た

は
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
ア
タ
ッ
ク
の
法
理
を
基
礎
と
し
た
表
現
が
持
ち
込
ま
れ

(

4

4

)

 

て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
お
け
る
終
決
性
の

法
理
の
一
環
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
誤
り
を
有
す
る
判
決
を
、
①
単
な
る

違
法

(
i
r
r
e
g
u
l
a
r
)

も
し
く
は
一
定
の
手
続
に
よ
っ
て
無
効
と
し
う
る

(
v
o
i
d
a
b
l
e
)

も
の
と
、
②
無
効
(
v
o
i
d
)

な
も
の
と
に
分
類
し
、
こ
れ
に

応
じ
て
攻
撃
方
法
を
整
理
す
る
理
論
で
あ
る
。
①
の
場
合
は
、
直
接
そ
の

司
法
判
決
を
攻
撃
す
る
た
め
に
法
律
上
規
定
さ
れ
た
攻
撃
方
法
、
す
な
わ

ち
直
接
的
攻
撃

(
d
i
r
e
c
t
a
t
t
a
c
k
)

に
依
ら
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
攻
撃
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
方
、
た
だ
ち
に
無
効
と
い
え
る
程
の
誤
謬
を
含

む
②
の
司
法
判
決
に
つ
い
て
は
、
直
接
的
攻
撃
に
よ
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
が
、
別
個
の
主
題
を
持
つ
独
立
の
訴
訟
に
お
い
て
付
随
的
に
こ
れ
を
攻

撃
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
は
付
随
的
攻
撃
(collateral
a
t
t
a
c
k
)
と
呼

(

4

5

)

 

ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
分
類
が
司
法
判
決
に
つ
い
て
形
成
さ
れ
た
法
理

で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
が
行
政
決
定
を
攻
撃
す
る
際
に
転
用
さ

れ
る
べ
き
必
然
的
な
理
由
は
な
く
、
便
宜
的
な
定
式
と
し
て
借
用
さ
れ
た

も
の
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
議
論
は
、
行
政

の
行
為
に
係
る
訴
訟
全
体
を
直
接
的
攻
撃
と
付
随
的
攻
撃
の
二
類
型
に
分

(

4

6

)

 

け
て
そ
の
審
査
内
容
を
吟
味
す
る
議
論
と
は
、
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

行
政
決
定
の
攻
撃
に
応
用
さ
れ
た
場
合
の
直
接
的
攻
撃
の
語
は
、
必
ず

し
も
常
に
司
法
裁
判
所
に
よ
る
救
済
を
示
唆
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

(

4

7

)

 

行
政
機
関
内
の
不
服
申
立
て
の
み
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
。
本
章
I
で

述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
の
連
邦
議
会
は
、
行
政
機
関
を
設
置
し
て
も
そ
の

決
定
を
直
接
攻
撃
で
き
る
司
法
審
査
規
定
を
置
く
こ
と
は
ま
ず
無
か
っ
た
。

公
有
地
や
租
税
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
直

接
的
攻
撃
を
定
め
る
立
法
は
皆
無
で
あ
っ
た
か
ら
、
利
用
で
き
る
司
法
救

済
は
付
随
的
攻
撃
訴
訟
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で

は
、
個
々
の
論
点
が
付
随
的
攻
撃
訴
訟
で
争
い
う
る
か
ど
う
か
が
、
ま
さ

に
司
法
救
済
が
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
分
か
れ
目
と
な
る
極
め
て
重
要
な

問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
付
髄
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研 究

個
々
の
事
案
に
お
い
て
裁
判
所
が
な
ぜ
、
事
務
的
ま
た
は
裁
量
的
と
判

皿

的
攻
撃
訴
訟
で
争
う
こ
と
が
で
き
ず
直
接
的
攻
撃
し
か
許
さ
れ
な
い
」
と

い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
で
表
現
さ
れ
る
論
点
に
つ
い
て
は
、
行
政
決
定
の
終
決

(

4

8

)

 

性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
の
判
断
基
準
こ
そ
が
、

こ
こ
で
の
関
心
対
象
な
の
で
あ
る
。

民
事
訴
訟
法
理
論
上
は
、
司
法
判
決
の
無
効
事
由
ま
た
は
コ
ラ
テ
ラ

ル
・
ア
タ
ッ
ク
の
事
由
と
し
て
、
管
轄
権
の
欠
鋏
、
錯
誤

(
m
i
s
t
a
k
e
)
、

(

4

9

)

 

詐
偽
(
f
r
a
u
d
)

な
ど
の
存
在
す
る
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
次
項
III

で
述
べ
る
通
り
、
本
稿
で
扱
う
判
例
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
応
用
し
て
、

「
準
管
轄
的
事
実
と
は
区
別
さ
れ
る
管
轄
的
事
実
が
関
わ
る
と
き
」
「
行
政

官
が
そ
の
管
轄
を
越
え
た
と
き
」
「
管
轄
内
で
あ
っ
て
も
行
政
官
が
詐
偽

等
の
意
図
を
も
っ
て
決
定
し
た
と
き
」
「
事
実
問
題
に
つ
い
て
の
土
地
部

局
の
決
定
で
あ
っ
て
も
行
政
官
の
詐
偽
等
が
あ
る
と
き
」
な
ど
の
表
現
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
ど
の
訴
訟
が
付
随
的
攻
撃
ま
た
は
直
接
的
攻

(

5

0

)

 

撃
で
あ
る
か
の
判
定
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し

少
な
く
と
も
租
税
の
場
合
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
は
、
税
額
を
争
う
某
本
的

な
救
済
方
式
で
あ
る
納
付
税
額
の
返
還
請
求
訴
訟
が
、
州
レ
ベ
ル
で
は
こ

れ
に
租
税
上
の
行
政
決
定
の
執
行
を
制
止
す
る
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
を

(
5
1
)
 

加
え
た
も
の
が
、
と
も
に
付
随
的
攻
撃
訴
訟
と
分
類
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

公
有
地
下
付
に
関
す
る
訴
訟
の
中
で
は
、
私
人
間
の
ニ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
ト

（
不
動
産
占
有
回
復
訴
訟
）
が
付
随
的
攻
撃
訴
訟
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い

(
5
2
)
 

る。

具
体
的
運
用

断
し
、
付
随
的
訴
訟
で
争
い
う
る
論
点
で
あ
る
と
判
断
し
、
あ
る
い
は
事

実
問
題
と
し
た
か
を
考
察
す
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
表
現
と
そ
の
実
質
と
が

必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
一
九
―

-
0年
代
に
は

(

5

3

)

 

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
表
現
の
背

後
に
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
共
通
の
思
惟
律
の
存
在
を
、
各
行
政
分

野
毎
に
検
討
す
る
。
制
度
の
構
造
上
、
公
有
地
の
下
付
制
度
が
も
っ
と
も

豊
富
な
素
材
を
提
供
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
こ
れ
に
よ
っ
て
、

A
型
の
思

惟
律
の
具
体
的
な
働
き
方
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

(

5

4

)

 

一
公
有
地
の
下
付

公
有
地
を
一
定
の
私
人
に
優
先
的
に
譲
渡
す
る
制
度
は
、
そ
れ
が
プ
リ

ニ
ン
プ
シ
ョ
ン
（
優
先
的
買
受
け
）
で
あ
れ
ホ
ー
ム
ス
テ
ッ
ド
（
無
償
譲

受
け
）
で
あ
れ
、
私
人
か
ら
見
れ
ば
恩
恵
で
あ
り
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権

(

5

5

)

 

利
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
公
有
地
下
付
制
度
の
基
本
的

な
性
格
で
あ
る
。
し
か
し
、
下
付
が
所
有
権
の
移
転
で
あ
る
以
下
、
公
有

地
譲
渡
の
後
に
生
じ
た
紛
争
は
私
人
の
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
に
か
か
わ

り
う
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
裁
判
所
は
責
務
を
有
す
る
こ
と
に

(
5
6
)
 

な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
公
有
地
の
下
付
制
度
に
お
け
る
裁

判
所
の
役
割
を
最
も
明
確
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、

Uni,

(

5

7

)

 

t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 
e
x
 rel. 
M
c
B
r
i
d
e
 
v. 
S
c
h
u
r
z
 (
1
8
8
0
)

で
4
3
る
。
こ

h
は、

後
に
極
め
て
よ
く
引
用
さ
れ
る
次
の
よ
う
な
一
般
論
を
述
べ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
連
邦
議
会
は
土
地
に
対
す
る
合
衆
国
の
権
原

(
t
i
t
l
e
)

を
市
民

に
移
転
す
る
法
律
シ
ス
テ
ム
を
作
っ
た
が
、
こ
れ
に
関
し
、
「
当
裁
判
所

は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
原
(
t
h
e
l
e
g
a
l
 
title)

が
な
お
合
衆
国
に
あ
り
、

市
民
の
権
原
取
得
手
続
き
が
、
議
会
の
設
立
し
た
特
別
機
関
に
係
属
中
で
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

あ
る
限
り
、
裁
判
所
は
当
該
機
関
の
権
限
行
使
を
統
制
す
る
為
の
介
入
を

し
な
い
と
い
う
法
理

(
d
o
c
t
r
i
n
e
)

を
、
強
力
に
維
持
し
て
き
た
。
」

(
a
t
 3
9
6
)

し
か
し
同
時
に
、
「
公
有
地
譲
渡
証
書

(
a
p
a
t
e
n
t
)

が
市
民

に
発
行
さ
れ
、
土
地
の
権
原
が
政
府
か
ら
移
転
し
た
後
に
は
、
誰
が
真
の

土
地
所
有
者
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
適
切
な
裁
判
所
に
お
い
て
、
事

案
に
必
要
な
限
り
全
て
の
考
慮
の
対
象
と
な
る
。
こ
れ
は
合
衆
国
が
原
告

と
な
っ
て
公
有
地
譲
渡
証
書
の
取
消
(set
a
s
i
d
e
)
、
権
原
返
還
の
訴
え
を

お
こ
す
場
合
で
あ
っ
て
も
、
私
人
が
被
譲
渡
者
に
対
し
て
ニ
ク
イ
テ
ィ
ー

上
の
理
由
で
救
済
を
求
め
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
様
で
あ
る

(
a
t

3
9
6
)
。」

こ
の
判
決
は
マ
ン
デ
イ
マ
ス
の
訴
求
例
で
あ
っ
た
が
、
同
じ
考
え
方
は

(
5
8
)
 

イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
場
合
で
も
明
示
的
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
右
に

代
表
さ
れ
る
裁
判
所
の
考
え
方
は
、
救
済
方
式
の
別
を
問
わ
ず
妥
当
し
て

い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
は
、
種
々
の
救
済
方
式
自
体
を
統
合
的
に
使
い
分
け

る
た
め
の
基
礎
と
も
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
次
の

通
り
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

A
型
の
思
惟
律
の
典
型
的
な
表
明
と
い
え
る
。

(

a

)

司
法
介
入
の
要
否
の
基
準
は
、
合
衆
国
か
ら
私
人
へ
の
権
原
移

転
の
有
無
で
あ
る
。
権
原
移
転
の
有
無
を
判
定
す
る
た
め
に
裁
判
所
は
、

「
公
有
地
の
下
付
手
続
の
ど
の
段
階
で
、
合
衆
国
の
権
原
が
私
人
に
移
転

し
た
と
す
べ
き
か
」
、
お
よ
び
「
そ
も
そ
も
係
争
土
地
が
、
私
人
へ
の
付

与
を
予
定
す
る
種
類
の
公
有
地
で
あ
る
か
否
か
」
に
つ
い
て
、
法
律
解
釈
、

事
実
認
定
、
法
の
適
用
に
及
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
右
に
引
用
し
た
判
決

は
、
下
付
手
続
の
ど
の
段
階
で
権
原
移
転
が
起
き
る
か
を
裁
判
所
自
身
の

(

5

9

)

 

判
断
に
よ
っ
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
が
公
有
地
取
得
の
条

件
と
し
て
、
一
定
の
証
明
書
の
発
行
後
、
立
入
(
e
n
t
r
y
)

の
適
法
性
に
つ

い
て
「
提
起
中
の
異
議
」
な
く
二
年
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
と
定
め
る
事

案
に
お
い
て
は
、
権
原
移
転
の
有
無
を
判
定
す
る
一
作
業
と
し
て
、
裁
判

所
自
身
が
「
提
起
中
の
異
議
」
の
意
味
を
確
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

(

6

0

)

 

ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
土
地
が
、
私
人
へ
の
下
付
の

対
象
と
な
ら
な
い
公
有
地
（
軍
用
保
留
地
な
ど
）
で
あ
っ
た
り
、
そ
も
そ

も
公
有
地
で
は
な
く
私
有
地
で
あ
れ
ば
、
合
衆
国
か
ら
の
権
原
移
転
は
あ

り
え
な
い
。
こ
の
点
も
、
救
済
方
式
を
問
わ
ず
、
裁
判
所
が
判
断
代
置
す

(

6

1

)

 

べ
き
問
題
点
と
な
る
。

(
b
)

他
方
、
裁
判
所
が
介
入
で
き
な
い
の
は
、
公
有
地
の
権
原
が
私

人
に
移
転
さ
れ
る
前
の
段
階
で
な
さ
れ
た
行
政
機
関
の
判
断
に
つ
い
て
で

あ
る
。
公
有
地
の
優
先
的
な
受
取
り
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
の
数
々

の
法
律
上
の
定
め
（
一
定
の
年
数
の
立
入
、
耕
作
実
績
等
々
）
に
関
し
、

土
地
部
局
が
下
し
た
判
断
（
法
律
、
事
実
の
全
て
に
及
ぶ
）
に
つ
い
て
、

(

6

2

)

 

司
法
裁
判
所
は
一
切
介
入
で
き
な
い
。
公
有
地
を
誰
に
下
付
す
る
か
と
い

う
事
項
は
司
法
的
紛
争
で
は
な
い
こ
と
、
視
点
を
変
え
れ
ば
、
公
有
地
取

得
は
、
合
衆
国
政
府
が
自
由
に
付
与
し
ま
た
は
撤
回
す
る
こ
と
も
で
き
る

贈
り
物
(
a
gift)
あ
る
い
は
受
益

(
a
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
)
と
い
う
「
特
権
」

で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
(

a

)

（b
)
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
点
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。
ま
ず
、
私
人
が
、
第
三
者
に
下
付
さ
れ
た
公
有
地
譲
渡
証
書

の
適
法
性
を
否
定
し
て
、
「
自
ら
に
証
書
を
与
え
よ
」
と
す
る
主
張
に
つ

い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
見
、
権
利
移
転
後
の
段
階
の
事
案
の
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
主
張
の
う
ち
、
自
ら
の
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
侵
害
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研 究

を
根
拠
と
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
裁
判
所
が
判
断
す
る
が
、
土
地
部
局
が

第
三
者
に
権
原
を
付
与
し
た
判
断
内
容
を
問
う
部
分
に
つ
い
て
は
、
行
政

(
6
3
)
 

官
の
裁
巌
と
さ
れ
る
。
第
二
に
、
権
原
の
移
転
前
の
段
階
で
マ
ン
デ
イ
マ

ス
や
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
訴
求
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
判
例
の
扱
い

に
多
少
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
土
地
部
局
で
の
審
査
中
ま
た
は

審
査
前
の
段
階
へ
の
司
法
介
入
で
あ
る
か
ら
、
事
前
介
入
の
是
非
と
し
て

も
論
じ
ら
れ
う
る
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
事
前
介
入
の

許
容
性
の
問
題
と
、
裁
量
・
非
裁
量
と
い
う
本
案
の
問
題
が
絡
み
あ
っ
て

い
る
こ
と
を
留
保
し
た
上
で
、
右
に
述
べ
て
き
た
も
の
と
同
種
の
考
え
方

の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
典
型
例
が
、
第
三
者
が
提
出

し
た
公
有
地
優
先
的
買
受
け
の
申
請
の
審
査
を
制
止
す
る
理
由
と
し
て
、

自
己
が
当
該
土
地
の
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
所
有
者
で
あ
り
、
そ
の
土
地
は
そ

も
そ
も
公
有
地
で
は
な
い
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ

は
私
人
の
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
が
関
わ
っ
て
い
る
主
張
で
あ
る
か
ら
、

裁
判
所
は
こ
の
点
の
主
張
が
正
し
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
み
判
断
を
下

し
て
い
る
の
で
あ
紐
。
第
三
に
、
私
人
へ
の
権
原
移
転
後
に
、
合
衆
国

（
土
地
部
局
）
が
自
ら
の
決
定
つ
ま
り
公
有
地
譲
渡
証
書
を
取
り
消
し
た

い
と
考
え
る
と
き
は
、
(

a

)

に
従
え
ば
、
こ
れ
は
裁
判
所
の
判
断
す
べ

き
問
題
の
は
ず
で
あ
る
。
実
際
判
例
は
、
土
地
部
局
限
り
で
取
り
消
す
こ

と
を
認
め
ず
、
第
一
章
I
で
述
べ
た
意
味
で
の
「
司
法
的
性
格
」
や
、
「
デ

ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
反
す
る
」
と
い
う
語
を
用
い
て
、
合
衆
国
が
原
告
と
な

る
訴
訟
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
判
示
し
、
裁
判
所
を
フ
ォ
ー

(

6

5

)

 

ラ
ム
と
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

さ
て
、
以
上
の
介
入
基
準
は
、
本
項
の
冒
頭
で
引
用
し
た
判
決
の
よ
う

に
、
率
直
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
伝
統
的
法
理
の
用
語
を
借
用

し
て
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
伝
統
的
法
理
に
よ
る
表

現
は
、
す
べ
て
こ
の
基
準
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

マ
ン
デ
イ
マ
ス
及
び
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
既
述
の
通

り
、
一
般
に
「
事
務
的
・
裁
量
的

(
m
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
a
n
d
 d
i
s
c
r
e
t
i
o
n
a
r
y
)
」

行
為
と
い
う
判
断
枠
組
み
が
通
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

(
b
)
の
判
断

は
、
「
裁
量
的

(
d
i
s
c
r
e
t
i
o
n
a
r
y
)
」
で
あ
る
が
故
に
裁
判
所
が
そ
の
審
査

を
一
切
行
え
な
い
と
論
じ
ら
れ
る
も
の
に
相
当
し
、
他
方
、
(

a

)

に
挙

(

6

6

)

 

げ
た
点
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
事
務
的
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

(

a

)

に
関
わ
る
判
例
の
中
に
は
、
特
に
説
明
す
る
こ
と
な
く
「
事
務
的
」

と
断
定
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
《
権
原
が
私
人
に
移
転
し
た
後
は
、
〔
問
題

は
〕
裁
判
所
の
権
限
の
範
囲
に
移
り
、
逆
に
行
政
官
の
権
限
は
消
失
す
る
。

権
限
消
失
後
に
な
お
土
地
部
局
が
何
ら
か
の
行
為
を
行
え
ば
、
そ
れ
は
権

限
躁
越

(
u
l
t
r
a
v
i
r
e
s
)

も
し
く
は
越
権

(
b
e
y
o
n
d
t
h
e
 s
c
o
p
e
 

o
f
 
h
i
s
 

a
u
t
h
o
r
i
t
y
)

に
相
当
す
る
》
と
い
う
説
明
を
与
え
、
「
越
権
」
す
な
わ
ち

(

6

7

)

 

「
事
務
的
」
と
す
る
例
は
、
「
事
務
的
・
裁
量
的
」
と
い
う
ラ
ベ
リ
ン
グ
の

背
後
に
あ
る
思
考
を
明
確
に
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
私
人
が
、
公
有
地
譲
渡
を
受
け
た
別
の
私
人
を
被
告
と
し
て
自

ら
の
権
利
を
主
張
す
る
エ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
ト
（
不
動
産
回
復
訴
訟
）
が
提

起
さ
れ
た
場
合
は
、
(

a

)

に
挙
げ
た
点
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
言
い

換
え
れ
ば
、
そ
の
他
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
公
有
地
譲
渡
証
書
（
に
具
体

化
さ
れ
た
行
政
決
定
）
の
内
容
が
終
決
的

(
c
o
n
c
l
u
s
i
v
e
)

に
な
る
と
判

(

6

8

)

 

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
裁
判
所
は
次
の
定
式
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の

運
用
は
(

a

)

と

(
b
)
の
基
準
に
規
律
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

(

6

9

)

 

そ
の
定
式
と
は
、
こ
の
救
済
方
式
を
付
随
的
攻
撃
訴
訟
と
し
、
土
地
部
局

の
行
為
を
広
い
意
味
で
の
司
法
的
性
格
を
有
す
る
も
の
と
特
徴
付
け
た
上

で
、
お
よ
そ
司
法
的
行
為
は
、
そ
れ
を
付
随
的
に
攻
撃
す
る
訴
訟
に
お
い

て
は
終
決
的
で
あ
る
と
す
る
原
則
を
援
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

《
管
轄
的
事
実
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
付
随
的
攻
撃
訴
訟
に
お
い
て
争
う
こ

と
が
で
き
る
が
、
準
管
轄
的
事
実
で
あ
れ
ば
争
え
な
い
》
と
い
う
説
明
を

用
い
る
場
合
、
そ
こ
で
管
轄
的
事
実
と
さ
れ
た
も
の
の
内
容
は
(

a

)

に

(

7

1

)

 

他
な
ら
な
い
。
単
に
、
当
該
決
定
が
行
政
官
の
管
轄
内
も
し
く
は
権
限
内

に
な
い
場
合
は
終
決
性
の
例
外
で
あ
る
と
述
べ
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
こ

で
も
、
管
轄
を
越
え
た
場
合
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
(

a

)

で

お
釈
。
他
方
、
行
政
の
行
為
に
終
決
性
を
認
め
る
場
合
は
、
《
事
実
問
題
に

(

7

3

)

 

関
す
る
判
断
は
終
決
的
で
あ
る
》
と
い
う
定
式
の
方
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

典
型
例
は
、
「
合
衆
国
の
公
有
地
制
度
の
運
営
に
関
し
て
は
、
事
実
問
題

(
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
o
f
 
fact)
は
土
地
部
局
の
審
査
・
判
断
に
付
さ
れ
る
べ
ぎ
問

題
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
決
定
は
終
局
的

(final)

で
あ
る
。
記
録

で
は
な
く
口
頭
の
証
言
に
基
、
つ
く
事
実
問
題
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
終
決

的

(
c
o
n
c
l
u
s
i
v
e
)

で
あ
り
、
詐
偽

(
f
r
a
u
d
)

な
ど
が
主
張
さ
れ
る
場
合

を
除
け
ば
、
裁
判
所
で
再
び
争
う
こ
と
は
で
き
な
い

(
n
o
t
o
p
e
n
 t
o
 reli, 

(

7

4

)

 

tigation)
」
と
い
う
判
示
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
居
住
の
有
無
、
農
耕
の

有
無
な
ど
が
「
証
言
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
実
問
題
」
と
さ
れ

(

7

6

)

 

で
あ
る
。

(

7

5

)

 

た
が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
判
断
は

(
b
)

な
お
、
付
言
す
れ
ば
、

A
型
の
思
惟
律
は
公
有
地
判
例
に
お
い
て
は
、

救
済
方
式
の
選
択
の
際
に
も
働
き
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
°
《
コ
モ
ン

ロ
ー
上
の
権
利
が
関
わ
る
限
り
、
裁
判
所
が
判
断
代
置
す
る
》
こ
と
を
一

歩
進
め
れ
ば
、
《
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
が
関
わ
る
場
合
は
、
裁
判
所
が

そ
の
論
点
に
つ
い
て
過
不
足
な
く
判
断
で
き
る
よ
う
な
救
済
方
式
を
通
じ

て
、
事
案
が
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》
と
い
う
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
自
ら
に
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、

第
三
者
へ
の
公
有
地
下
付
を
争
そ
う
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
マ
ン
デ
イ

マ
ス
や
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
訴
求
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
訴
訟
の
当
事

者
（
原
告
た
る
私
人
と
、
合
衆
国
の
行
政
官
）
だ
け
が
攻
撃
防
御
で
き
る

状
況
で
は
、
第
三
者
が
既
に
得
て
い
る
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
に
つ
い
て

の
攻
撃
防
御
が
な
さ
れ
な
い
た
め
、
必
須
の
当
事
者
が
欠
け

(
w
a
n
t
o
f
 

n
e
c
e
s
s
a
r
y
 parties)
、
救
済
方
式
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る

(

7

7

)

 

の
は
、
こ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
は
、
適
切
な
救
済
方
式
の

選
択
、
ま
た
は
「
マ
ン
デ
イ
マ
ス
は
他
に
適
切
な
救
済
方
式
が
な
い
と
き

に
限
り
、
発
給
さ
れ
る
」
と
い
う
マ
ン
デ
イ
マ
ス
や
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ

(

7

8

)

 

ン
の
補
充
性
と
い
う
伝
統
的
法
理
と
し
て
説
明
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る

が
、
そ
の
よ
う
に
優
先
順
位
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
の
背
後
に
は
、
右
の
よ

う
な
思
考
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
問
題

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
関
す
る
法
制
度
の
中
に
は
、
部
族
の
構
成
員
と
し
て

登
録
さ
れ
た
者
が
、
一
定
の
土
地
を
個
人
割
当
地

(
a
n
a
l
l
o
t
m
e
n
t
)

と

し
て
受
け
取
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
部
族
と
し
て
の
登
録
に
基
づ
い

て
公
有
地
が
個
人
割
当
地
と
し
て
付
与
さ
れ
る
と
い
う
制
度
で
あ
り
、
こ

の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
裁
判
所
の
介
入
某
準
は
公
有
地
下
付
の
場
合
と
同

じ
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
土
地
の
権
原
移
転
完
了
に
必
要
な
手
続
の
意
義
に
つ
い
て
解
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釈
し
、
事
実
認
定
に
基
づ
い
て
権
原
移
転
の
有
無
を
判
断
し
た
後
、
既
得

権
に
対
す
る
裁
判
所
の
責
務
を
極
め
て
強
い
調
子
で
述
べ
る
判
決
が
あ
る
。

「
立
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
権
利
が
既
得
の
状
態
に
な
っ
た

(
r
i
g
h
t
s

h
a
v
e
 b
e
c
o
m
e
 v
e
s
t
e
d
)
な
ら
ば
、
そ
の
権
利
が
執
行
府
行
政
官
の
行
為

に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
監
視
す
る
の
が
、
裁
判
所
の
義
務
で
あ

る
。
こ
れ
は
行
政
官
の
側
に
い
か
に
正
当
な
理
由
が
あ
っ
て
も
変
わ
ら
な

い
。
〔
法
律
に
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
異
議
の
提
出
が
な
さ
れ
な
か
っ
た

以
上
〕
関
係
人
の
割
当
地
に
対
す
る
権
原
は
確
定
し
絶
対
的
に
な
っ
た

(
f
i
x
e
d
 
a
n
d
 a
b
s
o
l
u
t
e
)

と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
務
長
官
が

譲
渡
証
書
を
交
付
す
る
と
い
う
行
為
は
、
事
務
的
(
m
i
n
i
s
t
e
r
r
i
a
l
)

な
も

(

7

9

)

 

の
で
あ
る
」
と
し
て
マ
ン
デ
イ
マ
ス
を
認
容
し
た
。
そ
し
て
、
本
件
の
制

度
が
土
地
の
権
原
移
転
で
あ
る
以
上
、
公
有
地
下
付
制
度
に
関
わ
る
判
例

で
用
い
ら
れ
て
き
た
原
則
、
す
な
わ
ち
《
裁
判
所
は
、
土
地
に
対
す
る
コ

モ
ン
ロ
ー
上
の
権
原
(legal
title 
t
o
 p
u
b
l
i
c
 
l
a
n
d
)
が
政
府
か
ら
私
人

に
移
転
し
た
場
合
に
の
み
作
動
す
べ
き
で
あ
る
》
と
い
う
原
則
か
ら
逸
脱

(

8

0

)

 

す
べ
ぎ
理
由
の
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
個
人
割
当
地
の
譲
渡
証
書
に
よ
る
権
利
移
転
後
に
合
衆
国
が
自

ら
の
決
定
を
取
り
消
し
た
い
と
考
え
た
場
合
は
、
公
有
地
の
場
合
と
同
様
、

合
衆
国
が
原
告
と
な
っ
て
譲
渡
証
書
を
取
り
消
す
た
め
の
訴
訟
を
提
起
し
、

(

8

1

)

 

裁
判
所
の
審
理
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
上
は
、
個
人
割
当
地
の

決
定
は
最
終
的
と
い
う
定
め
が
あ
っ
た
が
、
判
決
は
そ
れ
を
敷
術
し
て
、

行
政
決
定
は
《
そ
れ
を
無
効
と
す
る
よ
う
な
詐
偽
や
法
律
上
・
事
実
上
の

錯
誤

(
f
r
a
u
d
o
r
 m
i
s
t
a
k
e
 o
f
 l
a
w
 o
r
 fact)

が
無
い
限
り
終
決
的
で

(

8

2

)

 

あ
る
》
と
述
べ
て
い
る
。

三
租
税
（
関
税
・
内
国
歳
入
）

こ
こ
で
は
、
租
税
関
係
の
訴
訟
の
中
か
ら
、
税
額
を
争
う
も
の
だ
け
を

取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
第
一
章
ー
で
述
べ
た
通
り
、
課
税
は
そ
の
性

質
上
司
法
的
な
事
柄
で
は
な
い
か
ら
、
公
的
権
利
の
法
理
に
よ
り
、
裁
判

所
の
判
断
に
服
せ
し
め
る
よ
う
な
論
点
を
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
司
法

(

8

3

)

 

審
査
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
は
、
《
私
人
が
合
衆
国
に
対
し
て
（
租
税
）

(

8

4

)

 

債
務
を
負
う
か

(
i
n
d
e
b
t
n
e
s
s
)
》
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
主
権
免
責
の
問

題
さ
え
な
け
れ
ば
、
一
般
に
こ
の
問
題
は
司
法
裁
判
所
の
審
判
事
項
(
S
U
・

b
j
e
c
t
 
m
a
t
t
e
r
)

と
な
る
。
ま
た
、
課
税
は
財
産
へ
の
侵
害
で
あ
る
と
い

う
点
に
鑑
み
て
も
、
裁
判
所
は
租
税
に
関
す
る
行
政
機
関
の
行
為
に
対
し

強
い
関
心
を
抱
く
は
ず
で
あ
る
。
合
衆
国
最
初
の
関
税
法
は
訴
訟
規
定
を

お
い
て
い
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
救
済
方
式
が
判
例
法
に
よ
っ
て
形
成

(

8

6

)

 

さ
れ
た
こ
と
は
、
裁
判
所
の
特
別
の
関
心
を
裏
付
け
る
も
の
と
い
え
る
。

な
ぜ
な
ら
、
当
時
の
最
高
裁
は
お
よ
そ
全
て
の
法
的
紛
争
に
司
法
救
済
が

(

8

7

)

 

必
要
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
《
私
人
が
合
衆
国
に
対
し
て
租
税
債
務
を
負
う
か
》
と
い
う
司

法
的
紛
争
は
、
実
は
、
税
額
の
確
定

(
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
)

そ
の
も
の
に
他
な

ら
な
い
。
税
額
が
い
く
ら
で
あ
る
べ
き
か
は
司
法
裁
判
所
が
判
断
で
き
る

問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
連
邦
の
内
国
歳
入
の
事

例
で
は
、
納
税
額
に
関
わ
る
全
て
の
事
実
や
法
的
問
題
は
司
法
裁
判
所
の

(

8

8

)

 

守
備
範
囲
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
税
額
確
定
の
決
定
に
何
ら
か
の
終
決
性

を
認
め
て
《
詐
偽
等
の
無
い
限
り
終
決
的
で
あ
る
》
な
ど
と
い
う
定
式
を

(

8

9

)

 

用
い
る
こ
と
は
、
判
例
上
明
確
に
否
定
さ
れ
て
お
り
、
立
証
責
任
の
上
で

行
政
官
の
決
定
が
有
利
と
さ
れ
る
と
い
う
条
件
を
付
け
た
だ
け
の
始
審
的
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

な

(
d
e
n
o
v
o
)
審
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
内
国
歳
入
局

長
に
よ
る
税
額
確
定

(
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
)

の
決
定
は
、
納
税
義
務
の
存
す
る

額
に
つ
い
て
の
一
応
の
証
拠
と
な
る
に
過
ぎ
な
い

(
o
n
l
y
p
r
i
m
a
 
facie 

(

9

0

)

 

e
v
i
d
e
n
c
e
)
。」

関
税
の
場
合
も
、
内
国
歳
入
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
納
付
税
額
の

(

9

1

)

 

返
還
請
求
訴
訟
が
巡
回
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
て
い
た
時
期
に
お
い
て
は
、

(

9

2

)

 

裁
判
所
に
よ
る
始
審
的
な
審
理
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
二
六

年
に
設
立
さ
れ
、
一
九
八

0
年
ま
で
納
付
税
額
の
返
還
請
求
訴
訟
を
独
占

的
に
管
轄
し
て
い
た
関
税
裁
判
所

(
C
u
s
t
o
m
s
C
o
u
r
t
)

に
お
い
て
も
、(

9

3

)

 

納
税
者
側
に
立
証
責
任
を
負
担
さ
せ
つ
つ
、
始
審
的
審
理
を
行
っ
て
い
た
。

そ
の
後
身
で
あ
る
現
在
の
国
際
通
商
裁
判
所

(
C
o
u
r
t
o
f
 International 

(

9

4

)

 

T
r
a
d
e
)
で
も
同
様
で
あ
る
。

(

9

5

)

 

し
か
し
、
一
九
世
紀
後
半
の
時
期
に
現
れ
た
数
件
の
関
税
判
例
に
お
い

て
は
、
こ
の
例
外
と
し
て
、
行
政
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
事
項
の
存
在
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
公
有
地
下
付
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
た
行

政
裁
量
と
は
異
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
り
、

A
型
の
思
惟
律
の
第
一
―
一
の
内

容
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
の
実
例
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
従

価
税
の
場
合
の
関
税
額
の
確
定
の
た
め
に
は
、
輸
入
貨
物

(
i
m
p
o
r
t
e
d

g
o
o
d
s
)

の
価
格
評
価

(valuation,

a
p
p
r
a
i
s
e
m
e
n
t
)
、
つ
ま
り
輸
出
国

(

9

6

)

 

に
お
け
る
市
場
価
格
の
決
定
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
。
関
税
評
価
官
(
a
p
p
r
,

aiser)

ま
た
は
関
税
評
価
審
判
庁

(
B
o
a
r
d
o
f
 
G
e
n
e
r
a
l
 
A
p
p
r
a
i
s
e
r
)
 

が
行
う
こ
の
評
価
が
、
原
則
的
に
巡
回
裁
判
所
に
お
け
る
審
理
に
一
切
服

し
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
行
政
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
、
判
例
上
表
明

(

9

7

)

 

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
必
要
な
加
算
要
素
（
仕
入
価
格
の
ほ
か

に
輸
送
費
も
含
め
る
べ
き
か
否
か
な
ど
）
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
裁
判

(

9

8

)

 

所
は
判
断
代
置
し
て
お
り
、
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
の
は
「
単
な
る
価
格
評

(

9

9

)

 

価
」
の
事
例
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
行
政
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
租
税
分
野
で
は
、

(
1
0
0
)
 

関
税
と
一
部
州
の
租
税
に
限
ら
れ
、
述
邦
の
内
国
歳
入
で
は
認
め
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
差
が
出
た
の
は
、
単
に
法
律
規

定
上
の
差
異
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
関
税
法
は
、
度
々
の
法
改
正

が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遅
く
と
も
一
八
一
―

-
0年
法
以
降
、
そ
し
て

少
な
く
と
も
一
八
九

0
年
法
に
至
る
ま
で
の
間
、
輸
入
貨
物
の
市
場
価
格

の
評
価
に
関
し
て
は
、
特
に
行
政
機
関
内
で
の
不
服
申
立
て
制
度
お
よ
び

再
価
格
評
価

(
r
e
a
p
p
r
a
i
s
e
m
e
n
t
)

の
制
度
を
規
定
し
て
お
り
、
他
に
不

服
申
立
て
の
制
度
が
立
法
さ
れ
た
場
合
で
も
、
そ
れ
と
は
別
建
て
で
こ
れ

が
維
持
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
決
定
が
「
全
て
の
関
係
者
に
対

し
、
終
局
的
・
終
決
的
で
あ
る

(final
a
n
d
 c
o
n
c
l
u
s
i
v
e
)
」
と
も
定
め

て
い
た
。
判
例
は
、
関
税
法
が
特
に
こ
の
よ
う
な
規
定
を
置
い
て
い
た
こ

と
を
根
拠
と
し
て
、
こ
れ
を
立
法
し
た
議
会
の
意
図
は
価
格
評
価
を
裁
判

(
1
0
1
)
 

所
で
争
わ
せ
な
い
こ
と
に
あ
る
と
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
関
税

法
上
、
納
付
税
額
の
返
還
請
求
訴
訟
と
い
う
司
法
救
済
が
連
邦
の
内
国
歳

(
1
0
2
)
 

入
の
場
合
と
同
様
の
表
現
を
用
い
て
規
定
さ
れ
た
一
八
六
四
年
法
に
お
い

て
も
、
こ
れ
は
価
格
評
価
以
外
の
も
の
、
つ
ま
り
「
法
解
釈
」
「
関
税
分

類

(
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
)

」
「
関
税
率
•
関
税
額

(
r
a
t
e
a
n
d
 
a
m
o
u
n
t
 
o
f
 

duties)
」
な
ど
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
2

誓゚

判
例
は
、
右
の
よ
う
な
司
法
関
与
の
あ
り
方
（
行
政
裁
量
の
あ
り
方
）

を
、
司
法
判
決
無
効
の
法
理
ま
た
は
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
ア
タ
ッ
ク
の
法
理
を
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念
頭
に
お
い
た
と
思
わ
れ
る
表
現
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い

た
。
担
当
行
政
官
が
行
う
価
格
評
価
を
、
法
律
上
定
め
ら
れ
た

a
p
p
e
a
l

（
直
接
的
攻
撃
に
相
当
す
る
）
に
よ
っ
て
の
み
攻
撃
さ
れ
う
る
も
の
と
位

置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
決
定
は

a
p
p
e
a
l

に
よ
る
他
は
終
決
的

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
税
額
返
還
を
求
め
る
訴
訟
（
付
随
的
攻
撃
に
相

当
す
る
）
に
お
い
て
は
《
詐
偽
が
無
い
限
り
、
ま
た
行
政
官
の
管
轄
内
に

あ
る
限
り
、
終
決
的
で
あ
る
》
と
い
う
定
式
が
妥
当
す
る
と
し
て
い
た
の

(
1
0
4
)
 

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
関
税
法
で
は
、
価
格
評
価
を
直
接
攻
撃
す
る
た
め
の

a
p
p
e
a
l
が
行
政
機
関
内
で
の
不
服
申
立
て
お
よ
び
再
評
価
制
度
し
か
な
く
、

司
法
裁
判
所
で
の
直
接
的
攻
撃
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
価
格
評
価

に
つ
い
て
は
詐
偽
等
が
な
い
限
り
司
法
救
済
は
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
な
お
、
こ
の
定
式
は
、
関
税
法
の
文
言
上
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で

あ
る
。明

ら
か
に
司
法
判
決
無
効
の
法
理
ま
た
は
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
ア
タ
ッ
ク
の

法
理
か
ら
借
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
る
例
は
、

州
が
課
す
租
税
に
つ
い
て
の
州
裁
判
所
（
ま
た
は
そ
こ
か
ら
上
訴
さ
れ
た

連
邦
最
高
裁
）
の
判
例
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

課
税
対
象
と
な
る
財
産
の
所
在
や
価
格
評
価
に
つ
い
て
の
誤
り
は
、
直
接

的
攻
撃
で
の
み
争
わ
れ
う
る
単
な
る
違
法
事
由

(
i
r
r
e
g
u
l
a
r
i
t
i
e
s
)

に
相

当
し
、
そ
こ
に
詐
偽
等
が
な
い
限
り
、
付
随
的
攻
撃
の
対
象
と
は
な
ら
な

い
。
そ
し
て
納
付
税
額
返
還
請
求
訴
訟
が
、
そ
の
付
随
的
攻
撃
訴
訟
に
該

(
1
0
6
)
 

当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
価
格
評
価
等
に
際
し
て
行
政
官
の
側
に

詐
偽
が
あ
れ
ば
、
付
随
的
攻
撃
訴
訟
で
も
争
え
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ

れ
は
現
実
に
詐
偽
的
な
意
図
の
存
在
が
証
明
さ
れ
る
と
き
に
限
定
さ
れ
な

い
。
評
価
価
格
が
あ
ま
り
に
も
高
す
ぎ
る
場
合
に
は
詐
偽
的
意
図
の
存
在

が
推
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
価
格
評
価
が
誤
っ
た
法
律
準

則
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
や
、
課
税
の
管
轄
が
な
い
と
い
え
る
場
合
な
ど

(
1
0
7
)
 

が
付
随
的
攻
撃
訴
訟
で
争
え
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

第
一
章
ー
で
述
べ
た
よ
う
に
、
右
の
よ
う
な
取
り
扱
い
は
連
邦
憲
法
に

(
1
0
8
)
 

は
違
反
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
行
政
裁
量
は
当
時

の
憲
法
法
理
と
の
関
係
で
ど
う
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題

(
1
0
9
)
 

を
分
析
的
に
取
り
扱
っ
た
論
文
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
が
、
次
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
内
国
歳
入
の
事
例
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
価
格
評
価
は
司
法

的
紛
争
の
一
環
で
も
あ
る
こ
と
が
ま
ず
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
°
価

格
評
価
の
判
断
自
体
が
単
な
る
事
実
の
存
否
に
関
わ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

評
価
さ
れ
た
価
格
に
応
じ
て
課
税
の
有
無
や
適
用
税
率
が
変
化
す
る
よ
う

に
、
評
価
の
結
果
は
納
税
義
務
を
大
き
く
左
右
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

最
初
に
輸
入
者
が
申
告
し
た
価
格
と
行
政
官
に
よ
る
評
価
価
格
と
の
差
額

が
一
定
割
合
を
超
え
る
と
き
は
、
付
加
税
が
課
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て

(
1
1
0
)
 

こ
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
司
法
的
紛
争
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
一
部

し

f
が
行
政
裁
量
に
振
り
分
け
ら
れ
る
と
い
う
現
象
が
起
き
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
公
有
地
下
付
等
に
見
ら
れ
る
行
政
裁
量
は
、
そ
も
そ
も
司
法
的
紛
争

で
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
司
法
裁
判
所
の
踏
み
込
み
が
憲
法
上
一
律
に

禁
止
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
両
者
は
異
な
る
性
格
の
裁
量

と
い
え
る
。

第
一
一
に
、
こ
の
種
の
裁
量
を
認
め
る
こ
と
が
で
ぎ
る
憲
法
上
の
理
由
は
、

租
税
に
お
け
る
司
法
的
紛
争
で
あ
る

i
n
d
e
b
t
n
e
s
s

の
問
題
が
、
他
方
で
、
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

非
司
法
的
性
格
と
分
類
さ
れ
て
い
る
税
額
の
確
定
そ
の
も
の
で
も
あ
る
と

い
う
二
重
の
性
格
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
非
司
法
的
性
格
を
維
持
す
る

た
め
に
、
司
法
的
紛
争
の
一
部
を
行
政
機
関
の
固
有
の
判
断
事
項
と
し
て

残
し
て
お
く
こ
と
は
、
何
を
残
す
か
に
つ
い
て
の
憲
法
上
の
制
約
は
別
と

し
て
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
妥
協
の
一
っ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。
判
例
は
、
行
政
裁
量
を
認
め
る
際
、
既
に
述
べ
た
関
税
法
上
の
具
体

的
な
規
定
を
挙
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
補
強
的
な
理
由
を
述
べ

て
い
る
。
裁
判
所
で
価
格
評
価
ま
で
や
り
直
す
な
ら
ば
評
価
官
を
設
置
し

(
1
1
1
)
 

た
意
味
が
な
く
な
る
こ
と
、
裁
判
所
（
陪
審
）
に
よ
る
や
り
直
し
を
認
め

(
1
1
2
)
 

て
い
る
と
訴
訟
に
よ
る
不
統
一
が
生
じ
、
徴
税
の
迅
速
性
が
阻
害
さ
れ
る

こ
と
が
そ
の
補
強
的
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
内
容
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
価
格
評
価
を
行
政
裁
量
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
非
司
法
的
性
格
の
保

•••••••• 
持
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。．．．． 

第
三
に
、
右
の
説
明
に
よ
れ
ば
こ
の
種
の
行
政
裁
量
は
、
憲
法
上
は
裁

量
と
さ
れ
て
も
さ
れ
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
グ
レ
イ
・
ゾ
ー
ン
に
位
置
す

(
1
1
3
)
 

る
も
の
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
裁
量
の
存
否
は
議
会
の
選
択
に
左
右
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
右
に
引
用
し
た
関
税
の
判
例
は
、
議
会
が
特
に

行
政
機
関
の
判
断
に
留
保
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
と
き
に
限
っ
て
、

(
1
1
4
)
 

行
政
裁
量
た
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
議
会
の
選
択
に

左
右
さ
れ
る
こ
と
の
帰
結
と
し
て
、
従
来
行
政
裁
量
と
さ
れ
て
い
た
も
の

を
、
司
法
裁
判
所
の
守
備
範
囲
内
に
組
み
変
え
る
こ
と
も
立
法
限
り
で
可

能
と
な
る
。
そ
も
そ
も
司
法
的
紛
争
の
一
環
で
も
あ
る
か
ら
、
こ
う
組
み

変
え
て
も
憲
法
上
は
問
題
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
関
税
裁
判
所
な

ど
は
、
価
格
評
価
も
そ
の
審
理
対
象
と
な
る
こ
と
が
、
そ
の
設
置
法
に
明

(
1
1
5
)
 

記
さ
れ
て
い
る
°
州
租
税
の
事
例
に
お
い
て
も
、
価
格
評
価
等
の
問
題
に

つ
い
て
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
直
接
的
攻
撃
の
方
法
を
立
法
す
る
こ
と
は
、

(
1
1
6
)
 

当
然
に
可
能
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
州
に
よ
っ
て
は
、
税
額
確
定
に
際
し
て

司
法
裁
判
所
を
事
前
に
関
与
さ
せ
る
制
度
の
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、

こ
れ
が
連
邦
憲
法
上
当
然
に
合
憲
と
判
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
第
一
章
ー

で
述
べ
た
が
、
こ
れ
も
以
上
の
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

同
種
の
行
政
裁
量
は
、
収
用
(
e
m
i
n
e
n
t
d
o
m
a
i
n
)
の
際
の
補
償
額
決

定
に
関
す
る
連
邦
最
高
裁
判
決
に
も
現
れ
て
い
る
。
補
償
額
決
定
に
必
要

な
「
財
産
の
単
な
る
評
価
額
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
誤
っ
た
法
的
基
準

(basis)

に
基
づ
く
算
定
で
は
な
い
限
り
、
つ
ま
り
収
用
対
象
性
や
算
入

要
素
な
ど
と
い
っ
た
問
題
を
含
ま
な
い
限
り
、
裁
判
所
が
審
査
す
る
こ
と

(
1
1
8
)
 

は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
行
政
官
の
下
し
た
評
価
の
終
決
性
が
法

律
上
規
定
さ
れ
て
い
て
も
、
行
政
官
側
に
「
管
轄
の
欠
如
、
詐
偽
、
故
意

の
非
行
が
あ
る
限
り
」
で
こ
の
評
価
が
司
法
裁
判
所
の
審
理
に
服
す
の
で

(
1
1
9
)
 

あ
れ
ば
、
連
邦
憲
法
違
反
で
は
な
い
と
判
示
す
る
例
も
あ
る
。
そ
し
て
他

方
で
は
、
こ
の
評
価
は
、
元
来
、
司
法
裁
判
所
（
陪
審
）
が
行
い
う
る
類

(
1
2
0
)
 

の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
連
邦
の
内
国
歳
入
に
お
い
て
は
、
右
の
よ
う
な
裁
量
は
認
め
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
行
政
裁
量
の
存
在
を
認
め
た
例
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
一
九
年
歳
入
法
は
当
時
の
特
殊
な
事
情
に
鑑
み
、

内
国
歳
入
庁
長
官

(
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
o
f
 
Internal 
R
e
v
e
n
u
e
)
が
、
税

額
確
定
の
前
提
と
し
て
特
別
確
定

(special
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
)
と
普
通
確
定

(
o
r
d
i
n
a
r
y
 
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
)

の
い
ヂ
，
れ
の
方
法
に
よ
る
か
を
あ
ら
か
じ
め

決
定
で
ぎ
る
こ
と
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
長
官
が
特
別
確
定
の
方
法
を
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取
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
判
断
を
還
付
請
求
訴
訟
の
中
で
争

お
う
と
し
た
事
例
で
、
こ
の
判
断
は
《
詐
偽
が
無
い
限
り
、
司
法
裁
判
所

(
1
2
1
)
 

で
は
争
え
な
い
》
も
の
と
し
た
判
決
が
あ
る
。
判
決
に
よ
れ
ば
、
特
別
確

定
と
は
、
同
種
事
業
を
営
む
代
表
的
な
会
社
で
収
益
等
に
お
い
て
類
似
性

の
あ
る
も
の
の
資
料
に
よ
っ
て
税
額
を
確
定
す
る
と
い
う
制
度
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
る
か
否
か
の
判
断
は
、
普
通
確
定
の
方
法
に
よ
っ
て
計
算
す
る

(
1
2
2
)
 

と
尋
常
で
な
い
困
難
が
納
税
者
に
生
じ
る
か
否
か
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
関

税
に
お
け
る
よ
う
な
、
司
法
的
紛
争
内
の
裁
量
な
の
か
、
公
有
地
下
付
に

お
け
る
よ
う
な
、
司
法
的
紛
争
外
に
あ
る
が
ゆ
え
の
裁
量
な
の
か
は
、
こ

(
1
2
3
)
 

の
一
件
の
み
で
は
証
拠
不
足
で
即
断
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
結

論
は
保
留
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

四

恩

給

(
p
e
n
s
i
o
n
s
)

恩
給
支
払
い
が
合
衆
国
の
担
当
機
関
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
と
き
は
、

通
常
、
合
衆
国
の
担
当
機
関
に
対
す
る
マ
ン
デ
イ
マ
ス
を
用
い
て
、
自
ら

へ
の
給
付
を
求
め
る
と
い
う
争
い
方
が
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
多
く

の
判
例
は
、
恩
給
支
払
い
決
定
が
執
行
府
の
裁
量
の
範
囲
で
あ
る
こ
と
を

そ
っ
け
な
く
述
べ
て
マ
ン
デ
イ
マ
ス
の
発
給
を
拒
否
し
て
い
る
。
マ
ン
デ

イ
マ
ス
が
訴
求
さ
れ
た
場
合
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
さ
れ
て
い
る

D
e
c
a
t
u
r
e
 
v
.
 
P
a
u
l
d
i
n
g
 

(
l
i
4
t
)
 
t!

、
法
律
お
よ
び
議
会
の
特
別
決
議

の
解
釈
や
、
年
金
支
払
い
の
財
源
が
十
分
で
な
い
場
合
ど
の
よ
う
に
申
請

者
閻
に
ふ
り
わ
け
る
か
と
い
っ
た
点
に
、
海
軍
長
官
の
「
裁
量
権
・
判
断

権
の
行
使
」
が
求
め
ら
れ
る
以
上
、
事
務
的
行
為

(
a
m
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
 
a
c
t
)
 

と
は
い
え
な
い
と
結
論
付
け
、
マ
ン
デ
イ
マ
ス
の
発
給
を
拒
否
し
た

(
a
t

5
1
5
)
。
し
か
し
、
法
の
意
義
が
単
純
明
白
で
な
い
こ
と
が
、
即
、
裁
量
の

(
1
2
5
)
 

根
拠
と
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
連
邦
最
高
裁
自
身
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
執
行
府
行
政
官
が
決
定
を
下
す
た
め
に
法
の
解
釈

が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
裁
量
的
行
為
(
a
discreti, 

o
n
a
r
y
 a
c
t
i
o
n
)
だ
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
な
ら
ば
、
「
マ
ン
デ
イ
マ
ス

(
1
2
6
)
 

令
状
の
価
値
は
大
幅
に
掘
り
崩
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
判
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
「
執
行
府
行
政
官
の
職
務
に
法
の
解
釈
が
必
要
で
あ
る
と

し
て
も
、
裁
判
所
は
マ
ン
デ
イ
マ
ス
を
も
っ
て
そ
の
通
常
の
職
務
に
介
入

(
1
2
7
)
 

す
る
こ
と
は
し
な
い
」
と
し
て
、
恩
給
支
払
い
を
義
務
づ
け
る
マ
ン
デ
イ

マ
ス
の
発
給
を
拒
否
す
る
例
も
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
恩
給
支
払
い
の
拒
否
の
事
例
で
は
、
法
の
解
釈
云
々

は
結
論
を
左
右
す
る
理
由
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
判
決
の
表
面
に
は

出
て
こ
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
伝
統
的
に
恩
給
が
、
「
権
利
」
で
は
な
く

(
1
2
8
)
 

「
特
権
」
で
あ
る
と
分
類
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
根
本
的
な
理
由
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
示
す
る
判
決
も
存
在
し
て
お
り
、
「
い
か

な
る
恩
給
受
領
者
も
、
恩
給
に
つ
い
て
既
得
の
権
利

(
a

v
e
s
t
e
d
 
legal 

r
i
g
h
t
)
を
有
し
て
は
い
な
い
。
恩
給
は
政
府
か
ら
の
恩
恵
で
あ
」
り
、
連

(
1
2
9
)
 

邦
議
会
の
裁
量
で
そ
れ
を
付
与
す
る
か
否
か
を
決
定
で
き
る
こ
と
、
「
合

衆
国
が
私
人
に
同
国
に
対
す
る
権
利
を
付
与
す
る
と
き
は
、
司
法
救
済
が

(
1
3
0
)
 

な
く
て
も
よ
い
」
こ
と
な
ど
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
恩
給
判
例

に
こ
の
よ
う
な
思
考
が
伏
流
し
て
い
る
こ
と
は
、
戦
争
危
害
保
険

(
a
r

R
i
s
k
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
)

と
「
恩
給
そ
の
他
の
特
権
」
と
の
性
格
の
相
違
を
論

じ
た
次
の
判
例
に
よ
っ
て
、
一
層
明
確
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
戦
争
危
害
保
険
は
〔
合
衆
国
と
の
〕
契
約
で
あ
り
、
財
産
で
あ
る
か
ら
、

既
得
権
を
生
ぜ
し
め
る
」
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
「
恩
給
は
恩
恵
(
g
r
a
,
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

tuities)

で
あ
り
、
…
…
そ
れ
を
授
与
し
て
も
、
私
人
に
は
何
ら
既
得
権

が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
連
邦
議
会
限
り
の
裁
量
で
、
そ
の
支
払
い
お

(
1
3
1
)
 

よ
び
拒
否
が
で
き
る
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
軍
人
の
恩
給
に
関
す
る
司

法
救
済
の
欠
如
は
、
少
な
く
と
も
一
九
五

0
年
代
ま
で
、
憲
法
上
は
許
容

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

五

そ

の

他

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
に
よ
れ
ば
、
法
律
が
私
人
に
何
ら
か
の
利
益
を

与
え
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
介
入
し
て
よ
い
か
ど
う
か
の
判
断
の
た
め
、

常
に
、
そ
れ
が
私
人
に
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か

ど
う
か
を
判
定
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
明
示
し
て
、

当
該
法
律
が
私
人
に
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
理
由
に
マ
ン
デ
イ
マ
ス
の
発
給
を
拒
否
し
た
例
が
あ
る
。

W
o
r
k

v. 
U
n
i
t
e
d
 
S
t
a
t
e
s
 
e
x
 
rel. 
R
i
v
e
s
 

(
1
~
~
~
)

は
、
ま
ず
、
「
行
政
官

の
任
務
は
、
そ
の
限
界
内
に
留
ま
る
限
り
に
お
い
て
裁
鍼
性
を
も
ち

(di-

s
c
r
e
t
i
o
n
a
r
y
 
w
i
t
h
i
n
 limits)
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
裁
判
所
が
統
制
す
る

こ
と
は
で
き
な
い

(at

177)」
と
い
う
一
般
論
を
示
し
た
が
、
そ
の
「
限

界
」
を
画
す
も
の
が
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

D
e
n
t
A
c
t

の
定
め
る
損
害
填
補

(
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
)
は、

「
衡
乎
・
倫
理
上
の
思
慮
に
基
づ
い
た
賜
金

(
a
g
r
a
t
u
i
t
y
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 

e
q
u
i
t
a
b
l
e
 
a
n
d
 
m
o
r
a
l
 
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
)

で
4
り
る
。
李
函
今
全
は
コ
モ
ン
ロ

］
上
の
請
求
権

(
a
legal 
c
l
a
i
m
)

の
設
定
を
企
図
し
て
は
い
な
い
。
議

会
は
既
得
権

(
v
e
s
t
e
d
rights)

を
問
題
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の

で
あ
る
(at
1
8
1
)
。
」
「
本
条
に
よ
る
支
払
い
を
請
求
す
る
者
に
対
し
、
議

会
は
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
債
務
者

(
a
d
e
b
t
o
r
 at 
l
a
w
)

で
は
な
く
慈
菩
者

(
a
 
b
e
n
e
f
a
c
t
o
r
)
と
し
て
の
地
位
を
有
し
て
い
る
。
議
会
の
意
図
は
、
内

務
長
官
が
議
会
の
代
理
人
と
し
て
活
動
し
、
何
が
同
条
に
定
め
る
純
損
失

(
n
e
t
 
losses) 
/:2.
あ
た
る
か
を
、
裁
判
所
の
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
、

解
釈
し
て
実
行
す
る
こ
と
に
あ
る
(at
1
8
2
)
」
と
し
、
本
件
は
、

P
a
u
l
d
i
,

n
g
 
V•Decature 

(1~48) 

(
恩
給
の
事
案
）
で
海
軍
長
官
に
与
え
ら
れ
た

の
と
同
様
の
広
い
裁
量
の
事
案
だ
と
し
て
い
る
(at
1
8
2
)
。

こ
の
判
決
を
前
提
と
す
る
と
、
行
政
裁
量
を
認
め
、
ま
た
は
認
め
な
い

理
由
が
必
ず
し
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
判
決
を
理
解
す
る
た
め
の
手
立
て

が
与
え
ら
れ
る
。

W
o
r
k

v. 
U
n
i
t
e
d
 
S
t
a
t
e
s
 
e
x
 
rel. 
M
c
A
l
e
s
t
e
r
,
 

E
d
w
a
r
d
s
 C
o
a
l
 C
o
.
 (
1
9
2
3
)

に
お
い
て
非
g
刊
所
は
、
傷
芹
先
的
買
取
権
に

よ
り
賃
借
人
が
一
定
金
額
を
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
鉱
土
地
表
の
譲
渡
が

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

成
立
す
る
と
い
う
定
め
に
な
っ
て
い
る
以
上
、
優
先
権
は
全
て
賃
借
人
に

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
内
務
長
官
が
こ
の
優
先
権
の
有
無
を
判
断
す
る
権
限

(
1
3
5
)
 

は
な
い
と
し
、
マ
ン
デ
イ
マ
ス
を
認
め
た
。
こ
れ
以
上
の
理
由
は
述
べ
ら

れ
て
い
な
い
が
、

W
o
r
k
v. 
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 
e
x
 rel. 
R
i
v
e
s
 (
1
9
2
5
)
 

と
同
様
の
思
考
が
背
景
に
あ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
行
政
の
行
為
に
対
す
る
司
法
審
査
と
は

多
少
局
面
が
異
な
る
が
、
既
に
締
結
さ
れ
た
政
府
契
約
を
根
拠
と
し
た
支

払
い
請
求
を
、
私
人
が
マ
ン
デ
イ
マ
ス
を
用
い
て
行
う
一
群
の
判
例
が
あ

る。

A
型
の
思
惟
律
を
考
え
る
際
に
示
唆
的
と
思
わ
れ
る
の
で
、
最
後
に

こ
れ
を
扱
っ
て
本
章
を
閉
じ
る
こ
と
と
す
る
。

こ
こ
で
は
、
裁
判
所
は
各
論
点
に
つ
い
て
行
政
機
関
の
裁
量
に
委
ね
る

こ
と
な
く
自
ら
審
理
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
問
題
の
実
質
が
契
約

を
め
ぐ
る
紛
争
で
あ
り
典
型
的
な
司
法
的
紛
争
で
あ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
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研 究

る
。
初
め
て
マ
ン
デ
イ
マ
ス
が
認
め
ら
れ
た
例
と
し
て
有
名
な

K
e
n
d
a
l
l

v. 
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 
e
x
 rel. 
S
t
o
k
e
s
 
(
1
8
1
8
)

が
そ
の
好
例
で
あ
る
。

原
告
関
係
人
が
郵
政
公
社
総
裁

(
P
o
s
t
m
a
s
t
e
r
G
e
n
e
r
a
l
)

と
の
契
約
に

基
づ
く
一
定
金
額
の
支
払
い
を
な
す
よ
う
マ
ン
デ
イ
マ
ス
で
求
め
た
こ
の

訴
訟
の
争
点
は
、
支
払
い
の
是
非
の
判
断
権
限
が
郵
政
公
社
総
裁
と
財
務

省
法
務
官

(Solicitor
o
f
 
t
h
e
 T
r
e
a
s
u
r
y
)

の
い
ず
れ
に
あ
る
か
で
あ

っ
た
。
裁
判
所
は
特
に
理
由
を
述
べ
ず
に
、
「
本
件
は
ま
さ
に
、
単
な
る

事
務
的
性
格

(
a
m
e
r
e
 ministerial 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
)

の
義
務
が
履
行
さ
れ

ず
に
保
留
さ
れ
て
い
る
事
案
で
あ
る
(at

610)」
と
し
て
審
理
に
入
り
、

財
務
省
法
務
官
の
方
に
権
限
が
あ
る
と
の
法
律
解
釈
を
提
示
し
て

(at

610-11)
マ
ン
デ
イ
マ
ス
の
発
給
を
認
め
て
い
る
。
同
様
に
、
コ
ロ
ン
ビ

ア
特
別
区
の
会
計
委
員
会
が
、
舗
装
作
業
を
行
っ
た
原
告
関
係
人
に
対
し

発
行
し
た
負
債
証
明
書
に
関
し
、
複
雑
な
経
過
を
辿
っ
て
利
息
支
払
い
の

紛
争
が
生
じ
た

R
o
b
e
r
t
s
v. 
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 
e
x
 rel. 
V
a
l
e
n
t
i
n
e
 (19 

(
1
3
7
)
 

0
0
)

に
お
い
て
も
、
マ
ン
デ
イ
マ
ス
に
よ
る
利
息
支
払
い
請
求
が
成
功
し

て
い
る
。
本
件
以
前
の
請
求
裁
判
所
判
決
や
利
息
を
遡
及
的
に
引
き
上
げ

る
法
律
な
ど
が
絡
ん
だ
中
で
、
裁
判
所
は
法
律
上
支
払
わ
れ
る
べ
き
利
息

が
な
お
残
っ
て
い
る
と
結
論
付
け

(at
2
2
7
-
2
8
)
、
担
当
官
が
「
そ
の
事

務
的
な
任
務
の
履
行
を
拒
否
し
て
い
る
以
上
、
マ
ン
デ
イ
マ
ス
の
発
給
は

容
認
さ
れ
る
(at
2
3
1
)
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

右
の
二
件
は
、
マ
ン
デ
イ
マ
ス
に
お
け
る
「
事
務
的
・
裁
量
的
」
と
い

う
区
別
の
中
で
、
な
ぜ
「
事
務
的
」
な
性
格
の
論
点
と
結
論
付
け
た
の
か

に
つ
い
て
、
特
に
理
由
を
述
べ
て
は
い
な
い
。
こ
の
点
、

U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
 

(
1
3
8
)
 

e
x
 rel. 
P
a
r
i
s
h
 
v. 
M
a
c
 Ve
a
g
h
 (
1
9
0
9
)

は
、
紛
争
の
実
体
が
何
で
あ

る
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、
そ
こ
に

A
型
の
思
惟
律
的
な
思
考
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
件
の
事
案
は
や
や
特
殊
で
、
契
約
違
反
に
基
づ

い
た
請
求
裁
判
所
で
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
（
請
求
認
容
）
に
、
賠
償
額

を
増
額
す
る
原
告
関
係
人
宛
の
立
法
（
い
わ
ゆ
る

p
r
i
v
a
t
e
act)
が
加
わ

っ
た
事
案
で
あ
る
。
法
廷
意
見
は
、
事
件
経
過
が
示
す
通
り
、
本
紛
争
の

本
来
の
性
格
が
損
害
賠
償
請
求
で
あ
り
、
当
該
立
法
も
最
高
裁
の
示
し
た

損
害
賠
償
項
目
に
関
す
る
ル
ー
ル
に
沿
う
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘

し
て
、
財
務
長
官
に
は
支
払
い
額
を
判
断
す
る
裁
量
権
は
な
い
と
し
、
当

該
立
法
に
定
め
ら
れ
た
通
り
の
支
払
い
を
す
る
よ
う
マ
ン
デ
イ
マ
ス
を
も

っ
て
命
じ
て
い
る
。

(

1

)

わ
ず
か
に
杉
村
敏
正
「
法
の
支
配
と
行
政
法
」
『
法
の
支
配
と

行
政
法
』
四
四
頁
(
-
九
七

0
)
が
、
言
及
し
て
い
る
く
ら
い
で
あ

る
。
な
お
、
当
時
の
州
の
司
法
審
査
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
古
城
誠

「
ア
メ
リ
カ
行
政
法
に
お
け
る
直
接
統
制
訴
訟
法
理
の
形
成
」
社
会

科
学
研
究
二
九
巻
二
号
一
四
九
頁
(
-
九
七
七
）
が
あ
る
。

(

2

)

一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
の
課
題
は
、
関
税
、
土
地
、

大
陸
内
地
開
発
の
三
つ
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
高
木
八
尺
「
米
国
政
治

史
に
お
け
る
土
地
の
意
義
」
『
高
木
八
尺
著
作
集
第
一
巻
（
ア
メ
リ

カ
史
I
)
』
四
六
四
頁
(
-
九
七

0
)。

(
3
)
F
.
 C
o
o
P
E
R
,
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E
 
A
G
E
N
C
I
E
S
 
A
N
D
 T
H
E
 C
o
'
 

U
R
T
S
 3
4
1
-
4
2
 (
1
9
8
6
)
;
 J•D1cKINSON, 

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E
 J
u
s
,
 

T
I
C
E
 
A
N
D
 T
H
E
 S
U
P
R
E
M
A
C
Y
 O
F
 L
A
W
 2
6
4
 (
1
9
2
7
)
.
 

(
4
)
M
o
n
a
g
h
a
n
,
 M
a
r
b
u
r
y
 a
n
d
 t
h
e
 A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 State, 

8
3
 C
o
l
u
m
.
 
L. R
e
v
.
 
1
,
 
1
7
 (
1
9
8
3
)
;
 
L
e
e
,
 
T
h
e
 O
r
i
g
i
n
s
 o
f
 

107 (4 • 168) 684 



司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

J
u
d
i
c
i
a
l
 
C
o
n
t
r
o
l
 o
f
 F
e
d
e
r
a
l
 
E
x
e
c
u
t
i
v
e
 
A
c
t
i
o
n
,
 
3
6
 G
e
o
.
 

L. J
.
 
2
8
7
,
 
2
8
7
 (
1
9
4
8
)
 
(
一
十
八
世
幻
～
に
お
い
て
は
、
油
忠
邦
段
階
で

の
個
人
の
権
利

(
p
r
i
v
a
t
e

r
i
g
h
t
s
)
、
既
得
権

(
v
e
s
t
e
d

r
i
g
h
t
s
)
 

へ
の
脅
威
が
少
な
か
っ
た
）
;
G
o
o
d
n
o
w
,
 
P
r
i
v
a
t
e
 
R
i
g
h
t
s
 a
n
d
 

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 D
i
s
c
r
e
t
i
o
n
,
 
6
 
K
y
.
 
L. J. 
3
1
1
,
 
3
1
4
 (
1
9
1
8
)
 

（
一
九
世
紀
連
邦
行
政
で
、
個
人
権
の
侵
害
を
制
度
上
予
定
し
た
も

の
は
、
租
税
く
ら
い
で
あ
っ
た
）
．

(
5
)
G
r
i
s
w
o
l
d
,
 T
h
e
 N
e
e
d
 f
o
r
 
a
 C
o
u
r
t
 
o
f
 
T
a
x
 A
p
p
e
a
l
s
,
 

5
7
 H
a
r
v
.
 
L. R
e
v
.
 1
1
5
3
,
 
1
1
7
 4
 
(
1
9
4
4
)
;
 

S
.
 
S
U
R
R
E
Y
 e
t
 
al., 

F
E
D
E
R
A
L
 
I
N
C
O
M
E
 
T
A
X
A
T
I
O
N
:
 
C
A
S
E
S
 A
N
D
 M
A
T
E
R
I
A
L
S
 1
-
4
 

(
1
9
8
6
)
.

な
お

E
.
F
R
E
U
N
D
,
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E
 P
O
W
E
R
S
 O
V
E
R
 

P
E
R
S
O
N
S
 A
N
D
 P
R
O
P
E
R
T
Y
 5
5
3
-
5
4
 (
1
9
2
8
)
で
、
初
邸
期
の
血
〖
却
呼
法

の
変
遷
が
概
観
さ
れ
て
い
る
。

(

6

)

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
（
小
原
訳
）
『
ア
メ
リ
カ
経
済
史
（
上
）
』
ニ
―

九
ー
ニ
ニ
五
頁
(
-
九
六
八
）
、
ネ
ビ
ン
ス
11

コ
マ
ジ
ャ
ー
『
ア
メ

リ
カ
史
』

1

一
九
二
頁
(
-
九
六
二
）
。

(
7
)
B
o
r
r
u
s
 
&
 G
o
l
d
s
t
e
i
n
,
 
U
n
i
t
e
d
 
S
t
a
t
e
s
 
T
r
a
d
e
 P
r
o
t
e
c
t
i
,
 

o
n
i
s
m
:
 
Institutions, 
N
o
r
m
s
,
 a
n
d
 P
r
a
c
t
i
c
e
s
,
 
8
 
N
.
 J. 
Int'l 

L. 
&
 Bu
s
.
 3
2
8
,
 
3
4
4
 (
1
9
8
7
)
;
 
B
e
r
g
e
r
,
 
J
u
d
i
c
i
a
l
 
R
e
v
i
e
w
 
o
f
 

C
o
u
n
t
e
r
v
a
i
l
i
n
g
 
D
u
t
y
 
D
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
s
,
 
1
9
 H
a
r
v
.
 Int'l 
L. 

J. 
5
9
3
,
 
5
9
9
 (
1
9
7
8
)
;
 
E
.
 F
R
E
U
N
D
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 5
,
 
at 
4
0
5
.
 

(
8
)
S
.
 S
u
R
R
E
Y
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 5
,
 

a
t
 
1
-
4
;
 
E
.
 F
R
E
U
N
D
,
 
s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 5
,
 
a
t
 5
6
0
.
 L•FRIEDMAN, 

A
 
H
I
S
T
O
R
Y
 O
F
 A
M
E
R
I
C
A
N
 

L
A
W
 5
6
4
-
7
1
 (
1
9
7
3
)
;
 
A
.
 P
A
U
L
,
 C
O
N
S
E
R
V
A
T
I
V
E
 C
R
I
S
I
S
 
A
N
D
 

T
H
E
 R
U
L
E
 O
F
 L
A
W
 1
5
9
-
1
8
4
 (
1
9
6
0
)
.
 

(
9
)
M
.
 C
L
A
W
S
O
N
,
 
T
H
E
 F
E
D
E
R
A
L
 L
A
N
D
S
:
 
T
H
E
I
R
 U
s
E
 A
N
D
 

M
A
N
A
G
E
M
E
N
T
 2
2
-
2
7
 (
1
9
5
7
)
;
 
C
.
 W
o
o
D
D
Y
,
 
T
H
E
 G
R
O
W
T
H
 

O
F
 F
E
D
E
R
A
L
 G
o
v
E
R
N
M
E
N
T
 1
3
7
-
1
6
5
 (
1
9
3
4
)
;
 
R
a
b
i
n
,
 F
e
d
e
r
a
l
 

R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 i
n
 
H
i
s
t
o
r
i
c
a
l
 
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
,
 
3
8
 S
t
a
n
.
 
L
.
 
R
e
v
.
 

1
1
8
9
,
 
1
1
9
5
-
9
6
 (
1
9
8
6
)
.

ま
た
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
・
苛
即
山
山
注
i

(

6

)

ニ
ニ
六
頁
以
下
。

(

1

0

)

現
実
に
移
住
し
住
居
を
建
て
土
地
の
開
墾
を
行
う
者
に
与
え
ら

れ
た
も
の
が
、
法
定
最
低
価
格
で
競
争
者
な
し
に
優
先
的
に
買
受
け

る
権
利
、
す
な
わ
ち
プ
リ
エ
ソ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
更
に
現
実
の
居

住
者
の
土
地
に
対
す
る
権
利
を
強
め
、
無
償
譲
渡
を
定
め
る
も
の
が

ホ
ー
ム
ス
テ
ッ
ド
で
あ
る
。
高
木
・
前
出
注
(

2

)

四
七
―

l
四
八

0
頁
、
岡
田
泰
男
『
ア
メ
リ
カ
公
有
地
制
度
の
研
究
』
二
五

i
三
九

頁
(
-
九
七
三
）
（
本
書
は
公
有
地
処
分
手
続
き
の
具
体
例
を
豊
富

に
提
供
し
て
い
る
）
。

L
.
F
R
I
E
D
M
A
N
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 8
,
 
a
t
 4
1
6
-
1
7
.
 

(

1

1

)

高
木
・
前
出
注
(

2

)

四
七
二
頁
。

(
1
2
)岡
田
・
前
出
注

(
1
0
)二
五
‘
1
0
二
頁
。
L
•
F
R
I
E
D
M
A
N
,

s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 8
,
 
a
t
 4
1
7
-
1
9
.
 

(

1

3

)

一
般
的
な
叙
述
と
し
て

C
.
W
o
o
D
D
Y
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
9
,
 

a
t
 

1
2
8
-
3
6
.
 

(

1

4

)

岡
田
・
前
出
注
(

1

0

)

三
六
頁
注
①
。
例
え
ば

B
a
l
l
i
n
g
e
r
v
.
 

B
o
n
s
t
e
l
l
,
 
1
8
0
 U
.
 S
.
 3
6
2
,
 
3
6
8
 (
1
9
0
1
)

の
記
述
を
参
照
。

(

1

5

)

例
え
ば

W
i
l
b
e
r
v
.
 
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 
e
x
 
rel•Kadrie, 

2
8
1
 

u. s. 2
0
6
,
 
2
0
7
-
1
2
 (
1
9
3
0
)

の
記
述
を
参
照
。
こ
の
政
策
は
、
イ
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研 究

ソ
デ
ィ
ア
ン
の
土
地
に
対
す
る
部
族
と
し
て
の
権
原
を
廃
止
し
、
そ

の
土
地
を
当
該
部
族
の
各
個
人
に
分
割
配
分
し
よ
う
と
す
る
一
連
の

連
邦
法
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
発
端
と
な
っ
た
一
八
八

七
年
の
ド
ー
ズ
法
は
、
保
留
地
に
お
い
て
個
人
単
位
に
よ
る
土
地
所

有
を
認
め
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
を
農
耕
民
と
し
て
再
出
発
さ
せ
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
斎
藤
真
『
ア
メ
リ
カ
現
代
史
』
六

0
頁
（
一

九
七
六
）
。

(

1

6

)

例
え
ば

G
a
r
f
i
e
l
d
v
.
 
U
n
i
t
e
d
 
S
t
a
t
e
s
 
e
x
 rel. 
G
o
l
d
s
b
y
,
 

2
1
1
 

u. s. 2
4
9
 (
1
9
0
8
)

の
印
i

涼
}
を
4
珍
昭
窃

(
1
7
)
L
e
e
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 4, 
a
t
 
2
9
5
;
 
W
i
l
s
o
n
,
 
T
h
e
 R
i
s
e
 o
f
 t
h
e
 

B
u
r
e
a
u
c
r
a
t
i
c
 
S
t
a
t
e
s
,
 
i
n
 
P
E
R
S
P
E
C
T
I
V
E
S
 O
N
 A
o
M
I
N
I
S
T
R
A
 T
I
V
E
 

P
R
O
C
E
S
S
 2
0
-
2
4
 (
R
.
 R
A
B
I
N
 e
d
.
 
1
9
7
9
)
.
 

(

1

8

)

次
の
よ
う
な
重
要
判
例
が
あ
る
。

A
m
e
r
i
c
a
n

S
c
h
o
o
l
 
o
f
 

M
a
g
n
e
t
i
c
 H
e
a
l
i
n
g
 v
.
 
M
c
A
n
n
u
l
t
y
,
 1
8
7
 U
.
 S
.
 
9
4
 (
1
9
0
2
)
;
 

P
u
b
l
i
c
 
C
l
e
a
r
i
n
g
 
H
o
u
s
e
 v
.
 
C
o
y
n
e
,
 
1
9
4
 U
.
 S
.
 
4
9
7
 (
1
9
0
4
)
;
 

B
a
t
e
s
 
&
 G
u
i
l
d
 
C
o
.
 
v
.
 
P
a
y
n
e
,
 
1
9
4
 U
.
 S
.
 
1
0
6
 
(
1
9
0
4
)
;
 

S
m
i
t
h
 
v•Hitchcock, 

2
2
6
 U
.
 S
.
 5
3
 (
1
9
1
2
)
.
 

(
1
9
)
P
o
w
e
l
l
,
 A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 E
x
e
r
c
i
s
e
 o
f
 t
h
e
 P
o
l
i
c
e
 P
o
w
e
r
,
 

2
4
 H
a
r
v
.
 L
.
 
R
e
v
.
 
2
6
8
,
 
2
7
1
-
7
2
 (
1
9
1
1
)
.

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

連
邦
最
高
裁
判
決
こ
そ
数
少
な
い
も
の
の
、
下
級
審
お
よ
び
州
を
中

心
に
膨
大
な
判
例
の
蓄
積
が
あ
る
。
ラ
イ
セ
ン
ス
の
司
法
審
査
に
つ

い
て
分
析
し
た
論
稿
に
、
園
部
逸
夫
「
行
政
許
可
の
法
理
」
『
行
政

手
続
の
法
理
』
(
-
九
六
九
）
が
あ
る
。

(20)Cr~mton, 

N
o
n
s
t
a
t
u
t
o
r
y
 
R
e
v
i
e
w
 
o
f
 
F
e
d
e
r
a
l
 
A
d
m
i
,
 

n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
A
c
t
i
o
n
:
 
T
h
e
 N
e
e
d
 
f
o
r
 
S
t
a
t
u
t
o
r
y
 
R
e
f
o
r
m
 
o
f
 

S
o
v
e
r
e
i
g
n
 I
m
m
u
n
i
t
y
,
 
S
u
b
j
e
c
t
 
M
a
t
t
e
r
 
J
u
r
i
s
d
i
c
t
i
o
n
,
 
a
n
d
 

P
a
r
t
i
e
s
 D
e
f
e
n
d
a
n
t
,
 6
8
 M
i
c
h
.
 

L. 
R
e
v
.
 
3
8
7
,
 
3
9
4
 (
1
9
7
0
)
 

（
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
独
立
以
前
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て

い
た
救
済
方
式
の
う
ち
、
連
邦
裁
判
所
レ
ベ
ル
で
生
き
残
っ
た
も
の

は
、
ヘ
イ
ビ
ア
ス
・
コ
ー
パ
ス
、
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
、
マ
ン
デ

イ
マ
ス
の
み
で
あ
る
）
乙
し
e
e
,

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
4, 
a
t
 
2
9
5ー

9
6
;

P
.
 

B
A
T
O
R
 e
t
 
al., 
H
A
R
T
 A
N
D
 W
E
C
H
S
L
E
R
'
s
 T
H
E
 F
E
D
E
R
A
L
 C
o
u
、

R
T
S
 A
N
D
 T
H
E
 F
E
D
E
R
A
L
 S
Y
S
T
E
M
 1
0
9
1ー

9
5

(
3
d
 e
d
.
 
1
9
8
8
)
 ;
 

K•DAVIS, 

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E
 
L
A
W
 T
E
X
T
 
§
§
2
3
:
0
1
,
 
2
3
:
0
7
 

（
笠

e
d
.

1
9
7
2
)
.

な
お
、
ヘ
イ
ビ
ア
ス
・
コ
ー
パ
ス
は
移
民
規
制

に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
他
方
、
サ
ー
シ
オ
レ
ア
ラ
イ

は
連
邦
裁
判
所
は
発
給
す
る
権
限
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

D
e
g
g
e

V•Hitchcock, 

2
2
9
 U
.
 S
.
 
1
6
2
 (
1
9
1
3
)
.
 

(

2

1

)

一
般
的
に
連
邦
裁
判
所
に
対
し
て
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
、
行

政
の
行
為
に
係
る
救
済
方
式

(
r
e
m
e
d
y
)

と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
か
に
つ
い
て
の
概
観
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
る
0

橋
本
公

亘
『
米
国
行
政
法
』
二
四
五
ー
ニ
五
五
頁
(
-
九
五
八
）
、
園
部
・

前
出
注

(
1
9
)

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
行
政
行
為
の
司
法
統
制
」
、
高

柳
信
一
「
行
政
行
為
の
司
法
審
査
」
『
行
政
法
理
論
の
再
構
成
』
ニ

四
四
ー
ニ
四
九
頁
(
-
九
八
五
）
な
ど
。
ま
た
教
科
書
的
に
は

L.

J
A
F
F
E
,
 
J
U
D
I
C
I
A
L
 
C
O
N
T
R
O
L
 
O
F
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E
 
A
C
T
I
O
N
 

1
5
2
-
9
6
,
 
3
2
7
-
3
6
 (
1
9
6
5
)
;
 4
 
K•DAVIS, 

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E
 L
A
W
 

T
R
E
A
T
I
S
E
,
 
C
h
a
p
.
 
2
3
 (
2
d
 e
d
.
 
1
9
8
4
)
;
 
E
.
 
F
R
E
U
N
D
,
 
s
u
p
r
a
 

107 (4 • 170) 686 



司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

n
o
t
e
 5
,
 
at 2
2
7
 -8
4
.
 

(
2
2
)
C
r
a
m
t
o
n
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 2
0
,
 
at 3
9
9
;
 
L
e
e
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
,
 

at 
2
9
5
-
9
6
;
 J•D1cKINSON, 

s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 3
,
 
at 3
9
.
 

(

2

3

)

マ
ン
デ
イ
マ
ス
を
発
給
す
る
権
限
は
、
一
九
六
二
年
の
「
マ
ン

デ
イ
マ
ス
お
よ
び
裁
判
地
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
、
全
て
の
連

邦
地
裁
に
与
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
は
、
コ
ロ
ソ
ビ
ア
特
別
区
の

巡
回
裁
判
所
（
現
在
の
地
方
裁
判
所
）
に
の
み
、
こ
れ
を
発
給
す
る

権
限
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

L
e
e
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
,
 
at 2
9
6
;
 
B
y
-

se, 
P
r
o
p
o
s
e
d
 R
e
f
o
r
m
s
 in 
F
e
d
e
r
a
l
^
'
N
o
n
s
t
a
t
u
t
o
r
y
"
 Judicial 

R
e
v
i
e
w
:
 
S
o
v
e
r
e
i
g
n
 
I
m
m
u
n
i
t
y
,
 
I
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
Parties, 

M
a
n
d
a
m
u
s
,
 7
5
 
Harv•L. 

R
e
v
.
 
1
4
7
9
,
 
1
4
9
9
-
1
5
0
2
 
(
1
9
6
2
)
;
 

B
y
s
e
 
&
 Fiocca, 
S
e
c
t
i
o
n
 
1
3
6
1
0
£
 

t
h
e
 
M
a
n
d
a
m
u
s
 
a
n
d
 

V
e
n
u
e
 A
c
t
 of 1
9
6
2
 
a
n
d
 "
N
o
n
s
t
a
t
u
t
o
r
y
"
 
Judicial 
R
e
v
i
e
w
 

of F
e
d
e
r
a
l
 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 A
c
t
i
o
n
,
 8
1
 H
a
r
v
.
 
L. R
e
v
 30
8
,
 

3
1
0
-
1
3
 (
1
9
6
7
)
;
 
N
o
t
e
,
 
R
e
m
e
d
i
e
s
 against 
t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 
St-

ates 
a
n
d
 Its 
Officials, 7
0
 H
a
r
v
.
 
L. R
e
v
.
 8
2
7
,
 
8
4
6
-
5
0
 (
1
9
 

5
7
)
.

他
方
、
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
全
て
の
連
邦
巡
回
裁
判
所

（
現
在
の
連
邦
地
裁
）
が
そ
の
権
限
を
有
し
て
い
た
。

L
e
e
,

s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 4
,
 
at 2
9
6
;
 
N
o
t
e
,
 supra, 
at 
8
6
1
.
 

(
2
4
)
1
 Stat. 2
4
 (
1
7
9
8
)
.
 

(
2
5
)
R
.
 S
T
U
R
M
,
 
C
u
s
T
O
M
S
 L
A
 w
 A
N
D
 
A
o
M
I
N
I
S
T
R
A
 TJ
O
N
 1
6
9
 

(
1
9
8
0
)
.

関
税
額
を
争
う
訴
訟
の
最
も
初
期
の
例
は

Elliot
v. 
S
w
-

a
r
t
w
o
u
t
,
 1
0
 Pet. 1
3
7
,
 
1
5
3
-
5
8
 
(
U
.
 S. 1
8
3
6
)

で
ネ
～
h
、
こ

h

は
、
税
額
納
付
の
際
に
異
議
を
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
訴
え
の
提
起

が
で
き
な
い
と
い
う
訴
訟
構
造
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

は、

a
s
s
u
m
p
s
i
t
for 
m
o
n
e
y
 h

a
d
 a
n
d
 r
e
c
e
i
v
e
d
と
い
う
コ
モ
ン

ロ
ー
上
の
訴
訟
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
た
。
関
税
額
に
関
す
る
救
済

方
式
を
か
な
り
詳
し
く
規
定
し
た
最
初
の
関
税
法
は
一
八
六
四
年
法

(
1
3
 
Stat. 
2
0
2
,
 
2
1
4
)

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

R
.
S
T
U
R
M
,
 

supra, 
at 
1
6
9
;
 
E
.
 
F
R
E
U
N
D
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 5
,
 

at 5
5
6
.

ま
た

F
i
e
d
l
e
r
 
v. 
Curtis, 
2
 
B
l
a
c
k
 4
6
1
,
 
4
7
7
-
8
1
 
(
U
.
 S. 1
8
6
2
)
;
 

A
r
n
s
o
n
 v. 
M
u
r
p
h
y
,
 1
0
9
 
U
.
 S. 2
3
8
,
 
2
4
0
-
4
3
 (
1
8
8
3
)
.
 

(

2

6

)

内
国
歳
入
判
例
の
初
期
の
も
の
は
、
関
税
法
お
よ
び
関
税
判
例

を
参
照
し
て
、
そ
の
訴
訟
構
造
を
理
解
し
て
い
た
0

P
h
i
l
a
d
e
l
p
h
i
a
 

V•Diel, 

5
 
W
a
l
l
.
 7
2
0
 (
U
.
 S. 1
8
6
7
)
;
 
C
h
e
a
t
h
a
m
 v. 
U
n
i
t
e
d
 

States, 
9
2
 U
.
S
.
 8
5
 (
1
8
7
6
)
;
 
C
h
e
s
e
b
r
o
u
g
h
 v. 
U
n
i
t
d
e
d
 St, 

ates, 
1
9
2
 
U
.
 S. 2
5
3
 (
1
9
0
4
)
.

内
国
歳
入
の
税
額
に
つ
い
て
の
訴

訟
構
造
を
、
出
訴
期
間
な
ど
も
含
め
か
な
り
詳
し
く
規
定
し
た
最
初

の
立
法
は
一
八
六
六
年
歳
入
法

(
R
e
v
e
n
u
e
A
c
t
 
of 1
8
6
6
,
 
1
4
 

Stat. 
1
5
2
)

で
あ
る
。
そ
の
他
、

U
n
i
t
e
d
States v•Emery, 

Bird, 
T
h
a
y
e
r
 R
e
a
l
t
y
 Co., 2
3
7
 
U
.
 S. 
2
8
,
 
3
1ー

3
2

(
1
9
1
5
)
;
 

F
l
o
r
a
 
v. 
U
n
i
t
e
d
 States, 3
5
7
 
U
.
 S. 6
3
 (
1
9
5
8
)

の
手
i

菰
↑
を
4
珍

照。

(
2
7
)
S
.
 S
U
R
R
E
Y
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 5
,
 
at 
2
5
,
 
31・ 

(

2

8

)

関
税
額
に
関
わ
る
訴
訟
制
度
の
変
化
は
、
次
の
五
つ
の
時
期
に

分
け
て
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
①
初
期
に
は
、
巡
回
裁

判
所
に
お
い
て
徴
収
官
を
被
告
と
し
た
納
付
税
額
の
返
還
請
求
訴
訟

が
提
起
さ
れ
て
い
た
。
一
八
九

0
年
に
関
税
評
価
審
判
庁

(
B
o
a
r
d
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研 究

o
f
 G
e
n
e
r
a
l
 A
p
p
r
a
i
s
e
r
s
)
が
設
立
さ
れ
た
後
も
、
同
庁
を
被
告
と

し
て
や
は
り
同
様
の
訴
訟
が
巡
回
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
て
い
た
。
②

そ
の
後
、
一
九

0
九
年
に
関
税
上
訴
裁
判
所

(
C
o
u
r
t
of 
C
u
s
t
o
m
s
 

A
p
p
e
a
l
s
)
が
設
立
さ
れ
、
そ
れ
以
後
は
、
関
税
評
価
審
判
庁
か
ら

関
税
上
訴
裁
判
所
へ
の
法
律
問
題
の
み
の
上
訴
と
い
う
形
を
と
る
こ

と
に
な
り
、
巡
回
裁
判
所
の
関
与
が
失
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

の
点
が
当
時
ど
う
説
明
さ
れ
て
い
た
か
は
、
資
料
不
足
の
た
め
詳
ら

か
で
な
い
。
な
お
、
第
一
章
注
(

5

8

)

参
照
。
⑧
一
九
二
六
年
に
ほ
、

関
税
評
価
審
判
庁
の
後
身
と
し
て
関
税
裁
判
所

(
C
u
s
t
o
m
s
C
o
u
r
t
)
 

が
設
立
さ
れ
、
こ
こ
に
納
付
税
額
の
返
還
請
求
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
関
税
裁
判
所
は
、
行
政
機
関
を
起
源
と
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
五
六
年
に
司
法
裁
判
所

(constitutional

c
o
u
r
t
)

で
あ
る
こ
と
が
設
置
法
上
宜
言
さ
れ
た
。

7
0

Stat. 
5
3
2
 

(
1
9
5
6
)
.

納
付
税
額
の
返
還
訴
訟
な
ど
一
定
の
も
の
は
、
設
置
法
上
、

関
税
裁
判
所
の
管
轄
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
、
連

邦
地
裁
で
審
理
さ
れ
て
い
た
。
④
関
税
上
訴
裁
判
所
は
一
九
二
九
年

に
廃
止
さ
れ
、
特
許
に
つ
い
て
の
上
訴
管
轄
を
付
加
さ
れ
た
関
税
・

特
許
上
訴
裁
判
所

(
C
o
u
r
t
of 
C
u
s
t
o
m
s
 a
n
d
 P
a
t
e
n
t
 A
p
p
e
a
l
s
)
 

と
し
て
改
組
さ
れ
た
。
⑤
さ
ら
に
関
税
裁
判
所
も
、
一
九
八

0
年
に
、

連
邦
地
裁
と
の
管
轄
整
理
の
た
め
、
国
際
通
商
裁
判
所

(
C
o
u
r
t
of 

International 
T
r
a
d
e
)

へ
と
改
組
さ
れ
た
。
こ
れ
も
司
法
裁
判
所

と
さ
れ
て
い
る
。

R
.
S
T
U
R
M
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 2
5
,
 
at 1
7
0
-
7
2
,
 2
2
3
,
 

2
3
6
-
4
2
;
 J•DICKINSON, 

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
3
,
 

at 
2
7
6
-
7
7
;
 

E
.
 

F
R
E
U
N
D
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
5
,
 

at 
5
5
6
-
5
7
;
 

G
e
r
h
a
r
t
,
 
Judicial 

R
e
v
i
e
w
 o
f
 
C
u
s
t
o
m
s
 
S
e
r
v
i
c
e
A
c
t
i
o
n
s
,
 9
 

L. 
&
 P
o
l
'
y
 
Int'l 

B
u
s
.
 1
1
0
1
,
 
1
1
3
5
-
4
7
 

(1977); 
G
r
i
s
w
o
l
d
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
5
,
 
at 

1
1
7
4
-
7
6
;
 
S
r
a
g
o
w
 &
 S
o
u
k
u
p
,
 
T
h
e
 C
u
s
t
o
m
s
 C
o
u
r
t
s
 A
c
t
 of 

1
9
8
0
,
 
1
3
 L
.
 
&
 P
o
l
'
y
 
lnt'l 
B
u
s
.
 2
8
 (
1
9
8
1
)
;
 
N
o
t
e
,
 
Juris, 

diction 
o
v
e
r
 
I
m
p
o
r
t
s
 
C
o
n
t
r
o
v
e
r
s
i
e
s
 
after 
t
h
e
 
C
u
s
t
o
m
s
 

C
o
u
r
t
s
 
A
c
t
 
of 
1
9
8
0
,
 
1
2
 
G
a
.
 J. 
lnt'l 
&
 C
o
m
p
.
 
L. 2
3
1
 

(
1
9
8
2
)
.
 

(

2

9

)

内
国
歳
入
の
税
額
の
争
い
方
は
三
本
立
て
に
な
っ
て
お
り
、
納

税
者
は
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
本
注
の
末

尾
で
引
用
す
る
文
献
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
こ
れ
ら
は
、
上
訴

方
法
の
点
で
か
な
り
不
均
一
で
あ
り
、
ま
た
各
ル
ー
ト
相
互
間
の
先

例
拘
束
性
の
有
無
の
問
題
も
あ
り
、
全
体
と
し
て
整
合
的
に
創
設
さ

れ
た
制
度
と
は
い
え
な
い
0

本
稿
で
扱
う
の
は
、
関
税
と
共
通
の
構

造
を
持
つ
①
と
②
の
み
で
あ
る
。
①
三
つ
の
ル
ー
ト
の
う
ち
で
最
も

古
い
も
の
は
、
税
額
納
付
後
に
提
起
す
る
巡
回
裁
判
所
（
現
在
は
連

邦
地
裁
）
に
お
け
る
還
付
請
求
訴
訟
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
巡
回

高
等
裁
判
所
（
現
在
は
連
邦
高
裁
）
、
続
い
て
連
邦
最
高
裁
へ
の
上

訴
が
可
能
で
あ
る
。
②
納
付
後
の
還
付
請
求
訴
訟
は
、
請
求
裁
判
所

(
C
o
u
r
t
 of 
C
l
a
i
m
s
)

に
提
起
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の

場
合
の
上
訴
先
は
連
邦
最
高
裁
し
か
な
い
。
し
か
も
、
上
訴
が
認
め

ら
れ
る
か
否
か
ほ
最
高
裁
の
裁
量
に
よ
る
。
な
お
、

C
o
u
r
t
of Clai, 

m
s

は
一
九
八
二
年
に

C
l
a
i
m
s
C
o
u
r
t

へ
と
名
称
を
変
え
て
い
る

が
、
現
在
で
も
こ
こ
へ
の
還
付
請
求
訴
訟
の
提
起
が
可
能
で
あ
る
。

⑧
一
九
二
四
年
に
は
、
前
も
っ
て
納
付
せ
ず
に
、
ま
ず
租
税
不
服
審
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

判
庁

(
B
o
a
r
d
of 
T
a
x
 A
p
p
e
a
l
s
)
に
提
訴
す
る
方
法
が
創
設
さ
れ

た
。
同
庁
は
、
納
付
後
で
し
か
争
え
な
い
と
い
う
還
付
請
求
訴
訟
が

私
人
に
多
大
な
負
担
を
強
い
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
独
立
の
執
行
府

行
政
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
決
定
の
上
訴
先

は
巡
回
高
等
裁
判
所
（
現
在
は
連
邦
高
裁
）
お
よ
び
連
邦
最
高
裁
で
、

こ
れ
ら
上
訴
審
は
、
一
九
二
六
年
歳
入
法

(
R
e
v
e
n
u
e
A
c
t
 of 

1
9
2
6
,
 
4
4
 Stat. 1
0
9
-
1
0
)
に
よ
9

吐i律
斤L
4の
華
〖
り
の
み
を
字
奔
本
iナ
ノ

る
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
四
二
年
に
租
税
不
服
審
判
庁
は

租
税
裁
判
所

(
T
a
x
C
o
u
r
t
)

に
改
組
さ
れ
た
が
、
制
度
の
枠
組
み

は
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
°
租
税
裁
判
所
は
始
審
的
審
理
を
行
っ

て
い
る
。
租
税
裁
判
所
の
決
定
に
対
す
る
連
邦
高
裁
に
よ
る
審
査
内

容
の
問
題
は
、
多
分
に
、
①
②
⑧
の
三
ル
ー
ト
並
立
を
ど
う
整
序
す

べ
き
か
の
制
度
論
の
側
面
を
も
有
す
る
の
で
、
本
稿
で
は
省
略
し
た
。

P
l
u
m
b
,
 
T
a
x
 R
e
f
u
n
d
 Suits 
against 
Collectors 
of 
Internal 

R
e
v
e
n
u
e
,
 
6
0
 
H
a
r
v
.
 
L. 
R
e
v
.
 
6
8
5
 (
1
9
4
7
)
;
 

S. 
S
u
R
R
E
Y
,
 

s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 5
,
 
at 2
4
-
2
5
,
 
3
0
-
3
1
;
 
L
e
e
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
,
 
at 3
0
8
;
 

G
r
i
s
w
o
l
d
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
5
;
 

N
o
t
e
,
 
T
h
e
 
O
l
d
 
T
a
x
 
C
o
u
r
t
 

Blues: 
T
h
e
 N
e
e
d
 for 
U
n
i
f
o
r
m
i
t
y
 in 
T
a
x
 Litigation, 4
6
 

N•Y. 

U
.
 
L. 
R
e
v
.
 
9
7
0
(
1
9
7
1
)
;
 
B
a
b
b
i
t
t
 
&
 M
o
r
r
i
s
,
A
n
 

I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
to 
t
h
e
 T
a
x
 C
o
u
r
t
 of 
t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 States, 2
1
 

T
a
x
 
L
a
w
.
 6
1
5
 (
1
9
6
8
)
;

ま
た
、

F
l
o
r
a
v. 
U
n
i
t
e
d
 
States, 

3
5
7
 U
.
 S. 6
3
 (
1
9
5
6
)
 ;
O
l
d
 C
o
l
o
n
y
 T
r
u
s
t
 v. 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
,
 

2
7
9
 

u. s. 7
1
6
 (
1
9
2
9
)
.

さ
ら
こ
に
、
土
凩
芦
応
眼
｛
「
今
I

癖

g国
知
唸
祝
哉

g
刊

所
の
歴
史
的
沿
革
と
最
近
の
動
向
」
租
税
法
研
究
二
巻
三
一
頁
（
一

九
七
四
）
、
岸
田
貞
夫
「
合
衆
国
連
邦
租
税
法
に
お
け
る
争
訟
制
度

に
つ
い
て
」
租
税
法
研
究
三
号
一
五
八
頁
(
-
九
七
五
）
。

な
お
、
徴
税
過
程
へ
の
イ
ソ
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
、
一
八
六
六
年

歳
入
法
の
翌
年
の
修
正
に
よ
り
明
文
で
禁
止
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
、

そ
れ
以
前
か
ら
判
例
法
上
も
禁
止
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

A
s
o
-

£sky, 
Injunctions 
a
n
d
 D
e
c
l
a
r
a
t
o
r
y
 J
u
d
g
m
e
n
t
s
 in 
F
e
d
e
r
a
l
 

T
a
x
 Controversies, 2
8
 R
u
t
g
e
r
s
 L. R
e
v
.
 7
8
5
,
 
7
8
7
 (
1
9
7
5
)
.
 

こ
れ
は
現
在
の
内
国
歳
入
法
典

(Internal
R
e
v
e
n
u
e
 C
o
d
e
 §
7
 42
1
 

(

a

)

)

に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宣
言
判
決
も
認
め
ら
れ
て

い
な
い
。

2
8

U. S
.
 
C
.
 §
2
2
0
1
 
(
1
9
8
2
)
.
 

(
3
0
)
C
o
o
p
e
r
,
 A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 Justice 
a
n
d
 t
h
e
 
R
o
l
e
 of 
Di, 

scretion, 4
7
 Y
a
l
e
 
L. J. 
5
7
7
,
 
5
8
8
 (
1
9
3
8
)
.
 

(
3
1
)
P
i
l
l
s
b
u
r
y
,
 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
Tribunals, 
3
6
 
H
a
r
v
.
 
L. 

R
e
v
.
 
4
0
5
,
 
4
1
5
 (
1
9
2
3
)
 
(
個

i人
権
と
し
て
の
人
的
権
利
ま
た
は
財

産
の
権
利
は
、
司
法
裁
判
所
の
専
属
管
轄
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
司
法
権
の
重
要
な
部
分
が
失
わ
れ
る
）
;
M
o
n
a
g
-

h
a
n
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
,
 
at 
1
7
;
 
C
o
o
p
e
r
,
 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 3
0
,
 
at 5
8
8
;
 

D
i
c
k
i
n
s
o
n
,
 
Judicial 
C
o
n
t
r
o
l
 
of 
Official 
Discretion, 
2
2
 

A
m
.
 ・Pol. 
Sci. 
R
e
v
.
 2
7
5
,
 
2
9
2
 (
1
9
2
8
)
;
 
Patterson, 
M
i
n
i
s
t
、

erial 
a
n
d
 D
i
s
c
r
e
t
i
o
n
a
r
y
0
f
f
i
c
i
a
l
 
Acts, 2
0
 M
i
c
h
.
 
L. 
R
e
v
.
 

8
4
8
,
 
8
6
0
 (
1
9
2
2
)
;
 
E
.
 F
R
E
U
N
D
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 5
,
 

at 
1
2
0
;
 
L・ 

JAFFE, 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 2
1
,
 
at 3
3
6
.
 

(
3
2
)
S
t
e
w
a
r
t
 
&
 Sunstein, 
P
u
b
l
i
c
 
P
r
o
g
r
a
m
s
 
a
n
d
 
Private 

Rights, 9
5
 B
a
r
v
.
 L
.
 R
e
v
.
 1
1
9
3
,
 
1
1
9
9
,
 
1
2
4
7
 (
1
9
8
2
)
.
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択岩

噂
）

M
.
C
A
R
R
O
W
,
 T

H
E
 l3AcKCRotJNn 

OF 
A
n
M
I
N
i
S
T
R
A
T
i
v
E
 

L
A
 w
 64 

(1948)
（
阿
紺
輻
燃

Q
哀

悩
心

壮
心

俎
以

ヒ
溢

令
翫

Q
性

出
竺

’
ギ

共
心

茶
「

坦
<
Q

11
中
入

n
-
4
0
捉
葉

(private
co

・

m
m
o
n
 l
a
w
 
rights)

」
且

ふ
み

心
心

投
今

ふ
忍

壮
4

今
心

器
窓

ヂ

柏
的

兵
ド

狛
如

J
礼
如
鞄
撰
）
；

Albertsworth,
Judicial 

Revi-

e
w
 of 

Administrative Action 
b
y
 
the 

Federal 
S
u
p
r
e
m
e
 

Court, 
35 

H
a
r
v
.
 
L. 

R
e
v
.
 
127, 

153 
(1922); 

C
r
a
m
t
o
n
,
 

supra 
note 

20, 
at 

398. 

（
苫
）

B.
SIEGAN, 

E
c
o
N
O
M
I
C
 LIBERTIES 

A
N
D
 T
H
E
 CoNSTITU・ 

TION 
95-96 

(1980); 
Siegan, 

T
h
e
 S
u
p
r
e
m
e
 
Court: 

T
h
e
 

Final Arbiter, 
in 

B
E
Y
O
N
D
 T
H
E
 S
T
A
T
U
S
 Q
u
o
 274 (D. 

B
o
A
z
 

&
 E. C

R
A
N
E
 eds. 

1985); A
N
T
I
E
A
U
,
 C
O
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
 C
o
N
-

STRUCTION 
115-120 

(1982). 

（
埒
）

iJ 
Q

 iJ 
A
l
竺

弄
志

呆
心

器
め

心
゜

祁
共

'
i
J
Q
i
J
心

如
忘

l伶
ヤ

灼
全

Q
且

E.
F
R
E
U
N
D
,
 
supra 

note 
5, 

at 
259; 

L. 
JAFFE, 

supra 
note 21, 

at 
188-92; 

Y
o
u
n
g
,
 Public Rights 

a
n
d
 the 

Federal Judicial 
P
o
w
e
r
:
 
F
r
o
m
 M
u
r
r
a
y
'
s
 Lessee t

h
r
o
u
g
h
 

Crowell 
to 

Schor, 
35 Buffalo 

L. 
R
e
v
.
 
765, 

804 
(1986) 

茶
伶

心
゜

祁
μ

撼
l
札
酎
社
（
竺
）

（
白

）
埃

サ
る

中
Q
溢

荊
ヤ

心
性

似
祁
翁
匪
゜

ぼ
）

「
弄
海
起
瞬
」

Q
晦

Q
邑

正
志

匁
⇒

ド
嶺

抑
Q
国

王
⇒

北
蛍

ヂ

忌
芸

Q
志

竺
’
B
o
a
r
d
of 

Liquidation v. 
M
c
C
o
m
b
,
 92 U

.
 S. 

531, 
541 (1876)

や
伶

O
'

「
縣
弄
距
ざ
審
し
ヒ
娑
し
ヒ
溢

{IIllQ
迦

撃

且
譴

ト
肉

憾
邸

以
0
2
Y
'

と
溢

{IIll
茶

如
単

ヤ
み

く
枷

盤
諷

速
祁

皿
心

Q
娯

颯
逹

や
起

蘊
ヤ

如
J
心

廷
や

狛
出

二
」

心
倒

＜
ド

2
炉

（
お
）

Levitt,
T
h
e
 Judicial 

R
e
v
i
e
w
 of 

Executive 
Acts, 

23 

M
i
c
h
.
 
L. 

R
e
v
.
 
588, 

599 
(1925); 

Patterson, 
supra 

note 

31, 
at 

861-62; 
J. 

DICKINSON, 
supra 

note 
3, 

at 
284 

n. 

100; 
Stewart &

 Sunstein, 
supra note 32, 

at 
1269

（
剤
阻
器

崇
み

賑
雖

供
み

("all
or nothing" review)

心
楽

惑
⇒

ド
今

!'QI).

（
為
）

tJ 
Q

 Jng 
Q.@)

苺
坦

柏
串

架
廷

国
荊

＆
俎

み
。

＃
冷

’
令

投
V

心

企
臣

芸
Q
囲

涵
弄

志
旦

兵
今

ド
竺

’
し

ヒ
溢

薬
藁

知
J

Q
廿

心
且

科
心

兵
ド

ニ
＃

心
杓

共
l'Ql0

M
o
n
a
g
h
a
n
,
 supra note 4, 

at 16 n. 
92; 

Farina, 
Statutory Interpretation 

a
n
d
 the 

Balance of 
Po-

w
e
r
 
in 

the 
Administrative 

State, 
89 C

o
l
u
m
.
 
L. 

R
e
v
.
 

452, 
453-54 n. 

19 
(1989). 

iJ
共

以
0
2

ド
廷

’
瑯

王
俎

（
給

）

Q
史
ふ
’
忙
色
’
採

ll1憐
~
I
I

「8
睦
哀
母
蓋
蝙

Q
姐
赴
斗
Q
~

毀
」

や
ヂ

拇
匪

゜

（
要
）

E.
F
R
E
U
N
D
,
 supra 

note 
5, 

at 
255-60; 

Levitt, 
supra 

note 
37, 

at.594; 
Rogers, 

A
 Fresh L

o
o
k
 at 

A
g
e
n
c
y
 "Di-

scretion", 
57 

Tul. L. R
e
v
.
 
776, 

780 
(1983); 

L. 
JAFFE, 

supra note 
21, 

at 
183; 

C. A
N
T
I
E
A
U
,
 
E
X
T
R
A
O
R
D
I
N
A
R
Y
 R
E
-

MEDIES 291-472 (1987). 

（
号
）

Patterson,
supra 

note 
31, 

at 
862; 

L. 
JAFFE, 

supra 

note 
21, 

at 
183. 

(~
) 

Lee, 
supra 

note 
4, 

at 
296 n. 

29.
思

~'t!
Gaines 

v. 

T
h
o
m
p
s
o
n
,
 7

 Wall. 347, 
352-53 (

U
.
 S. 

1986)
（

＜
信

鯰

誓
縣

）
心

鈴
函

゜

069 (rLI.V) AOI 



I)謳槃溢に7「走涯瞬」Q距弄盤紺阿

（
笞
）

Belcher v. 
Linn, 

2
4
 H

o
w
.
 508 (

U
.
 S. 

1861)
（
巨
甜

Q

薔
縣
）
且
国
心
共
心

Q
茶
忌
芸

Q
志
や
~
~
0

Albertsworth, 
su-

pra 
note 

33, 
at 

135. 

（
尊
）

尽
炉

廷
Litchfield

v. 
Richards, 

9
 Wall. 575, 

577 (
U
.
 

s. 
1870)

（
＜
封
忠
華

Q
憾

縣
）

投
因

唸
悩

伶
内

゜

(~
) 

J. 
H
A
R
T
,
 I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N
 T

O
 A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E
 L

A
W
 644 

-45 
(1950); 

Stason, 
Judicial 

R
e
v
i
e
w
 
of 

T
a
x
 E

rrors—
 

Effect 
of 

Failure to 
Resort to Administrative Remedies, 

2
8
 M
i
c
h
.
 L. 

R
e
v
.
 637, 

639 
(1930); 

J. 
DICKINSON, supra 

note 
3, 

at 
279; 

F. 
CooPER, supra 

note 3, 
at 

336-39; M
.
 

C
A
R
R
O
W
,
 
supra note 33, 

at 
61.

皿
討
ま
忌
且
社
＇
巡
王
俎
（
忠
）

～
（
足
）
＇
（
苔
）
～
（
巨
）
埃
サ
る

t¥JQ
溢

荊
ト

心
怜

択
祁

翁
産

゜

国
）

G
o
o
d
n
o
w
,

T
h
e
 W
r
i
t
 of 

Certiorari, 
6

 Pol. 
Sci. 

Q
.
 

493, 
516 

(1891); 
J. 

H
A
R
T
,
 
supra 

note 
44, 

at 
642-44; 

Stason, 
supra 

note 
44, 

at 
639; 

B
o
s
k
e
y
 
&
 
Braucher, 

Jurisdiction 
a
n
d
 Collateral 

Attack: 
October T

e
r
m
,
 1939, 

40 Col u
m
.
 L. 

R
e
v
.
 1006 (1940); 

Note, 
Filling the Void: 

Judicial 
P
o
w
e
r
 a
n
d
 Jurisdictional Attacks o

n
 Judgments, 

8
7
 Yale L. 

J. 
164, 

165-71 (1977). 

（
等
）

l」
Q
器
纏
竺
’
し
ヒ
溢
澁
溢
Q
令
藁
択
姐
刈
,
.
.
.
)
ド
廊
共
~
0

Isaa-

cs, 
Judicial 

R
e
v
i
e
w
 of 

Administrative Findings, 
3
0
 Yale 

L. 
J. 

781, 
785 

(1921); 
Dickinson, 

Judicial 
R
e
v
i
e
w
 
of 

Administrative 
Determinations, 

A
 S
u
m
m
a
r
y
 
a
n
d
 
Eval-

uation, 
25 

M
i
n
n
.
 L. 

R
e
v
.
 588, 

589 (1941)
．
忙
器
・

i忌
王
紺

←
)
1

回
共

～
1
日

1
区

兵
サ

る
紺

守

(~
) 

Stason, 
supra 

note 
44, 

at 
641 

n. 
5. 

国
）

Stason,
supra 

note 44, 
at 

643, 
645. 

(~
) 

米
睾

砥
陀

「
い

=
R
址

兵
全

灼
弄

彩
寂

Q
柑

瞬
忌

撰
固

纏
虻

塞
(
1
)
」

組
違

ぐ
環

謡
1
01ll

爵
紐

1
<
t
R
1
1

嵐
(1

忍

K
)
0
 
Stason, 

supra note 44, 
at 644; Albertsworth, 

supra 

note 33, 
at 

132-34; 
J. 

DICKINSON, 
supra 

note 
3, 

at 
309 

n. 
8; 

S. 
G
m
s
,
 L

A
w
 D
I
C
T
I
O
N
A
R
Y
 7
8
 (1984). 

ぼ
）

J.
H
A
R
T
,
 supra 

note 
44, 

at 
644. 

（
日
）

Stason,
supra 

note 
44, 

at 
639, 

649; 
G
o
o
d
n
o
w
,
 supra 

note 4, 
at 

317. 

（
笞
）

St.
Louis Smelting Co. v. 

K
e
m
p
,
 104 U

.
 S. 

636, 644 

(1882)
．

巡
王

俎
（

忌
）

兵
サ

る
i¥JQ

溢
荊

ヤ
肉

怜
択

ヂ
翁

臣
゜

（器）
J.

DICKINSON, 
supra 

note 
3, 

at 
55-57; 

Patterson, 

supra 
note 

31, 
at 

853. 

（
苫
）

｝」
~J
や
竺
’
ト
-

H
入
＼
，
、

m
入

化
モ

ー
-4

I'¥ 
1h 

~ :.,..~
~

Q
 

＜
封
巳
華
認
遜
Q
弄
志
全
如
岱
ド
料
~

¥-'::, 
1-Q 

0
志̂

記
,
!
!
'
翌
恕
叡
皿

Q
紘

旨
以

サ
°

¥
-
'
＜
針
に
華
以
痴
t:l!!

(a 
right 

of 
w
a
y
)

心
器

悛

ャ
灼
罪
述
-bl--'

起
詢
蒔
礼
⇒

ヤ
Q
<
4
檸

華
熙

恙
投

因
や

伶
心

゜

（拾）
L.

JAFFE, 
supra 

note 
21, 

at 
337; 

Albertsworth, 

supra 
note 33, 

at 
141; 

J. 
DICKINSON, 

supra 
note 

3, 
at 

56-57. 

（
侶
）

L.
JAFFE, 

supra 
note 

21, 
at 

338. 

（お）
U
n
i
t
e
d
States 

e
x
 rel. 

M
c
B
r
i
d
e
 v. 

Schurz, 
102 U

.
 S. 
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研 究

3
7
8
 (
1
8
8
0
)
.
 
~
:
告
皿
〖
広
か
人
が
行
っ
た
公
有
地
譲
渡
申
請
が
審
査
さ

れ
、
公
有
地
の
下
付
手
続
が
あ
る
点
ま
で
進
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
他

の
者
が
当
該
土
地
へ
の
権
利
を
主
張
し
た
た
め
に
、
原
告
関
係
人
に

発
行
さ
れ
る
は
ず
の
公
有
地
譲
渡
証
書
が
内
務
長
官
の
元
で
保
留
さ

れ
た
ま
ま
に
な
っ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
内
務
長
官
に
対
し
マ
ン

デ
イ
マ
ス
に
よ
っ
て
公
有
地
譲
渡
証
書
の
交
付
が
求
め
ら
れ
た

(
a
t

3
9
3
)

。

(
5
8
)
N
o
b
l
e
 v
.
 
U
n
i
o
n
 R
i
v
e
r
 L
o
g
g
i
n
g
 R
.
 R
・
C
o
.
,
 1
4
7
U
.
 S・ 

1
6
5
,
 
1
7
1
,
 
1
7
6
-
7
7
 
(
1
8
9
3
)
.
八
ム
七
p
抽
～
涌
竺
行
は
罹
シ
J

碑
i
辛
担
今
令
叶

iに
い
付
こ
与

し
た
内
務
長
官
の
決
定
が
、
後
任
の
長
官
に
よ
っ
て
取
消
さ
れ
た
の

で
、
当
該
会
社
が
そ
の
取
消
の
執
行
制
止
を
求
め
て
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク

シ
ョ
ン
を
訴
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
長
官
の
許
可
に
よ
っ
て
一
旦
通

行
権
が
付
与
さ
れ
た
な
ら
ば
、
「
鉄
道
会
社
は
、
直
ち
に
、
当
該
土

地
に
財
産
権
を
得
る

(
a
t
1
7
6
)
」
の
で
あ
る
か
ら
、
「
後
任
の
長
官

が
前
任
長
官
の
許
可
を
取
消
す
こ
と
は
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
よ
ら

ず
原
告
の
財
産
を
剥
奪
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
司
法
裁

判
所
の
判
断
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
（
a
t
1
7
6
)
」
と
し
、
長
官
の
裁

拭
と
は
せ
ず
、
裁
判
所
の
守
備
範
囲
に
入
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

ま
た

J
o
h
n
s
o
n
v
.
 
T
o
w
s
l
e
y
,
 1
3
 W
a
l
l
.
 

72, 8
7
 (
U
.
S
.
 
1
8
7
1
)
 

（
こ
れ
自
体
は
付
随
的
攻
撃
訴
訟
の
事
案
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
マ

ン
デ
イ
マ
ス
や
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
一
般
論
が
述
べ
ら
れ
た
部

分
）
は
、
「
権
原
が
合
衆
国
に
残
っ
て
お
り
、
行
政
官
の
決
定
が
待

た
れ
て
い
る
問
は
、
当
裁
判
所
は
、
マ
ン
デ
イ
マ
ス
や
イ
ン
ジ
ャ
ン

ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
こ
れ
に
介
入
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
き
た
。
」

し
か
し
、
「
権
原
が
政
府
か
ら
移
転
し
、
問
題
が
個
人
権
に
関
わ
る

も
の
に
な
る

(
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
 
b
e
c
a
m
e
 o
n
e
 o
f
 p
r
i
v
a
t
e
 
r
i
g
h
t
)
」

と
、
裁
判
所
が
そ
の
権
利
に
つ
い
て
審
理
す
る
権
限
を
有
す
る
、
と

述
べ
る
。

(
5
9
)
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 
e
x
 rel. 
M
c
B
r
i
d
e
 v. 
S
c
h
u
r
z
,
 
1
0
2
 U
.
 S
.
 

3
7
8
,
 
3
9
7
-
9
8
 
(
1
8
8
0
)
.

ハ
ム
右
P
抽
～
論

g洞
二
祉
事
戸
の
作
り
曲
{
‘
冬
品
碑
薯
I

名
I

の

後
、
そ
れ
が
台
帳
に
記
録
さ
れ
た
時
点
で
権
原
ほ
移
転
し
、
そ
の
後

の
交
付

(
d
e
l
i
v
e
r
y
)

~
権
原
移
転
の
た
め
に
必
要
な
要
件
で
は
な

い
と
い
う
解
釈
を
示
し
た
。

(
6
0
)
L
a
n
e
 
v•Hoglund, 

2
4
4
 U
.
 S
.
 
1
7
4
 
(
1
9
1
7
)
.

単
な
る
通

告
で
も
異
議
と
い
え
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
裁
判
所
が
行
っ
た
。
本

件
に
つ
い
て
は
、
法
律
解
釈
が
自
明
な
事
案
で
は
な
い
と
の
指
摘
が

あ
る
。

L
.
J
A
F
F
E
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 2
1
,
 
a
t
 
4
2
6
.

こ
の
こ
と
に
臨
g

み

れ
ば
、
断
固
介
入
と
い
う
裁
判
所
の
態
度
が
明
ら
か
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
こ
の
事
件
で
は
、
「
提
起
中
の
異
議
」
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
、

公
有
地
譲
渡
証
書
の
交
付
を
命
ず
る
マ
ン
デ
イ
マ
ス
が
認
め
ら
れ
た

が
、
こ
こ
で
判
断
さ
れ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
異
議
の
有
無
で
あ
っ
て
、

異
議
の
内
容
が
正
当
で
あ
っ
た
か
否
か
で
は
な
い
。
仮
に
本
件
で
、

異
議
が
あ
っ
た
と
の
判
断
が
下
さ
れ
た
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
そ
こ
で

判
断
を
止
め
、
異
議
内
容
に
つ
い
て
行
政
官
が
既
に
下
し
た
判
断
に

一
切
介
入
し
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
（
マ
ン
デ
イ
マ
ス
は
発
給
さ
れ
な

い
）
。
異
議
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
権
原
は
ま
だ
私
人
に
移
転
し
て
い

な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

(
6
1
)
L
i
t
c
h
f
i
e
l
d
 v
.
 
R
i
c
h
a
r
d
s
,
 
9
 W
a
l
l
.
 
5
7
5
,
 
5
7
7
 
(
U
.
 S
.
 
18 
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

6
9
)
 
(
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
訴
求
例
。
原
告
が
当
該
土
地
の
コ

モ
ソ
ロ
ー
上
の
所
有
者

(legal
o
w
n
e
r
)
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
し

た
た
め
に
、
裁
判
所
は
、
そ
れ
が
公
有
地
で
あ
る
旨
の
認
定
の
み
を

し
た
）
;
B
u
r
f
e
n
n
i
n
g
 v. 
C
h
i
c
a
g
o
,
 
St. 
Paul, 
M
.
 &
 0
.
 R
y
.
 

Co., 1
6
3
 

U. S
.
 3
2
1
,
 
3
2
3
-
2
4
 
(
1
8
9
6
)
 
(
~
-
<
問
i
の
ニ
ジ
ェ
ク
ト

メ
ソ
ト
の
事
案
°
係
争
土
地
が
合
衆
国
に
保
留

(reserve)
さ
れ
て

お
り
、
そ
も
そ
も
プ
リ
ニ
ン
プ
シ
ョ
ン
や
ホ
ー
ム
ス
テ
ッ
ド
の
対
象

と
な
ら
な
い
こ
と
を
判
断
し
た
）
;
St. 
L
o
u
i
s
 S
m
e
l
t
i
n
g
 v. 

K
e
m
p
,
 
1
0
4
 U
.
 S. 6
3
6
,
 
6
4
1
 
&
 6
4
4
 (
1
8
8
2
)
 
(
~
-
<
へ
の
志
＃
埒

の
対
象
と
な
る
公
有
地
で
あ
る
と
き
の
み
、
行
政
決
定
の
終
決
性
が

認
め
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
い
と
き
、
つ
ま
り
保
留
地
で
あ
っ
た
り
、

他
の
私
人
へ
移
転
済
み
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
は
、
付
随
的
攻
撃
訴

訟
で
こ
の
点
を
争
そ
う
こ
と
が
で
き
る
）
．

(
6
2
)
B
r
o
w
n
 
v•Hitchcock, 

1
7
3
 U
.
 S. 4
7
3
,
 4
7
6
,
 4
7
7
,
 
(
1
8
8
9
)
 

（
イ
ン
ジ
ャ
ソ
ク
ツ
ョ
ン
の
事
案
。
政
府
が
公
有
地
に
有
す
る
コ
モ

ソ
ロ
ー
上
の
権
原
が
移
転
さ
れ
な
い
限
り
、
裁
判
所
は
介
入
で
き
な

い
）
．
具
体
的
な
例
と
し
て
ほ
、
公
有
地
の
下
付
の
た
め
の
一
要
件

で
あ
る
立
入

(
e
n
t
r
y
)
の
存
否
が
あ
る
。

G
a
i
n
e
s
v. 
T
h
o
m
p
s
o
n
,
 

7
 
W
a
l
l
.
 3
4
7
,
 
3
5
3
 
(
U
.
 S. 1
8
6
9
)
 
~
、
立
入
の
妥
当
性
の
判
断

は
、
い
か
な
る
意
味
で
も
事
務
的
行
為
と
は
言
い
難
い
と
し
て
、
イ

ン
ジ
ャ
ソ
ク
シ
ョ
ン
の
発
給
を
拒
否
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
判
決
ほ
、

も
は
や
こ
の
よ
う
な
判
示
を
せ
ず
、
裁
量
的
で
あ
る
こ
と
を
述
ぺ
て

介
入
を
拒
否
す
る
と
い
う
簡
潔
な
判
示
で
す
ま
せ
る
こ
と
が
多
い
。

U
n
i
t
e
d
 
States 
e
x
 
rel. 
R
i
v
e
r
s
i
d
e
 
Oil 
C
o
.
 v•Hitchcock, 

1
9
0
 

u. s. 3
1
6
 (
1
9
0
3
)
 

(
森
林
保
留
地
の
た
め
に
自
己
の
土
地
を

提
供
し
た
者
が
代
替
地
と
し
て
選
択
し
た
公
有
地
が
、

v
a
c
a
n
t
l
a
n
d
 

と
い
う
法
律
上
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
の
判
断
を
、
裁
量
的
と

し
て
審
査
し
な
か
っ
た
事
例
）
．
ま
た
、
後
出
注

(
6
3
)
（
75)
（
82)

お
よ
び
そ
の
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。

(
6
3
)
U
n
i
t
e
d
 
States 
e
x
 
rel. 
M
c
C
o
n
n
e
l
l
 
v. 
E
d
m
u
n
d
s
,
 
5
 

W
a
l
l
.
 
5
6
3
,
 
5
6
5
 
(
U
.
 S. 1
8
6
7
)

が
そ
の
例
で
あ
る
。
原
告
関
係

9

人
が
譲
渡
証
書
の
付
与
を
マ
ン
デ
イ
マ
ス
で
求
め
た
が
、
そ
の
土
地

に
つ
い
て
は
第
三
者
が
公
有
地
譲
渡
証
書
の
発
行
を
受
け
て
い
た
の

で
、
こ
の
譲
渡
証
書
の
適
法
性
も
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

(
6
4
)
L
i
t
c
h
f
i
e
l
d
 v. 
R
i
c
h
a
r
d
s
,
 9
 
W
a
l
l
.
 5
7
5
,
 
5
7
7
-
7
8
 
(
U
.
 S. 

1
8
7
0
)

が
事
前
介
入
の
好
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
プ
リ
ニ
ン
プ
シ
ョ

ン
を
主
張
す
る
第
三
者
の
提
出
し
た
申
請
を
担
当
行
政
官
が
審
査
す

る
の
を
、
イ
ソ
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ソ
で
制
止
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
裁
判
所
は
、
原
告
が
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
所
有
者

(
a
legal 
o
w
-

n
e
r
)

で
あ
っ
て
本
件
土
地
は
公
有
地
で
な
い
と
い
う
主
張
に
つ
い

て
の
み
判
断
し
、
こ
れ
は
公
有
地
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
そ
の
余
の

判
断
に
裁
量
性
を
認
め
て
い
る
。
「
…
こ
こ
に
判
断
権
と
裁
量
権
の

行
使
が
求
め
ら
れ
る
。
原
告
が
求
め
る
も
の
は
、
裁
判
所
が
行
政
官

に
対
し
イ
ソ
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
当
該
土
地
が
売
却
と
先

買
権
の
対
象
に
な
る
土
地
種
別
か
ら
外
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
の
判
断

を
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
わ
り
に
裁
判
所
が
判
断
を
せ
よ
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
…
•
•
•
し
か
し
裁
判
所
に
そ
の
権
限
は
な
い
。
」
更
に
、

事
前
介
入
と
い
う
本
件
の
性
格
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
言
及
す
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研 究

る
。
「
も
し
土
地
部
局
の
行
政
官
が
な
ん
ら
か
の
決
定
を
し
、
そ
の

結
果
、
原
告
の
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ

の
者
は
裁
判
所
に
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
逆
に
、
原
告
有

利
の
決
定
を
す
れ
ば
、
権
利
侵
害
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
「
現
段
階
で

裁
判
所
が
介
入
す
る
こ
と
は
、
土
地
部
局
の
行
政
官
に
法
が
付
与
し

た
機
能
を
取
り
上
げ
て
、
裁
判
所
が
代
行
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
」

(65)J•D1cK1NsoN, 

s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 3
,
 
at 2
7
8
.

ま
た
判
ば
例
と
し
て

は、

N
o
b
l
e
v. 
U
n
i
o
n
 R
i
v
e
r
 L
o
g
g
i
n
g
 R
.
 
R. Co., 
1
4
7
 
U
.
 

S. 
1
6
5
,
 
1
7
6
 (
1
8
9
3
)
;
 
J
o
h
n
s
o
n
 
v. 
T
o
w
s
l
e
y
,
 1
3
 
W
a
l
l
.
 7
2
,
 

8
4
-
8
5
 
(U. S
.
 
1
8
7
1
)
 
(
土
地
部
局
の
行
為
に
よ
っ
て
権
原
が
移
転

さ
れ
既
得
権
と
な
っ
た
場
合
は
、
こ
れ
は
法
に
よ
っ
て
の
み
剥
奪
さ

れ
う
る
。
こ
れ
を
判
断
す
る
の
は
裁
判
所
の
責
務
で
あ
る
）
な
ど
が

あ
る
。
さ
ら
に
、
後
出
注

(
8
1
)
、
第
一
章
注
(

8

8

)

お
よ
び
そ
の
該

当
す
る
本
文
を
参
照
。

(

6

6

)

例
え
ば
、

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
 
e
x
 rel. 
M
c
B
r
i
d
e
 v. 
S
c
h
u
r
z
,
 

1
0
2
 
U. s. 3
7
8
 (
1
8
8
0
)

は
、
権
利
移
転
の
有
無
を
判
断
し
た
後
、

本
件
は
権
原
が
既
に
移
転
さ
れ
て
い
な
が
ら
交
付
が
な
さ
れ
て
い
な

い
事
案
で
あ
る
か
ら
、
証
書
の
交
付
は
事
務
的
行
為
に
あ
た
る
と
し

た

(at
4
0
3
)
。
「
土
地
部
局
の
不
作
為

(
n
o
n
,
a
c
t
i
o
n
)
に
よ
っ
て
当

事
者
の
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利

(legal
r
i
g
h
t
s
)

は
不
安
定
な
状
態

に
晒
さ
れ
、
権
利
ほ
毀
損
さ
れ
た
。
…
…
原
告
関
係
人
は
公
有
地
譲

渡
証
書
を
保
持
す
る
権
利
を
有
す
る

(at
4
0
4
-
0
5
)
」
と
し
て
マ
ン

デ
イ
マ
ス
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

(
6
7
)
L
e
v
i
t
t
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 3
7
,
 

at 
5
9
4
-
9
5
.

ま
た

U
n
i
t
e
d
Sta, 

tes 
e
x
 rel. 
M
c
B
r
i
d
e
 v. 
S
c
h
u
r
z
,
 1
0
2
 U
.
 S. 3
7
8
 (
1
8
8
0
)
 
~
、

権
原
が
私
人
に
移
転
し
た
以
上
「
行
政
官
の
権
限
は
消
失
し
た

(at

4
0
2
)
」
と
述
べ
、

"their
a
u
t
h
o
r
i
t
y
 
in 
t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
 c
e
a
s
e
s
"
や

"
t
h
e
 
p
o
w
e
r
 o

f
 
t
h
e
 officers 
h
a
s
 p
a
s
s
e
d
 a
w
a
y
"
と
い
う
表
現

を
用
い
て
い
る
。

N
o
b
l
e
v. 
U
n
i
o
n
 R
i
v
e
r
 L
o
g
g
i
n
g
 R
.
 R
.
 Co., 

1
4
7
 
U. S
.
 1
6
5
,
 
1
7
1
-
7
2
,
 
1
7
5
-
7
6
 (
1
8
9
3
)
 
~
D
回
臣
曰
で
太
ご
る
。

(

6

8

)

「
公
有
地
譲
渡
証
書
の
交
付
で
終
了
す
る
内
務
長
官
の
行
為
ほ
、

裁
判
所
…
…
に
お
い
て
も
、
当
事
者
の
権
利
に
つ
い
て
終
決
的

(co,

n
c
l
u
s
i
v
e
 
o
f
 
t
h
e
 
rights 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
y
)

で
4
3
る
。
」

J
o
h
n
s
o
n

v. 
T
o
w
s
l
e
y
,
 1
3
 W
a
l
l
.
 7
2
,
 
8
1
 (
U
.
 S. 
1
8
7
1
)
.
 

(69)J•D1cKINSON, 

s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 3
,
 
at 2
7
9
-
8
0
.
 

(
7
0
)
S
t
.
 
L
o
u
i
s
 
S
m
e
l
t
i
n
g
 v•Kemp, 

1
0
4
 
U
.
 S. 
6
3
6
,
 
6
4
0
 

(
1
8
8
2
)
 
~
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
。
「
土
地
部
局
の
行
政
官

は
…
…
証
言
を
聞
き
そ
れ
を
評
価
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の

限
り
で
行
政
官
は
司
法
的
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、

事
実
問
題
に
つ
い
て
の
そ
の
判
断
は
…
…
付
随
的
攻
撃
訴
訟
で
は
終

決
的
で
あ
る
。
」
な
お
、
こ
の
司
法
と
い
う
表
現
は
、
第
一
章

I
で

述
べ
た
よ
う
な
、
憲
法
上
の
司
法
権
を
援
用
す
る
意
味
で
の
「
司
法

的
性
格
」
と
は
全
く
別
物
で
あ
る
。
第
一
章
注

(
2
6
)
i
(
3
1
)
お
よ

び
そ
の
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。
土
地
部
局
の
行
為
を
司
法
的
と
す

る
性
格
付
け
は
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
公
有
地
の

売
却
、
先
住
者
先
買
権
、
ホ
ー
ム
ス
テ
ッ
ド
権
に
関
わ
る
申
請
処
理

ゃ
、
同
一
の
土
地
に
対
立
す
る
権
利
が
主
張
さ
れ
る
場
合
の
解
決
は
、

司
法
的
性
格
の
決
定

(judicial
in 
its 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
)

で
あ
り
、
当
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

該
土
地
が
公
有
地
で
は
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
既
に
他
の
者
に
権
原

が
譲
渡
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
た
場
合
を
除
け
ば
、
こ
れ
ら
の
解
決
は

す
べ
て
土
地
部
局
の
管
轄
内
の
事
柄
で
あ
る
。
」

U
n
i
t
e
d
States e
x
 

rel. 
M
c
B
r
i
d
e
 v. 
S
c
h
u
r
z
,
 1
0
2
 
U
.
 S. 
3
7
8
,
4
0
1
 (
1
8
8
0
)
 
(
マ
ソ

デ
イ
マ
ス
の
事
案
）
;
U
n
i
t
e
d
 
States 
e
x
 
rel. 
M
c
C
o
n
n
e
l
l
 v. 

E
d
m
u
n
d
s
,
 5
 
W
a
l
l
.
 5
6
3
,
 
5
6
5
 
(
U
.
 S. 
1
8
6
7
)
 
(
マ
ン
デ
イ
マ
ス

の
事
案
。
同
旨
）
．

(
7
1
)
A
l
b
e
r
t
s
w
o
r
t
h
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 3
3
,
 
at 
1
3
2
-
3
4
.

あ
る
公
有
地

判
例
で
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
管
轄
的
事
実

と
は
裁
判
所
や
行
政
機
関
の
権
限
を
基
礎
付
け
る
事
実
で
あ
る
。
…

・
・
・
司
法
的
性
格
を
持
つ
手
続
き

(
e
v
e
r
y
p
r
o
c
e
e
d
i
n
g
 o
f
 a
 judicial 

n
a
t
u
r
e
)

に
は
、
い
く
つ
か
の
管
轄
的
事
実
が
存
在
し
、
そ
れ
が
無

い
場
合
の
行
為
は
無
効

(
v
o
i
d
)

で
あ
る
。
例
え
ば
、
土
地
部
局
が
、

政
府
に
保
留
さ
れ
て
い
る
土
地
や
既
に
他
の
者
に
譲
渡
さ
れ
た
土
地

の
譲
渡
証
書
を
交
付
す
る
場
合
、
そ
の
行
為
に
は
人
的
あ
る
い
は
事

物
管
轄
権
が
欠
け
て
お
り
、
無
効
で
あ
る
か
ら
、
付
随
的
攻
撃
訴
訟

(
a
 
collateral 
p
r
o
c
e
e
d
i
n
g
)
に
お
い
て
も
そ
の
不
当
性

(invalidi,

t
y
)

を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
」
「
他
方
、
準
管
轄
的
事
実
と
は
、
法

装
骰
を
動
か
す
た
め
に
は
必
要
だ
が
、
一
旦
裁
判
所
が
認
定
す
れ
ば

そ
れ
が
付
随
的
攻
撃
訴
訟
に
お
い
て
終
決
的
で
拘
束
的

(
c
o
n
c
l
u
,

sive 
a
n
d
 b
i
n
d
i
n
g
 
in 
e
v
e
r
y
 collateral 
p
r
o
c
e
e
d
i
n
g
)
 
U
な
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
直
接
に

(directly)
そ
の
事
実
を
攻
撃
す

る
目
的
の
手
続
き
で
の
み
争
わ
れ
う
る
。
」

N
o
b
l
e
v. 
U
n
i
o
n
 R
i
,
 

v
e
r
 L
o
g
g
i
n
g
 R. 
R. 
Co., 
1
4
7
 U
.
 S. 
1
6
5
,
 
1
7
2
-
7
4
 (
1
8
9
3
)
.
 

(

7

2

)

「
こ
の
終
決
性
は
、
土
地
部
局
が
管
轄
を
有
す
る
場
合
、
す
な

わ
ち
当
該
土
地
が
合
衆
国
に
帰
属
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
」

し
か
し
、
「
権
限
無
き
場
合
は
付
随
的
に
も
攻
撃
さ
れ
う
る
。
」
「
土

地
部
局
に
当
該
土
地
を
処
分
す
る
権
限
が
無
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す

れ
ば
、
公
有
地
譲
渡
証
書
は
い
か
な
る
訴
訟
で
も
付
随
的
に
攻
撃
さ

れ
う
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
当
該
士
地
が
売
却
予
定
で
な
か
っ
た
場

合
、
特
定
の
目
的
の
た
め
に
保
留
さ
れ
て
い
た
場
合
…
…
な
ど
で
あ

る
。
」

St.

L
o
u
i
s
 S
m
e
l
t
i
n
g
 v•Kemp, 

1
0
4
 
U
.
 S. 
6
3
6
,
 
6
4
1
,
 

6
4
5
,
 
6
4
6
 (
1
8
8
2
)
.
 

(73)J•DICKINSON, 

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 3
,
 
at 
2
7
9
.
 

(
7
4
)
B
u
r
f
e
n
n
i
n
g
 v. 
C
h
i
c
a
g
o
,
 
St. 
P
a
u
l
,
 
M
.
 &
 0
.
 R
y
.
 Co・9 

1
6
3
 

u. s. 3
2
1
,
 3
2
3
-
2
4
 (
1
8
9
6
)
.

ま
た

P
a
t
t
e
r
s
o
n
,
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 

3
1
,
 

at 
8
6
5
-
6
6
.

そ
の
仙
i

の
例
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。
「
争
い

の
あ
る
事
実
問
題
に
つ
い
て
下
し
た
決
定
は
、
詐
偽
や
強
制
、
錯
誤

(fraud, 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
o
r
 m
i
s
t
a
k
e
)
が
無
い
限
り
、
終
決
的
で
あ

る
。
」

J
o
h
n
s
o
n
v. 
T
o
w
s
l
e
y
,
 1
3
 W
a
l
l
.
 
72, 8
6
 (
U
.
S
.
 1
8
7
1
)
;
 

「
口
頭
証
拠
に
基
づ
く
事
実
問
題
は
、
詐
偽

(
f
r
a
u
d
o
r
 deceit)
が

無
い
限
り
終
決
的
で
、
裁
判
所
で
は
争
え
な
い
。
」

J
o
h
n
s
o
n
v. 

D
r
e
w
,
 1
7
1
 
U
.
 S. 9
3
,
 
9
9
 (
1
8
9
8
)
 
;
「
土
地
部
局
の
判
断
は
、
そ

の
権
限
内
に
あ
る
限
り
、
相
矛
盾
す
る
証
言
に
基
づ
く
事
実
問
題
に

つ
い
て
は
終
決
的
で
あ
り
、
そ
の
後
裁
判
所
で
争
う
こ
と
は
で
き
な

い。」

G
a
r
d
n
e
r
v. 
Bonestell, 1
8
0
 U
.
 S
.
 3
6
2
,
 3
6
9
-
7
0
 (
1
9
0
1
)
.
 

(
7
5
)
J
o
h
n
s
o
n
 
v•Drew, 

1
7
1
 
U
.
 S. 9
3
,
 
9
9
 (
1
8
9
8
)
 
(
公
右
2

地

で
あ
る
こ
と
を
認
定
し
た
上
で
、
公
有
地
譲
渡
の
要
件
と
な
る
立
入
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研 究

の
事
実
の
有
無
は
、
土
地
部
局
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
、
裁
判
所
で
は

争
え
な
い
と
し
た
例
）
;
G
a
r
d
n
e
r
 v. 
Bonestell, 1
8
0
 U
.
S
.
 3
6
2
,
 

3
6
9
-
7
0
 (
1
9
0
1
)
;
 
B
u
r
f
e
n
n
i
n
g
 v. 
C
h
i
c
a
g
o
,
 
St. 
Paul, 
M
.
 &
 

0
.
 R
y
.
 Co., 
1
6
3
 
U. S
.
 3
2
1
,
 
3
2
3
 
(
1
8
9
6
)
 
(
湿
地
か
否
か
、
鉱

物
が
あ
る
か
否
か
と
い
っ
た
土
地
の
種
別
の
判
定
は
、
裁
判
所
で
は

争
い
得
な
い
と
し
た
）
．
ま
た

J.
D
I
C
K
I
N
S
O
N
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
3
,
 

at 2
8
1
-
8
3

を
参
照
。

(
7
6
)
A
l
b
e
r
t
s
w
o
r
t
h
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 3
3
,
 
at 
1
4
1
-
4
2
.
 

(
7
7
)
U
n
i
t
e
d
 
States 
e
x
 
rel. 
M
c
C
o
n
n
e
l
l
 
v. 
E
d
m
u
n
d
s
,
 
5
 

W
a
l
l
.
 5
6
3
,
 
5
6
5
 (
U
・
s
.
 1
8
6
7
)
 
(
原
告
の
主
張
す
る
コ
モ
ン
ロ
ー

上
の
権
利
の
存
在
が
仮
に
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
公
有
地
譲
渡
証

書
を
受
け
た
第
三
者
を
も
当
事
者
と
し
て
、
争
わ
せ
る
こ
と
が
必
要

と
な
る
）
;
Litchfield 
v. 
R
i
c
h
a
r
d
s
,
 
9
 
W
a
l
l
.
 5
7
5
,
 
5
7
8
 
(
U
.
 

S
.
 
1
8
7
0
)
 
(
イ
ソ
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
事
案
。
同
旨
）
．

(
7
8
)
P
.
 B
A
T
O
R
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 2
0
,
 
at 
1
0
9
3
-
9
4
.
 

(
7
9
)
B
a
l
l
i
n
g
e
r
 v. 
U
n
i
t
e
d
 States 
e
x
 rel. 
Frost, 
2
1
6
 
U
.
 S. 

2
4
0
 (
1
9
1
0
)
.

原
告
関
係
人
は
当
該
土
地
を
個
人
割
当
地
と
し
て
選

択
し
た
が
、
そ
の
後
九
ヶ
月
間
に
異
議
の
提
出

(contest)

t!
な
さ

れ
な
か
っ
た
の
で
、
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
個
人
割
当
地
と
し

て
土
地
の
権
原
を
移
転
す
る
た
め
譲
渡
証
書

(
a
p
a
t
e
n
t
)

が
作
成

さ
れ
た
。
し
か
し
、
次
の
事
情
で
、
こ
の
譲
渡
証
書
は
関
係
人
に
交

付
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
原
告
関
係
人
が
選
択
し

た
土
地
が
タ
ウ
ン
用
地
計
画
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
証
書

の
作
成
後
に
判
明
し
た
為
、
内
務
長
官
は
、
そ
の
土
地
を
ク
ウ
ン
用

地
と
し
て
分
離
す
る
と
と
も
に
、
関
係
人
へ
の
個
人
割
当
地
と
し
て

の
譲
渡
を
取
り
消
し
、
他
の
土
地
の
選
択
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
原
告
関
係
人
は
内
務
長
官
に
先
の
土
地
譲
渡
証
書
を
交
付
す
る

よ
う
マ
ン
デ
イ
マ
ス
で
求
め
た
。

(
8
0
)
U
n
i
t
e
d
 States 
e
x
 rel•Knight 

v. 
L
a
n
e
,
 2
2
8
 
U
.
 S. 6
,
 

1
2
 (
1
9
1
3
)
.
 

(
8
1
)
U
n
i
t
e
d
 States 
v. 
A
t
k
i
n
s
,
 2
6
0
 U
.
 S. 
2
2
0
 (
1
9
2
2
)
.

前

出
注
(

6

5

)

、
第
一
章
注
(

8

8

)

お
よ
び
そ
の
該
当
す
る
本
文
を
参

照。

(
8
2
)
U
n
i
t
e
d
 
States 
v. 
W
i
l
d
c
a
t
,
 
2
4
4
 
U
.
 S. 
1
1
1
,
 
1
1
8
-
2
0
 

(
1
9
1
7
)
 
(
準
司
法
的
機
関
の
行
為
は
原
則
的
に
最
終
的
で
あ
り
、
詐

偽
ま
た
は
法
律
上
・
事
実
上
の
錯
誤
の
点
の
み
攻
撃
さ
れ
う
る
と
い

う
一
般
原
則
を
述
べ
て
い
る
。
本
件
で
は
、
個
人
割
当
地
付
与
の
要

件
の
ひ
と
つ
で
あ
る
一
定
の
日
に
お
け
る
生
存
の
事
実
が
、
裁
判
所

の
審
理
に
は
服
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
）
．

(
8
3
)
L
.
 J
A
F
F
E
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 2
1
,
 
at 8
8
.
 

(
8
4
)
M
u
r
r
a
y
'
s
 L
e
s
s
e
e
 
v. 
T
h
e
 H
o
b
o
k
e
n
 L
a
n
d
 
&
 I
m
p
r
o
v
,
 

e
m
e
n
t
 Co., 
1
8
 H
o
w
.
 2
7
2
,
 
2
8
3
 (
U
.
 S. 1
8
5
6
)
.
 

(
8
5
)
U
n
i
t
e
d
 States 
v. 
M
a
c
D
a
n
i
e
l
,
 7
 
Pet. 1
 (
U
.
 S. 1
8
3
3
)
.
 

海
軍
省
の
事
務
官
に
対
し
て
支
払
わ
れ
て
い
た
給
料
以
外
の
金
員
を
、

合
衆
国
が
返
還
請
求
し
た
も
の
で
あ
り
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
通
常
の

民
事
訴
訟
と
し
て
扱
っ
た
。
な
お
、
合
衆
国
が
原
告
で
あ
る
か
ら
主

権
免
責
の
問
題
は
生
じ
な
い
。

(
8
6
)

前
出
注
(

2

5

)

お
よ
び
の
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

(
8
7
)
U
n
i
t
e
d
 States 
v. 
B
a
b
c
o
c
k
,
 
2
5
0
 
U
.
 S. 
3
2
8
,
 
3
3
1
 (
1
9
 

1
9
)
.

ま
た

M
o
n
a
g
h
a
n
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
,
 
at 
1
6
 
n. 
9
4
.
 

(
8
8
)
U
n
i
t
e
d
 States 
v. 
R
i
n
d
s
k
o
p
f
,
 1
0
5
 
U
.
 S. 4
1
8
,
 
4
2
2
 (
1
8
 

8
2
)
 
(
一
定
期
間
に
製
造
さ
れ
た
蒸
留
酒
の
量
）
;
W
i
c
k
w
i
r
e
 v. 

R
e
i
n
e
c
k
e
,
 2
7
5
 
U
.
 S. 
1
0
1
,
 
1
0
4
 
(
1
9
2
7
)
 

(!re紐
翌
祝
の
事
工
茶
に
お

い
て
、
当
該
財
産
の
移
転
が
自
分
の
死
を
見
越
し
て
の
も
の
か
否
か

と
い
う
事
実
は
、
司
法
判
断
さ
れ
る
べ
き
問
題

(
a
judicial questi, 

o
n
)

で
あ
る
）
;
W
i
l
l
i
a
m
s
p
o
r
t
 
W
i
r
e
 
R
o
p
e
 
C
o
.
 
v. 
U
n
i
t
e
d
 

States, 
2
7
7
 
U
.
 S. 
5
5
1
,
 
5
6
0
 (
1
9
2
8
)
 
(
輯

q得
の

匡
g
田
ば
住
や
旺
呪
頁

の
価
値
に
つ
い
て
も
裁
判
所
が
審
査
す
べ
き
問
題
で
あ
る
）
．
な
お
、

裁
判
所
が
こ
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
際
、
参
照
資
料
の
ひ
と
つ
と
し

て
行
政
解
釈
を
考
慮
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
前
出
注
(

3

8

)

お

よ
び
そ
の
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。

(
8
9
)
W
i
c
k
w
i
r
e
 v. 
R
e
i
n
e
c
k
e
,
 
2
7
5
 
U
.
 S. 
1
0
1
,
 
1
0
5
 (
1
9
2
7
)
 

（
下
級
審
は
、
内
国
歳
入
局
長
の
判
断
を
《
詐
偽
等
が
無
い
限
り
終

決
的
で
あ
る
》
と
い
う
定
式
で
審
査
し
て
い
た
が
、
最
高
裁
は
こ
れ

を
明
確
に
否
定
し
た
）
．

(
9
0
)
U
n
i
t
e
d
 States 
v. 
R
i
n
d
s
k
o
p
f
,
 1
0
5
 
U
.
 S. 4
1
8
,
 
4
2
2
 (
1
8
 

8
2
)
;
 
W
i
c
k
w
i
r
e
 v. 
R
e
i
n
e
c
k
e
,
 2
7
5
 
U
.
 S. 
1
0
1
,
 
1
0
5
 (
1
9
2
7
)
;
 

W
i
l
l
i
a
m
s
p
o
r
t
 W
i
r
e
 R
o
p
e
 C
o
.
 v. 
U
n
i
t
e
d
 States, 
2
7
7
 
U
.
 

s. 5
5
1
,
 
5
6
0
 (
1
9
2
8
)
.
 

(
9
1
)

前
出
注
(
2
8
)

の
①
の
時
期
で
あ
る
。

(
9
2
)
R
.
 S
T
U
R
M
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 2
5
,
 
at 2
2
3
.

例
え
ば

Fiedler
v. 

Curtis, 2
 
B
l
a
c
k
 4
6
1
 (
U
.
 S. 1
8
6
2
)

で
の
宰
ユ
理
の
仕
方
を
参
照
。

な
お
、
た
ま
た
ま
税
関
を
通
ら
ず
に
外
国
か
ら
貨
物
を
持
ち
込
み
、

後
に
関
税
不
払
い
を
理
由
に
そ
れ
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
と
き
は
、

《
異
議
を
提
起
し
て
の
納
付
》
が
な
い
か
ら
、
通
常
の
訴
訟
を
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
差
押
え
物
件
の
返
還
請
求
訴
訟

の
提
起
を
認
め
、
そ
の
中
で
、
そ
も
そ
も
課
税
対
象
か
否
か
を
裁
判

所
の
始
審
的
審
理
に
服
せ
し
め
る
こ
と
を
認
め
た
例
が
あ
る
。

E
x

parte 
Fassett, 1
4
2
 
U
.
 S. 4
7
9
 (
1
8
9
2
)
.
 

(
9
3
)
R
.
 S
T
U
R
M
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 2
5
,
 

at 
1
8
7
;
 

G
e
r
h
a
r
t
,
 
s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 2
8
,
 
at 
1
1
4
9
;
 
N
o
t
e
,
 
Effective 
Judicial 
R
e
v
i
e
w
 
of 

A
n
t
i
d
u
m
p
i
n
g
 D
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
s
,
 1
2
 C
o
r
n
e
l
l
 lnt'l 
L. J. 
2
6
9
,
 

2
7
9
-
8
0
 (
1
9
7
9
)
.

こ
れ
は
前
出
注
(
2
8
)

の
⑧
の
時
期
で
あ
る
。

(
9
4
)
S
r
a
g
o
w
 
&
 S
o
u
k
u
p
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 2
8
,
 
at 3
0
4
-
0
6
.

前
ば
出

注
(
2
8
)

の
⑤
の
時
期
で
あ
る
。

(

9

5

)

こ
れ
は
、
巡
回
裁
判
所
に
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
た
一
九

0
九

年
ま
で
の
時
期
、
つ
ま
り
前
出
注
(
2
8
)

の
①
の
時
期
に
お
い
て
見

ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
そ
の
後
は
、
②
の
時
期
を
経
て
（
こ
の
時
期

に
つ
い
て
は
未
調
査
）
、
⑧
の
時
期
以
降
に
お
い
て
ほ
制
度
が
明
示

的
に
変
更
さ
れ
て
お
り
、
本
文
に
述
べ
た
こ
と
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

後
出
注
(
1
1
5
)

お
よ
び
そ
の
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。

(

9

6

)

価
格
評
価
規
定
の
変
遷
に
つ
い
て
は

E
.
F
R
E
U
N
D
,
 
s
u
p
r
a
 

n
o
t
e
 5
,
 
at 5
5
6
-
5
7
.ま
た
、
皿
〖
珀
＃
評
価
呼
官
に
よ
る
臨

m
扉
四
却
叩
症
ユ
ほ
、

初
期
に
は
輸
入
業
者
側
の
利
益
代
表
機
能
も
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
機
能
は
制
度
改
正
に
よ
っ
て
次
第
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
。

G
o
o
d
n
o
w
,
 
T
h
e
 Collection 
of 
D
u
t
i
e
s
 
in 
t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 S
t
a
、
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捩忘

tes, 
1
 Pol. 

Sci. 
Q
.
 36 (1886)

．
臣

嗚
蹂

追
徊

以
サ

心
追

淀
揉

追

Q
裟

彩
赳

竺
'
i
J
Q
.
.
,
心

投
語

述
叙

母
匁

竺
匪

翌
送

以
諮

鱈
心

兵
ヤ

今
共

企
Q

や
伶
心
゜

（S;) 
R
.
 
S
T
U
R
M
,
 
supra 

note 
25, 

at 
170; 

G
o
o
d
n
o
w
,
 supra 

note 
4, 

at 
315-16; 

Hankin, Conclusiveness 
of 

the Fede-

ral 
T
r
a
d
e
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
'
s
 Findings 

as 
to 

Facts, 
2
3
 M
i
c
h
.
 

L. 
R
e
v
.
 
233, 

235 
(1925); 

E. 
F
R
E
U
N
D
,
 
supra 

note 
5, 

at 

556. 

(~
) 

Robertson v. 
D
o
w
n
i
n
g
,
 127 U

.
 S. 

608 (1888). 

（
含
）

釦
虹

抱
兵

心
ぶ

社
垣

淀
揉

追
ざ

「
疵

壮
心

垣
淀

揉
追

Q
臣

殴
」
「
憾
樹
巨
殴
」
「
憾
樹
醤
恨
」
共
勾
心
恨
感
杓
兵
ド
ニ

),QO
幸
~
,

「
孟

涵
樅

淀
址

窓
心

心
坦

紬
巨

毀
」

以
〇

二
只

ヒ
溢

彩
製

Q
裟

彩
ギ

心
栢
競
心
笞
紺
茶
投
初
名
北
ど
心
ざ

~J
共
仕
餓
擬
址
共
心
や
伶
{

心
心

杓
共

¥J
~
 
~

0
 
G
o
o
d
n
o
w
,
 supra note 4, 

at 
315-16; 

H
a
-

r
d
m
a
n
,
 Judicial 

R
e
v
i
e
w
 as a

 Re
q
u
i
r
e
m
e
n
t
 of D

u
e
 Process 

in 
R
a
t
e
 Regulation, 

3
0
 Yale L. J. 

681, 
691 (1921); 

J. 

DICKINSON, 
supra 

note 
3, 

at 
274-76; 

J. 
H
A
L
L
,
 C
A
s
E
s
 O

N
 

C
O
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
A
L
 L

A
W
 288 (1913). 

（
亘
）

J.
DICKINSON, supra 

note 
3, 

at 
269-72. 

国
）

R
a
n
k
i
n
v. 

Hoyt, 
4

 H
o
w
.
 
327, 

328-30, 
335 

(
U
.
 S. 

1846); 
Bartlett 

v. 
K
a
n
e
,
 
16 

H
o
w
.
 
263, 

271-72 
(
U
.
 S. 

1853); 
Belcher 

v. 
Linn. 

24 H
o
w
.
 
508, 

521-22 
(
U
.
 
S. 

1861); 
Hilton 

v. 
Merritt, 

110 U
.
 S. 

97, 
102-04 

(1884); 

Passavant v, 
U
n
i
t
e
d
 States1 

148 U
.
 S. 

214, 
219 

(1893). 

祁
社

G
o
o
d
n
o
w
,

supra 
note 

4, 
at 

316. 

（
旦
）

策
菰

Q-K'.
匝

撰
べ

Q
甜

器
以

認
ヤ

心
阿

姐
絲

燃
Q
誤

製
忘

↓
⇒

¥-'Q 
1
ぐ
く

1く
母

;I½
(14 Stat. 

152)...\J'
匡
痣
;
1
½
0
1
<
1
く
回
叶

迅
(13

Stat. 
215)

祁
溢

く
心

ぷ
包

囲
槃

t,<Q
択

以
assess

Q
 

l]llll
盤

茶
柏

ニ
コ

太
辻

’
必

迫
匡

ぃ
恨

惑
茶

正
二

心
兵

ド
ニ

心
゜

（
笙
）

Hilton
v. 

Merritt, 
110 U

.
 S. 

97, 
105-06 (1884); 

Pa-

ssavant v. 
U
n
i
t
e
d
 States, 

148 U
.
 S. 

214, 
218-220 (1893). 

（
三
）

R
a
n
k
i
n
v. 

Hoyt, 
4

 Ho
w
.
 327, 

335 (
U
.
 S. 

1846); 
Ba-

rtlett 
v. 

K
a
n
e
,
 
16 

H
o
w
.
 263, 

272 (
U
.
 S. 

1853) ;
 Belcher 

v. 
Linn, 

24 
H
o
w
.
 508, 

521-25 
(
U
.
S
.
 1861); 

Hilton 
v. 

Merritt, 
110 

U
.
 
S. 

97, 
106-07 

(1884); 
Passavant 

v. 

U
n
i
t
e
d
 States, 

148 U
.
 S. 

214, 
215, 

220 (1893). 
"iii~

 
E. 

F
R
E
U
N
D
,
 
supra 

note 5, 
at 

297; 
R
.
 S
T
U
R
M
,
 supra note 25, 

at 
170. 

儘
）

Stason,
supra note 44, 

at 
639. 

儘
）

Stason, 
supra 

note 
44, 

at 
640-45, 

651.
策

諒
嘔

恒
報

州

ゃ
斗
茶
。
ド
抽

~,.,(iJ
Q

 U
 
Chicago v. 

Babcock, 
204 

U
.
 S. 

585, 
596, 

598 (1907)
茶
央
心
゜

（巨）
Stason,

supra 
note 

44, 
at 

646-51. 

儘
）

踪
l
憐
紺
（
三
）
（
~
)
~
弓
る

t\JQ
悩
荊
ヤ
心
怜
択
心
怜
匪
゜

（翌）
J.

L
A
N
D
 Is, 

T
H
E
 
A
o
M
I
N
I
S
T
R
A
 TIVE 

PROCESS 
129-30 

(1939); 
M
o
n
a
g
h
a
n
,
 
supra note 

4, 
at 

15
茶

’
幸

遮
“

く
ド

唸
令

令
忘

坦
投

泰
策

心
⇒

ド
ニ

心
翠

や
伶

肉
茶

'
+

令
投

器
都

心
竺

日
か
ぶ
兵
投
る゚
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司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

(
l
l
O
)
R
a
n
k
i
n
 v•Hoyt, 

4
 
H
o
w
.
 3
2
7
 
(
U
.
 S. 1
8
4
6
)
 
(
あ
る
価

格
以
下
だ
と
非
課
税
）
;
Bartlett v•Kane, 

1
6
 H
o
w
.
 2
6
3
 (
U
.
 

S. 1
8
5
3
)
 
(
付
加
税
の
賦
課
）
;
B
e
l
c
h
e
r
 
v. 
L
i
n
n
,
 2
4
 H
o
w
.
 5
0
8
 

(u. s. 1
8
6
1
)
.
 

(
1
1
1
)
R
a
n
k
i
n
 v•Hoyt, 

4
 
H
o
w
.
 3
2
7
,
 
3
3
5
 (
U
.
 S. 1
8
4
6
)
.
 

(
1
1
2
)
A
l
b
e
r
t
s
w
o
r
t
h
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 3
3
,
 
at 
1
4
2
-
4
3
.

ま
た
判
例
と

し
て
R
a
n
k
i
nv•Hoyt, 

4
 

H
o
w
.
 3
2
7
,
 
3
3
5
 
(
U
.
S
.
 1
8
4
6
)
;
 

H
i
l
t
o
n
 v. 
Merritt, 1
1
0
 U
.
S
.
 9
7
,
 
1
0
4
-
0
5
 (
1
8
8
4
)
;
 
Passava-

n
t
 
v. 
U
n
i
t
e
d
 States, 
1
4
8
 
U
.
 S. 2
1
4
,
 
2
2
0
-
2
1
 (
1
8
9
3
)
.
 

(
1
1
3
)
L
.
 J
A
F
F
E
,
 

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 2
1
,
 
at 8
8
,
 
9
1
 
Ce窃
祝
は
、
司
ご
法
、

行
政
、
ま
た
は
そ
の
双
方
の
対
象
と
な
り
う
る
主
題
で
あ
る
）
．

（山）

A
l
b
e
r
t
s
w
o
r
t
h
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 3
3
,
 
at 
1
4
3
.
 

(
1
1
5
)
2
8
 
U
.
 S. 
C
.
 §
1
5
8
2
 (
1
9
8
2
)
.
 
R
.
 S
T
U
R
M
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 2
5
,
 

at 
1
8
0
-
8
1
.

な
お
前
出
注
(
9
5
)

を
参
照
。

(
1
1
6
)
S
t
a
s
o
n
,
 s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
4
,
 
at 
6
4
1
 
n. 5
.
 

(
1
1
7
)
D
a
v
i
d
s
o
n
 v•New 

Orleans, 9
6
 U
.
 S. 
9
7
,
 
1
0
4
-
0
6
 
(
1
8
 

7
8
)
;
 
H
a
g
e
r
 
v. 
R
e
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
District 
N
o
.
 
1
0
8
,
 
1
1
1
 

U
.
 

s. 7
0
1
,
 
7
1
0
-
1
2
 
(
1
8
8
4
)
.
 

:mR 1
 

l¥m!-;l;!:i 
(

9

9

)

（

100)
お
よ
び
牛
）
の

該
当
す
る
本
文
を
参
照
。

(
1
1
8
)
L
o
n
g
 Island 
W
a
t
e
r
-
S
u
p
p
l
y
 C
o
.
 v. 
B
r
o
o
k
l
y
n
,
 1
6
6
 U
.
 

s. 6
8
5
,
 
6
9
5
 (
1
8
9
7
)
 
(
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
叫
パ
の
白
I

殆
ヤ
体
の
事
F

宏
{
)
.
＊

件
で
審
査
対
象
と
さ
れ
た
b
a
s
i
s
of 
v
a
l
u
a
t
i
o
n
は
、
当
該
権
利
が

収
用
し
う
る
も
の
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
H
a
r
d
m
a
n
,

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 9
9
,
 
at 6
9
0
-
9
1
.
 

(
1
1
9
)
C
r
a
n
e
 
v•Hahlo, 

2
5
8
 U
.
 S. 1
4
2
,
 
1
4
7
-
4
8
 (
1
9
2
2
)
 
(
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
市
の
事
案
）
．

(
1
2
0
)
L
o
n
g
 Island 
W
a
t
e
r
,
S
u
p
p
l
y
 C
o
.
 v. 
B
r
o
o
k
l
y
n
,
 1
6
6
 U
.
 

S. 6
8
5
,
 
6
9
4
-
9
5
 (
1
8
9
7
)
;
 
B
a
u
m
a
n
 v. 
Ross, 1
6
7
 
U
.
 S. 5
4
8
,
 

5
9
3
-
9
4
 
(
1
8
9
7
)
;
 
B
a
c
k
u
s
 v•Fort, 

1
6
9
 
U
.
 S. 5
5
7
,
 
5
6
9
 
(
1
8
 

9
8
)
.
 

(
1
2
1
)
W
i
l
l
i
a
m
s
p
o
r
t
 W
i
r
e
 R
o
p
e
 C
o
.
 v. 
U
n
i
t
e
d
 States, 

277 

u. s. 5
5
1
,
 
5
6
2
 (
1
9
2
8
)
.
 

(
1
2
2
)
I
d
.
 
at 
5
5
9
.

他
者
の
資
料
を
も
っ
て
本
人
の
税
額
を
計
算
す

る
点
で
、
わ
が
国
の
推
計
課
税
と
は
異
な
る
特
殊
な
制
度
と
思
わ
れ

る。

(123)

こ
の
判
決
に
は
行
政
裁
量
と
す
べ
き
こ
と
の
理
由
が
述
べ
ら
れ

て
お
り
(
I
d
.
at 5
6
0
-
6
1
,
 
5
6
1
-
6
2
)
、
関
均
祝
の
価
H

格
評
価
に
関
す
る

判
例
が
引
用
さ
れ
て
い
る
(
I
d
.
at 5
6
1
)

が
、
こ
れ
だ
け
で
は
決
め

手
と
な
ら
な
い
。
特
別
確
定
方
法
を
採
用
す
る
か
否
か
の
判
断
が
、

そ
も
そ
も
裁
判
所
が
行
い
う
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
議
論
が
必

要
で
あ
る
。

(
m
)
D
e
c
a
t
u
r
e
 v. 
Paulding, 1
4
 Pet. 4
9
7
,
 
5
1
5
 (
U
.
 S. 1
8
4
0
)
.
 

従
軍
中
に
死
亡
し
た
海
軍
軍
人
の
寡
婦
へ
の
半
額
の
年
金
支
払
い
を

定
め
る
法
律
と
、
D
e
c
a
t
u
r
e
未
亡
人
に
一
定
の
支
払
い
を
す
ぺ
し

と
い
う
議
会
決
議
(
p
r
i
v
a
t
e
a
c
t
と
思
わ
れ
る
）
の
双
方
に
基
づ
い

て
算
出
し
た
額
の
支
給
を
D
e
c
a
t
u
r
e
未
亡
人
が
海
軍
長
官
に
申
請

し
た
が
、
長
官
は
い
ず
れ
か
の
み
に
よ
る
支
給
額
し
か
認
め
ら
れ
な

い
と
し
て
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
事
案
で
あ
る
。
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研 究

(
1
2
5
)
L
.
 J
A
F
F
E
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
2
1
,
 
a
t
 
3
4
1
.
 

(
1
2
6
)
R
o
b
e
r
t
s
 v
.
 
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 
e
x
 rel. 
V
a
l
e
n
t
i
n
e
,
 
1
7
6
 U
.
 

s. 
2
2
1
,
 
2
3
1
 
(
1
9
0
0
)
.

こ
れ
は
既
に
締
結
さ
れ
た
政
府
契
約
の
事

案
で
あ
る
。

(
1
2
7
)
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 
e
x
 
rel•Dunlap 

v
.
 
B
l
a
c
k
,
 
1
2
8
 U
.
 S
.
 

4
0
,
 
4
8
 (
1
8
8
8
)
.
 

(
1
2
8
)
B
r
o
w
n
,
 F
a
c
t
 a
n
d
 L
a
w
 i
n
 J
u
d
i
c
i
a
l
 
R
e
v
i
e
w
,
 5
6
 H
a
r
v
.
 

L
.
 
R
e
v
.
 
8
9
9
,
 
9
2
2
 (
1
9
4
3
)
;
 
L. J
A
F
F
E
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
2
1
,
 
a
t
 

3
3
7

ほ
、
前
出
注
（
以
）
の

D
e
c
a
t
u
r
e
v
.
 
P
a
u
l
d
i
n
g
 (
1
8
4
0
)

に

つ
い
て
言
及
す
る
過
程
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

(
1
2
9
)
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 
e
x
 rel. 
B
u
r
n
e
t
t
 v
.
 T
e
l
l
e
r
,
 
1
0
7
 U
.
S
.
 

6
4
,
 
6
8
 (
1
8
8
2
)
.

な
お
、
こ
の
場
合
、
「
連
邦
議
会
の
裁
量
で
左
右

で
き
る
」
と
は
、
議
会
が
そ
の
事
務
を
執
行
府
行
政
官
に
委
任
す
れ

ば
、
そ
の
行
政
裁
量
に
完
全
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る。

M
.
C
A
R
R
O
W
,
 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 3
3
,
 
a
t
 
6
3
.
 

(
1
3
0
)
U
n
i
t
e
d
 
S
t
a
t
e
s
 
v
.
 
B
a
b
c
o
c
k
,
 
2
5
0
 
U
.
 
S
.
 
3
2
8
,
 
3
3
1
 

(
1
9
1
9
)
.

本
文
で
引
用
し
た
「
同
国
に
対
す
る
権
利
」
と
は
、
い
わ

ゆ
る
特
権
ま
た
は
恩
恵
の
こ
と
で
あ
る
。

(
1
3
1
)
L
y
n
c
h
 v
.
 
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
,
 
2
9
2
 U
.
 S
.
 
5
7
1
,
 
5
7
7
 (
1
9
3
4
)
.
 

(
1
3
2
)
L
.
 J
A
F
F
E
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 2
1
,
 
a
t
 
9
1
,
 
9
2
.

同
じ
く
特
権
と
分

類
さ
れ
る
公
有
地
下
付
の
場
合
と
の
比
較
と
し
て
、
前
出
注
(
5
5
)

(

5

6

)

お
よ
び
そ
の
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。

(
1
3
3
)
W
o
r
k
 v
.
 
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 e
x
 rel. 
R
i
v
e
s
,
 
2
6
7
 U
.
 S
.
 
1
7
5
 

(1925)•Dent 

A
c
t

の
第
五
条
は
、
政
府
の
要
請
に
従
っ
て
軍
需

用
の
希
少
資
源
を
産
出
す
る
た
め
の
投
資
を
な
し
た
も
の
の
、
停
戦

お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
当
該
資
源
の
市
場
終
焉
に
よ
っ
て
損
失
を
被
っ

た
者
に
対
し
、
一
定
の
損
害
填
補
を
す
る
規
定
で
あ
る
。
内
務
長
官

は
、
請
求
に
基
づ
き
正
当
・
衡
乎

(
j
u
s
t
a
n
d
 e
q
u
i
t
a
b
l
e
)

と
考
え

る
額
を
決
定
し
支
払
い
を
な
す
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
0

原
告
関

係
人
は
、
そ
の
申
請
の
一
部
支
払
い
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、

そ
の
損
害
填
補
申
請
を
全
て
認
容
す
る
こ
と
を
内
務
長
官
に
命
ず
る

マ
ン
デ
イ
マ
ス
を
訴
求
し
た
。

(134)

前
出
注

(m)
お
よ
び
そ
の
該
当
す
る
本
文
を
参
照
。

(
1
3
5
)
W
o
r
k
 v
.
 
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 
e
x
 rel. 
M
c
A
l
e
s
t
e
r
-
E
d
w
a
r
d
s
 

C
o
a
l
 
C
o
.
,
 
2
6
2
 
U
.
 S
.
 
2
0
0
,
 
2
0
8
-
0
9
 
(
1
9
2
3
)
.

紘
i

勅
迄
只
庶
m
人

(
l
e
s
s
e
e
s
 
o
f
 t
h
e
 m
i
n
e
r
a
l
s
)

の
保
護
の
た
め
、
賃
借
人
に
、
鉱
土

地
表
の
優
先
的
買
取
権

(
a
p
r
e
f
e
r
e
n
t
i
a
l
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
p
u
r
c
h
a
s
e
)
 

を
賃
借
人
に
与
え
、
そ
の
買
取
価
格
は
価
格
査
定
委
員
会
の
査
定
に

よ
る
と
い
う
制
度
の
下
で
の
事
例
で
あ
る
°
賃
借
人
で
あ
る
原
告
関

係
人
が
買
取
権
の
実
行
と
し
て
購
入
金
額
を
支
払
っ
た
と
こ
ろ
、
そ

の
受
け
取
り
を
拒
否
さ
れ
た
の
で
、
内
務
長
官
等
を
被
告
と
し
て
、

原
告
関
係
人
が
優
先
的
買
取
権
を
主
張
す
る
鉱
土
地
表
の
購
入
金
額

の
受
領
と
、
当
該
土
地
の
譲
渡
証
書
の
発
行
を
命
ず
る
マ
ソ
デ
イ
マ

ス
等
を
求
め
た
。

(
1
3
6
)
K
e
n
d
a
l
l
 v
.
 
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 
e
x
 
rel. 
S
t
o
k
e
s
,
 
1
2
 
P
e
t
.
 

5
2
4
 (
U
.
 S
.
 
1
8
3
8
)
.

届
企
宕
関
9
保
人
は
苛
翌
仕
の
郵
政
公
社
総
裁
と
の

郵
便
配
達
に
つ
い
て
の
一
定
の
契
約
に
基
づ
き
、
一
定
の

c
r
e
d
i
t
s

a
n
d
 a
l
l
o
w
a
n
c
e
s

を
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

107 (4 • 184) 700 



司法裁判所の「思惟律」と行政裁量(1)

後
任
の
総
裁
が
こ
の
支
払
い
の
保
留
決
定
を
す
る
一
方
で
、
財
務
省

法
務
官
は
逆
に
、
支
払
い
を
す
べ
き
と
の
決
定
を
な
し
た
。
同
法
務

官
は
郵
政
公
社
総
裁
に
対
し
て
そ
の
支
払
い
を
指
示
し
た
が
、
総
裁

は
そ
れ
に
従
う
必
要
な
し
と
し
て
依
然
支
払
い
を
保
留
し
た
ま
ま
で

あ
っ
た

(at
6
0
8
-
0
9
)

と
い
う
、
や
や
特
殊
な
事
案
で
あ
る
。
本
件

の
事
案
に
つ
い
て
は

L
e
e
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 4
,
 
at 
2
8
8
-
9
5

を
参
照
。

(
1
3
7
)
R
o
b
e
r
t
s
 
v. 
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 
e
x
 rel. 
V
a
l
e
n
t
i
n
e
,
 
1
7
6
 
U
.
 

S. 2
2
1
 
(
1
9
0
0
)
.

合
衆
国
出
納
官

(
T
r
e
a
s
u
r
e
r
o
f
 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 

S
t
a
t
e
s
)
に
、
マ
ン
デ
イ
マ
ス
で
利
息
支
払
い
を
求
め
た
例
で
あ
る
。

(
1
3
8
)
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 
e
x
 rel. 
P
a
r
i
s
h
 
v. 
M
a
c
V
e
a
g
h
,
 2
1
4
 U
.
 

s. 1
2
4
 (
1
9
0
9
)
.
 
l
~
H府と
供
給
契
約
を
し
た
私
人
は
、
債
務
を
履
行

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
対
価
が
支
払
わ
れ
な
い
と
主
張
し
、
財

務
長
官
に
対
し
て
支
払
い
を
命
ず
る
マ
ン
デ
イ
マ
ス
を
訴
求
し
た
。

〔
未
完
・
一

0
七
巻
五
号
に
続
く
〕

（
東
京
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）

107 (4 • 185) 701 
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